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宝塚市地域防災計画の全体構成 

 

 

宝塚市地域防災計画は、本市における防災・災害対策における根幹的な計画であり、地震、

風水害、大規模事故の予防計画、災害対策計画及び災害復旧・復興計画とこれに関連する事

項等を規定しており、以下の構成としている。 

 

宝塚市地域防災計画と関連図書 

全体構成 決定者 記載内容 

宝塚市地域防災計画：本編 

第１部 総則 

第２部 災害予防計画 

第３部 災害応急対策計画 

第４部 災害復旧・復興計画 

宝塚市防災会議 

災害対策基本法の規定に基づき、

宝塚市における防災対策や災害

応急対策等について、基本的な事

項を定める。 

関連図書１ 

 災害対応マニュアル編  
宝塚市 

宝塚市を中心に災害応急対策の

手順等を具体的に定める。 

関連図書２ 

 資料・様式編 宝塚市 

本編や災害対応マニュアル編に

関連するデータ、資料、様式等を

定める。 
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第１部 総則 

１ 

 

第１部  総則 
 

 

第１章  計画の策定方針 

第１節  計画の目的 

第２節  計画の基本方針及び災害の範囲 

第３節  他の計画との関係 

第４節  計画の修正及び進行管理 

第５節  市防災機関の事務又は業務の大綱及び市民・事業所の取るべき措置 

第２章  市の概況 

第１節  自然環境の特性 

第２節  社会環境の特性 

第３章  地域としての災害危険性 

第１節  地震 

第２節  風水害等 

第３節  大規模事故災害等 

第４章  防災ビジョン 

第１節  計画の理念 

第２節  基本目標・施策の大綱 

 

 

こ

の

部

の

あ

ら

ま

し 

全体として、４つの章により構成する。 

まず、第１章においては、「地域防災計画」策定の法的根拠、計画の目的、計画の基本方針

及び範囲並びに他の計画との関係を整理するとともに、計画の実効性を維持するため毎年修正

すべきことを記載している。 

また、「地域防災計画」を実行する主体となる行政、関係機関・団体及び市民、事業所に関

して、それぞれの果たすべき役割・分担を記載している。 

さらに第２章及び第３章において、「地域防災計画」に盛り込むべき予防・応急・復旧の各

計画策定の前提条件となる本市の自然環境、社会環境の特性のあらましを示すとともに、「宝

塚市防災アセスメント業務報告書」（平成９年３月本市）その他の調査資料をもとに、災害の

素因別に地震・風水害（土砂災害を含む）、大規模事故災害等の３つに分け、地域としての災

害危険性を明らかにしている。 

次いで、第４章においては「地域防災計画」の拠って立つべき「計画の理念」「基本目標」、

「施策の大綱」からなる「防災ビジョン」を示し、これにより「地域防災計画」がいわば災害

に関するマスタープランとして、長期にわたり総合的かつ実効性あるものと位置づけた。 
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第１部 総則 

第１章 計画策定の方針 
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第１部 総則 

第１章 計画策定の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  計画の策定方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 計画の目的 

第２節 計画の基本方針及び災害の範囲 

第３節 他の計画との関係 

第４節 計画の修正及び進行管理 

第５節 市防災機関の事務又は業務の大綱及び市民・事業所の取るべき措置



 

 

４ 

 

第１部 総則 
第１章 計画策定の方針 
第１節 計画の目的 

 

第１節  計画の目的 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条及び宝塚市防災会議条例（昭

和３８年条例第１６号）第２条の規定に基づき、宝塚市防災会議が作成する計画であって、市・県及

び防災関係機関や公共的団体その他市民がその有する全機能を発揮し、市の地域における防災に関し、

災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策に至る一連の防災活動並びに南海トラフ地震臨時情報受信

時における事前対応措置を適切に実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護す

ることを目的とする。
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第１部 総則 

第１章 計画策定の方針 

第２節 計画の基本方針及び災害の範囲 

 
第２節  計画の基本方針及び災害の範囲 

 

第１  計画の基本方針 

 

この計画は、市の地域に係る防災に関し、市の処理すべき事務又は業務を中心として、県、防災関

係機関、公共的団体及び市民の処理分担すべき事務、業務又は任務までをも含めた総合的かつ基本的

な計画であり、以下の内容を基本方針とする。 

 

１ 阪神・淡路大震災の被害状況及び防災アセスメント調査を踏まえ、市域のすべての方面で建物倒

壊、火災、土砂災害、ライフライン被害、道路・河川堤防・鉄道等公共土木構造物被害のいずれか

又はすべてが大規模かつ同時多発的に発生するものと予想すべき事態（震度６弱以上の地震若しく

は風水害その他による同程度の災害）に備え、被害を最小限にとどめるための予防対策、発災時の

応急対策及び復旧対策を含む総合的な防災対策計画の確立を図る。 

 

２ 阪神・淡路大震災における経験を踏まえ、想定されるあらゆる救援・救助事案、被災者の要望に

対して、行政としての対応に関する基本的指針、県並びに国等関係機関・団体・市民との役割分担

など、対処すべき手順を現時点で可能な限り網羅的かつ具体的に明記した予防計画、応急対策計画

となるよう努める。 

なお、特に応急対策計画の実施に当たっては、災害発生時の状況、災害の規模・態様等に応じて、

記載された対策項目、措置及び手順等の必要の有無について、市長（本部長）若しくは各部担当責

任者がその都度判断し行うものとする。 

 

３ 市は、本計画に定める防災対策の進捗を図るため、本計画とは別に災害予防計画の各対策項目

に係る進行管理計画を策定し、その進捗状況と情勢の変化を踏まえながら、ＰＤＣＡサイクルを活

用し、当該対策項目の実効性を高めるよう努める。 

 

４ 災害の発生時には、行政による対策「公助」には制約があることから、市民一人ひとりが自らの

身の安全は自らが守る「自助」、また、発災初期における、地域ぐるみで消火・救助・救援活動を

行う「共助」を適切に組み合わせた取組を推進する。 

 

５ 市民、市民団体、事業者、行政機関などの多様な主体が相互に連携しながら、協働して防災の取

組を推進する。この場合において、男女共同参画をはじめとする多様性確保の視点から、地域防災

計画、復興計画などの策定及び避難所等の運営などの意思決定の場における女性や高齢者、障碍（が

い）者など多様な人材の参画を推進するとともに、救援物資、避難所等の設置・運営などの対策面

において、女性や子育て家庭及び高齢者、障碍（がい）者、難病患者、妊産婦、乳幼児、日本語の

理解できない外国人その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）のいる家庭のニー

ズに配慮する。 

 

６ 阪神・淡路大震災の経験を風化させず、またその他の災害の教訓を継承し、地域における防災・

減災の知識及び意識を育み、自助における取組をより充実させる。 
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第１部 総則 

第１章 計画策定の方針 

第２節 計画の基本方針及び災害の範囲 

７ 市の地域特性、防災特性を踏まえ、市域においてあり得る最悪の事態に備え、自然災害はもとよ

り、大規模事故等による市民・来訪者等の健康被害、対策要員の不測の受傷等事故、風評被害等社

会的被害を最小限にとどめるために必要な事項についても盛り込む。 

 

第２  この計画で扱う災害の範囲 

 

この計画では、次の災害等についての対応を図る。 

なお、これらの災害が同時に発生するような複合災害の可能性についても留意する。 

 

１ 地震災害 

２ 風水害・土砂災害 

３ その他大規模な災害、事故（以下、「大規模事故災害等」という） 

（１）航空機事故 

（２）鉄道事故 

（３）中国自動車道路・新名神高速道路事故 

（４）雑踏事故 

（５）大規模工場火災、爆発 

（６）大規模林野火災 

（７）原子力災害 

（８）その他 
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第１部 総則 

第１章 計画策定の方針 

第３節 他の計画との関係 

  
第３節  他の計画との関係 

 

この計画は、災害対策基本法に基づき本市の区域に係る災害から市民（来訪者を含む。）の生命及

び財産を守ることを目的として定めるものであり、国の防災基本計画、各指定行政機関等が作成する

防災業務計画及び兵庫県地域防災計画に矛盾し又は抵触することのないよう定めるとともに、本市が

定める以下の計画との整合性を図ることで、計画が対象とする自然災害、大規模事故災害等からの被

害を最小限にとどめるための予防対策、発災時の応急対策及び復旧対策を含む総合的な防災対策計画

の確立を図る。 

 

第１  宝塚市総合計画との関係 

 

宝塚市総合計画は、総合的かつ計画的にまちづくりを推進するための計画であり、市民と行政によ

るまちづくりの方向性を示すものである。本市が定める計画の最上位に位置し、市の防災施策も同計

画に基づき実施する。 

令和３年度（2021年度）からスタートする第６次宝塚市総合計画は、基本構想、基本計画、地域ご

とのまちづくり計画で構成しており、基本構想は令和１２年度（2030年度）を目標年次としている。 

基本構想では、「わたしの舞台はたからづか」をスローガンに掲げ、このスローガンには①「活動・

活躍できる場」（舞台）をつくり、②「暮らし」（舞台）を支え、③「まち」（舞台）を未来につな

げていく、との想いを込めており、宝塚に関わるすべての人が幸せを感じられ、安心な毎日を過ごす

ことができる未来を願い、このスローガンを掲げ、まちづくりを進めることとしている。 

また基本構想において、６つの「めざすまちの姿」を定めており、そのうちの一つである「住み続

けたい、安全・快適な暮らしがあるまち―安全・都市基盤―」の中の「危機管理・防災」の施策分野

において、「命や生活に関わる危機に市民と行政が共に備え、いざという時には、迅速かつ適切な対

応を取れる体制が整っている。」、「地震や風水害に市民と行政が共に備え、地域で助け合う意識が

高まることにより危機対応力が強化されている。」と定めている。 

 

以上を踏まえて、この計画と宝塚市総合計画との関係を整理すると、おおよそ次のようになる。 

 

 

－ この計画と宝塚市総合計画との関係 － 

１ この計画は、宝塚市総合計画に即して策定する分野別計画であり、「災害に強い都市づくり」、

「災害に強いひとづくり」、「災害に強いコミュニティづくり」の観点から体系化したものであ

る。 

２ この計画は、市民と行政によるまちづくりに向けた、市域における、あらゆる個人及び機関の

安全と財産を守るという限りにおいて、市、県、国等関係機関、団体、事業所及び個人の果たす

べき役割分担について規定したものである。 

３ この計画は、継続的かつ恒久的に、市、関係機関、事業所及び市民の拠り所となるべき、「災

害に強い都市づくり」、「災害に強いひとづくり」、「災害に強いコミュニティづくり」のマス

タープランとして、宝塚市総合計画と整合を図りながら策定されるべきものである。 
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第１部 総則 

第１章 計画策定の方針 

第３節 他の計画との関係 

第２  宝塚市水防計画との関係 

 

宝塚市水防計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）に基づき策定するもので、水防管理者と

しての本市が市の各部及び常備消防機関としての消防本部並びに非常備消防機関としての消防団、こ

れらの施設、職員、団員を活用して、河川・ため池等の溢水・洪水等に際し、水災を警戒、防御し及

びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

そのため、地域防災計画がより総合的かつ網羅的計画であろうとするのに対し、宝塚市水防計画は、

以下に示すとおり専門的かつ限定的な計画である。 

 

－ この計画と宝塚市水防計画との関係 － 

１ 宝塚市水防計画は、水防管理者としての市が河川の氾濫による浸水被害が想定される区域に

関して、その区域内における市民の安全確保、被害の軽減を図ることを目的とし、市の関係各

部及び消防団をもって災害対策本部を設置し、相互に連携し迅速に対応するための計画であ

る。 

２ 宝塚市水防計画には、水防上必要な巡視、警戒、連絡、輸送等の手順、水防のための活動、

他の水防関係管理者との間における協力、応援、水防に必要な器具、資材及び設備の整備並び

に運用に関する計画等、市が平常時水防管理者として、また、非常時に際しては災害対策本

部、災害警戒本部を設置することにより、それぞれ行うべき計画と活動内容が詳細に記載され

る。 

３ 市の総力をあげて対処する必要がある大規模災害時に関しては、この計画に基づき災害対策

本部の組織を拡充するなどにより迅速かつ的確な対策を講じることとする。 

 

第３  宝塚市消防計画との関係 

 

宝塚市消防計画は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）に基づき策定するもので、本市の常

備消防機関としての消防本部及び非常備消防機関としての消防団、これらの施設、職員、団員を活用

して、火災・風水害・地震等の災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、その被害を軽減するこ

とを目的とする。そのため、重複しているところも少なくない。 

しかし、地域防災計画がより総合的かつ網羅的計画であろうとするのに対し、宝塚市消防計画は、

以下に示すとおり専門的かつ限定的な計画である。 

 

－ この計画と宝塚市消防計画との関係 － 

１ 宝塚市消防計画は、消防機関が組織として独自に定めるものであり、消防機関が分掌する事務

に関し、その活動内容が詳細に記載されている。 

２ 住宅火災など比較的小規模な災害に対して、専任の組織として、迅速に対応するための計画で

ある。 

３ 市の総力をあげて対処する必要がある大規模災害時に関しては、この計画において示された

計画大綱に基づき有機的な連携を行うことができるような計画である。 

 

 

第４  宝塚市耐震改修促進計画との関係 
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第１部 総則 

第１章 計画策定の方針 

第３節 他の計画との関係 

宝塚市耐震改修促進計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。以

下「耐震改修促進法」という。）に基づき策定するもので、今後高い確率で発生が予想される南海ト

ラフ地震等の被害から市民の安全を守るため、住宅・建築物の耐震化を計画的に進めることを目的と

する。 

そのため、地域防災計画がより総合的かつ網羅的計画であろうとするのに対し、宝塚市耐震改修促

進計画は、以下に示すとおり専門的かつ限定的な計画である。 

 

－ この計画と宝塚市耐震改修促進計画との関係 － 

１ 宝塚市耐震改修促進計画は、市民の生命・財産を守るために住宅・建築物の耐震化率の目標を

定めるとともに、耐震診断及び耐震改修を促進するための施策を示す。 

２ 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者

の円滑な避難を困難とすることを防止するため、地震発生時に通行を確保すべき道路を指定し、

当該道路沿道の建築物の耐震化を図る。 

３ 住宅・建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅・建築物の所有者等が、地域防災対策を

自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。 

また、本市としては、兵庫県及び国と連携し、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行い

やすい環境の整備や負担軽減のための制度の構築など必要な施策を講じ耐震改修の実施の阻害

要因となっている課題の解決を図る。 

４ 宝塚市耐震改修促進計画は、「兵庫県耐震改修促進計画」及び「宝塚市地域防災計画」、「宝

塚すまい・まちづくり基本計画（住宅マスタープラン）」との整合を図り、具体的な施策化は「宝

塚市実施計画」に定め推進していくものとする。 

 

第５  地区防災計画との関係 

 

宝塚市防災会議は、地区居住者等から地区防災計画作成等の提案を受け、必要があると認めるとき

は、市地域防災計画の中に地区防災計画を位置付けるとともに、市は、地域防災力の充実強化に関す

る事項を定め、その実施に努める。 

 

第６  宝塚市新型インフルエンザ等対策行動計画との関係 

 

宝塚市新型インフルエンザ等対策行動計画は、平成２１年（2009年）の新型インフルエンザ対策の

経験を踏まえ、平成２４年（2012年）に制定された新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基

づき、政府及び兵庫県行動計画との整合を図りながら、社会的影響が大きい新たな感染症を含め、宝

塚市域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項や、市が実施する措置等を示し

たものである。 

 令和元年（2019年）末に中国での発症が確認された新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と、

それによって引き起こされたパンデミックによる影響は、国民の生命だけでなく、経済や社会生活

を始めとする国民生活の安定についても大きな脅威となるものであり、未知の感染症によるパンデ

ミックに対しては、国家の危機管理として社会全体で対応する必要があることが改めて明らかとな

った。この経験から国は、令和6年7月に政府行動計画を抜本的に見直したうえ改訂した。また、こ

の政府の動きに併せて県の行動計画も改定され、本市においても新型コロナウイルスでの検証を踏

まえた市行動計画を令和7年度に見直した。 
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第１部 総則 

第１章 計画策定の方針 

第３節 他の計画との関係 

自然災害、大規模事故災害等を対象とする宝塚市地域防災計画とは異なり、当該計画は感染症対

策を目的とした計画であるが、これらが重複する複合的災害も視野に入れ、両計画を相互に補完し、

包括的かつ柔軟に機能する感染症行動体制の構築を図ることとする。 

 

第７  宝塚市地域強靭化計画との関係 

 

宝塚市において、国の国土強靭化基本法の趣旨を踏まえ、東日本大震災や熊本地震に加え、近年頻

発している豪雨災害、土砂災害等の教訓から、大規模自然災害が発生しても「致命的な被害を負わな

い強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った「強靭な地域」を作り上げるための取り組みを

まとめ、国からの財政支援を活用しつつ強靭化を推進していくため策定する計画である。 

宝塚市地域防災計画は自然災害、大規模事故災害に係る「予防」策に加えて「応急復旧・都市復興」

にわたる計画であり、一方、宝塚市地域強靭化計画は国が進める国土の強靭化の考えに基づき、宝塚

市の都市の強靭化を図るため平時からの取り組みを幅広く位置付けた都市づくりの方向性を示す計

画である。 

また、本市の宝塚市総合計画等の基本的な考え方と整合を図ったうえで、両計画の検討、進捗管理

等を一体的に行うことにより、効率的・効果的な取組につなげる必要がある。このことから、両計画

を連携させながら真に災害に強い都市づくりを推進することとする。 
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第４節 計画の修正及び進行管理 

 

第４節  計画の修正及び進行管理 

 

第１  計画の修正 

 

この計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、本市の都市構造の変化及び災害応急対策の

効果等を考えあわせ、毎年（４月１日現在）検討を加え必要があると認めるときは、これを宝塚市防

災会議において修正する。 

したがって、各対策担当部及び各防災機関は関係のある事項についてその予防計画の進捗状況や応

急対策計画などの課題の有無について訓練結果などを通じて検討し、毎年３月末日（緊急を要する事

項についてはその都度宝塚市防災会議が指定する期日）までに、計画修正案を宝塚市防災会議事務局

（都市安全部総合防災課）に提出しなければならない。 

 

第２  計画の進行管理 

 

本計画を総合的かつ計画的に推進するため、地域強靭化で掲げる主な事業を災害対応の柱として、

災害予防対策をはじめとするリスク回避を行っていく。地域強靭化計画に係る進捗管理については、

25 項目のリスクシナリオ毎に、原則、KPI（重要業績指標）が設定できる施策についてはＫＰＩにて

目標管理し、各プログラムの達成度や進捗の把握に努めながら、各取組の進捗管理等を定期的に把握・

検証するなどして、ＰＤＣＡサイクルをもって推進する。 

また、社会経済情勢等の変化に対応するため、各取組内容の変更や新たに取り組むべき事業が必要

となった場合は、適宜見直しを行うものとする。 

 ※これにより、これまでの地域防災計画に係る進行管理計画は廃止する。 
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第１部  総則 
第１章  計画の策定方
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第５節  市防災機関の事務又は業務の大綱及び市民・事業所の取るべき

措置 

 

市は、地域や市民の生命及び財産を災害から保護するため、県、指定地方行政機関、指定公共

機関、指定地方公共機関、公共的団体その他防災上重要な施設の管理者及び市民・事業所等の

協力を得て防災活動を実施する。 

なお、防災に関し、市及び県、その他防災関係機関がそれぞれ処理すべき事務又は業務につ

いては資料編に示す。 

※ 参照 ⇒ 宝塚市及び防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱（資料・様式編３－１

－５） 

宝塚市 

 

指定地方行政機関 

近畿管区警察局、近畿総合通信局、近畿財務局神戸財務事務所、近畿厚生局、

兵庫労働局、近畿農政局（兵庫県拠点）、近畿中国森林管理局、近畿経済産業

局、近畿地方整備局（本局・六甲砂防事務所）、近畿運輸局（兵庫陸運部）、

大阪航空局（大阪空港事務所）、大阪管区気象台（神戸地方気象台） 

自衛隊 陸上自衛隊第３師団（第３６普通科連隊） 

兵庫県 知事部局・企業庁、教育委員会、警察本部 

指定公共機関 

日本銀行（神戸支店）、日本郵便株式会社、日本赤十字社（兵庫県支部）（宝

塚市地区）、日本放送協会（神戸放送協会）、西日本高速道路株式会社、独立

行政法人水資源機構（関西支社）、西日本旅客鉄道株式会社（大阪支社）（市

内各駅）、NTT西日本株式会社（兵庫支店）、株式会社NTTドコモ（関西支社）、

NTTドコモビジネス株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社 兵庫事業部、

日本通運株式会社（阪神支店）、ＫＤＤＩ株式会社（関西総支社）、関西電力

株式会社、関西電力送配電株式会社、国立研究開発法人放射線医学総合研究

所 

指定地方公共機関 

阪急電鉄株式会社（市内各駅）、阪急バス株式会社、阪神バス株式会社、一般

社団法人兵庫県 トラック協会、株式会社ラジオ関西、株式会社サンテレビジ

ョン、一般社団法人兵庫県医師会、公益社団法人兵庫県看護協会、一般社団法

人兵庫県歯科医師会、一般社団法人兵庫県薬剤師会、一般社団法人兵庫県獣

医師会、一般社団法人兵庫エルピーガス協会北摂支部 

公共団体・防災上重要

な施設の管理者 

一般社団法人宝塚市医師会、一般社団法人宝塚市歯科医師会、一般社団法

人宝塚市薬剤師会、病院等経営者、輸送協力協定締結団体・企業、みなと

観光バス株式会社、阪急タクシー株式会社、土木・建築・造園・ 工事等応

急対策業務協定締結団体、ＪＡ兵庫六甲（各支店）、宝塚商工会議所、宝

塚市商店連合会、生活物資等供給協定締結団体・企業、燃料供給協定締結

団体・企業、市内金融機関、危険物・有毒物等保管施設の管理者、社会福

祉施設管理者、大学・専修学校その他民間教育機関等管理者、宝塚防犯協

会、宝塚交通安全協会、社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会、特定非営利

活動法人宝塚市国際交流協会、特定非営利活動法人宝塚ＮＰＯセンター、

特定非営利活動法人女性と子どものエンパワメント関西、宝塚市赤十字奉

仕団、宝塚市婦人会、福祉関係団体等、各農業水利組合、自治会、自主防

災組織、ＰＴＡ等地域団体、株式会社エフエム宝塚、兵庫県建設業協会宝

塚支部、宝塚水道工事業協同組合、宝塚市電器商組合、山本園芸流通セン

ター、アクティオ株式会社 

市民・事業所 

 

 

連
携
・
協
力 
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１３ 

 

第１部  総則 
第２章  市の概況 
 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  市の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 自然環境の特性 

第２節 社会環境の特性 
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第１部  総則 
第２章  市の概況 
第１節  自然環境の特性 

 
第１節  自然環境の特性 

 

第１  位置 

 

１ 位置 

 

本市は、阪神都市圏の中央背後部に位置し、兵庫県中北部方面への玄関口になっている。県庁所

在地である神戸市の中心部へ約１５km、関西経済圏の中心である大阪市から約１５kmの圏内にある。 

 

２ 緯度、経度 

 

宝塚市役所（東洋町１番１号）の緯度、経度は次のとおりである。 

 

東経 １３５°２１′ 

北緯 ３４°４７′ 

 

３ 隣接市町 

 

本市の隣接市町は、次のとおりである。 

 

東 川西市 

西 神戸市、西宮市 

南 西宮市、伊丹市 

北 三田市、川辺郡猪名川町 

 

第２  面積、広がり及び標高 

 

 本市の面積、広がり及び標高は、次のとおりである。 

 

面  積 

広がり 標高 

東  西 南  北 
最高地点 

（小林字西山19番地） 

最低地点 

（高司４丁目80番地） 

１０１．８９k㎡ １２．８km ２１．１km ５９１．０ｍ １８．１ｍ 

 

  



 

１５ 

 

第１部  総則 
第２章  市の概況 
第１節  自然環境の特性 

第３  地形、地質 

 

本市の地形は、北部の北摂山地や西南部の六甲山地、武庫川左岸の伊丹台地、武庫川右岸の六甲

山南東麓台地及びその間の武庫川低地に区分できる。 

また、地質は、六甲山地が中生代白亜紀後期に貫入した花崗岩類、北摂山地は古生層（丹波層群）

や花崗閃緑岩、六甲山地南東台地が新生代第三紀末から更新世にかけての大阪層群や段丘堆積物か

ら構成され、山麓部や伊丹台地、谷底平野沿いには段丘堆積物や崖錐堆積物が分布し、武庫川沿い

の低地の大部分は未固結の扇状地堆積物や沖積層から構成される。 

 

地形区分 特徴 

北摂山地 

・市域の北部大半を占める標高３００～５００ｍの程度の小起伏山地 

・主に中生代白亜紀の流紋岩類で構成される 

・市域でも多くのゴルフ場が造成されている 

・山地、丘陵地に囲まれている地勢から、土砂災害警戒区域に指定されている

地域が散在する 

・山地の中央付近には十万辻断層がある 

六甲山地 

・西宮市との境界付近に部分的に分布する標高４５０～７００ｍ程度の中起伏

山地 

・主に中生代白亜紀の花崗岩類で構成される 

・特に山地境界付近には土砂災害警戒区域が集中的に指定されている 

・有馬－高槻断層帯の一部を構成する六甲断層、清荒神断層等の活断層がある 

伊丹台地 

・伊丹市北部の境界付近から摂丹山地との境界までの部分に相当する猪名川・

武庫川が形成した河成段丘 

・台地の斜面等で土砂災害が発生するリスクが高く、土砂災害警戒区域に指定

されている地域がある 

・摂丹山地との境界付近に有馬－高槻断層帯がある 

六甲山南東

麓台地 

・六甲山地の南東部に位置する標高５０～３００ｍ程度の台地 

・主に新生代第三紀末から第四紀更新世にかけての大阪層群で構成される 

・武庫山、逆瀬台、青葉台、光ガ丘、千種等の大規模宅地造成地がある 

・台地の斜面等で土砂災害が発生するリスクが高い 

武庫川低地 

・宝塚付近（標高約３５ｍ）から下流部にのびる沖積低地で、武庫川左岸の小

浜や右岸の高司付近にわずかに広がるのみである 

・かつては武庫川の旧河道が明瞭にみられたが、現在それらの大部分は盛土に

よる平坦化地となっている 

・河川氾濫等の洪水リスクが高く、武庫川浸水想定区域に指定されている地域

がある 

 

※ 参照 ⇒ 表層地質図（資料・様式編１－５） 
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１６ 

 

第１部  総則 
第２章  市の概況 
第１節  自然環境の特性 

第４  河川 

 

本市の河川は、１級河川、２級河川、準用河川、普通河川からなり、流域には人口資産が集中して

いることから、県・市が河川改修事業などの災害対策を進めている。 

 

１級河川 最明寺川（1,400） 

２級河川 武庫川（5,400）、仁川（1,900）、小仁川（1,650）、羽束川（1,500）、天王

寺川（900）、天神川（1,200）、勅使川（1,080）、足洗川（530）、大堀川（3,687）、

逆瀬川（2,072）、支多々川（1,580）、荒神川（988）、亥の谷川（620）、一

後川（958）、波豆川（2,500）、佐曽利川（3,435） 

準用河川 長谷川（100）、大原野川（2,530）、炭谷川（420） 

（市域内の長さ：ｍ） 

 

第５  気象 

 

本市の南部地域の気候は、瀬戸内型気候に属し、年間平均気温は、１５℃～１７℃と比較的温和で

ある。 

年間降水量は、平均約１，４５０㎜、年間の晴天日数は平均２１６日となっている。 

また、風速も年間を通してみると弱く、風向は北北西が最も多い。 

北部地域は、内陸性気候で温度差が激しいことが特徴である。 

※ 参照 ⇒ 気象概況（資料・様式編１－６） 
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１７ 

 

第１部  総則 
第２章  市の概況 
第２節  社会環境の特性 

 
第２節  社会環境の特性 

 

第１  人口 

 

１ 人口と世帯 

 

本市の総人口は、令和２年国勢調査において２２６，４３２人であり、市制施行当時（昭和２９

年４月１日 ４０，５７９人）のおよそ５．６倍となり、兵庫県内第７位の人口を擁する都市にな

っている。これは、昭和３０年代後半から４０年代にかけて、市南部地域において急激な宅地造成

や住宅建設が進んだ結果、多くの人々がこれらの地域に住宅を求めて集中したことによる。 

しかし、昭和５０年代に入り高度経済成長の終焉とともに、人口増加率は目立って低下し、現在

では横ばい傾向にある。 

一方、世帯数は、令和２年国勢調査において９５，４６５世帯であり、市制施行当時（９，７１

２世帯）の９．８倍あまりと人口増加率よりも高い増加率となっている。平均世帯人員（１人世帯

当たり人員）は昭和３０年に４人を、また平成元年に３人をそれぞれ割り、それ以降も引き続き減

少しており、核家族化の傾向が顕著となっている。また単身者世帯の増加がみられる。 

人口 世帯数 人口密度 １世帯当たり人員 

２２６，４３２人 ９５，４６５世帯 ２，２２４人/k㎡ ２．３７人 

（資料：令和２年国勢調査） 

 

２ 就業者・通学者別流入・流出人口 

 

人口の増加とともに、就業者・通学者の流入・流出の各人口規模も増加し平成２７年ではそれぞ

れ２万３千人、６万９千人を数える。流出入人口差は、圧倒的な流出超過である。流入は西宮市、

流出は大阪市が第一位となっている。 

区分 

年 

流入人口（人） 流出人口（人） 流出超過数（人） 

就業者 通学者 総数 就業者 通学者 総数 就業者 通学者 数 

平成27年 20,661 2,316 22,977 61,105 7,950 69,005 40,444 5,634 46,028 

 

順 位 宝塚市流入人口の常住地 宝塚市流出人口の就業・就学地 

第１位 西宮市   ５、２９４人 大阪市   ２１，６８２人 

第２位 伊丹市   ３，２５１人 西宮市    ８，１７４人 

第３位 川西市   ２，５２６人 神戸市    ７，１２５人 

第４位 神戸市   ２，１３６人 伊丹市    ６，１２２人 

第５位 尼崎市   １，８５４人 尼崎市    ５，２５１人 

第６位 三田市   １，２５８人 川西市    ２，７８１人 

第７位 大阪市   １，０５２人 豊中市    ２，６４５人 

（資料：平成２７年国勢調査） 
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第１部  総則 
第２章  市の概況 
第２節  社会環境の特性 

３ 観光客 

 

本市を訪れる観光客は、平成１５年度までは１，０００万人を超えていたが、平成１５年４月に

宝塚ファミリーランドが閉園してからは９００万人を下回り、平成１５年度以後は ８００万人台

後半で推移している。傾向としては日帰り客が圧倒的に多く、総入込数に占める日帰り客の割合は

約９８.７％となっている。 

 総 数 日帰り客 宿泊客 

令和３年度 ８，６２７，５９９人 ８，５２１，６５５人 １０５，９４４人 

（資料：宝塚市統計書令和４年版） 

 

第２  交通 

 

１ 道路 

 

本市の広域幹線道路としては、阪神地域と北摂・山陰地域を連絡する中国自動車道と国道１７６

号が南北市街地の中心部を、新名神高速道路が北部地域をそれぞれ東西方向に通っている。 

また、国道１７６号に道路網が集中する形状となっていることから、主要幹線道路と結節する小

浜交差点や宝塚歌劇場前の交差点では、慢性的な交通渋滞を引き起こしている。 

一方、南部市街地の中心部を流れる武庫川によって地域が二分されており、武庫川左岸地域では、

主要地方道尼崎宝塚線が、同じく右岸地域では、一般県道西宮宝塚線・生瀬門戸荘線が主軸となっ

ている。 

両岸を連絡する道路としては、主要地方道明石神戸宝塚線（宝塚大橋）、市道逆瀬川米谷線（宝

塚新大橋）、市道３６０７号線（武庫川新橋）、一般県道宝塚停車場線（宝来橋）の４路線あるが、

武庫川渡河部での交通混雑を緩和するため、武庫川を渡る道路（橋梁）の必要性が強く望まれてい

る。 

南部市街地と北部地域を連絡する道路としては、主要地方道塩瀬宝塚線のほか、市道３２５９号

線（長尾山トンネル）等がある。 

※ 参照 ⇒ 都市計画道路一覧表（資料・様式編２－３－２） 

※ 参照 ⇒ 都市計画道路網図（資料・様式編２－３－３） 

 

２ 鉄道 

 

本市の鉄道は、ＪＲ福知山線（宝塚線）と阪急電鉄宝塚線及び今津線があり、大阪や阪神臨海部

並びに北摂・山陰方面沿線各都市を結ぶ地域間交通の大量輸送機関として重要な役割を果たしてい

る。 

ＪＲ線は３駅、阪急電鉄宝塚線は６駅、そして阪急電鉄今津線は４駅を市内にもつ基幹交通とな

っている。 
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１９ 

 

第１部  総則 
第３章  地域としての災害危険性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  地域としての災害危険性 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 地震 

第２節 風水害等 

第３節 大規模事故災害等 
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第１部  総則 
第３章  地域としての災害危険性 
第１節  地震 

 
第１節  地震 

 

第１  想定地震の設定 

 

本市域に甚大な地震被害をもたらす可能性のある地震であること。 

また、防災拠点に甚大な被害が及ぶことを前提として地域防災計画を策定する観点から発生位置を

設定すること。 

以上２つの要件を満たす地震として、以下のとおり、県内どこででも起こりうる断層（伏在断層）

地震のうち、本市直下を震源とする内陸直下型地震を想定地震とした。 

 

想定地震による被害想定上の前提条件 

想 
定 
し 
た 
断 
層 
の 
諸 
元 

断層の名称              想定される伏在断層 

地震のマグニチュード               ６．９ 

断層の長さ                  １７．０km 

断層上端の深さ                 ４．０km 

震源の位置                  市役所直下 

 

第２  想定地震による被害 

 

１ 被害の全体像 

 

想定される伏在断層の地震により、市域南部の低地などで震度６強の揺れとなり、北部の山地部

では震度６弱～５弱の揺れとなる。 

市街地部で液状化が発生した場合、市域の全ての方面で、建物倒壊、火災、ライフライン被害、

道路・河川管理施設・鉄道などの土木構造物被害、土砂崩れなどの被害事案のいずれか又はすべて

が発生するものと想定される。また、強風あるいは風向きなどにより、市街地部の建物密集地域で

火災が発生した場合、延焼による被害が大きくなることが想定される。 

 

２ 主な想定被害量の一覧 

 

(１) 物的被害 

揺れ 液状化 火災 

全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 焼失棟数 

２，４３２棟 ８，４３６棟 １３６棟 ４７棟 

 



 

２１ 

 

第１部  総則 
第３章  地域としての災害危険性 
第１節  地震 

(２) 人的被害 

建物倒壊（冬早朝５時） 火災(焼死者数)(冬夕方１８時) 建物被害(全壊・焼失・
半壊)による避難者数 

死者数 負傷者数 重傷者数 風速６m/s未満 風速６m/s以上 

１５２人 １，７５０

人 

１６５人 ３人 ６人 ２４，３４８人 

 

 

第３ その他本市に影響を与える可能性が高い地震 

 

過去の地震災害の状況などから、本市に影響を与える可能性が高い地震として、他に次のような地

震があげられる。 

これらの地震については、その発生確率や想定される被害の状況から、今後も注視していくものと

する。 

 

(１) 内陸部地震 

 

ア 有馬－高槻断層帯 

有馬－高槻断層帯は、神戸市の北部から本市南部市街地を経て京都府まで東西に延びる全長

約５５kmの断層帯である。活動度はＢ級（０．１～１㎜／年）で、最近のトレンチ調査により

１５９６年の慶長伏見地震の震源断層であった可能性が指摘されている。 

(参考）地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価     令和７（2025年）年1月1日現在 

将来の活動時の地震

規模 

（マグニチュード） 

地震発生確率 
平均活動間隔（上段） 

最新活動時期（下段） ３０年以内 ５０年以内 １００年以内 

７．５程度 

（±０.５） 

ほぼ０％～ 

０．０４％ 

ほぼ０％～ 

０．１％ 

ほぼ０％～ 

０．４％  

１,０００～２,０００年程度 

１５９６年慶長伏見地震 

 

イ 上町断層帯 

上町断層帯は、大阪府豊中市から大阪市を経て岸和田市に至る断層帯である。全体として長

さは約４２kmで、ほぼ南北方向に延びており、断層帯の東側が西側に乗り上げる逆断層である。 

（参考）地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価    令和７（2025年）年1月1日現在 

将来の活動時の地震

規模 

（マグニチュード） 

地震発生確率 
平均活動間隔（上段） 

最新活動時期（下段） ３０年以内 ５０年以内 １００年以内 

７．５程度 ２％～３％ ３％～５％ ６％～１０％ 

８,０００年程度 

約２８,０００年前－約９,０

００年前 
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ウ 六甲・淡路島断層帯主部（六甲山地南緑-淡路島東岸区間） 

六甲・淡路島断層帯は、大阪府箕面市から兵庫県西宮市、神戸市などを経て淡路島北部に至

る六甲・淡路島断層帯主部と淡路島中部の洲本市から南あわじ市に至る先山断層帯からなる。   

六甲・淡路島断層帯主部は、断層の分布形態や過去の活動期の違いなどから、長さ約71ｋｍ

の六甲山地南縁―淡路島東岸区間と長さ約23ｋｍの淡路島西岸区間の２つに区分される。 

（参考）地震調査研究推進本部地震調査委員会の長期評価    令和７年（2025年）1月1日現在 

将来の活動時の地震

規模 

（マグニチュード） 

地震発生確率 
平均活動間隔（上段） 

最新活動時期（下段） ３０年以内 ５０年以内 １００年以内 

７．9程度 
ほぼ０％ 

～１％ 

ほぼ０％～

２％ 

ほぼ０％～

６％ 

９００～２，８００年程度 

１６世紀 

  

(２) 海溝型地震 

 

ア 南海トラフ（南海トラフの地震） 

紀伊水道沖ではＭ８を超える南海地震が繰り返し発生しており、古文書などで６８４年、８

８７年、１０９９年、１３６１年、１６０５年、１７０７年、１８５４年及び１９４６年に起

きたことが知られている。こうした意味で、比較的サイクルが分かっている地震である。 

前回の南海地震からは既に８０年近く経過しており、前回の規模が比較的小さかったことか

ら、次回は比較的早まるのではないかという意見もあり、発生時には広範囲に及ぶ被害が予想

される。 

南海トラフで発生する地震の確率（すべり量依存 BPTモデル） 

項目 将来の地震発生 

確率等 

地震後経過率 

（期末） 

備考 

今後 10年以内の

発生確率 

今後 20年以内の

発生確率 

今後 30年以内の

発生確率 

今後 40年以内の

発生確率 

今後 50年以内の

発生確率 

ほぼ０〜40％＊ 

 

20％〜80％＊ 

 

60％〜90％程度以上

＊ 

 

80％〜90％程度以上

＊ 

 

90％程度 

もしくはそれ以上＊ 

0.93 

 

1.03 

 

1.14 

 

1.24 

 

1.35 

ベイズ推定を用いたすべり量依存 BPT 

モデルで、70%信用区間の範囲の発生

確率と地震後経過率を算出。 

 

次に発生する可能性のある地震の中

に最大クラスの地震も含まれるが、そ

の発生頻度は 100～200 年の間隔で繰

り返し起きている大地震に比べ、一桁

以上低いと考えられる。 

地震後経過率 

（2025年１月１

日時点） 

0.82 経過時間 79.0 年を発生間隔のベイズ

事後平均 95.9年で除した値 

ランク Ⅲランク＊ 注１参照 

次の地震の規模 Ｍ８〜９クラス 震源域の面積と地震の規模の関係式
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より推定した値を用いた 

注 1： 地震発生確率が分かりにくいという意見があること、または、低く捉えられるおそれがある

ことから、活断層及び海溝型地震の長期評価の広報資料に確率に基づくランク分けを導入して

いる（政策委員会総合部会, 2018）。 

海溝型地震における今後 30年以内の地震発生確率が 26%以上を「Ⅲランク」、3%～26%未満を

「Ⅱランク」、3%未満を「Ⅰランク」、不明（すぐに地震が起きることを否定できない）を「X ラ

ンク」と表記している。 

また、繰り返しを仮定した地震について、地震後経過率の推定値の最大値が 0.7を超えるも

のについては、ランクにアスタリスク（＊）を付与した。 

注 2：評価時点は全て 2025年１月１日現在。 

注 3：地震発生確率は計算結果を丸め、表記する際は以下の規程を適用する。 

＜計算結果（％）＞ → ＜評価としての表記例＞ 

0.001未満 → 「ほぼ０％」 

0.001以上 0.01未満 → 「0.00d％」 

0.01以上 0.1未満 → 「0.0d％」 

0.1以上 1未満 → 「0.d％」 

1以上 10未満 → 「d％」 

10以上 94.5未満 → 「d0％程度」 

94.5以上 → 「90％程度以上」 

地震発生確率に幅がある場合（例えば、BPT モデルにおけるばらつきのパラメータ（α）に

幅があり、αの最小・最大値を用いて計算した場合には地震発生確率に幅が現れる）は、次の

ように表現する。 

表記例）「ほぼ 0％～0.007％」、「70％～80％」など 

※表記に幅がある場合、末尾の「程度」は必要無い。ただし「90％程度以上」の場合は除く。 

表記例）「60％～90％程度以上」など 

※最小値の表記が「90％程度」でかつ最大値の表記が「90％程度以上」の場合、「90％～90％

程度以上」ではなく、「90％程度もしくはそれ以上」と表記する。 

また、繰り返しを仮定した地震について、地震後経過率の推定値の最大値が、各評価対象期

間末で 0.7を超えるものについては、確率値にアスタリスク（＊）を付与した。 

注 4：地震後経過率は、対象地震が発生していない仮定の下で、各期末時点で地震発生からの経過時

間を発生間隔のベイズ事後平均で割った値。 
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第２節  風水害等 

 

第１  水害について 

 

本市においては、外水氾濫（破堤壊・越流）については、武庫川は歴史的にもしばしば氾濫を起こ

しており、武庫川沿いの低地は潜在的に危険性がある。 

また、内水氾濫については、宅地化や市街地化の進展に伴い河川流域全体の保水、遊水能力が低下

する一方、排水量は増加するため、災害危険性のある地域は低地のみに止まらず、拡大する傾向にあ

る。 

さらに、近年、「集中豪雨」や「局地的大雨」による災害が注目されている。 

「集中豪雨」とは、前線の停滞や台風の接近などを原因として、同じ場所に数時間にわたって

大量の雨を降らせるもので、総雨量が数百mmに達することがある。このような大雨は、しばしば

河川の氾濫や土砂災害を引き起こす。 

一方、「局地的大雨」は、夏場などに大気の状態が不安定となって積乱雲が発達し、短時間に局

地的に激しい雨を降らせる現象のことで、数十mm程度の総雨量となる。こうした局地的大雨は、

極めて局地的に雨を降らせ、かつ雨雲の発生から降雨までの時間が短いため、「ゲリラ的に大雨

が降る」という意味で一般に「ゲリラ豪雨」と呼ばれるが、現在の予測技術では降雨の場所や時

刻、雨量を事前に正確に予測することは困難である。 

局地的大雨は集中豪雨ほど降水の総量は多くないが、短時間のうちに数十mmの大雨が局地的に

もたらされるため、一気に押し寄せる大量の雨水を処理できないおそれがある中小河川や下水道

の急な増水や、アンダーパスなどの低地の浸水には特に注意が必要である。 

平成１８年３月武庫川本川及び支川を対象に浸水想定区域図が洪水マップとして公表された。浸水

想定区域図は、河川の堤防が大雨により破堤若しくは溢水等した場合に、どの程度浸水するか、シミ

ュレーションを行ったものであり、その浸水の範囲や深さについて、色分けして表示してある。 

また、平成２７年の水防法改正に伴い、洪水浸水想定区域の前提となる降雨量が、従前の河川整備

の基本となる計画規模降雨量から想定最大規模降雨量へと変更となった。 

市内では、武庫川流域において平成３０年６月に想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図が兵

庫県により公表されている。武庫川以外の支川についても令和元年度に公表されている。これにより、

洪水浸水想定区域の範囲は広がり、浸水の深さ、浸水継続時間も大きくなる事から、想定最大規模降

雨に対応した避難情報の発令基準や、近隣市町との広域的な避難協力体制についても想定しておく必

要がある。 

 

想定最大規模降雨 

対象河川 想定規模 雨量条件 

武庫川水系：武庫川、仁川、小

仁川、天王寺川、天神川、足洗

川、勅使川、大堀川、逆瀬川、

支多々川、亥の谷川、一後川、

羽束川、波豆川、佐曽利川 

1/1000年確率規模以上 ２４時間総雨量５１１㎜ 

淀川水系最明寺川 1/1000年確率規模以上 ９時間総雨量３８０㎜ 
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計画規模降雨 

対象河川 想定規模 雨量条件 

武庫川水系：武庫川、仁川、小

仁川、天王寺川、天神川、足洗

川、勅使川、大堀川、逆瀬川、

支多々川、亥の谷川、一後川、

羽束川、波豆川、佐曽利川 

1/100年確率規模以上 ２４時間総雨量２４７㎜ 

淀川水系最明寺川 1/100年確率規模以上 ９時間総雨量２３７㎜ 

 

※ 参照 ⇒ 宝塚市における災害の概要（資料・様式編１－１） 

※ 参照 ⇒ 水防区域（資料・様式編１－２－１） 

※ 参照 ⇒ 市内の河川一覧表（資料・様式編１－３） 
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第２  土砂災害について 

 

六甲山地は断層に支配された山地であり、多くの活断層やリニアメントによって破砕された地域と

なっている。 

また、深層風化の進んだ花崗岩地域であることも加わり、新旧多数の崩壊跡地やこれに対応する谷

底沿いの崖錐堆積物が認められ、山地斜面における侵食作用が活発であることを示している。さらに、

過去に大規模な崩壊を発生させたと考えられる斜面も点在し山麓部には崩壊・土石流堆積物が多量に

分布する。 

一方、摂丹山地は風化層のやや浅い流紋岩類から構成され、山地には侵食小起伏面起源の山頂緩斜

面が広がり、武庫川の先行谷沿いでは明瞭な遷急線が発達している。 

また、谷底平野沿いには麓屑面などの比較的古い時代の山麓緩斜面が点在する。このため、六甲山

地は摂丹山地に比べると、豪雨時の新たな崩壊発生、土石流災害を招く危険性がかなり高い地域と判

断され、活断層群の集中帯でもあることから、地震動による各種の災害も懸念されるところといえる。 

なお、摂丹山地でも大原野南東側から安場池にかけての山麓部、武庫川・僧川・川下川沿いの急斜

面などでは、豪雨時の土石流、斜面崩壊の危険性がやや高い。 

平成１２年に制定された土砂災害防止法の規定による土砂災害警戒区域（通称イエローゾーン）が

兵庫県内でも平成２６年度までに概ね完了し、本市においても平成２０年度に指定されている。また、

兵庫県は令和２年度までに土砂災害特別警戒区域（通称レッドゾーン）の指定を完了させており、本

市においても、南部市街地周辺の武庫川左岸側が平成３０年７月に、同じく武庫川右岸側は令和元年

５月に、西谷地域は令和２年３月にそれぞれ指定されており、市域全域における土砂災害特別警戒区

域の指定が完了している。市は防災マップなどによりこれらの区域を住民その他の滞在者に対し周知

し、気象庁の発信する土砂災害警戒情報等の情報を収集し、土砂災害の危険性が高まった際は迅速に

避難情報の発令を行うなど、適切な対応が必要となる。 

 

※ 参照 ⇒ 土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域（資料・様式編１―２―２） 

※ 参照 ⇒ 山地災害危険地区（資料・様式編１－２－３） 

※ 参照 ⇒ 宅地造成等工事規制区域（資料・様式編１－２－５） 
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第３節  大規模事故災害等 

 

本市において想定される主な大規模事故災害等とその潜在的危険性を有する要因は以下のとおり

である。 

 

第１ 航空機事故 

 

隣接する伊丹市域に大阪国際空港があり、宝塚市の南部市街地ほぼ全域が「大阪国際空港緊急計画

（消火救難・救急医療活動）」に基づく「空港周辺地域」（9km 圏内）に指定されている。関西地区に

おける国内線基幹空港として、北は札幌から南は那覇まで国内数十都市との間を多数の旅客便が運航

されており、夏の繁忙期１日の発着数は 300を超える。 

 

第２ 鉄道事故 

 

市域における鉄道は、ＪＲ福知山線（宝塚線）、阪急今津線、阪急宝塚線の２社３線である。 

 ＪＲ線は、主に東西線･学研都市線直通運転電車、東海道本線直通運転電車、及び乗車券のほかに

特急券を必要とする特急の２系統に分かれ運行されている。 

 阪急電車は、主に宝塚駅を始終点とし、今津線は西宮北口駅間各駅停車電車及び梅田駅間準急電車、

宝塚線は梅田駅間急行、準急、各駅停車電車が運行されている。 

 

第３ 中国自動車道・新名神高速道路事故 

 

中国自動車道の 1日平均交通量は、池田ＩＣ～宝塚ＩＣ間 9.6万台、宝塚ＩＣ～西宮北ＩＣ間 10.9

万台（兵庫県県土整備部土木局道路企画課「全国道路・街路交通情勢調査 平成２７年度調査結果」）。な

お、県内区間開通は 1985年。うち大阪府豊中市～宝塚市間は、1970年開通で、以来 40年以上経過し

ている。 

 また、新名神高速道路は、神戸ＪＣＴから高槻ＩＣ区間が平成３０年３月に開通した。 
 

第４ 雑踏事故 

 

市内には、年間を通じて多数の人員が共通の目的で、同一時間同一地域に集合する施設として、宝

塚大劇場、阪神競馬場がある。また、花火大会、文化行事、清荒神・中山寺の初詣などの、季節行事

（イベント）がある。 

 

第５ 大規模工場火災、爆発 

 

事故発生により従業員及び周辺地域に大きな被害を与えるおそれがあるため、警防規程に基づき警

防計画を作成している大規模工場・研究所等は、現在２事業所である。 

 

第６ 大規模林野火災 

 

市域における林野の現況は、令和２年年２月１日現在（２０２０年世界農林業センサス）、国有林
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２９１ｈａ，民有林５，３５５ｈａの合計５，６４６ｈａである。 

 

第７ 原子力災害等 

県内の放射性物質取扱施設は、取り扱っている放射性物質の量が少ないため、災害による被災や火

災等によって施設外に放射能が漏れるおそれは小さいと考えられる。  

しかしながら、消火や救助活動にあたって不用意に線源に近づくことにより、消防職員等が被ばく

するおそれがあるほか、火災や爆発によって放射性物質が飛散する可能性もある。  

そのため、本計画及び本計画を補足する原子力災害のマニュアルでは、放射性物質取扱施設における

事故により施設敷地外まで放射性物質あるいは放射線が放出される事態を想定する。  

また、福井県域に所在する原子力施設で大規模災害が発生した場合に、原子力災害に係る広域避難

ガイドライン（関西広域連合策定）及び原子力災害時における広域避難に関する避難所受け入れマニ

ュアル（本市・三田市・猪名川町策定）に基づき、福井県高浜町住民を本市施設で一時的に受け入れ

る。 

 

※ 参照 ⇒ 市内における既往の主な大規模事故災害等（資料・様式編１－８－１） 

※ 参照 ⇒ 県内における既往の主な大規模事故災害等（資料・様式編１－８－２） 

※ 参照 ⇒ 大規模事故災害等による被害と防災上留意すべき要素項目（資料・様式編１－８

－３） 

※ 参照 ⇒ 原子力災害発生時における広域避難受入れ（資料・様式編６―２―１２） 

  ※ 参照 ⇒ 地域防災計画に係る補足マニュアル【原子力災害編】（資料・様式     ） 
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第４章  防災ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 計画の理念 

第２節 基本目標・施策の大綱 
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第１節  計画の理念 

 

市の地域特性や今後の都市としての開発動向を踏まえた地域防災計画策定及び運用の指針として、

以下の４点を計画の理念とする。 

 

－ 計 画 の 理 念 － 

第１ 災害に強い都市をつくる。 

第２ 防災施設・設備等を整備・強化する。  

第３ 防災行動力を向上させる。 

第４ 実践的な応急・復旧対策計画を確立し非常時に備える。 

 

 

基 

本 

的 

考 

え 

方 

☆ 防災ビジョンは、近年の災害の在り方が変化し、防災関連技術が進歩する中、昭和６２年

消防庁次長通達によりはじめて、防災行政上の課題として提起された。 

☆ 地震災害に代表される同時多発型災害や、いわゆる都市型災害の危険性が増大する現在、

市民の生命・財産の安全を確保するという行政に課せられた任務を果たすためには、防災所

管課や関連部・課だけの体制をもってしては、最早困難な状況となっている。長期的なビジ

ョンのもとに、予防・応急・復旧の各計画分野にわたり体系的・総合的な地域防災計画を策

定することが要請されている。 

☆ 更に、都市直下型地震や南海トラフを震源とする巨大海溝型地震の襲来を想定した場合、

市をはじめ防災機関の施設や職員自体の被災により、また道路交通のマヒ等により一時的に

防災機関が混乱することは避けられない。そのため災害発生当日から３日目～７日目頃まで

の初期においては、地域ごとに市民、消防団員、駆けつけた行政職員（県や関係機関職員を

含む）等の連携・協力により当面の応急的な対策を講じ、国・他都道府県その他の支援が到

着するまでのしのぎをつけるほかないものと想定する必要がある。 

☆ したがって、防災対策を単に防災所管部・課の任務に止めることなく、また行政機関のみ

の任務に止まることなく、市の各部・機関、市民、事業所・団体その他市域にある、あらゆ

る組織・人々が総力をあげて取り組むべきものと位置づけるべく防災ビジョンを策定するも

のである。 
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第２節  基本目標・施策の大綱 

 

市民の生命・身体及び財産の安全を災害の危険から守るため、この計画の全体を通じて達成すべき

基本目標・計画の目的及び理念の関係は、次のとおりである。 

 

第１  計画の目的、理念、基本目標の関係 

 

        

 （目的）   （計画の理念）   （基本目標） 

        

 

市 

民 

の 

生 

命 

・ 

財 

産 

の 

安 

全 

確 

保 

     延焼火災を発生させにくい都市空間の整備・強化 
   

災害に強い都
市をつくる 

  

    都市生活を支える生活関連サービス施設の災害対応力
の整備・強化      

    水害その他の災害からの安全確保 
     

    まちの「バリアフリー」 
      

       
      防災拠点機能の整備並びに強化 
   

防災施設・設
備等を整備・
強化する 

  

    安全避難のための環境整備 
     

    その他救援・救護対策実施 のための環境整備 
     

    施設・設備等の「ユニバーサルデザイン」 
      

       
      市民・職員の災害時行動力の向上 
   

防災行動力を
向上させる 

  

    地域における相互扶助防災体制の強化 
     

    防災訓練の充実 
     

    家庭内備蓄・事業所内備蓄の確保 
      

       
      地域特性に即した救援・救護対策の確立 
   

実践的な応
急・復旧対策
計画を確立し
非常時に備え
る 

  

    要配慮者の安全確保対策の確立 
     

    役割分担・連携方法・実施手順の明確化 
     

    応援・ボランティア受入体制の確立 
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第２  基本目標のあらましや背景等 

 

以下に示す１６の基本目標は、いずれも科学的な研究成果と様々な経験についての不断の検討基づ

き、達成状況の見直しを行いつつ、実現に向けて市民と行政が一体となって取り組むべきもとして位

置づける。 

 

 

 

 

１  延焼火災を発生させにくい都市空間の整備・強化  

 

延焼火災の発生を防止することができれば、地震により発生するおそれのある一・二次災害のか

なりの部分は軽減できることが、平成７年阪神・淡路大震災でも明らかである。延焼火災の発生は、

まちの建築物を燃えにくく耐震性にすぐれたものとすることができれば、かなり高い確率で防止で

きる。さらに火災が発生しても、道路や鉄道・河川等の有する延焼遮断機能を強化し、各地域の防

災ブロック化が確立すれば、火災はブロック内に止まり、他のブロックへの拡大を防止することが

できる。 

また、消防水利が整備されていれば、消防力の適切な運用により、火災の拡大を防止することが

できる。 

 

２  都市生活を支える生活関連サービス施設の災害対応力の整備・強化  

 

都市化の進展により生活の便利さが増大した反面、災害に対する潜在的脆弱性もまた増大してい

る。これまでの被災地の災害経験を見ても、電気供給の停止は、それ自体による様々なサービス機

能の低下を招くだけでなく、上水道をはじめとするその他の生活関連施設のサービス機能をも同時

に停止させてしまう。上水道の供給停止は、飲料水だけでなく、病院機能を維持するための上水の

供給停止を意味するものであり、直接的・間接的に市民の生命の維持を脅かす。 

また、災害発生直後には電話が輻湊状態になることは通例となっており、宝塚市赤十字奉仕団の

電話の不通は、防災機関相互の連絡を著しく制約し迅速・適切な応急対策活動の実施を困難にする

のみならず、それにより維持されてきた都市におけるコミュニケーション活動の停滞を招き、社会

秩序の混乱・不安定化を助長させる。 

さらに、阪神・淡路大震災では、電気やガスが出火原因の一つともなり得ることが明らかとなっ

ている。いわゆる都市型災害の発生を最小限度に止めるため、生活関連サービス施設の災害対応力

の整備・強化について改めて考える必要がある。 

 

３  水害その他の災害からの安全確保  

 

河川施設・治山施設等の安全性を強化するとともに、雨水流出抑制のためのさまざまな施策を総

合的に組み合わせた治水・治山対策を推進し、水害や土砂災害に対して強い都市づくりを進める必

要がある。 

また、都市には、火災や建物倒壊による危険以外の様々な災害危険要因がある。ブロック塀や大

谷石塀等の倒壊、窓ガラスや看板等の落下による被害は、これまでの災害事例の中で大きな位置を

占めている。がけ崩れ災害や液状化による危険性を解消しておくことができれば、地震時の一・二

災害に強い都市をつくる 
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次災害はさらに最小限度に止めることができる。 

 

４  まちの「バリアフリー」  

 

一般的に高齢者や乳幼児の災害時における自衛行動力は、その他の年令層の市民に比べ、体力や

判断力の点で、やや不十分であると想定される。障碍（がい）者や日本語を理解しない外国人も、

自らの安全を確保するためには、家族や周囲の人々の介護・支援が必要となる。しかし、災害発生

時の混乱した状況のなかで、事前の準備なしに介護・支援が常に期待できるわけでない。 

また、最悪の場合、他人の介護・支援が全くなしのケースも想定しないわけにはいかない。まち

づくり計画のなかで事前にやっておけること、コミュニティの活性化を計画的に進める中で、まち

の「バリアフリー」（要配慮者の安全確保のための環境整備）を進めていかなければならない。 

 

 

 

 

１  防災拠点機能の整備並びに強化  

 

災害時には市庁舎に災害対策本部を速やかに設置し、防災関係機関との連携を保ちながら、救援・

救護活動や応急復旧活動を行う体制を確立する必要がある（「集中防御｣体制）。そのためには、市

庁舎や防災関係機関の施設が大きな損傷を被り、対策本部としての機能をマヒさせることがないよ

う、十分な地震災害対策を講じておく必要がある。 

また、市の自然的、社会的地域防災特性を踏まえたとき、発災直後の混乱の中で迅速に対応する

ためには、各自・各地域が公民館等の防災ステーション拠点施設や防災関係機関の出先機関等を中

心拠点として独力で事態に対処（「分散防御」）し得る体制が併せて整備される必要がある。 

「分散防御」と「集中防御」の両面にわたりバランスの取れた体制となるよう、あらかじめ防災

拠点となるにふさわしい施設・設備等が整備・強化されていなければならない。 

 

２  安全避難のための環境整備  

 

広域的な延焼火災や武庫川堤防の決壊等の非常災害が発生しても、緊急に難を避け生命の安全を

確保することができるよう、避難道路を整備し適切な範囲内に一時的に退避するためにふさわしい

場所を整備する必要がある。 

また、非常時において混乱を最小限に止めながら適切に避難するための誘導体制の整備や救助用

資機材等の備蓄を行うとともに、避難行動力の不十分な、いわゆる避難行動要支援者が適切に避難

できるような介護・支援体制も併せて確立されなければならない。さらに被災者が生活再建するま

での間一時的に生活するための場として、避難所等が設置・整備されなければならない。 

 

３  その他救援・救護対策実施のための環境整備  

 

広域的かつ同時多発的な災害が発生し、対策実施能力を大きく上回る被害状況の中では、優先す

べき順位を明確にした活動計画が確立される必要がある。 

迅速で適切な救援・救護対策を実施するためには、第一に災害対策要員や資機材の輸送が適切に

行われる必要がある（「緊急輸送環境の整備」）｡ 

防災施設・設備等を整備・強化する 



 

３５ 

第１部  総則 
第４章  防災ビジョン 
第２節  基本目標・施策の大綱 

第二により多くの人命の救助、重傷病者の優先救護を第一原則とした「救急・救助体制」、「災

害時医療体制」等の整備が必要となる。 

第三に平常時において、様々な介護・支援サービスを受けている要配慮者に対し、緊急時におけ

るサービスの停止又は低下を最小限に止めるために必要な「要配慮者の安全環境整備」が必要とな

る。 

また、「給水体制」「ごみ処理体制」「し尿処理体制」「災害時住宅対策」「災害時学校教育対

策」「備蓄体制」など、被災した市民の一日も早い生活再建を支援するための救援・救護対策を迅

速かつ適切に実施するためには、あらかじめ相応の環境整備が行われなければならない。 

 

４  施設・設備等の「ユニバーサルデザイン」  

 

避難所等・医療救護所その他の救援・救助活動の拠点となる施設や設備等の整備・強化を進める

上でも、「ユニバーサルデザイン」（要配慮者の安全確保にも配意した施設・設備等の整備）の適

用・徹底が行われなければならない。例えば、避難所等となる施設においては、段差の解消、洋式

トイレの設置及び手摺の設置等の配慮が行われなければならない。 

 

 

 

 

１  市民・職員の災害時行動力の向上  

 

不測の事態に際しても、自らの安全を自ら確保し、被害を最小限度に止めるためには、まず市民

一人ひとりの災害に対する認識を深め、混乱から一刻も早く立ち直り、家族や弱い人の安全を守る

ために、自らリーダーシップを取り地域としての防災行動力を最大限発揮させようという意欲と体

力とを堅持する必要がある。 

また、市及び市域を所管する防災関係機関の職員は、災害発生直後から県・国・他自治体等の応

援部隊が到着するまでの２～３日間については、一人ひとりが２人分、３人分の活動を担わざるを

得ない。 

さらに、必ずしも精通していない任務であっても臨時的に代行せざるを得ない。対策本部の要員

としての職責を果たすためには、災害時に際して、臨機応変に行動できるだけの、幅広い知識と技

術、そして体力を普段から養っておかなければならない。 

 

２  地域における相互扶助防災体制の強化  

 

どんなに知力のあるものでも、パニック化した集団の中では自らの冷静さを保つことは難しい。

どんなに体力のあるものでも災害時に負傷すれば周囲の人々の援助を必要とする。いついかなる事

態が発生するか、また、誰が援助を必要とする立場に置かれるか、それは分からない。 

しかし、災害が発生した場合、地域や事業所において建物に何らかの被害が生じ、誰かが必ず負

傷することは避けられないと想定されている。助け合いは、いわば万一のための保険であり、人々

が他人を思いやることで冷静さを取戻し、パニックの発生を未然に防止する「仕掛け」ともなるこ

とが期待される。 

 

 

防災行動力を向上させる 



 

３６ 

第１部  総則 
第４章  防災ビジョン 
第２節  基本目標・施策の大綱 

３  防災訓練の充実  

 

不測の事態に際しても一時の混乱からいち早く立ち直り、被害を最小限度に止めるため、市、防

災関係機関、事業所、団体及び市民が臨機応変に対処できるだけの「実践的な防災訓練」が実施さ

れる必要がある。 

また、防災訓練は、様々な事態を想定して立てられたはずの応急対策計画やその他の活動用マニ

ュアルが真に実際の使用に役立つものかどうか、試される場ともなる。計画の不足を発見しさらに

実際的な計画となるよう磨くためにも、実際的な防災訓練が実施される必要がある。 

 

４  家庭内備蓄・事業所内備蓄の確保  

 

都市直下型地震は、都市のあらゆる生活サービス機能を一時的あるいはかなりの長期にわたりマ

ヒさせる点で、被害は多種多様な現れ方をする。そうした困難な事態に際しても、自己及び家族並

びに従業員の生命と生活を維持するためには、災害発生直後から市及び県、国、他自治体等の救援

物資や救援の手がさしのべられるまでの３～７日間程度については、各家庭・事業所において、水、

食料及び生活必需品等最低限度の備蓄を自ら確保することが必要である。 

 

 

 

 

１  地域特性に即した救援・救護対策の確立  

 

災害による被害は、市内の全域において一様に生ずるわけではない。それぞれの地域の自然的・

社会的特性に即した多様な生じ方をする。不特定多数の人が集まるスーパーやその他の大規模店舗

周辺では、パニックや火災の発生が懸念される。高層住宅では、電気の停止により様々な設備がマ

ヒし予想もつかないような救援・救護対策が要請されるかも知れない。 

また、隣接する市町との境界部地域においては、市の対策拠点よりもむしろ隣接する市町の施設

の方が距離的にも対策実施能力的にもより適切に対処できる場合もある。橋梁が損壊し通行が困難

になった場合には、市本部からの救援が駆けつけるまでの間、地域単独で応急的な対応を考えざる

を得ない。 

以上のような観点からも、各地域の置かれた、あるいはもっている自然的・社会的特性を踏まえ

た救援・救護対策の必要性が指摘される。 

 

２  要配慮者の安全確保対策の確立  

 

災害発生時の混乱した状況の中で、要配慮者の安否確認は忘れられがちである。 

また、平成７年阪神・淡路大震災時の各避難所等においても、要配慮者が遅れて到着したため暖

かい室内に場所を確保できず、通路や入り口付近にしか場所が得られないという事例が少なからず

見られた。平常時においては、福祉分野に携わるボランティア組織や行政機関が相当の体制を確立

しているにもかかわらず、非常時においては必ずしも適切な安全確保対策が講じられなかった。こ

れは、従来災害救助活動の中心的役割を福祉部門が担当する慣行があり、しかも、地域防災計画上

「要配慮者の安全確保対策」に関する取り決めがなかったことによる。 

要配慮者に対する必要な配慮や対策が実施されるべく担当部を明確化し、併せて避難所等におい

実践的な応急・復旧対策計画を確立し非常時に備える 
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て安否の確認や要配慮者優先のために必要なルールを取り決めておく。避難所等には必ず市の担当

職員を配置しルールの適用を担保する。 

さらに、県や国を通じて広域的な受入体制の確立を要請し被災地外への疎開避難を行う。さらに

緊急時における様々な介護・支援サービスの停止若しくは低下を最小限に留めるために必要な要配

慮者対策を行う。 

以上を骨格とし総合的な安全確保対策が確立されなければならない。 

 

３  役割分担・連携方法・実施手順の明確化  

 

突発的な災害時には、ある程度の混乱は避けられない。あらかじめ「任務」の分担を漏れなく明

確に行い、各人・各部署が与えられた任務を果たすことで全体としての最小限の組織的活動が保証

される形にしておく必要がある。そして、相互の連携方法を取り決め、一時の混乱期から本格的な

組織活動期へ、迅速に移行することが要請される。 

また、大規模で同時多発的な災害には、それぞれの部署に適材適所の人員が不足なく参集するこ

とはまず期待できない。そのため任務に習熟していない人でも、与えられた任務分担をこなせるよ

う事態の推移に即した対策項目及び実施手順の具体化（「マニュアル」化）を図っておく必要があ

る。 

 

４  応援・ボランティア受入体制の確立  

 

平成７年阪神・淡路大震災は、従来の防災対策に様々な反省点や教訓を残した。国・県への応援

要請や自衛隊の派遣要請の在り方もその一つである。突発的で大規模な災害時には、情報がほとん

ど入らず「要請実施」上の要件をほとんど満たすことができない。そのため要請がかなり遅れるこ

ととなった。 

国・県への応援要請や自衛隊の派遣要請を行う際のルール化に当たっては、被害状況の把握がで

きにくいときほど被害が甚大な場合があり得ることを踏まえ、震度６弱以上の地震発生時について

は、死傷者や建物全壊の「数」ではなく、被害の「大」「中」「小」程度によること、また、必ず

しも市長や上位の責任者の到着がない場合でも、先着した市職員が地域防災計画の定めに基づき市

長名をもって要請を行うべきことなど、迅速な要請の実施を第一とする。 

また、行政機関自体が被災し、その有する機能を必ずしも発揮することができなかった中で、災

害復旧のため自発的に多くの人々が全国から多数駆けつけ、被災者の救援活動において大きな役割

を果たした。これは阪神・淡路大震災以前にはほとんど想定されていなかった。 

さらに、被災自治体の地域防災計画上に「ボランティア」受入れに関する取り決めがほとんど皆

無であったため、その受入れは必ずしもスムーズに進んだとはいえない面が見られた。そもそも市

外から駆けつけたボランティアは、その土地の地理条件や地域特性に精通していないため、同じ場

所にたくさんのボランティアが集中するなどの混乱やトラブル等が見られた。 

今回、本市においては比較的スムーズに受入れを行うことができたが、より甚大な被害を受け他

被災地域と同じような状況に置かれた場合、同様なことが起こり得るものと踏まえる必要がある。

ボランティアの受入れ・調整に関する本部機能については、可能な限りボランティア団体など民間

関連組織が主体となり行うよう位置づける。それに対して、市は必要なバックアップ機能を担当す

るなどの役割を果たすこととする。 

以上のような点を骨格とする応援・ボランティア受入体制を確立させなければならない。
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第２部  災害予防計画 
 

 

第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 

第１節  市における応急活動体制の整備・強化 

第２節  情報の収集・伝達体制の整備・強化 

第３節  災害時の広報体制の整備・強化 

第４節  災害時の相互協力・応援受入体制の整備・強化 

第５節  緊急輸送の環境整備 

第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 

第１節  災害に強い都市の創造 

第２節  都市公共施設の災害対応力の強化 

第３節  被害の軽減・防止 

第４節  要配慮者の安全環境整備 

第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 

第１節  災害時における救助体制の整備・強化 

第２節  災害時医療救護体制の整備・強化 

第３節  安全避難の環境整備 

第４節  生活救援対策の環境整備 

第５節  災害時における環境・衛生対策の環境整備 

第６節  災害時における住宅対策の環境整備 

第７節  災害時における教育対策の環境整備 

第４章  市民主体の地域防災力の向上  

第１節  地域・組織の充実・強化 

第２節  個人の防災行動力の強化 

第５章  防災訓練及び調査・研究の充実 

第１節  防災訓練の充実 

第２節  調査・研究の充実 
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こ

の

部

の

あ

ら

ま

し 

全体として、５つの章により構成する。 

第１章は、災害時における応急対策実施の統括者となり、活動の主力となるべき市の迅速な

緊急体制確立、応急・復旧活動を円滑に遂行するための拠点施設等の確保、社会的混乱の収拾

と秩序の確保、これら３つの条件を満たすために、情報の収集・伝達体制、災害時の広報体制、

相互協力・応援受入体制、緊急輸送環境の備えの充実に関する施策について示した。 

また、第２章においては、まず「災害に強い都市の創造」の観点から水害防止対策としての

「総合的治水対策の推進」、主に地震災害対策としての「燃えにくい市街地の整備」、延焼火災

の拡大を防ぐとともに安全な避難所等ともなる「オープンスペースの確保」、緊急時における

適切かつ迅速な防災活動を行うための「道路・橋梁の整備」、地震時にも十分活用可能な「消

防水利網の整備」について示した。さらに、防災対策拠点施設となる行政機関・ライフライン

施設その他都市公共施設の機能被害を最小限にとどめるための施策としての「災害対応力の強

化」、災害特性に即して災害による被害の発生を未然に防ぐとともに、その人的・物的「被害

の軽減・防止」、そして、要配慮者が大規模災害発生時においてもその安全が確保されるよう

な、安全環境整備に関する施策を示した。 

第３章は、救援・救助活動を適切に行うための事前の備えに関する施策、また、第４章及び

第５章では、行政機関職員及び市民が混乱した状況に際しても、自らの生命を守り、地域ぐる

みで被害を最小限にとどめることができるよう「防災行動力の向上」「防災訓練及び調査・研

究の充実」について必要な施策を記載している。 
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第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 市における応急活動体制の整備・強化 

第２節 情報の収集・伝達体制の整備・強化 

第３節 災害時の広報体制の整備・強化 

第４節 災害時の相互協力・応援受入体制の整備・強化 

第５節 緊急輸送の環境整備 
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第１節  市における応急活動体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市の「地域としての災害危険性」に即して、災害が発生した場合における、迅速かつ適切な応

急活動体制確立のための環境整備を以下のとおり総合的に進めることにより総合的に市における

応急活動体制の整備・強化を行う。 

第１に、迅速な初動体制確立のための環境整備 

第２に、各地域において、行政機関と市民・自主防災組織及び事業所・自衛消防隊が一体となり

初期救援・救助活動を行うための防災拠点機能の整備 

 

３ 計画 

（１）迅速な初動体制確立のための環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当※ 

防災組織体制の整備・充実 □平時から防災会議をはじめ、防災に係る組織体制

を整備・充実 

□庁内防災体制検討会の設置 

都市安全部 

各部 

 

各部非常時初動マニュアル

の作成 

□各部の非常時初動マニュアルの作成 

■事故別初動対応要領の作成 

各部 

災害対応業務マニュアルの

作成 

□災害対応の各業務におけるマニュアルの作成 

（防災情報システムの活用を含む） 

都市安全部 

各部 

職員参集メールを活用した

非常時職員動員の強化 

□職員参集メールを活用した招集訓練の実施 都市安全部 

退職者災害時ボランティア

制度の確立 

□阪神・淡路大震災等を経験した退職市職員による

ボランティア制度の運用 

□職員不足のカバー及び培われたノウハウの次世代

への継承等 

都市安全部 

各部 

家屋被害認定士の育成 □十分な知識と技術をもって即時に被害調査に従事

できる家屋被害認定士の育成 

企画経営部 

市長部局等における防災危

機管理能力の強化 

■トップ及び幹部職員に対する危機管理研修の受講

推進 

都市安全部 

消防本部・市立病院間の大

規模事故災害等通報・連絡

マニュアルの作成 

■事故別通報・連絡要領の作成 

（原因不明の異常症例患者診療時等健康危機管理上

対応の必要がある場合を含む。） 

消防部 

市立病院 

 

※ 「主担当」については、市以外の防災関係機関も記述している（以下、第２部は同様） 

■：改正前計画の「第５編 大規模事故災害対策計画」の災害予防計画に規定していた個別計画 

 （以下、第２部は同様） 



 

４２ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第１節  市における応急活動体制の整備・強化 

（２）防災拠点機能の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

宝塚市全域地区及び市役所

周辺地区の整備 

□災害時に本部を設置する市庁舎、避難地である武

庫川河川敷緑地と末広中央公園に近接した都市再

生整備事業で整備する広場（緊急時防災広場）、

これらを含む市役所周辺地区において、市の防災

拠点となる機能を果たすために必要な庁舎、情報

通信・処理施設、物資集積施設、避難路、その他

必要な施設の整備  

□都市再生整備計画事業（市役所周辺地区） 

（平成２７年度～令和３年度） 

避難経路を確保するための新設市道整備、県道拡

幅整備、災害時に末広中央公園の防災機能を補完

する「ひ・ろ・ば」の整備 

□都市防災総合推進事業（市役所周辺地区） 

（平成２７年度～令和元年度） 

社会資本総合整備計画における避難路として、市

道３４１号線の拡幅整備  

□都市防災総合推進事業（宝塚市全域地区） 

（平成２７年度～令和元年度）  

 防災情報通信ネットワーク（すみれ防災スピーカ

ー（防災行政無線））整備 

企画経営部 

総務部 

都市安全部 

上下水道局 

本部代替設置施設の整備 □本部代替設置場所における情報通信・処理施設そ

の他必要な設備の整備 

【本部代替設置場所】 

市役所本庁舎（第一位）、消防本部（第二位）、教育

総合センター（第三位）、スポーツセンター（第四

位） 

都市安全部 

各施設担当部 

商用電力・水道供給停止時

におけるバックアップ設備

の整備 

□市役所第二庁舎、市役所本庁舎、消防本部・署、市

立病院等の防災拠点並びに本部代替設置場所におけ

る自家発電設備の整備、上水・燃料の備蓄その他、防

災拠点機能を果たすために必要最小限のバックアッ

プ設備の整備、強化 

都市安全部 

各施設担当部 



 

４３ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第１節  市における応急活動体制の整備・強化 

地域ステーション整備事業 □市内を７つの地域に分け、１地域ごとに１か所ず

つ地域ステーションを整備 

□地域ステーション及びその周辺に以下をめやすと

した必要な設備・備蓄等の推進 

●応急対策用資機材の備蓄 

●備蓄庫の設置及び生活救援活動拠点施設として必要

な物資の備蓄 

●応急給水拠点としての飲料水兼用耐震性貯水槽の維

持管理 

●すみれ防災スピーカー（防災行政無線）の整備若しく

は維持・点検 

●パソコンネットワークの整備若しくは維持・点検 

●災害時輸送車両の出入りを想定した環境整備 
 

都市安全部 

各施設担当部 

地区防災拠点整備事業 □小・中学校等を各コミュニティにおける「地区防災

拠点」と位置づけ 

□小・中学校等に以下をめやすとした必要な設備・

備蓄等の推進 

●毛布等の避難所等用物資の備蓄 

●その他避難所等としての住環境整備 

●ろ水機・発電機等ライフライン停止時用資機材の備蓄 

●地域防災無線の設置整備若しくは維持・点検 

●パソコンネットワークの整備若しくは維持・点検 

●窓ガラスの飛散防止措置 
 

都市安全部 

各施設担当部 

 

※ 参照 ⇒ 地域ステーション整備計画（資料・様式編２－４） 
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４４ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第２節  情報の収集・伝達体制の整備・強化 

 
第２節  情報の収集・伝達体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市の「地域としての災害危険性」を踏まえるとともに、特に突発的に発生した場合を想定し、

以下のとおり市の総合力としての情報の収集・伝達体制の整備・強化を行う。 

第１に、電話の輻湊若しくは途絶時における市と防災機関相互の通信・連絡手段の多ルート化 

第２に、情報が集まらない場合または少ない場合におけるソフト強化又はマニュアルの作成・徹

底 

第３に、市民・事業所・民間団体等との協力体制づくり 

 

３ 計画 

(１) 市における通信・連絡手段の多ルート化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

災害時優先携帯電話の活用 □災害時優先指定を行った携帯電話を災害対応職員

に配備 

都市安全部 

安心メール（ひょうご防災

ネット）の普及啓発 

□安心メール（ひょうご防災ネット）の市民への普及

啓発の強化 

都市安全部 

県 

防災ラジオの導入・配備 □市内の自治会及び民生委員・児童委員等に対する

「防災ラジオ」の配布 

□「防災ラジオ」の要配慮者の避難支援への活用 

都市安全部 

すみれ防災スピーカー 

（防災行政無線）の導入 

□避難情報や緊急情報を伝達するため、同報系屋外

拡声子局４５個所、移動系携帯局などのすみれ防

災スピーカー（防災行政無線）を導入 

都市安全部 

緊急地震速報の普及啓発 □ホームページなどでの緊急地震速報に関する広報 

□防災講習等による緊急地震速報に関する普及啓発 

都市安全部 

防災情報システムの構築・

運用 

□災害時の庁内職員の円滑な情報共有 

□避難情報等の意思決定支援 

□被災者生活再建支援事務の迅速化 

□新総合防災情報システムの活用 

都市安全部 

 

(２) 市における情報ソフト環境の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

非常時における情報対策マ

ニュアルの作成等 

□限られた情報・材料をもとにして、迅速な状況判断

と初動措置を講ずることのできるスペシャリスト

の育成 

□具体的な情報の内容や分析の視点などを定めた情

報対策マニュアルの作成 

消防部 

都市安全部 

各部 

高機能消防指令システム等 □高機能消防指令システムの適正な運用 消防部 



 

４５ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第２節  情報の収集・伝達体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

の整備 □各種情報データの適正な保守管理 

消防救急無線の整備 □消防救急無線の維持管理 

□消防救急無線の適正な運用 

消防部 

 

(３) 関係機関等との連携強化 

計画名 計画のあらまし 主担当部 

宝塚警察署との連携強化 ■大規模事故等発生時の情報収集・伝達体制の整備 

■その他異常事象覚知時の通報体制の整備 

■応急対策を迅速かつ的確に実施するための資料の

相互交換 

都市安全部 

自衛隊との連携強化 ■大規模事故等発生時の情報収集・伝達体制の整備 

■その他異常事象覚知時の通報体制の整備 

■応急対策を迅速かつ的確に実施するための資料の

相互交換 

都市安全部 

大阪空港事務所との連携強

化 

■航空機事故発生時の情報収集・伝達体制の整備 

■応急対策を迅速かつ的確に実施するための資料の

相互交換 

消防部 

都市安全部 

ＪＲ西日本（宝塚駅）、阪急

電鉄（宝塚駅）との連携強化 

■鉄道事故発生時の情報収集・伝達体制の整備 

■その他異常事象覚知時の通報体制の整備 

■応急対策を迅速かつ的確に実施するための資料の

相互交換 

消防部 

都市安全部 

西日本高速道路株式会社

（神戸管理事務所）との連

携強化 

■中国自動車道事故発生時の情報収集・伝達体制の

整備 

■その他異常事象覚知時の通報体制の整備 

■応急対策を迅速かつ的確に実施するための資料の

相互交換 

消防部 

都市安全部 

日本中央競馬会（阪神競馬

場）との連携強化 

■競馬開催に伴う雑踏事故発生時の情報収集・伝達

体制の整備 

■その他異常事象覚知時の通報体制の整備 

■応急対策を迅速かつ的確に実施するための資料の

相互交換 

消防部 

都市安全部 

市内救急告示病院・診療所・

市医師会との連携強化 

■原因不明の異常症例患者診療時における情報収

集・伝達体制の整備 

■その他異常事象覚知時の通報体制の整備 

健康福祉部 

市立病院 

 

 

(４) 市民・事業所・民間団体等との協力体制づくり 

計画名 計画のあらまし 主担当 

非常時における「電話利用

自粛ルール」の周知徹底 

□市民に対する非常時における「電話利用自粛ルー

ル」の周知徹底 

企画経営部 

 

郵便局との連携強化 ■郵便局職員による大規模事故等発生時の通報協力 都市安全部 



 

４６ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第２節  情報の収集・伝達体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

体制の整備 

■その他異常事象覚知時の通報体制の整備 

路線バス・タクシー事業者

等公共交通輸送業者との連

携強化 

■従業員による大規模事故等発生時の通報協力体制

の整備 

■その他異常事象覚知時の通報体制の整備 

■事業者の独自に運用する通信システムの活用協力 

都市安全部 

宅配業者・新聞販売所・牛乳

販売所等との連携強化 

■従業員による大規模事故等発生時の通報協力体制

の整備 

■その他異常事象覚知時の通報体制の整備 

■事業者の独自に運用する通信システムの活用協力 

都市安全部 



 

４７ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第３節  災害時の広報体制の整備・強化 

 

第３節  災害時の広報体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

企画経営部 

 

２ 基本方針 

本市の「地域としての災害危険性」を踏まえるとともに、特に突発的に発生した場合を想定し、

以下のとおり市の総合力としての災害時広報体制の整備・強化を行う。 

第１に、迅速な広報活動を実施するために必要な官民協力体制による広報用資機材等の整備 

第２に、点字、手話、外国語等要配慮者向け広報活動実施体制の整備・強化 

第３に、「安心メール」の普及による広報機能の整備・強化 

第４に、市民・事業所・民間団体等との協力体制の構築 

 

３ 計画 

(１) 広報用資機材等の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

すみれ防災スピーカー 

（防災行政無線）の運用 

□一斉・個別の放送ができる同報系屋外型拡声スピ

ーカーの運用 

都市安全部 

拡声器付車両及びハンドマ

イク等の整備 

□拡声器付車両、ハンドマイク、アンプ等広報活動用

資機材の増強 

総務部 

企画経営部 

都市安全部 

 

(２) 市における広報ソフト環境の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

非常時用広報対策マニュア

ルの作成 

□「地震時」及び「風水害時」のそれぞれを想定した、

「災害時の広報活動マニュアル」の作成 

□マニュアルへの状況別広報文例集、協力機関リス

ト、要配慮者向け広報活動関係資料等の記述 

健康福祉部 

都市安全部 

「広報たからづか被災者生

活支援情報」のフォーマッ

トの作成及び発生直後版の

事前準備 

□「広報たからづか被災者生活支援情報」の題字付フ

ォーマットの作成 

□当初発行が困難な場合に備えた第１号～第２号分

の事前準備（予定原稿による） 

企画経営部 

要配慮者向け広報要員の確

保 

□職員への資格取得奨励、ボランティア団体等との

連携 

□点字、手話、外国語等の要配慮者向け広報活動に必

要な技術を持つ要員の確保 

都市安全部 

健康福祉部 

非常時における広報活動等

実施要領の作成等 

■大規模事故災害状況別広報シナリオ・文例集・協力

機関リストの作成 

■要配慮者向け広報活動実施要領の作成 

■被災者家族等相談窓口活動実施要領の作成 

消防部 

健康福祉部 

都市安全部 

企画経営部 

宝塚市ホームページの活用 ■防災情報ページの活用 都市安全部 



 

４８ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第３節  災害時の広報体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

（気象情報、交通情報、安否情報、救援情報等） 企画経営部 

 

(３) その他非常時における広報機能の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

安心メール（ひょうご防災

ネット）の普及啓発と活用 

□安心メール（ひょうご防災ネット）の市民への普及

啓発の強化 

□安心メール（ひょうご防災ネット）の有効活用 

□安心メール（ひょうご防災ネット）と市公式 LINE

の連携による情報拡散の強化 

都市安全部 

企画経営部 

県 

Ｊ－アラート（全国瞬時警

報システム）を活用した災

害情報の伝達体制の構築 

□すみれ防災スピーカー（防災行政無線）などの活用

による、J－アラートで配信される災害情報を瞬時

に地域に伝達する仕組みの構築 

都市安全部 

ＳＮＳを活用した災害情報

の伝達体制の構築 

□X（旧 twitter）、FacebookなどのＳＮＳを活用し、

情報を拡散する仕組みの構築 

都市安全部 

 

(４) 民間との災害時広報活動協力体制の確立 

計画名 計画のあらまし 主担当 

「広報たからづか被災者生

活支援情報」発行に関する

民間との協力体制の確立 

□「広報たからづか被災者生活支援情報」の発行に必

要な業者・団体との協力体制の確立 

企画経営部 

ラジオ・テレビ・新聞等報道

機関との協力体制の確立 

□ラジオ・テレビ・新聞等、それぞれの持つメディア

特性を生かした報道機関との協力体制の確立 

□聴覚障碍（がい）者・視覚障碍（がい）者や外国人

向けの広報機能の強化 

企画経営部 

FMラジオ・テレビ等地域放

送メディアとの協力協定締

結 

■エフエム宝塚との非常時広報活動協力協定 

■近隣市コミュニティFMラジオ局との非常時広報活

動協力協定 

企画経営部 

都市安全部 

 

 



 

４９ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第４節  災害時の相互協力・応援受入体制の整備・強化 

 

第４節  災害時の相互協力・応援受入体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市の「地域としての災害危険性」を踏まえるとともに、特に突発的に発生した場合を想定し、

以下のとおり総合的に災害時相互協力・応援体制の整備・強化を行う。 

第１に、大規模災害発生時における近隣市町との連携強化 

第２に、二次災害防止と迅速な都市機能復旧のために必要な、防災関係機関相互の連携強化と行

政機関の能力を大幅に上回る救援ニーズに対処するために必要な官民協力体制の強化 

第３に、広域的応援受入れのための拠点の整備 

第４に、大量な救援ニーズと特殊な救援ニーズを満たすために不可欠なボランティアの受入体制

の整備 

 

３ 計画 

 (１) 隣接市町との連携強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

近隣市町との連携の強化 □河川の総合的治水対策の推進、災害時における通

勤・通学者の「安否情報」の交換、行政境界地域に

おける「災害時広報」や「避難所等」の相互提供、

物資・人員等の相互応援などについて、定期的な情

報交換 

□近隣市町の連携に関する必要なマニュアルの整備 

■池田市、箕面市、豊中市、吹田市、茨木市との大規

模災害相互協力体制の整備（特に災害時広報、空中

消火、救急医療機関確保を中心として） 

都市安全部 

企画経営部 

消防部 

 

(２) 関係機関・団体等との連携強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

防災会議の拡大・強化 □防災会議委員の定期的な見直し 

□防災会議参加機関とのより一層の連携強化 

□女性や高齢者、障碍（がい）者など多様な人材の委

員への登用拡大 

□地域防災計画に定める予防・応急・復旧の各計画の

推進 

□防災会議への専門委員などの適宜設置 

都市安全部 

近畿地方整備局との非常時

協力体制の強化 

□近畿地方整備局との「災害時等の応援に関する申

し合わせ」に基づく、リエゾン（情報連絡員）、Ｔ

ＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣隊）の派遣に

関する連絡・協力体制の強化 

都市安全部 

国 



 

５０ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第４節  災害時の相互協力・応援受入体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

県及び関係市町村との協力

体制の強化 

□県及び県内市町による応援活動を迅速かつ円滑に

実施するための応援協定、支援内容の把握及び協

力体制の強化 

□「ひょうご災害緊急支援隊」との連絡・協力体制の

強化 

都市安全部 

各所管部 

県 

県危機管理部との連携強化 ■緊急時モニタリング（除染、除毒を含む。）要員の

受入体制の整備 

■災害時医療救護（高度医療可能病院、重症者広域分

散搬送先病院の確保等の円滑化） 

■ヘリコプタ－出動・上空管制等の円滑化 

消防部 

都市安全部 

 

医師会、看護協会、歯科医師

会、薬剤師会、獣医師会その

他民間団体・事業者等との

非常時協力体制の強化 

□現在協定を締結している団体、事業者と応援協力

内容を定期的に見直すなどの協力体制の強化 

□現在協定未締結の団体、事業者との応援協力協定

締結の検討 

健康福祉部 

各所管部 

その他民間団体・事業者等

との応援協力協定先の拡充 

□市内の関係団体・事業者との応援協力協定の締結

の拡充 

都市安全部 

各所管部 

市内事業所との連携強化 ■化学物質等の取扱いに関する専門的助言 

■緊急時モニタリング（除染、除毒を含む。）要員の

派遣協力 

消防部 

都市安全部 

専門家、専門機関等デ－タ

ベ－スの作成 

■市内事業所との連携によるデ－タベ－ス 

■近隣市との連携によるデ－タベ－ス 

■県危機管理部との連携によるデ－タベ－ス 

消防部 

都市安全部 

 

※ 参照 ⇒ 宝塚市防災会議条例及び委員名簿（資料・様式編２－１） 

※ 参照 ⇒ 災害時における相互応援協定（資料・様式編５－３） 

※ 参照 ⇒ 災害時等の応援に関する申し合わせ（資料・様式編５－４） 

 

(３) 広域的応援受入れのための拠点の整備等 

計画名 計画のあらまし 主担当 

広域的な救援物資の集配拠

点施設の指定・整備 

□各施設管理者の協力を得た広域的な救援物資の受

入れ・保管・仕分・配送を円滑に行うための広域的

救援物資集配拠点施設の指定 

□広域的救援物資集配拠点施設に必要な環境整備の

推進 

都市安全部 

各施設所管部 

広域的市町村相互応援協定

の締結 

□遠方に所在する市町村との災害時相互応援体制の

整備・強化 

都市安全部 

企画経営部 

関係機関・自衛隊・緊急消防

援助隊・他自治体等への応

援要請及び受入体制等に関

する環境整備 

□応援要請手順や受援業務に関して、「関西広域応

援・受援実施要綱」などを参考に、「応援・受援マ

ニュアル」を作成 

□応援要請・受入れに関する環境整備の推進及び職

員への周知徹底 

都市安全部 

消防部 

市立病院 

各所管部 
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５１ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第４節  災害時の相互協力・応援受入体制の整備・強化 

 

 (４) ボランティア活動環境の整備  
計画名 計画のあらまし 主担当 

ボランティア支援協定

の締結ボランティア支

援に係る協力体制の強

化 

□ボランティア活動の拠点確保や活動条件の

整備等に関する社会福祉協議会ボランタリ

ープラザ等との協定の締結 

□訓練などを通じたその役割分担などの整理 

健康福祉部 

子ども未来

部 

ボランティア活動支援

体制の整備 

□ボランティア活動の啓発、普及、ボランティ

ア相談や情報提供、ボランティア災害共済の

取扱い等の活動体制の整備推進 

□ボランティア活動グループの育成及びグル

ープ間の連携強化を図るための支援体制の

構築 

健康福祉部 

子ども未来

部 

 



 

５２ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第５節  緊急輸送の環境整備 

 

第５節  緊急輸送の環境整備 

 

計
画
の
体
系 

第１ 道路輸送の環境整備 
第２ 航空輸送の環境整備 

 

第１  道路輸送の環境整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市の「地域としての災害危険性」を踏まえるとともに、特に突発的かつ同時多発的に大規模災

害が発生した場合を想定し、道路輸送の環境整備を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化 

第２に、緊急活動用道路等の指定・整備 

第３に、救援物資の調達・配布動線を簡略化するための集配拠点施設の指定・整備 

第４に、災害発生直後の適切な初動措置を講ずるために必要な警察・各道路管理者等関係機関と

の連携強化 

第５に、民間団体・市内事業所等との応援体制の整備 

 

３ 計画 

 (１) 緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

緊急輸送道路の沿道建築物

の耐震化 

□宝塚市耐震改修促進計画に基づく、耐震診断及び耐

震改修に係る補助金、税制優遇措置制度の普及啓発

による沿道建築物の耐震化の促進 

都市整備部 

国、県 

 

(２) 緊急活動用道路（災害対策基本法第76条第1項）の指定・整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

緊急活動用道路の指定・整

備 

□災害時における被災者の救援救護活動と効率的な

緊急物資の輸送を行うための「緊急活動用道路」の

指定及び優先的な耐震強化の推進 

□必要に応じ、「緊急活動用道路」に関する国・県へ

の道路整備の要請 

都市安全部 

国、県

西日本高速道路（株）  

緊急活動用道路を確保する

ための交通安全施設等の整

備 

□幹線道路における主要交差点の被害状況の把握、緊

急活動用道路としての確保を迅速に行うための監

視用テレビの整備 

□交通情報提供装置、自動起動型信号機電源付加装

置、緊急用信号制御システム等の整備の推進 

都市安全部 

 

 

 



 

５３ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第５節  緊急輸送の環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

危険物等の防除活動用資機

材の整備 

■危険物特性別防除活動用資機材調達要領の作成 

■緊急防除活動用資機材の備蓄 

都市安全部 

消防部 

指定緊急輸送路復旧計画の

整備 

■重要所管施設・設備の構造図等資料の整備 

■バックアップデ－タの作成 

都市安全部 

 

※ 参照 ⇒ 市計画に基づく指定緊急輸送路一覧（資料・様式編５－８－１） 

 

 (３) 広域的救援物資集配拠点施設の指定・整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

広域的な救援物資の集配拠

点施設の指定・整備（再掲） 

□各施設管理者の協力を得た広域的な救援物資の受

入れ・保管・仕分・配送を円滑に行うための広域的

救援物資集配拠点施設の指定 

□広域的救援物資集配拠点施設に必要な環境整備の

推進 

都市安全部 

各施設所管部 

 

(４) 関係機関との連携の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

関係機関との連携の強化 □臨時交通規制用資機材の整備・調達協力、う回路設

定計画等に関する警察その他関係機関との連携の

強化 

□警察署との事前協議に基づく事故別緊急交通規制

実施要領の作成 

■緊急交通規制情報の連絡に関する協力機関・業者・

団体との連携、連絡手段の整備 

都市安全部 

緊急通行車両等の事前届出

の促進 

□市有車両、調達車両及び業務の委託並びに協定等

に伴い必要となる車両についての緊急通行車両等

の事前届出の促進 

都市安全部 

 

(５) 民間団体・市内事業所等との応援体制の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

建設業団体等との応援協定

の締結等 

□非常時における緊急道路確保作業に関する資機材

等の調達体制等について定めた建設業団体等との

応援協定の締結 

□応援協定締結団体との出動・復旧等の訓練の実施 

都市安全部 

民間運送業者との応援協力

協定等 

□災害時の輸送手段の確保や輸送体制の構築に関す

る応援協力協定締結業者の拡大 

□非常時の円滑な協力確保に備えるための協定に関

する実施細目についての随時協議 

都市安全部 

燃料の調達確保に関する環

境整備など 

□輸送用燃料（ガソリンなど）の確保及びその給油方

法についての応援協力協定の締結の推進 

□燃料不足時における対応（給油許可の実施など）の

検討 

都市安全部 
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５４ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第５節  緊急輸送の環境整備 

第２  航空輸送の環境整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市の「地域としての災害危険性」を踏まえるとともに、特に突発的かつ同時多発的に大規模災

害が発生した場合を想定し、緊急航空輸送の環境整備を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、地域ごとの臨時ヘリポートの指定・整備 

第２に、災害発生直後の適切な初動措置を講ずるために必要な関係機関との連携強化 

第３に、民間航空会社等との応援協定の締結推進 

 

３ 計画 

(１) 臨時ヘリポートの指定・整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

臨時ヘリポートの指定・整

備 

□「臨時ヘリポート３倍増計画」に基づく、臨時ヘリ

ポートの確保及び整備推進 

□臨時ヘリポート指定場所に関する関係機関及び住

民への周知徹底等の所要の措置の実施 

■市役所、市立病院、小・中学校等防災活動拠点施設

における空中からの識別のためのマーキング整備 

■主要施設チェックマップ、リストの作成 

■ヘリポート開設のための資機材の備蓄 

■航空輸送実施要領の作成 

■航空輸送応援協力業者・団体デ－タベ－スの作成 

都市安全部 

 

 

※ 参照 ⇒ ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧（資料・様式編５－５－１） 

 

(２) 関係機関との連携の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

関係機関との連携の強化 □臨時ヘリポート指定場所周辺の地域住民への理解

協力の要請 

□関係各部及び警察その他関係機関との連携による

臨時ヘリポート指定場所がその機能を果たすため

の必要な措置の実施 

都市安全部 

 

 

(３)  民間航空会社等との応援協定締結 

計画名 計画のあらまし 主担当 

民間航空会社等との応援協

定締結 

 

□災害時におけるヘリコプター輸送の迅速かつ円滑

な実施を図るため、民間航空会社等関連事業所・団

体との応援協定締結を検討 

都市安全部 
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５５ 

第２部  災害予防計画 
第１章  非常時活動体制に関する備えの充実 
第５節  緊急輸送の環境整備 

 

 

 

 

 

 



 

５６ 

 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 災害に強い都市の創造 

第２節 都市公共施設の災害対応力の強化 

第３節 被害の軽減・防止 

第４節 要配慮者の安全環境整備 

 

 



 

５７ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第１節  災害に強い都市の創造 

 
第１節  災害に強い都市の創造 

 

計

画

の

体

系 

第１ 総合的治水対策の推進 

第２ 燃えにくい市街地の整備 

第３ オープンスペースの確保 

第４ 道路・橋梁の整備 

第５ 消防水利網の整備 

 

第１  総合的治水対策の推進 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市における、「災害に強い都市の創造」の一環として、洪水防御を行う「治水対策」を以下の

とおり総合的に進める。 

第１に、河川改善整備・雨水施設の整備等による流域全体の排水能力の向上 

第２に、雨水流出抑制施策（流域調整池の設置、雨水の一時貯留施設・雨水浸透桝の設置、その

他雨水利用等、地域としての保水・遊水機能の維持・増大の推進）による河川や下水道への

負荷軽減（流出抑制）） 

第３に、水防体制の充実・強化による水害発生時の地域としての被害軽減能力の向上を図る 

 

３ 計画 

 (１) 河川改善整備・雨水施設の整備等 

計画名 計画のあらまし 主担当 

防災マップの作成 □県が公表する浸水想定区域図を基にした洪水予報

等の伝達方法及び避難所等の情報を掲載した防災

マップの作成及び市民への配布 

 

都市安全部 

河川防災計画 □県宝塚土木事務所へ一級河川、二級河川に関する

必要な改善整備の要望 

□武庫川上流部の広範囲な情報の把握及び市内の水

位の変化予測 

 

都市安全部 

県 

河川管理施設の耐震化の推

進 

□河川管理施設の確保すべき耐震性の点検やその耐

震性向上の検討、適切な対応策の実施 

□浸水等による二次災害発生が想定される地域にお

ける水門、樋管等の河川構造物の改築、改良の優先

的実施 

 

 

都市安全部 

県 



 

５８ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第１節  災害に強い都市の創造 

計画名 計画のあらまし 主担当 

河川事業と連携した浸水

対策への取組 

□市が実施する荒神川都市基盤河川改修事業及び県

が実施している大堀川河川改修工事の整備促進 

□在来水路（農業用水路などで公共下水道として認

定していない水路）の公共下水道として認定や必

要な改善整備 

□既設の公共下水道雨水施設及び在来水路等の浚

渫・補修等の維持管理 

都市安全部 

上下水道局 

非常時活動体制マニュアル

の作成 

□迅速な非常時活動体制を確立するための活動体制

マニュアルの作成 

都市安全部 

各所管部 

国、県 

 

※ 参照 ⇒ 市内の河川一覧表（資料・様式編１－３） 

※ 参照 ⇒ 市の公共下水道雨水施設（資料・様式編２－３－１） 

 

(２) 雨水流出抑制施策の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

開発行為における雨水排水

流量の規制 

□開発許可の基準により、開発行為における雨水排

水流量の規制 

上下水道局 

公共土木事業における雨水

流出抑制施策の推進 

□公共土木事業における透水性アスファルト舗装、

浸透桝、浸透側溝、雨水貯留施設等の整備促進 

上下水道局 

各施設所管部 

 

(３) 水防体制の充実・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

水防倉庫の整備等 □水防倉庫の設置及び資機材の備蓄、更新、補充及び

拡充 

都市安全部 

消防団の強化 □都市化や高齢化の進展等の状況の変化に対応した

消防団の強化策の検討 

消防部 

 

(４) 森林整備の促進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

緑地保全地区の指定等の推

進 

■緑地保全地区の都市計画決定の推進 

■里山林の整備 

■砕石事業後跡地、伐採跡地等植林適地調査 

都市安全部 

産業文化部 

関係部 
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５９ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第１節  災害に強い都市の創造 

第２  燃えにくい市街地の整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市整備部 

 

２ 基本方針 

本市における、「災害に強い都市の創造」の一環として、「燃えにくい市街地の整備」を以下の

とおり総合的に進める。 

第１に、都市計画における延焼遮断機能強化の観点の導入」による防災ブロック化 

第２に、市街地の整備（土地区画整理事業、市街地再開発事業、地区計画制度の活用、共同化の

促進等）による防災上危険な市街地の解消、建築物の耐震・不燃化の促進並びに公園・道路

等の都市施設の創出、優良農地の保全等の実現 

 

３ 計画 

(１) まちの「防災ブロック化」の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

道路・河川・鉄道沿線の延焼

遮断機能強化施策の推進 

□道路・河川・鉄道の有する延焼遮断機能を強化する

ための沿道の不燃化、緩衝緑地整備、難燃性樹木に

よる街路樹整備等の施策の総合的推進 

都市整備部 

都市安全部 

各施設所管部 

防火地域の指定 □商業地のうち、広域からの不特定多数の人々が集

積する主要な地区等における防火地域指定維持に

よる耐火建築物等の建築誘導 

都市整備部 

 

(２) 市街地の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

宝塚市都市計画マスタープ

ランの推進 

□宝塚市都市計画マスタープランに基づく、建築物

の防火・耐震化、土地利用の誘導その他多様な手法

の活用による推進 

都市整備部 

住宅市街地総合整備事業等

の推進 

□仁川地区における計画的・一体的な都市機能の更

新による安全で快適な市街地住宅の供給促進 

都市整備部 

都市安全部 

都市再生機構 

 



 

６０ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第１節  災害に強い都市の創造 

第３  オープンスペースの確保 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

将来の市街地化によるオープンスペースの減少を見込み、以下により計画的かつ総合的観点から

恒久的なオープンスペースの確保に努める。 

第１に、火災の延焼拡大防止と避難地の確保を図るための都市公園の整備 

第２に、再開発事業の推進や工場跡地の先行買収等様々な手法の活用により住宅密集地区におけ

る空地の集積・連坦化の推進 

第３に、農地・緑地の保全及び寺社林、屋敷林等の緑地の保全 

 

３ 計画 

 (１) 都市公園の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

都市公園整備事業 □公園の空白地域を最優先とした防災機能を有した

公園の計画的整備 

都市安全部 

 

(２) 空地の集積・連坦化の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

空地の集積・連坦化の推進 □公共施設や公園等の配置をオープンスペース確保

の観点から総合的に進めるための関係計画との連

携・調整 

□公共施設の接道部緑化やポケットパークの整備、

工場跡地の先行買収等による広域防災帯指定ゾー

ンの拡大推進 

□住宅密集地内における「空地」部分の集積・連坦化

の推進 

都市安全部 

関係部 

 

(３) 農地・緑地の保全 

計画名 計画のあらまし 主担当 

緑地保全地区の指定等の推

進（再掲） 

□南部市街地周辺の自然緑地の緑地保全地区等の指

定の推進 

□北部地域の自然緑地の緑地保全地区、風致地区等

の指定による自然緑地ゾーンの保全、整備 

□武庫川右岸地域の六甲山系グリーンベルト地域に

おける防災緑地の整備 

都市安全部 

関係部 

県 

生産緑地地区 □南部市街地に点在する生産緑地等の貴重な緑地空

間の保全、活用及び整備推進 

都市整備部 

産業文化部 

 

 



 

６１ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第１節  災害に強い都市の創造 

第４  道路・橋梁の整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

道路・橋梁の持つ防災機能強化を総合的かつ計画的に進める。 

第１に、道路・橋梁の耐震性の強化 

第２に、幹線道路、補助幹線道路、生活道路のそれぞれの役割分担を明確にした道路網の整備に

より、通過交通と地域内交通との錯綜緩和を図るとともに、市内各地域並びに公園・緑道、

避難所等、市役所・出張所、救急医療機関その他防災拠点施設相互間のネットワーク化を総

合的かつ計画的に進め、非常災害時における緊急輸送道路ネットワークを強化・充実 

第３に、道路の整備に伴い「橋梁の新設」を推進するとともに、関係機関に対し協力要請 

第４に、道路の整備や橋梁の架設に当たっては、歩道・自転車道の整備・拡幅、段差の解消その

他要配慮者の歩行・避難に配慮した「ひとにやさしい道路環境の整備」推進 

第５に、非常災害発生時における施設損壊後の迅速な応急復旧を行うために必要なソフト・ハー

ド両面にわたる非常時活動体制の整備・強化」を図ることにより、総合的に道路・橋梁の災

害対応力を強化 

 

３ 計画 

 (１) 道路・橋梁の耐震性強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

道路、橋梁の耐震性の強化 □市管理道路の耐震性の強化、必要な防災施設の整

備 

□地震に対する橋梁の安全性の確保を図るための市

道橋梁の点検並びに落橋防止等の工事の実施 

□国、県、西日本高速道路株式会社が行う道路、橋梁

の耐震性の強化 

都市安全部 

国、県

西日本高速道路（株）  

 

(２) 道路の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

都市計画道路整備事業 □都市計画道路の整備による広域・都市間の連携、都

市内における地域間の連絡強化のためのネットワ

ークの形成 

□防災機能を兼ね備えた都市空間の確保、また、緊急

輸送路及び避難路等歩行者動線としての都市計画

道路の整備推進 

都市安全部 

県 

 

生活道路整備事業 □宝塚市生活道路整備条例（平成１２年条例第３２

号）に基づき指定する道路及び狭あい道路におけ

る建築時の後退指導に併せた用地買収及び道路の

拡幅整備 

都市安全部 

※ 参照 ⇒ 都市計画道路一覧表（資料・様式編２－３－２） 
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６２ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第１節  災害に強い都市の創造 

※ 参照 ⇒ 都市計画道路網図（資料・様式編２－３－３） 

 

(３) 橋梁の架替・新設 

計画名 計画のあらまし 主担当 

道路橋梁新設・改良事業 □老朽化の著しい橋梁・狭あい橋梁の架替・改良や河

川整備に伴う橋梁の架替の推進 

□武庫川右岸と左岸の地域間の連絡強化のための新

たな橋梁の整備推進 

都市安全部 

国、県 

 

(４) ひとにやさしい道路環境の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

道路環境の整備 □要配慮者が安心して歩ける道路として、歩道の両

側設置、段差の解消の推進 

□延焼遮断機能の不足する道路や、避難上必要と認

められる路線への難燃性樹種の選定に関する配慮

と共に場合によっては撤去を検討 

都市安全部 

県 

道路標識の整備 □道路標識の設置や拡幅・改良工事への災害時の避

難の安全確保の観点から必要な配慮 

都市安全部 

県 

 

(５) 非常時活動体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

非常時活動体制マニュアル

の作成（再掲） 

□迅速な非常時活動体制を確立するための活動体制

マニュアルの作成 

都市安全部 

各所管部 

国、県 

道路啓開計画の策定 □初動対応強化のため、実効性のある道路啓開計画

の策定 

都市安全部 

国、県 
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６３ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第１節  災害に強い都市の創造 

第５  消防水利網の整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

阪神・淡路大震災その他過去の災害事例の教訓を踏まえ、大規模地震発生時における多様な消防
水利網の整備・強化を以下のとおり総合的かつ計画的に進める。 
第１に、河川等自然水利を「消防水利として活用」するために必要な条件整備 
第２に、水道消火栓の損壊時にも利用可能な水利としての防火水槽の整備 

第３に、初期消火活動用の消防水利として、各地域における雨水の一時貯留・防火用水の設置等
を促進 

第４に、消防部・上下水道局及び県等の非常時における消防用水利供給・補充等に関する連携・
協力の強化を要請 

 

３ 計画 

 (１) 河川等自然水利を活用するための条件整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

河川・ため池等の活用 □主要な河川や大規模なため池等を防災帯・防災施

設として位置づけ 

□主要な河川や大規模なため池等を震災時の避難

地、消防用水利として活用できるように整備 

■林野火災用消防水利マップ、給水要領の作成 

■空中消火用給水資機材の整備 

都市安全部 

消防部 

各施設所管部 

国、県 

 

(２) 消火栓・防火水槽の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

消防水利整備事業 □既存防火水槽の適正な維持管理を図る 

□防火水槽保有量の最適化を進める 

消防部 

 

(３) その他多様な消防水利の確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

その他多様な消防水利 の

整備 

□ビル保有水、プール、雨水貯留施設、親水公園・公

共下水道雨水幹線等の利用を円滑に行うための条

件整備の推進 

■空中消火用消火水利所有者との協力協定を締結 

消防部 

各施設所管部 

 

(４) 消防本部・上下水道局及び県等の連携の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

非常災害時における消防水

利確保のための連携強化 

□県等河川・川下川ダム・深谷ダム・用水施設管理者

等との非常災害時における消防用水確保のための

連携強化、必要な協力作業実施手順等の作成要請 

消防部 

上下水道局 
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第２節  都市公共施設の災害対応力の強化 

 

計

画

の

体

系 

第１ 市の施設及びその他公共公益施設 

第２ ライフライン施設 

第３ 鉄道施設 

 

第１  市の施設及びその他公共公益施設 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市の地域特性を踏まえるとともに、同時多発的かつ大規模な災害発生時に迅速かつ適切な救

援・復旧活動の拠点となるべき「市及び防災関係機関施設」及び「病院その他不特定多数の者が利

用する公共公益施設」に関して、以下により災害対応力の強化を総合的に進める。 

第１に、災害に強い防災拠点機能の整備・強化 

第２に、施設職員・利用者の安全確保と適切な初動対応と関係機関相互の連携・協力を行うため

に必要な「非常時活動体制の整備・強化」を図ることにより総合的に市施設及びその他公共

公益施設の災害対応力を強化 

 

３ 計画 

 (１) 災害に強い防災拠点機能の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

地域ステーション整備事業 

（再掲） 

□市内を７つの地域に分け、１地域ごとに１か所ず

つ地域ステーションを整備 

□地域ステーション及びその周辺に以下をめやすと

した必要な設備・備蓄等の推進 

●応急対策用資機材の備蓄 

●備蓄庫の設置及び生活救援活動拠点施設として必要

な物資の備蓄 

●応急給水拠点としての飲料水兼用耐震性貯水槽の維

持管理 

●地域防災無線の整備若しくは維持・点検 

●パソコンネットワークの整備若しくは維持・点検 

●災害時輸送車両の出入りを想定した環境整備 
 

都市安全部 

各施設担当部 
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計画名 計画のあらまし 主担当 

地区防災拠点整備事業 

（再掲） 

□小・中学校等を各コミュニティにおける「地区防災

拠点」と位置づけ 

□小・中学校等に以下をめやすとした必要な設備・

備蓄等の推進 

●毛布等の避難所等用物資の備蓄 

●その他避難所等としての住環境整備 

●ろ水機・発電機等ライフライン停止時用資機材の備蓄 

●地域防災無線の設置整備若しくは維持・点検 

●パソコンネットワークの整備若しくは維持・点検 

●窓ガラスの飛散防止措置 
 

都市安全部 

各施設担当部 

小・中学校プールの改築・改

修事業 

□災害時におけるプールの水利活用に万全を期する

ための小・中学校プールの計画的な改築・改修 

□プール改築・改修時の配管接続部分の免震処理及

び設備機器の固定等による耐震補強 

教育部 

市の施設における情報連絡

拠点としての整備 

■情報連絡体制の整備 都市安全部 

各施設所管部 

鉄道駅・ホテル・競馬場・劇

場等施設における情報連絡

拠点としての整備 

■情報連絡体制の整備 都市安全部 

各施設所管部 

 

※ 参照 ⇒ 地域ステーション整備計画（資料・様式編２－４） 

 

(２) 非常時活動体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

各施設における防災計画の

見直し 

□非常時における各施設の職員・施設利用者の役割

や行動を示した防災マニュアルの作成及び実践的

な訓練の定期的な実施 

□施設内外の標識・案内板等のデザイン・設置場所に

関する要配慮者への配慮 

■災害警戒時の防災情報収集・連絡体制の確立 

■災害種別ごとの防災マニュアルの整備 

■「見やすい、分かりやすい」避難所標識等の整備 

都市安全部 

各施設所管部 

各施設における防災点検の

実施 

□事務用家具・備品類の固定、危険物等の引火性物質

の安全管理、施設建物及び塀等の防災性能の調査・

補強、防災設備の作動点検等の推進 

都市安全部 

各施設所管部 

各施設における施設周辺地

域との交流の推進 

□日常的な交流を通じた非常時の地域ぐるみの防災

体制の素地づくり 

□学校や福祉施設における相互支援協力体制の確保 

都市安全部 

各施設所管部 

鉄道駅・ホテル・競馬場・劇

場等施設における非常時活

動体制の整備・強化 

■市施設に準ずる整備 

 

都市安全部 

各施設所管部 
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第２  ライフライン施設 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

ライフライン施設の災害対応力の強化を以下のとおり総合的に進める。 

また、今後随時発表される報告書・指針等を基にして、災害対応力の整備・強化のために必要な

研究を行う。 

第１に、供給・処理施設等ライフライン自体の耐震・耐水性の強化、バックアップ機能の強化、

施設情報管理システムの充実等災害に強いライフライン施設の整備・強化 

第２に、大規模地震発生時における二次災害防止のために必要なソフト・ハード両面にわたる対

策の充実・強化 

第３に、供給停止に対する代替サービス提供のための整備・強化 

第４に、適切な初動対応と関係機関相互の連携・協力を行うために必要な非常時活動体制の確立 

 

３ 計画 

 (１) 災害に強いライフライン施設の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

水道施設の耐震化 □浄水場や配水池等の主要構造物の耐震診断、補修

等の実施 

□浄・配水施設の設備機器の増設・改良時の耐震性の

強化、自家発電設備の適正な管理 

□導水トンネル等の補強策の検討 

□送水管や配水幹線などの基幹管路については、耐

震性の高い工法や管材料を採用して整備 

□給水装置は、耐震化の高い管材料を採用して整備 

□給水装置は、受水槽や高置水槽の転倒防止策等を

講ずるよう指導 

 

上下水道局 

水道施設のバックアップ機

能強化 

□基幹管路の二系統化 

□配水区相互間の連絡配水管の整備 

□配水区域のブロック化や配水管のループ化による

早期に復旧しやすい管路整備 

 

上下水道局 

下水道施設の耐震化 □下水道施設のストックマネジメント計画に基づく

既存下水道施設の耐震化の推進 

 

上下水道局 

県 

下水道配管情報管理システ

ムの充実 

□マッピングシステム等の導入による管路等の管理

体制の強化及び復旧支援体制の強化 

上下水道局 

上水道施設における設備面

の災害予防対策 

□機械設備や薬品管理における予防対策の強化 上下水道局 
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計画名 計画のあらまし 主担当 

電力施設の耐震化 □変電設備、送配電設備等の電力施設の耐震化の推

進 

都市安全部 

関西電力(株) 

関西電力送配電(株) 

電話施設の耐震化 □通信用建物、鉄塔、所内設備の耐震化の推進や予備

電源設備の強化等の防災性能の向上 

都市安全部 

N T T 西 日 本 ( 株 ) 

都市ガス施設の耐震化 □地震計の設置と供給区域の緊急分割ブロック化 

□マイコンメーター（安全装置付ガスメーター）の設

置や中・低圧導管の耐震対策の推進 

都市安全部 

大阪ガスネットワーク

株式会社 

 

 

(２) 二次災害防止のための対策の充実・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

ライフライン施設災害対策

連絡協議会の設置 

□電気、ガス、通信、上下水道の各施設所管機関の実

務担当者並びに道路管理者等関係機関からなる連

絡協議会の設置 

都市安全部 

各所管部 

各機関 

 

 (３) 代替サービス提供のための整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

ＬＰガス代替サービス供給

体制の整備 

□関連会社及びＬＰガス業界との協力体制の整備 都市安全部 

ＬＰガス販売事業者 

「災害用伝言ダイヤル（１

７１）」及び「災害用伝言板

（web１７１）」の提供 

□電話の輻湊緩和の対策として実施される「災害用

伝言ダイヤル（１７１）」及び「災害用伝言板（web

１７１）」の提供に関する情報の事前周知 

都市安全部 

N T T 西 日 本 ( 株 ) 

 

 (４) 非常時活動体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

ライフライン復旧のための

非常時活動体制マニュアル

の作成 

□迅速な非常時活動体制を確立し、二次災害防止と

ライフラインの迅速な復旧作業を行うための活動

体制マニュアルの作成 

都市安全部 

各所管部 

各機関 
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第３  鉄道施設 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

鉄道施設の災害対応力の強化を以下のとおり総合的に進める。 

また、今後、随時発表される報告書・指針等を基にして、災害対応力の整備・強化のために必要

な研究を行う。 

第１に、鉄道施設自体の耐震性の強化 

第２に、大規模災害発生時における職員・利用者の安全確保を行うために必要なソフト・ハード

両面にわたる対策の充実・強化 

第３に、被害を未然に防止し、迅速な応急復旧を行うために必要なソフト・ハード両面にわたる

非常時活動体制の整備・強化等 

 

３ 計画 

 (１) 鉄道施設自体の耐震性の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

鉄道施設の耐震化の推進 □駅舎・橋梁・法面・溝きょ、電線路支持物等の鉄道

施設の計画的な改良強化 

都市安全部 

各鉄道会社 

 

 (２) 職員・利用者の安全確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

運転士、指令間の情報連絡

設備の整備 

□耐震列車防護装置、落石警報装置等緊急時におけ

る列車の緊急停止装置の整備推進 

□運転士と指令間の無線による情報連絡設備の整備

推進 

都市安全部 

各鉄道会社 

 

(３) 非常時活動体制の整備・強化等 

計画名 計画のあらまし 主担当 

震災対策本部設置時の取扱

手順に基づく非常時活動体

制の整備・強化 

□各鉄道会社において震災対策本部が設置された場

合の職員に対する初動措置の習熟 

□各鉄道会社において震災対策本部が設置された場

合に備えた資機材・物資等の備蓄 

□県・市・関係機関・協力会社等との連携体制の確立 

□地震発生時における早期点検体制の確立 

都市安全部 

各鉄道会社 

風水害対策の強化 □鉄道沿線樹木の倒壊予防や架空電車線の振れ止め

強化、橋梁上又は高架部分等に設置の風速計によ

り風速の監視等の風害対策の強化 

□雨量計、河川水位計、河川情報センター端末機並び

にデータ放送による降雨状況、河川水位、台風、週

間天気予報等の情報収集体制の整備 

都市安全部 

各鉄道会社 
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(４)  鉄道事故災害予防のためのハ－ド環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

ＪＲ西日本、阪急電鉄にお

ける安全運行環境整備 

■高架橋、橋梁、盛土、トンネル定期検査の実施及び

結果に基づく補強、取替等 

■土砂災害、線路近接施設等の落下、倒壊による線路

被害の防止 

■踏切道の立体交差化、構造の改良、統廃合の促進 

都市安全部 

各鉄道会社 

 

(５) 鉄道事故災害予防のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

ＪＲ西日本、阪急電鉄にお

ける鉄道の事故情報、災害

情報収集・連絡体制の整備 

■観測・監視機器（地震計、風速計、雨量計等）の整

備 

■通信施設（緊急連絡用電話、指令専用電話、ファク

シミリ、列車無線、携帯無線機等）の整備 

■重大な被害を伴う事態に至らない事故の報告義務

の徹底及び原因究明に基づく改良・改善 

都市安全部 

各鉄道会社 

ＪＲ西日本、阪急電鉄にお

ける大規模事故災害等活動

体制の整備 

■鉄道車両火災、設備火災等初期消火体制の整備 

■災害発生時の旅客の案内、避難誘導等安全確保体

制の整備 

■初動対応要領の整備 

■応急対策、復旧対策実施に関する詳細要領の整備 

■大規模事故災害等対応防災教育及び防災訓練の実

施 

■消防、警察等関係機関等との連携体制の充実 

都市安全部 

消防部 

各鉄道会社 

ＪＲ西日本、阪急電鉄にお

ける車両検査の実施 

■新技術を取り入れた検査機器の導入による検査制

度の向上 

■検査修繕担当者の教育訓練内容の充実 

■車両故障デ－タ及び検査デ－タの活用 

都市安全部 

各鉄道会社 

踏切事故、置石等による列

車脱線事故防止のためのＰ

Ｒ 

■近畿運輸局、県及び鉄道事業者によるポスタ－の

掲示、チラシ類の配布 

■広報たからづか、市ホ－ムペ－ジ等の活用による

交通安全教育の推進 

企画経営部 

各所管部 

各鉄道会社 
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第３節  被害の軽減・防止 

 

計
画
の
体
系 

第１ 地震火災の防止 
第２ 建築物の耐震性の強化 
第３ 地盤の液状化対策 
第４ 土砂災害対策 
第５ ブロック塀等対策 
第６ 落下物等対策 
第７ 危険物・有毒物等対策 
第８ 雑踏事故対策 

 

第１  地震火災の防止 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

消防部 

 

２ 基本方針 

地震による被害の発生は複雑多岐にわたる。とりわけ住宅密集地の被害は計り知れないものがあ

る。特に、大地震による大規模火災や特殊火災は多大な人的・物的被害が予測されることから以下

の施策を基本に地震火災の防止に努める。 

第１に、一般住宅に対する防火指導、危険物施設、ＬＰＧ等高圧ガス施設等の出火防止・安全等

火災予防のための指導の徹底 

第２に、消防水利の充実と科学消防力の強化等 

第３に、災害時消防活動計画の確立 

第４に、初期消火体制の整備・強化 

 

３ 計画 

(１) 火災予防の徹底指導 

計画名 計画のあらまし 主担当 

一般住宅に対する防火指導 □震災時における出火防止及び通常時の火災予防の

指導強化 

□地域の自主防災組織、女性防火クラブ及び企業の自

衛消防の組織等を通じた一般家庭の住民や企業の

従業員等に対する消火器具の取扱指導の徹底 

□住宅用火災警報器の未設置世帯への設置促進及び

設置済みの各家庭における適正な維持管理に関す

る啓発活動 

消防部 

防火対象物の防火体制の強

化推進 

□消防法に規定する防火管理者が必要な対象物への

防火管理者選任についての指導徹底 

□防火管理者に対する消防計画の作成、同計画に基づ

く消火・避難等の訓練の実施、消防用設備等の点検

整備・火気使用又は取扱いに関する指導 

□消防法に規定する大規模防火対象物、高層建築物等

消防部 



 

７１ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

計画名 計画のあらまし 主担当 

の防災管理者が必要な対象物への計画的な教育訓

練・実践訓練の実施、防災管理に関する指導 

□宝塚市査察規程に規定する予防査察の徹底実施に

よる市内の防火対象物の実態把握、火災発生危険の

排除、予防対策の効果的指導 

危険物施設・ＬＰＧ等高圧

ガス施設の防火体制、安全

性確保の指導 

□消防法の規制を受ける危険物施設やＬＰＧ等高圧

ガス施設の所有者・占有者に対する自主保安体制の

確立・保安要員の適正な配置・危険物取扱作業従事

者等に対する保安教育等の計画的な実施等の指導 

□危険物施設・ＬＰＧ等高圧ガス施設に対する年間査

察計画に基づく立入検査の実施及び災害防止上必

要な事項についての助言又は指導の徹底 

□火災予防条例に規定される少量危険物・指定可燃物

等の所有者及び占有者に対する年間査察計画に基

づく立入検査の実施及び災害防止上必要な事項に

ついての助言又は指導の徹底 

消防部 

建築確認同意制度の活用 □建築物の新築・増改築等計画の段階等における消防

法の規定や建築基準法の防火に関する規定の効果

的な運用による防火対策の徹底 

都市整備部 

消防部 

林野火災に強い地域づくり

の推進 

■防火線・防火林の整備等森林環境の整備 

■森林内及び周辺地域での火気使用に関する指導 

■林野火災多発期における監視パトロ－ル等の実施 

■防火思想の普及 

消防部 

山火事予防運動等の実施 ■山火事予防運動（３月予定）の実施 

■火災気象通報発表時の出火防止の緊急呼びかけ 
消防部 

 

 (２) 消防水利の充実と科学消防力の強化等 

計画名 計画のあらまし 主担当 

消防水利の充実と防火水槽

の整備 

□水道施設の耐震化による消火栓の機能拡大 

□既存防火水槽の適正な維持管理を図る 

□防火水槽保有量の最適化を進める 

消防部 

上下水道局 

科学消防力の強化 □大規模火災、特殊火災に備えた消防ポンプ自動車等

の配備及び質的向上（地震防災緊急事業五箇年計画

にて整備） 

□大規模災害、特殊災害に備えた消防力の充実（防災

基盤整備事業にて整備） 

□兵庫県消防防災航空隊等の航空機の運用を含めた

空中消火体制の在り方についての検討 

□電気通信の技術革新と進展の展望、消防通信体制の

充実、機器の改善等に関する調査研究による消防通

信の高度化及び体制の強化 

消防部 

 



 

７２ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

(３) 災害時消防活動計画の確立 

計画名 計画のあらまし 主担当 

災害時消防活動計画の確立 □消火、救助事案の同時多発時における活動体制の確

立 

消防部 

 

 

(４) 初期消火体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

市消防団の活用 □消防団に対する任務遂行が機能的かつ効果的に発

揮できる資機材の計画的導入 

□消防団員の融和と団結、資質向上に資する各種訓練

の定期的な実施 

□消防団の定員確保や女性消防団員による火災予防

啓発及び応急手当普及啓発の技術向上 

消防部 

自主防災組織・自衛消防隊

の連携による初期消火体制

の整備・強化 

□自主防災組織に対する防災資器材等の整備、消火技

術の習熟、地域内の自衛消防隊との連携・協力体制

の確立 

□地域における消火訓練への参加促進 

□印刷物等の配布による初期消火能力の向上 

消防部 

防火管理者等による自衛消

防体制の整備 

■自衛消防隊その他防火組織による消火技術の習熟 

■消防用設備等の点検・整備 

■各種訓練の実施 

消防部 

 

(５) 消防力強化のためのソフト環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

各火災防御計画に基づく災

害活動マニュアルの作成 

■林野火災、車両火災、危険物火災、航空機火災、ガ

ス火災、放射性物質火災等の災害活動マニュアル 

消防部 

危険物等デ－タベ－スの整

備 

■総務省消防庁危険物災害等情報支援システム活用

体制の整備 

■その他関係機関との連携方策の確立 

消防部 

火災防御訓練等の実施 ■林野火災、車両火災、航空機火災防御訓練 

■集団災害時救急訓練 

■特殊災害訓練 

（基本訓練、放射性物質災害対策訓練、大規模交通

災害対策訓練、毒劇物災害対策訓練等） 

消防部 

広域応援体制の維持・強化 ■県内外他市町消防組織との相互応援体制 

■中国自動車道・新名神高速道路沿道他市町消防組

織との連携方策 

■広域消防応援に関する活動要領の整備、習熟 

消防部 

事業所との応援体制の維

持・強化 

■消防サポート隊協力事業所との連携体制 消防部 



 

７３ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

第２  建築物の耐震性の強化 
 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市整備部 

 

２ 基本方針 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅・建築物の所有者等が地域防災対策を自ら

の問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠であり、本市としては、国及び兵庫県と

連携し、所有者等の取組をできる限り支援するという観点から、所有者等にとって耐震診断及び耐

震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改修の

実施の阻害要因となっている課題の解決を図るとともに、所有者等に対して、建築物の地震に対す

る安全性の向上に関する啓発及び知識の普及を行う。 

本市は、「宝塚市耐震改修促進計画」に掲げた耐震化率の目標をめざし、以下のとおり総合的に

住宅・建築物の耐震化の強化促進を図る。 

第１に、住宅の耐震化 

第２に、市有建築物の耐震化 

第３に、多数利用建築物の耐震化 

第４に、高層建築物への長周期地震動対策 

 

３ 計画 

 (１) 住宅の耐震化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

宝塚市耐震改修促進計画に

定めた耐震化率目標 

□宝塚市耐震改修促進計画の作成・更新による住宅

耐震化率等の定期的な目標設定の見直し 

都市整備部 

国、県 

簡易耐震診断推進事業の普

及啓発等 

□耐震化の促進のための「簡易耐震診断推進事業」の

普及啓発等 

都市整備部 

   県 

住宅耐震化促進事業の普及

啓発等 

□既存民間住宅の耐震化を促進し、安全・安心なすま

い・まちづくりを推進するため、住宅の耐震改修の

計画づくりや耐震改修工事等を実施する方にその

費用の一部を市や県が補助する事業の普及啓発 

都市整備部 

   県 

住宅の耐震化に係る事業制

度等の整備及び普及啓発等 

□耐震診断及び耐震改修に係る市民相談体制の整

備、補助金や税制優遇措置等の制度の普及啓発等 

都市整備部 

 

(２) 市有建築物の耐震化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

宝塚市耐震改修促進計画に

定めた耐震化率目標 

□宝塚市耐震改修促進計画において耐震化の対象と

する市有建築物（市庁舎等の防災拠点と学校や共

同利用施設等の避難所等のほか市営住宅及び多数

の者が利用する用途の建築物）の目標設定 

都市整備部 

各施設所管部 

国、県 

市有施設及び公共公益性の

高い建築物の耐震診断及び

耐震改修の実施 

□災害時における避難、救護、復旧対策活動の拠点と

なる市有施設及び病院、学校、社会教育施設、社会

福祉施設、不特定多数の者が利用する施設の耐震

診断及び耐震改修の計画的な実施 

都市整備部 

各施設所管部 

国、県 



 

７４ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

(３) 多数利用建築物の耐震化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

宝塚市耐震改修促進計画に

定めた耐震化率目標 

□宝塚市耐震改修促進計画の作成・更新による多数

利用建築物の定期的な目標設定の見直し 

都市整備部 

国、県 

多数利用建築物の耐震化に

係る事業制度等の整備及び

普及啓発等 

□多数利用建築物の所有者が円滑に耐震診断及び耐

震改修を行うための相談体制を整備、必要な助言、

補助金や税制優遇措置等の制度の普及啓発 

都市整備部 

国、県 

 

（４）長周期地震動への対策の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

高層建築物への長周期地震

動対策 

□宝塚市開発事業における協働のまちづくりの推進

に関する条例第8条に基づく指針（開発ガイドライ

ン）において、長周期地震動対策を講じるための指

導及び助言 

都市整備部 

 



 

７５ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

第３  地盤の液状化対策 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

「公共土木構造物及び防災拠点施設」「その他建築物」の２つの場合における、地盤の液状化対

策を以下のとおり総合的に地盤の液状化対策を進める。 

第１に、主要幹線道路、河川堤防、橋梁等公共土木構造物の液状化対策の推進 

第２に、ライフライン施設の液状化対策の推進 

第３に、対策工法のＰＲ強化等による液状化対策工法の実施促進 

第４に、液状化に関する情報の収集及び提供 

 

３ 計画 

 (１) 公共土木構造物の液状化対策の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

公共土木構造物の液状化対

策の推進 

□公共土木構造物に関する必要に応じた地盤改良等

による液状化現象発生防止対策、基礎杭の打設等

液状化被害防止対策等の実施 

都市安全部 

各所管部 

国、県 

 

(２) ライフライン施設の液状化対策の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

ライフライン施設の液状化

対策 

□地下に埋設される管路に対する耐震シミュレーシ

ョン等による評価や関係専門分野の知見に基づく

地盤改良、可とう性・伸縮性・冗長性の確保等の液

状化対策の実施 

都市安全部 

各所管部 

県内各機関 

 

(３) 液状化対策工法の実施促進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

液状化対策工法の実施促進 □地盤に液状化の可能性がある場合の対策指導 都市安全部 

都市整備部 

県 

 

(４) 液状化に関する情報の収集及び提供 

計画名 計画のあらまし 主担当 

地盤データの収集及びデー

タベース化 

□埋立地や旧河道などの液状化のおそれのある箇所

をはじめとした浅部の地盤データの収集とデータ

ベース化の充実 

都市安全部 

県 

地域地盤情報の公開体制の

整備・促進 

□防災アセスメントにより把握された液状化危険度

をはじめとする各種の地盤情報の公開体制の整

備・促進 

都市安全部 

 



 

７６ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

第４  土砂災害対策 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市の「地域としての災害危険性」に即して、「降雨時」「地震時」の２つの場合における土砂

災害対策を以下のとおり総合的に進める。 

また、法令の改正、各種制度の更新・拡充、国等のガイドライン・指針等を基に、土砂災害の未

然防止及び減災対策として必要な調査・研究及び施策・事業を実施する。 

第１に、土地利用の適正化の指導 

第２に、斜面崩壊防止対策の推進 

第３に、造成地災害防止対策の推進 

第４に、山地災害・土石流等防止対策の推進 

第５に、土砂災害対策の充実 

第６に、警戒・安全避難意識の醸成 

 

３ 計画 

 (１) 土地利用の適正化の指導 

計画名 計画のあらまし 主担当 

防災まちづくり方針の策定

に基づく安全を重視した土

地利用の確保 

□都市の災害危険性の的確な把握及び周知 

□災害に強いまちづくりという観点から総合的な検

討を行った上での土地利用の適正化の指導 

都市整備部 

県 

土砂災害危険箇所等の周知

の徹底と法の適切な運用 

□防災マップの作成等により土砂災害危険箇所等の

周知 

□土砂災害に関連する法律の適切な運用 

都市安全部 

都市整備部 

県 

 

(２) 斜面崩壊防止対策の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

急傾斜地崩壊危険区域の指

定及び整備 

□急傾斜地の崩壊に関する危険区域指定の促進、が

け地近接危険住宅の移転促進、所有者に対する安

全対策の実施・是正勧告等の安全化対策の推進 

都市安全部 

県 

急傾斜地崩壊危険箇所の巡

視及び啓発活動等 

□集中豪雨等によるがけ崩れや崩壊の危険が予想さ

れる場合の巡視の実施、危険区域内居住者宅への

避難所等の周知、警戒事項の徹底等安全確保のた

めの啓発活動 

□適宜詳細調査の実施による新しい危険箇所の把握 

都市安全部 

県 

 

※ 参照 ⇒ 急傾斜地崩壊危険区域（資料・様式編１－２－２－２） 
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７７ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

(３) 造成地災害防止対策の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

宅地危険箇所一覧表の作成 □市内の災害のおそれのある宅地に関する宅地危険

箇所一覧表の作成 

都市整備部 

災害防止に関する指導・監

督等 

□都市計画法、建築基準法、宅地造成及び特定盛土等

規制法その他に基づく宅地造成地の許可・確認の

審査並びに当該工事の施工に対する指導・監督の

実施 

□宅地造成地の巡視等による違法開発行為の取締り 

□宅地造成地の梅雨期や台風期の巡視強化及び注意

呼び掛け 

□危険宅地の所有者が改善工事を実施する場合の宅

地保全相談の技術に関する指導 

都市整備部 

県 

 

※ 参照 ⇒ 宅地造成等工事規制区域（資料・様式編１－２－５） 

 

(４) 山地災害・土石流等防止対策の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

山地災害危険地区の安全化 □森林整備事業に基づき治山工事を計画的に推進 

□山地災害危険地区の周知及び警戒避難体制の確立

等の災害軽減防止策の実施 

都市安全部 

県 

土石流危険渓流の安全化 □砂防ダム及び流路工等の砂防関係工事の推進 

□危険区域内居住者宅への警戒又は避難を行うべき

基準雨量の設定、避難所等の周知、警戒事項の徹底

等安全確保のための啓発活動 

都市安全部 

県 

 

※ 参照 ⇒ 山地災害危険地区（資料・様式編１－２－３） 
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７８ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

(５)  土砂災害対策の充実 

計画名 計画のあらまし 主担当 

土砂災害警戒区域等の指定

促進と市民への周知 

□県との連携による土砂災害警戒区域等の指定が必

要な箇所への指定促進及び該当箇所周辺住民等へ

の指定の趣旨、必要性、効果等の周知 

□土砂災害警戒区域に対する危険度調査の実施及び

水害危険予想箇所（山崖崩れ）の指定 

都市安全部 

県 

土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害対策の実施 

□土砂災害警戒区域ごとの情報収集伝達方法、避難

所等の設定等の警戒避難体制の整備及び市民への

周知 

都市安全部 

土砂災害関連情報等の収

集・伝達 

□県や気象台等から提供される土砂災害に関連する

気象情報・各種警報等の的確な把握 

□避難情報の判断・伝達マニュアルの整備・更新 

□防災ラジオ、安心メール（ひょうご防災ネット）、

ＳＮＳ及びすみれ防災スピーカー（防災行政無線）

等を活用した、必要な地域への情報伝達体制の整

備 

都市安全部 

 

※ 参照 ⇒ 土砂災害警戒区域（資料・様式編１－２－２－１） 

※ 参照 ⇒ 土砂災害警戒区域に係る要配慮者利用施設等（資料・様式編１－４） 

 

 (６)  警戒・安全避難意識の醸成 

計画名 計画のあらまし 主担当 

地区防災計画・地域版防災

マップの活用 

□個別の土砂災害警戒区域等の対象住民への地区防

災計画及び地域版防災マップの作成・活用の促進 

都市安全部 

防災学習会や防災訓練等の

実施 

□土砂災害への警戒、土砂災害警戒区域等指定状況、

安全な避難方法等に関する防災学習会や防災訓練

の定期的な実施 

都市安全部 
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７９ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

第５  ブロック塀等対策 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市の「地域としての災害危険性」に即して、「学校等公共施設周辺の道路並びに緊急輸送路若

しくは避難用道路の沿道」、「その他の道路沿道」の２つの場合における、ブロック塀等対策を以

下のとおり総合的に進める。 

また、今後、随時発表される報告書・指針等を基にして、市におけるブロック塀等の安全化対策

のために必要な研究を行う。 

第１に、学校等公共施設の接道部をはじめとする生け垣化の推進 

第２に、事前指導の強化 

第３に、定期点検の実施その他安全確保のためのＰＲの徹底 

 

３ 計画 

(１) 生け垣化の推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

学校等公共施設における緑

化・生垣化の推進 

□小・中学校、保育所、総合福祉センター等市施設の

接道部における緑化・生垣化の推進 

都市安全部 

各所管部 

宝塚市生垣等緑化推進助成

金の活用及びＰＲ 

□宝塚市生垣等緑化推進助成金交付要綱の一層の活

用及びＰＲの推進 

都市安全部 

 

 (２) 事前指導の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

事前指導の強化 □建築確認行政の中での指導の強化 

□建設業者に対する安全施工の実施についての協力

要請 

都市整備部 

 

(３) 定期点検の実施その他安全確保のためのＰＲ 

計画名 計画のあらまし 主担当 

定期点検の実施その他安全

確保のためのＰＲ 

□ブロック塀等の定期点検の実施その他安全確保の

ためのＰＲの徹底 

□狭あい道路沿い等のブロック塀等重量塀の所有者

に対する改修・除去その他安全化措置の実施の促

進に関するＰＲの実施 

都市整備部 

 



 

８０ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

第６  落下物等対策 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

本市の「地域としての災害危険性」に即して、「屋内における落下物」、「ビル関連落下物」、

「道路上における落下物」の３つの場合における、落下物等対策を以下のとおり総合的に進める。 

また、今後、随時発表される報告書・指針等を基にして、市における落下物等対策のために必要

な研究を行う。 

第１に、学校その他公共施設における落下物防止対策の推進 

第２に、家具類等の固定や棚の上の整理等の必要性のＰＲ 

第３に、学校等公共施設周辺の道路及び緊急輸送用道路並びに避難用道路の沿道等を中心とした

落下物危険の防止 

 

３ 計画 

 (１) 学校等公共施設における落下物危険の防止 

計画名 計画のあらまし 主担当 

学校等公共施設における落

下物危険の防止 

□小・中学校、保育所等の公共施設の窓ガラスへの飛

散防止用フィルムの装着、安全ガラス化等の措置 

□小・中学校、保育所等の公共施設の屋内における倒

壊・落下物危険の防止 

都市安全部 

各所管部 

不特定多数の人が集まる施

設における落下物危険の防

止 

□大規模小売店舗、文化的施設等の不特定多数の人

が集まる公共公益施設等に対する落下物危険の防

止措置の協力要請 

都市安全部 

各所管部 

 

(２) 家具類の固定の広報等屋内落下物危険の防止 

計画名 計画のあらまし 主担当 

各家庭における屋内落下物

危険の防止 

□屋内における家具等の転倒、落下物による死傷例

が少なくないことの広報 

□家具類・冷蔵庫・テレビ等の転倒防止措置の促進 

□高層建築物における長周期地震動の危険性や家具

の転倒、落下、移動防止等の重要性の周知及び高層

階における室内安全対策の推進 

都市安全部 

都市整備部 

企画経営部 

 

(３) 道路上における落下物危険の防止 

計画名 計画のあらまし 主担当 

自動販売機の転倒防止等 □据え付けの悪い自動販売機や立ち枯れしている樹

木等の所有者、管理者への転倒、倒壊防止措置の普

及啓発 

都市安全部 

県 

外壁タイル等の耐震診断の

指導等 

□広いガラス面をもった建築物、外壁面に広告物や

空調機器をもった建築物に対する外壁タイル等の

耐震診断の指導等 

都市整備部 

県 

 



 

８１ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

第７  危険物・有毒物等対策 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

消防部 

 

２ 基本方針 

震度６弱以上の地震発生とともに、市内の随所で危険物である毒物・劇物、高圧ガス、火薬類等

の危険性物質の爆発、火災あるいはこれに伴う多量の有毒ガスの発生又は有害物質の漏洩による二

次災害の発生等は、地域住民の身体や生命及び財産に多大の危害を加えるおそれがあるので、これ

らの危険物製造、貯蔵、取扱い、運搬に対し災害防止のための規制や指導及び予防査察を強化する

とともに、事業所の関係者並びに危険物取扱者等に対する保安教育と防災知識の普及徹底を図る必

要があるため、以下のとおりの施策を総合的に進める。 

なお、放射性物質を取扱う施設についても同様の措置を図るものとする。 

第１に、立入検査の実施並びに調査に基づく改善指導 

第２に、自主防災体制の確立等の指導 

第３に、危険防除のための消防力等の強化 

第４に、保安教育の強化並びに防災意識の向上 

 

３ 計画 

 (１) 立入検査の実施並びに調査に基づく改善指導 

計画名 計画のあらまし 主担当 

危険物対策 □各対象物の位置や構造、設備及び管理の状況の検

査及び不備欠陥事項についての改善指導 

□危険物運搬中の事故による火災等の発生を防止す

るための危険物を運搬するローリー車及び関係車

両の一斉取締りの実施 

消防部 

高圧ガス・液化石油ガス・ 

毒劇物等対策 

□対象施設の立入検査の定期的な実施による危険な

管理状態の改善についての指導 

□市火災予防条例に基づく火気使用設備、電気設備

等の位置、構造、設備及び火気使用器具の取扱管理

についての適正な指導 

□高圧ガス、液化石油ガス、毒劇物等の貯蔵取扱届出

の促進及び災害対策の検討 

消防部 

放射性物質対策 □関係施設の立入検査実施要領による火災予防立入

検査 

□放射性物質の管理及び予防措置、関係施設の防火

設備、火気管理状況、関係施設周辺の立入検査等

に関する指導 

消防部 

 



 

８２ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

(２) 自主防災体制の確立等の指導 

計画名 計画のあらまし 主担当 

危険物対策 □危険物施設の実態に応じた火災及びその他の災害

の発生予防のための予防規程の作成指導 

□各施設管理者に対する自衛組織、保安教育、施設の

点検及び取扱作業等の自主保安体制の徹底 

□県・関係機関・団体等との連携による各施設管理者

に対する自主的な防災体制確立の指導 

消防部 

高圧ガス・液化石油ガス・毒

劇物等対策 

□建築同意の段階における消防用設備等の設置の適

正指導 

□消防法第８条に基づく消防計画の作成に関連した

対象物の実態と高圧ガス等の貯蔵取扱量及び危険

性を考慮した指導 

□自衛消防隊の訓練指導等の実施、育成強化 

消防部 

放射性物質対策 □消防法第７条の規定による建築同意する場合にお

ける消火作業時の汚染拡大防止が容易なこと、固

定消火装置により放射性物資が飛散しないことな

どの指導 

□消防法第８条に基づく消防計画を樹立しなければ

ならない関係施設に対する貯蔵取扱い等をする放

射性物質の変更届出、火災発生時の放射性物質の

所在、危険度の通報、到着消防隊と連絡要員の指定

等の指導 

消防部 

実践的な活動要領の整備指

導の強化 

■大規模事故災害等発生時における警戒活動実施要

領の作成 

消防部 

消防等関係機関との協力・

連携の強化 

■大規模工場等火災・爆発等警防地図の作成、更新

に関する協力 

■大規模事故災害等発生時の要員・資機材等提供協

力体制 

消防部 

 

(３) 危険防除のための消防力等の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

危険防除のための消防力の

強化 

□化学車両、救助工作車両等の装備、隊員の安全確保

のための防護服の配備、有毒ガス等漏洩探知器の

配備等の推進 

消防部 

警防対策の強化 □大量危険物施設の実態調査の実施による実情把握

及び科学的根拠による警防計画の樹立 

□警防計画に基づく訓練の実施及び有事即応対策の

確立 

□科学的根拠に基づいた火災防御計画の検討 

□火災防御計画の付図とした関係施設の平面図、立

面図、正面図等の作成 

消防部 



 

８３ 

第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

計画名 計画のあらまし 主担当 

□火災防御計画に基づいた消防訓練の実施 

□放射性物質取扱施設に関する警防計画への放射性

物質の所在、建物の状況、排水施設、消防水利等の

明記及び説明書への放射性物質の性状、消火設備

等の明記 

 

(４) 保安教育の強化並びに防災意識の向上 

計画名 計画のあらまし 主担当 

危険物対策 □危険物を保有する事業所の所有者、管理者等に対

する防災教育・指導の徹底 

消防部 

高圧ガス・液化石油ガス・毒

劇物等並びに放射性物質対

策 

□国・県・関係機関・団体等と連携・協力し、危険物

施設関係者の教育に準じて行う 

消防部 

国、県 
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第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第３節  被害の軽減・防止 

第８  雑踏事故対策 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

消防部 

 

２ 基本方針 

 本市の「地域としての災害危険性」に即して、雑踏事故の未然防止と事故が発生した場合におけ

る被害を最小限にとどめるため、必要な災害対策活動を適時・適切に実行し得ることを目標として、

以下の３点を重点に雑踏事故対策を進める。 

第１に、雑踏事故の未然防止 

第２に、雑踏事故警防地図の作成 

第３に、非常時活動体制の整備に関する備えの充実（第１章による。） 

３ 計画 

(１) 雑踏事故の未然防止 

計画名 計画のあらまし 主担当 

行事等主催者への周知 ■行事内容、事故発生時の対応体制等に関する、管

轄警察署・消防本部・医師会・医療機関との事前

連絡調整 

■行事等参加者への事故防止のための PRの徹底 

■発生時における第１報通報連絡要領等の作成 

消防部 

各所管部 

行事等主催者との事前調整 ■消防本部・医師会・医療機関との連携に関する助

言 

■警察署との連携に関する助言 

■その他雑踏警備計画書作成に関する助言 

消防部 

各所管部 

 

(２) 雑踏事故警防地図の作成 

計画名 計画のあらまし 主担当 

雑踏事故警防地図の作成 ■阪神競馬場警防地図の作成、更新 

■主要祭事・行事警防地図の作成、更新 

消防部 
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第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第４節  要配慮者の安全環境整備 

 
第４節  要配慮者の安全環境整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

健康福祉部 

 

２ 基本方針 

要配慮者の安全環境整備を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、都市のバリアフリー化、地域ぐるみの助け合いによる緊急避難支援体制づくり等人にや

さしいまちづくり 

第２に、住宅及び公共施設・福祉施設等建築物の耐震性の向上による人的被害の防止 

第３に、要配慮者優先の非常時ルールの確立 

第４に、要配慮者相互扶助組織、ボランティア団体、事業所等との連携強化や近隣及び遠隔地市

町村との相互応援協定の締結 

第５に、要配慮者利用施設等利用者の避難確保のための措置 

 

３ 計画 

 (１) 人にやさしいまちづくり 

計画名 計画のあらまし 主担当 

都市のバリアフリー化の推

進 

□福祉のまちづくり条例に基づく公共施設の整備の

推進と民間事業等の整備の誘導 

□福祉のまちづくり重点地区整備事業の推進 

□住宅改良助成事業等各種事業に対する支援の推進 

□交通バリアフリー重点整備地区における事業の推

進 

健康福祉部 

子ども未来部 

都市安全部 

各施設所管部 

地域ぐるみの緊急避難支援

体制づくり 

□民生委員・児童委員や自治会等、在宅ケアチーム、

ボランティア組織等との連携による避難行動要支

援者に関する情報収集、安全確保や避難支援に係

る相互協力体制の整備 

健康福祉部 

消防部 

緊急通報システムの整備等 □消防及び警察その他関係機関と連携した要配慮者

に対する緊急通報装置を用いた緊急通報システム

及び安心キットの普及の整備 

消防部 

健康福祉部 

 

大規模事故災害等発生時に

おける所在確認体制の整備 

■通所・入所福祉施設への事故情報通報要領の作成 

■名簿登載者への安否確認、事故情報等通報要領の

作成 

■県、警察等関係機関との相互協力要領の作成 

健康福祉部 

 

 

(２) 建築物耐震性の向上による人的被害の防止 

計画名 計画のあらまし 主担当 

社会福祉施設等の耐震性の

向上 

 

□福祉避難所となる公立社会福祉施設の耐震診断・

耐震補強工事等の計画的な実施 

□民間社会福祉施設に対する耐震性向上の措置の促

進 

健康福祉部 

各施設所管部 
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第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第４節  要配慮者の安全環境整備 

（３） 要配慮者優先の非常時ルールの確立 

計画名 計画のあらまし 主担当 

要配慮者優先避難所等の指

定・確保等 

□市施設のうち公民館、共同利用施設、地域利用施設

などの公共施設の要配慮者最優先の避難所等とし

た「予備避難所」としての指定及び必要な環境の整

備 

□県をはじめ関係機関と連携による非常時における

要配慮者優先避難所等の確保及び必要な体制の整

備 

健康福祉部 

各施設所管部 

福祉避難所の指定・確保 □要配慮者の受入れに関する社会福祉協議会、保健

福祉サービス公社、社会福祉法人等との協定締結 

□社会福祉施設、自主防災組織間等の応援協定の促

進 

□市民・自治会に対する非常時における要配慮者の

安全避難への協力に関する広報 

健康福祉部 

消防部 

県 

市民向け防災ハンドブック

の作成、活用 

□市民向け防災ハンドブックの活用による避難所等

居住時等における要配慮者優先ルールについての

市民への周知徹底 

都市安全部 

消防部 

職員用非常時マニュアルの

作成、活用 

□職員用非常時マニュアルの作成による避難所等開

設・運営時等における要配慮者優先ルールについ

ての職員への周知徹底 

都市安全部 

消防部 

外国人対策の推進 □外国人向け防災パンフレットの作成・配布 

□外国人に対する防災訓練への参加促進とその他防

災知識の普及・啓発 

□通訳ボランティアの確保 

産業文化部 

都市安全部 

 

(４) 他市町村・相互扶助組織等との相互応援・連携 

計画名 計画のあらまし 主担当 

他市町村との相互応援協定

の締結 

□非常時における人員・資機材・救援物資等の確保並

びに要配慮者優先避難所等の確保に関する他市町

村との相互応援協定の締結の推進 

□応援締結市町村との相互応援実施手順等の協議 

健康福祉部 

 

相互扶助組織等の連携 □県、国等の指導による要配慮者及び家族、知人等で

組織される相互扶助組織等との連携の確立 

健康福祉部 
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第２部  災害予防計画 
第２章  安全で人にやさしいまちづくりの推進 
第４節  要配慮者の安全環境整備 

（５） 洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等における要配慮者利用施設等利用者の避難確保の

ための措置 

計画名 計画のあらまし 主担当 

洪水浸水想定区域及び土砂

災害警戒区域等における要

配慮者利用施設等の安全避

難の推進 

□区域内における要配慮者利用施設等の施設名称及

び所在地の指定促進 

□区域内における要配慮者利用施設等の避難確保計

画の作成及び訓練実施等の促進 

□区域内における要配慮者利用施設等の管理者等が

作成する避難確保計画及び同計画に基づく訓練結

果等について、必要な助言等の実施 

都市安全部 

各施設所管部 

※ 参照 ⇒ 洪水浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域等の要配慮者利用施設等（資料・様式編１

－４） 
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第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うため

の備えの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 災害時における救助体制の整備・強化 

第２節 災害時医療救護体制の整備・強化 

第３節 安全避難の環境整備 

第４節 生活救援対策の環境整備 

第５節 災害時における環境・衛生対策の環境整備 

第６節 災害時における住宅対策の環境整備 

第７節 災害時における教育対策の環境整備 
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第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第１節  災害時における救助対策の強化 

 
第１節  災害時における救助体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

消防部 

 

２ 基本方針 

「大規模地震発生時」を想定した、救助体制の整備を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、地震災害の被害特性に適合した救急・救助資機材等の整備・充実 

第２に、民間事業所・団体等を含め地域としての自主救急・救助能力の向上 

第３に、専門的能力を要する事案に対応するための県及び警察・自衛隊との連携強化 

 

３ 計画 

 (１) 市における救助・救急体制の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

災害対応救助・救急用資機

材等整備事業 

□各消防署所に現在配置されている高規格救急車の

更新整備をはじめとする救急業務高度化の推進 

□消防署所、防災用倉庫等への救急用包帯等の外傷

処置資材の備蓄 

□消防機関に設置されている高度救助用資機材、油

圧式救助器具、空気式救助器具、切断機等の更新

整備 

消防部 

救急救命士等救急隊員の養

成等 

□救急業務高度化計画に基づく救急救命士等救急隊

員の計画的な養成及び職員の訓練 

消防部 

トリアージタッグの配布 □市内救急医療関係機関におけるトリアージタッグ

（傷病者識別票）の配布による救命活動体制の確

立 

消防部 

健康福祉部 

県 

救急医療関係機関 

市救出・救助体制の整備 ■各種災害対応用救出、救助用資機材の整備 消防部 

市救急搬送体制の整備 ■大規模災害時等災害類型別救急搬送活動実施のた

めの詳細要領の作成 

消防部 

 

(２) 地域としての自主救急・救助能力の向上 

計画名 計画のあらまし 主担当 

消防団・自主防災組織等の

救出・救護活動能力の向上 

□消防団車庫、防災倉庫等への応急救護資器材及び

救助用資器材の整備 

□消防団、自主防災組織及び地域住民に対する災害

時の救出・救護活動に関する教育訓練の実施 

消防部 

民間患者等搬送事業者等と

の協力体制の確保 

□民間患者等搬送事業者等との協力体制の確立によ

る多数傷病者の搬送補完体制の確立 

消防部 

その他地域としての救急・

救助能力向上の促進 

□地域住民、各企業、各事業所における自主的な防災

体制の強化と防災ボランティアの募集登録による

地域の救急・救助能力向上の促進 

□救急・救助活動等に関する非常時協力協定

消防部 
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第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第１節  災害時における救助対策の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

の締結等による地域の救急・救助能力向上の

促進 

 

 (３) 県及び警察・自衛隊との連携強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

兵庫県消防防災航空隊等 

による傷病者の搬送体制の

確立 

□兵庫県消防防災航空隊、民間所有ヘリコプター等

の活用による救急搬送体制の確立 

都市安全部 

消防部 

警察・自衛隊及びその他の

救助隊との連携強化 

□警察、自衛隊及びその他の救助隊との連携強化に

よる同時多発型救助事象への対応体制の確立 

都市安全部 

消防部 

国 

県 
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第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第２節  災害時医療救護体制の整備・強化 

 
第２節  災害時医療救護体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

市立病院・健康福祉部 

 

２ 基本方針 

大規模災害発生時を想定した災害時医療救護体制の整備を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、市内初動医療救護体制の整備・充実 

第２に、大規模地震時における広域的な後方支援医療機関ネットワークの確保 

第３に、ヘリコプターを中心とした重傷患者搬送体制の確保 

第４に、災害発生直後に必要な救急医薬品・医療資器材の備蓄等 

第５に、健康対策の推進とこころのケア対策の環境整備 

 

３ 計画 

 (１) 市内初動医療救護体制の整備・充実 

計画名 計画のあらまし 主担当 

市内救急医療拠点となる病

院の確保 

□災害発生直後の医療救護活動上重要な「中継拠点

病院」となる市立病院の計画的な耐震診断、耐震補

強等の実施 

□市立病院における自家発電装置及び井戸・受水槽

等の耐震化、クラッシュ症候群対策としての人工

透析設備、非常時対応計画の作成等の推進 

□その他「中継拠点病院」該当病院等における市立病

院に準じた対策の促進 

市立病院 

県 

市医師会との連携の強化に

よる災害医療スペシャリス

トの確保 

□市医師会との連携の強化による災害時マニュアル

の作成、マニュアルに基づく訓練の実施、トリアー

ジ技術等の研修の実施等の推進 

□市医師会との連携の強化による災害時の迅速かつ

的確な医療救護体制の確立 

市立病院 

 

災害時救急医療拠点として

の市立病院の整備 

■大規模事故災害等対応設備の整備 

（除染設備、トリア－ジスペ－ス、無菌室等） 

■大規模事故災害等対応医薬品・医療資機材の備蓄 

（各種解毒剤、抗生剤等医薬品、防護服等防護用品） 

■病院防災マニュアルの整備 

■大規模事故災害等に関する研修、訓練等 

市立病院 

市内救急告示病院・診療所・

市医師会との連携強化 

■地域災害救急医療マニュアルの作成 

■大規模事故災害等に関する研修、訓練等への参加 

■原因不明の異常症例患者診療時における情報収

集・伝達体制の整備 

市立病院 

健康福祉部 
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第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第２節  災害時医療救護体制の整備・強化 

 (２) 広域的な後方支援医療機関ネットワークの確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

広域的な後方支援医療機関

ネットワークの確保 

□阪神地域における後方支援ネットワークの強化 

□県並びに隣接府県の後方支援医療機関とのネット

ワークの確立の促進 

消防部 

市立病院 

県 

後方支援医療機関デ－タベ

－スの整備 

■多発外傷、広範囲熱傷、化学熱傷、化学物質等の中

毒を伴う負傷者に対応可能な医療機関への搬送に

関するデ－タベ－スの整備 

消防部 

市立病院 

 

(３) 重傷者搬送体制の整備・充実 

計画名 計画のあらまし 主担当 

県防災ヘリコプター等によ

る傷病者の搬送体制の確保 

□震災時に多発すると想定される家屋倒壊等による

傷病者の救命対策としての県防災ヘリコプター、

民間所有ヘリコプター等の航空ルートによる救急

搬送体制の確保 

消防部 

県 

 

 (４) 医薬品・医療資器材の確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

市医師会等との協力体制の

確保 

□避難所等で使用する医薬品等をはじめ、救急医薬

品・医療資器材等の調達を適切に行うための市医

師会、市歯科医師会、市薬剤師会との協力体制の確

保 

健康福祉部 

 

自動体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）の設置普及 

□市内の公立施設へのＡＥＤの設置及び民間施設に

対するＡＥＤの設置協力の推進 

□ＡＥＤ講習の実施などによるＡＥＤの普及啓発 

健康福祉部 

消防部 

子ども未来部 

関係部 

市内事業者・関係団体との

協力協定締結 

■大規模事故災害等対策用医薬品・医療資器材等の

確保 

■緊急調達における協力支援 

健康福祉部 

県、国との連携強化 ■大規模事故災害等対策用医薬品、医療機器、衛生

材料、輸血用血液等の緊急供給要請に関する詳細

要領の整備 

健康福祉部 

 

(５)  健康対策の推進とこころのケア対策の環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

被災者の健康管理 ■保健師、栄養士等による避難所等の健康支援 

■２次的健康障害の予防 

健康福祉部 

県 

「こころ」のケア対策のた

めの環境整備 

□県（宝塚健康福祉事務所、精神保健福祉センタ

ー）、市医師会、市内関係医療機関との連携・協

力による精神科医療体制の環境整備 

□保健師、カウンセラー等からなる「メンタルヘルス

ケア」体制の確立 

健康福祉部 

県 

災害時保健医療福祉活動支 □的確かつ迅速な支援の実施のため、システムを活 健康福祉部 
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援システムの活用 用した情報共有体制の推進 都市安全部 

県、国 
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第３節  安全避難の環境整備 

 

計 

画 

の 

体 

系 

第１ 避難所等の指定・整備 

第２ 避難誘導体制の整備・強化 

第３ 避難行動要支援者の安全避難の確保 

第４ 避難情報の判断・伝達マニュアルの作成 

 

第１  避難所等の指定・整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

「大規模地震等の災害からの突発的な避難（住宅密集地大火の発生も想定）若しくは台風の接近

に伴う風水害からの段階的な避難」にも対応できるよう、避難所等の指定・整備を以下のとおり総

合的に進める。なお、これら避難所等の指定・整備にあたっては相互の連携についても配意する。 

さらに、大型化する台風や多発するゲリラ豪雨による災害の発生から未然に身を守るための自主

避難の重要性が高まっていることから、状況に応じて各ブロックに「自主避難場所」を開設すると

ともに、身近な一時避難施設として、自治会館などを自主的に開設する登録届出避難所制度を促進

する。 

第１に、「住宅密集地緊急避難のための一時退避地の指定・整備」災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合に円滑かつ迅速に立退き避難を図る施設又は場所である「指定緊急避難場所」の

指定・整備 

第２に、「大規模地震等を想定した避難所等の指定・整備」災害が発生した場合に被災者等を一

時的に滞在（生活）させるための施設である「指定避難所」の指定・整備 

第３に、要配慮者の安全で安心できる避難及び利用等に供する「福祉避難所」及び「予備避難所」

の指定・整備 

第４に、災害発生時における避難所等の設置期間が長期にわたる場合（「災害救助の運用と実務

（第一法規）」に基づく原則的な設置基準としての１週間を超える場合）を想定し、一時的生活の 

場であり防災拠点ともなる「避難所等予定施設の各機能を発揮するため、当該避難所等の安全性及

び居住性の確保、設備の強化及び開設・運営のために必要な物資・資器材・備品類等の確保、保健

医療等のサービスの提供等」を図ることにより総合的に避難所等の「住」環境の整備を行う。 

第５に、やむを得ない理由により、避難所等に滞在することができない被災者に対しても、必要

な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他良好な生活環境が確保できる

よう必要な措置を実施 
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３ 計画 

 (１) 指定緊急避難場所（指定避難場所、避難地）等の指定・整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

指定緊急避難場所（指定避

難所、避難地）等の確保 

□市南部地域住宅密集地の各２km圏に１か所ずつの

「避難地」の確保 

□避難地と指定避難所及びそのグランド等の空間の

「指定緊急避難場所」としての指定及び必要な環

境整備 

□企業保養所、ゴルフ倶楽部、地域住民組織から申出

のあった建物などについて「指定緊急避難場所」ま

たは「避難地」としての利用に関する協力協定締結

の要請 

都市安全部 

各施設所管部 

大型台風接近時における自

主避難場所の指定・整備 

□特に大型で非常に強い台風が市域を通過するよう

な場合に、早めの避難を希望する市民等の自主避

難者を受け入れるために一時的に開設する自主避

難場所。地区ごとに２２個所の指定緊急避難場所

のうちから設置 

都市安全部 

各所管部 

相互の安全を確認するため

の集合場所等の確保 

□地域又は自主防災組織において事前に定めた避難

所等への移動の中継地点とする「一時避難場所」

（小中学校の校庭や地域にある公園など屋外の空

間）の確保 

都市安全部 

※ 参照 ⇒ 指定避難所等（資料・様式編６－２－２－１） 

      避難地（資料・様式編６－２－２－２） 

       指定緊急避難場所、自主避難場所（資料・様式編６－２－２－３） 

 

(２) 指定避難所等の指定・整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

指定避難所の指定・整備 □市立の各小学校・中学校等の「指定避難所」として

の指定及び必要な環境整備 

□「指定避難所」と本部・現地連絡所との相互情報連

絡手段の多ルート化 

□「指定避難所」への初期消火・救助救援活動を行う

ために必要な機材の備蓄 

□夜間・休日において、地域住民が「指定避難所」と

して利用するために必要な準備措置等 

□市の施設以外で「指定避難所」として利用可能な私

立学校施設、県立高等学校施設等に対する「指定避

難所」に係る要請 

都市安全部 

教育部 

各所管部 

予備避難所の指定・整備 □市施設のうち公民館、共同利用施設、地域利用施

設、公益施設などの公共施設の要配慮者最優先の

避難所等とした「予備避難所」としての指定及び必

要な環境の整備 

□市民・自治会・自主防災組織の長などに対する、「予

都市安全部 

市民交流部 

教育部 

各所管部 

file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画資料・様式編（決定版）.docx%23資料60201
file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画資料・様式編（決定版）.docx%23資料6020103
file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画資料・様式編（決定版）.docx%23資料6020104
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備避難所」が要配慮者最優先の避難所等であるこ

との周知徹底 

福祉避難所の指定・整備 □総合福祉センターその他の市の福祉関連施設の福

祉避難所としての指定及び必要な環境の整備 

□社会福祉法人の福祉施設等について協定締結によ

る「福祉避難所」の指定促進 

□市民・自主防災組織に対する非常時における要配

慮者の安全避難への協力に関する広報 

都市安全部 

健康福祉部 

各所管部 

避難所等開設のための必要

な備品類の備蓄等 

□小・中学校等への避難所等の開設・運営に必要な備

品類の備蓄 

□要配慮者用の物資への配慮や、男女のニーズの違

いなどにも配慮した備蓄物資の選定 

教育部 

都市安全部 

各所管部 

指定管理者制度導入施設と

の協定締結等 

□予備避難所となる共同利用施設等会館における避

難所等の運営に関する協定締結など円滑な避難所

等の開設運営に向けた仕組み作り 

都市安全部 

市民交流部 

教育部 

避難所等に避難しない被災

者への対策の検討 

□避難所等に避難せずに、又は避難できずに自宅な

どに留まっている被災者の状況把握及び支援の方

法についての検討 

都市安全部 

健康福祉部 

各所管部 

避難所等の運営体制の整備 ■鉄道事業者、西日本高速道路㈱、阪神競馬場等関係

機関・事業所との運営協力体制の確保 

■施設管理者、施設周辺事業所及び自主防災組織等

との運営協力体制の確保 

■「避難所運営マニュアル」の作成 

都市安全部 

届出避難所の登録の促進 □ゲリラ豪雨などで突発的に災害の発生の危険性が

高まった場合に、市民の迅速かつ安全な避難に供

するため、身近にある自治会館などを一時避難の

ため自主的に開設する「届出避難所」として登録を

促進する 

□登録した「届出避難所」には、標識を設置し、毛布

や保存食を配置 

都市安全部 

 

(３) 避難所等予定施設における「住」環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

学校施設における避難所等

としての「住」環境整備 

□小・中学校空き教室の有効活用の一環としてのク

ラブハウスの整備に関する検討 

□避難所等として使用されることを想定した体育館

への電源設備等必要な設備の整備に関する検討 

□避難所等予定施設におけるトイレの改善、出入口

その他の段差の解消、被災者のプライバシーの保

護、男女のニーズの違いへの対応、妊産婦への配

慮、乳幼児への対応など要配慮者への配慮した環

境整備 

□避難所における感染症対策の実施 

都市安全部 

教育部 
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その他市施設の避難所等と

しての「住」環境整備 

□総合福祉センターその他の福祉関連施設について

は、「福祉避難所」として、学校における場合に準

じて、被災者のプライバシーの保護、男女のニーズ

の違いへの対応、妊産婦への配慮、乳幼児への対応

等に努め、畳部屋の確保等必要な環境整備 

健康福祉部 

都市安全部 

各所管部 
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第２  避難誘導体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

「大規模地震若しくは住宅密集地大火発生時等」における、避難誘導体制の整備を以下のとおり

総合的に進める。 

第１に、緊急避難の指示・連絡のための情報伝達体制の確保 

第２に、夜間発生時における適切な避難誘導のための標識等を備えた避難路の整備等 

第３に、適切な避難誘導を行うための関係機関・団体等との連携の強化 

第４に、要配慮者の安全避難支援体制の確保 

第５に、帰宅困難者を支援する体制の整備 

 

３ 計画 

 (１) 避難情報伝達体制の確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

避難情報伝達体制の整備・

強化 

□要避難地域のうち危険性の高い避難警戒区域にお

ける誘導員の配置等、適切な避難情報の伝達に当

たらせる計画の作成 

□コミュニティＦＭを活用するなどの緊急を要する

避難情報の迅速かつ的確な伝達を行える体制の整

備・強化 

□水防法第１５条に基づく浸水想定区域内にある地

下街、要配慮者利用施設、大規模工場等（所有者又

は管理者より申出があった場合）に対する法に基

づく警戒避難に関する対策 

■鉄道事業者、西日本高速道路㈱、阪神競馬場等関係

機関・事業所との避難情報伝達協力体制の確保 

■避難情報伝達のための詳細要領作成 

都市安全部 

安全避難誘導体制の整備 ■駅周辺地域、不特定多数の人が集まる施設周辺地

域における案内標識、避難所等案内図等整備 

（外来者にもわかりやすく、また夜間時の避難にも

配慮したものとする。） 

■地域ぐるみの要配慮者避難支援体制の確保 

都市安全部 

健康福祉部 

 

 

(２) 避難路の整備等 

計画名 計画のあらまし 主担当 

避難路の整備 □都市計画道路等の幹線道路及び生活道路の整備の

推進 

□夜間における安全避難や要配慮者の安全避難に配

慮した誘導標識等の整備の推進 

都市安全部 

 

避難所等周辺地区の安全性

確保 

□避難地及び避難所等の周辺地区に対する誘導標識

の整備、不燃化や緑化の促進等の面的環境整備の

都市安全部 

各施設所管部 
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計画名 計画のあらまし 主担当 

推進 

 

(３) 関係機関・団体等との連携の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

警察・交通安全協会等との

連携の強化 

□災害時の避難誘導に関する警察及び交通安全協会

等との応援協力体制の確立、その連携の強化 

都市安全部 

 

(４) 要配慮者の避難支援体制の確立 

計画名 計画のあらまし 主担当 

地域ぐるみの緊急避難支援

体制づくり（再掲） 

□民生委員・児童委員や自主防災組織、在宅ケアチー

ム、ボランティア組織等との連携による避難行動

要支援者に関する情報収集、安全確保や避難支援

に係る相互協力体制の整備 

健康福祉部 

 

 

(５) 帰宅困難者※を支援する体制の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

帰宅困難者の心得の普及 □各種広報手段による①徒歩帰宅に必要な装備な

ど、②家族との連絡手段の確保、③徒歩帰宅経路の

確認などについて啓発 

都市安全部 

産業文化部 

 

帰宅情報の入手・伝達方法

の確立 

□被害状況や道路・鉄道の交通状況等の情報の入手・

伝達方法の整備及び市民、観光施設、民間事業所等

に対する情報提供の普及啓発 

□市民などに対する災害時帰宅支援ステーションの

サービスや、家族などの間での安否確認の方法に

ついて普及啓発 

□観光客、学生・生徒・児童、従業員などの保護や情

報収集・提供などの一斉移動の抑制 

都市安全部 

産業文化部 

観光施設 

民間事業所等 

 

帰宅困難者への支援体制の

整備 

□帰宅困難者に対するコンビニエンスストアやファ

ミリーレストラン及びガソリンスタンド等による

飲料水、トイレの提供に関する協力体制の整備の

検討 

□要配慮者や、男女のニーズの違いなどに配慮した

避難所等への避難や一時滞在施設の提供等の安全

な帰宅の支援体制の整備 

都市安全部 

産業文化部 

 

民間事業所などに対する物

資の配備などの要請 

□通勤通学者、観光客などを抱える、民間事業所、学

校、観光施設への帰宅困難者のための食料などの

備蓄や仮眠などのための設備の整備等の要請 

都市安全部 

産業文化部 

 

 



 

１００ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第３節  安全避難の環境整備 

第３  避難行動要支援者の安全避難の確保 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

健康福祉部 

 

２ 基本方針 

市は、要配慮者の意向把握により、避難行動要支援者名簿を作成し、災害発生時に迅速な支援を

行うため、庁内関係部、消防本部、市内関係機関、民生委員・児童委員、近隣住民組織（自治会、

自主防災組織、近隣ケアグループなど）などにより連携・情報共有を図りながら、地元が主体とな

った支援体制の構築を促進するとともに、これらの支援団体等に平常時からこの名簿情報を提供す

る。 

名簿情報の提供に当たっては、避難行動要支援者の意向を十分に踏まえるとともに、災害が発生

した際には、関係者の連携・協力のもとに、この名簿情報を活用した全ての避難行動要支援者の避

難が円滑に実施されるよう対策を講じることとする。 

また、当該名簿情報の管理においては、災害対策基本法、個人情報保護法とその関係法令のもと

に当該情報にかかわる者全てにおいて、適切な運用が行われるよう万全を期すものとする。 

これらの取り組みを着実に推進するため、本市の要配慮者等の救援対策に関する事項の具体的内

容や取り組み方策を定めた、宝塚市災害時要援護者指針や関連マニュアル等を最新のものに整備・

更新していくこととする。 

 

３ 計画 

 (１) 避難行動要支援者の名簿の作成・充実 

計画名 計画のあらまし 主担当 

避難行動要支援者の把握と

名簿作成 

□避難行動要支援者の把握及び避難行動要支援者の

名簿作成 

□当該名簿への避難行動要支援者の氏名、生年月日、

性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡方法、

避難支援を必要とする理由の記載 

□避難行動要支援者名簿の情報の適切な整理・保管 

健康福祉部 

都市安全部 

避難行動要支援者の名簿の

更新 

□避難行動要支援者の名簿の年一度の更新 

□避難行動要支援者を支援する団体等への名簿情報

提供時における最新情報への更新 

健康福祉部 

都市安全部 

 



 

１０１ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第３節  安全避難の環境整備 

(２) 避難行動要支援者の支援体制の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

支援の取り組みへの機運の

醸成 

□民生委員・児童委員、自治会・自主防災組織等の地

域組織、近隣に居住する人たち、福祉施設等の職員

など、避難行動要支援者に身近に生活している人

たちへの災害時の避難支援の取り組みの啓発 

健康福祉部 

都市安全部 

地域ぐるみの避難支援体制

づくり（再掲） 

□避難行動要支援者の身近に生活している人たちに

よる地域ごとの共助（相互支援）の仕組みの構築 

□市が提供する避難行動要支援者の名簿情報を適切

に管理する体制作りの促進 

□各支援者の役割の明確化及び地域と行政との連携

や地域での研修・防災訓練の実施 

健康福祉部 

都市安全部 

避難支援等関係者の安全確

保 

□避難支援等関係者は、本人又はその家族等の生命

及び身体の安全を守ることが大前提であることか

ら、可能な範囲で避難支援等を行えるような避難

支援等関係者の安全確保への十分な配慮 

健康福祉部 

都市安全部 

 

(３) 避難行動要支援者名簿情報の提供 

計画名 計画のあらまし 主担当 

名簿情報の避難支援者への

提供 

□平時における地域避難支援体制を構築した団体に

対する情報提供の同意が得られた避難行動要支援

者名簿情報の提供 

健康福祉部 

都市安全部 

名簿情報の更新 □提供する避難行動要支援者の名簿情報の年一度の

更新 

□避難行動要支援者を支援する団体等への名簿情報

提供時における最新情報への更新 

健康福祉部 

都市安全部 

 

 (４)  避難行動要支援者名簿情報の適正管理 

計画名 計画のあらまし 主担当 

名簿情報の適正管理 □名簿情報の提供を受けた者に対する関係法令及び

「宝塚市災害時要援護者支援指針」及び関係マニ

ュアルに基づく適正な情報管理の指導 

健康福祉部 

都市安全部 



 

１０２ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第３節  安全避難の環境整備 

第４  避難情報の判断・伝達マニュアルの作成 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

災害から人命を守るためには、防災対策や応急復旧対策等を適切に実施することが不可欠である

が、危険を回避するため的確な時期に迅速に避難行動を開始することが最も重要な対策である。 

このため、台風の接近や降雨の継続などによる時間経過に伴う災害発生危険度の変化に対応した

避難対策として「避難情報の発令」の対象箇所、対象箇所別の発令判断基準や、発令に伴う情報伝

達、避難誘導、５段階の警戒レベル等を明確にしたマニュアルを以下のように作成・更新する。 

第１に、法令等の改正や関連制度の創設、国や県のガイドラインの見直しなどによる基準等の更

新 

第２に、毎年度実施する「水害危険予想箇所指定会議」結果に基づく避難情報の発令の対象箇所

の更新 

第３に、防災情報システムの強化・拡充等に伴う情報伝達手段の更新 

 

３ 計画 

 (１) 避難区域及び避難情報発令等の判断基準を明確化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

防災マップの作成（再掲） □武庫川浸水想定区域図、土砂災害予想区域図に基

づく避難区域の明確化、避難計画の作成、防災マッ

プの作成及び市民への配布 

都市安全部 

避難情報の判断・伝達マニ

ュアルの作成 

□避難情報の発令・伝達方法や避難情報を発令すべ

き等の判断基準について取りまとめたマニュアル

の作成 

都市安全部 

関係部 

要配慮者の避難支援マニュ

アルの作成 

□防災担当と福祉担当の連携と情報の共有化による

要配慮者や避難指示者への避難情報（高齢者等避

難、避難指示及び緊急安全確保）の伝達体制の確立

及び具体的な避難支援プラン、避難支援マニュア

ルの作成 

都市安全部 

関係部 

 

(２) 避難情報伝達手段の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

安心メール（ひょうご防災

ネット）の普及啓発と活用 

□安心メール（ひょうご防災ネット）の市民への普及

啓発の強化 

□安心メール（ひょうご防災ネット）の有効活用 

都市安全部 

 

避難情報伝達体制の整備・

強化（再掲） 

□要避難地域のうち危険性の高い避難警戒区域にお

ける誘導員の配置等、適切な避難情報の伝達に当

たらせる計画の作成 

□コミュニティＦＭを活用するなどの緊急を要する

避難情報の迅速かつ的確な伝達を行える体制の整

備・強化 

都市安全部 

関係部 



 

１０３ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第３節  安全避難の環境整備 

 

(３) 要配慮者の情報共有システムの構築 

計画名 計画のあらまし 主担当 

システムの構築（再掲） □防災システムへの避難情報の発令判断に資する電

子データ、ファイルの整備 

□一人ひとりの要配慮者に対する複数の避難支援者

を定める等、具体的な避難支援計画を作成するシ

ステムの構築 

□宝塚市個人情報保護法とその関係法令などを踏ま

えた効果的な要配慮者情報の収集、管理 

都市安全部 



 

１０４ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第４節  生活救援対策の環境整備 

第４節  生活救援対策の環境整備 

 

計

画

の

体

系 

第１ 応急給水体制の整備・強化 

 

第２ 備蓄及び緊急調達体制の整備・強化 

 

第１  応急給水体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

上下水道局 

 

２ 基本方針 

「市、防災機関及び病院その他防災拠点施設の機能維持のために必要な上水の供給」、「被災者

への飲料水の供給」の２つの場合における、給水体制の整備を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、応急給水用給水源の確保及び給水用資器材の備蓄並びに調達体制の確立 

第２に、県・他市町村、民間団体、事業所との応援協定の締結及びその他関係機関との連携」 

第３に、初動マニュアルの整備その他必要な非常時活動体制の整備・強化 

 

３ 計画 

 (１) 応急給水用給水源の確保・給水用資器材の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

災害時飲料用水の確保 □初期応急飲料水用の給水源として、小・中学校等

（応急給水拠点）に、優先して給水タンク等を設置 

□災害時飲料用貯水槽兼用受水槽は、その後の給水

車等による応急給水の一括受入施設となるよう整

備 

都市安全部 

上下水道局 

 

病院等の災害時飲料用貯水

槽兼用受水槽の整備 

□病院等に対する災害時飲料用貯水槽兼用受水槽の

整備の指導 

□災害時飲料用貯水槽兼用受水槽は、その後の給水

車等による応急給水の一括受入施設となるよう整

備 

都市安全部 

健康福祉部 

上下水道局 

配水池等における応急給水

源の確保の整備 

□配水池等に対する緊急遮断弁等の設置による応急

給水源の確保 

□地域的バランス、応急給水方法等を考慮した応急

給水源を確保する配水池等の決定 

上下水道局 

その他応急給水源の確保・

整備 

□都市公園整備事業における非常時の応急給水拠点

としての機能確保の整備 

都市安全部 

上下水道局 

消防部 

給水用資器材の整備・強化 □応急給水活動が使用するポリタンク、給水タンク、

可搬型貯水タンク、可搬型発電機・エンジンポン

上下水道局 



 

１０５ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第４節  生活救援対策の環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

プ、仮設給水栓等給水用資器材の整備・強化 

 

(２) 相互応援・協力体制の確立 

計画名 計画のあらまし 主担当 

県・他市水道事業体との相

互応援・協力体制の確立 

□災害発生後の応急給水及び水道施設の迅速かつ効

果的な復旧に関する県及び他市水道事業体及び日

本水道協会等関係機関との相互応援・協力体制の

確立 

都市安全部 

上下水道局 

民間事業者との資機材等緊

急調達その他非常時協力体

制の整備 

□宝塚水道工事業協同組合及びその他関連組織・関

連業者との災害時における協力に関する要項の作

成、応急給水及び応急復旧活動を円滑に行う体制

の確立 

上下水道局 

上水の応急給水用飲料水確

保と消防水利に関する検討 

□市域を震度６弱以上の地震が襲った場合における

上水の応急給水用飲料水と消防水利の効果的な運

用に関する防災担当、水道及び消防の実務担当者

での調整、検討 

都市安全部 

上下水道局 

消防部 

 

(３) 非常時活動体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

宝塚市上下水道事業業務

継続計画の更新 

□非常時出動体制、応急給水、水道施設応急復旧、応

援・支援受入れ、災害記録、広報、応援出動等のマ

ニュアルへの記述 

上下水道局 

非常時の通信手段の整備 □市地域防災無線の活用及び拡充、携帯電話、非公表

電話の採用等の非常時通信手段の検討及び整備 

都市安全部 

上下水道局 



 

１０６ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第４節  生活救援対策の環境整備 

第２  備蓄及び緊急調達体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

備蓄及び緊急調達体制の整備を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、大規模災害時を想定した備蓄計画の策定及び推進 

第２に、民間団体・事業所等からの緊急調達体制の整備・強化 

 

３ 計画 

 (１) 大規模災害を想定した備蓄計画の策定及び推進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

地域ステーション等防災対

策拠点における備蓄計画の

策定及び推進 

□被災者の２日分相当量をめやすとして、地域ステ

ーション該当施設、避難所等防災対策に関する拠

点機能を果たす予定の施設における備蓄計画の策

定及び推進 

都市安全部 

各対策項目担

当部 

市民向け防災マップの活用 □市民向け防災マップの発行、広報たからづか誌面

等を活用した各家庭・事業所における食料、水、生

活必需品等非常時に備えた物資・機材の備蓄（３日

分から１週間程度をめやすとする）の奨励 

□市民向け防災マップの発行、広報たからづか誌面

等を活用した事業所などにおける物資の確保につ

いての奨励 

都市安全部 

備蓄物資の公表 □自助・共助の観点からの市民の平時からの備蓄の

促進 

□近隣自治体、民間事業者との連携や支援要請の効

率化 

都市安全部 

 

※ 参照 ⇒ 地域ステーション整備計画（資料・様式編２－４） 

 

(２) 緊急調達体制の整備・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

近畿運輸局、神戸運輸監理

部との連携 

□近畿運輸局、神戸運輸監理部が設置する物資の要

請体制・調達体制・輸送体制の整備を図るための

協議会との連携及び調達体制の確認 

都市安全部 

近畿運輸局 

神戸運輸管理部 

県 

県からの調達に関する実施

要領の作成 

□県からの物資等の調達に関する手順等を統一化、

実施要領の作成 

都市安全部 

寝具類に関するリース協力

協定の締結 

□避難所等で必要となる寝具（毛布、ふとん）類につ

いてのリース業者との協定の締結 

都市安全部 

共同炊事（炊き出し）用燃

料・器材調達協力協定締結

□被災者自身及び支援者による共同炊事（炊き出

し）を支援するための調理器材、燃料の確保に関

都市安全部 

file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画資料・様式編（決定版）.docx%23資料20400


 

１０７ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第４節  生活救援対策の環境整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

の推進 するプロパンガス協会等との協定の締結 

□協力協定に基づく、プロパンガス協会等との非常

時における連絡・供給方法等の実施計画の作成 

食糧、生活物資調達・供給

協力協定締結の推進 

□食糧、生活物資の調達や確保に関する流通業者、

製造業者との締結の推進による協定企業の充実 

□協力協定に基づく協定企業との非常時の調達・供

給方法等の実施計画の作成 

都市安全部 

物資輸送協力協定締結の推

進 

□食糧、生活物資等の効率的な配送に関する運送業

者との締結の推進による協定企業の充実 

□協力協定に基づく協定企業との非常時の連絡・調

整方法等の実施計画の作成 

都市安全部 

国物資調達システムの活

用 

□平時からシステムの操作訓練・備蓄物資のデータ

更新を行い、円滑に運用できる体制の整備 

都市安全部 

 

 

 



 

１０８ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第５節  災害時における環境・衛生対策の環境整備 

第５節  災害時における環境・衛生対策の環境整備 

 

計

画

の

体

系 

第１ 公衆衛生対策等実施体制の整備・強化 

第２ ごみ・がれき処理体制の整備・強化 

第３ し尿処理体制の整備・強化 

 

第１  公衆衛生対策等実施体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

環境部 

 

２ 基本方針 

公衆衛生対策等実施体制の整備・強化を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、大規模災害時を想定した作業実施計画の策定 

第２に、近隣市町村及び公衆衛生等関係業者・民間団体等との相互応援協定の締結 

第３に、感染症対策用薬剤・散布器、棺、専用車両等公衆衛生・環境保全関係資機材確保計画の

確    立 

 

３ 計画 

 (１) 大規模災害時における作業実施計画の策定 

計画名 計画のあらまし 主担当 

大規模災害時を想定した作

業実施計画の作成 

□大規模災害時に想定される、公衆衛生等対策実施

作業量を推定した「非常時作業実施計画」の作成 

環境部 

火葬場整備及び耐震診断・

耐震補強等の推進 

□火葬場整備事業等における、火葬場設備の耐震化

及び身元不明遺体の一時安置施設等の整備の推進 

環境部 

 

(２) 近隣市町・民間業者等との応援・協力体制の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

近隣市町との相互応援協力

体制の整備 

□各市町及び関係一部事務組合が締結した相互応援

協定に基づいた、公衆衛生等対策の応援協力体制

の整備 

環境部 

関係機関・民間業者等との

協力体制の整備 

□関係機関、民間関連業者及び団体等との協力協定

の締結等、災害時の大量の公衆衛生対策事案を迅

速かつ効果的に処分するための人員、資機材等の

確保等に必要な体制の整備 

環境部 

 

 



 

１０９ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第５節  災害時における環境・衛生対策の環境整備 

 (３) 公衆衛生・環境保全関係資機材確保計画の確立 

計画名 計画のあらまし 主担当 

感染症対策用薬剤・散布器、

棺、環境測定装置、専用車

両、仮設風呂等公衆衛生・環

境保全関係資機材確保体制

の確立 

□市備蓄及び県・他市町村・民間業者からの調達によ

る防疫用薬剤や散布器、棺、専用車両、仮設風呂等

の公衆衛生・環境保全関係資機材の確保体制の確

立 

環境部 

 



 

１１０ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第５節  災害時における環境・衛生対策の環境整備 

第２  ごみ・がれき処理体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

環境部 

 

２ 基本方針 

大規模災害発生時における、ごみ・がれき処理体制の整備を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、近隣市町及び民間団体・事業所等との相互応援協定の締結 

第２に、災害時における有害ごみ・危険ごみの分別の徹底等市民への事前広報 

 

３ 計画 

 (１) 大規模災害時を想定した処理・処分計画の策定 

計画名 計画のあらまし 主担当 

最終処分場整備事業等の推

進 

□大規模災害時に大量に発生することが想定される

ごみ・がれき等の最終処分量を想定した、処分場の

確保 

環境部 

 

(２) 近隣市町・民間業者等との応援・協力体制の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

近隣市町との相互応援協定

の締結 

□県、各市町及び関係一部事務組合が締結した相互

応援協定に基づいた、災害廃棄物処理の応援協力

体制の整備 

□処理困難な場合、環境大臣へ処理の代行の要請を

検討 

環境部 

 

民間業者等との協力協定の

締結 

□民間の廃棄物処理事業者、土木・運送事業者等との

協力協定の締結等、災害時の廃棄物処理に関する

人員及び資機材等の確保及び民間処理施設への受

入れに必要な体制の確立 

環境部 

 

 

(３) 有害ごみ・危険ごみの分別の徹底等事前広報 

計画名 計画のあらまし 主担当 

有害ごみ・危険ごみの分別

の徹底等事前広報 

□有害ごみ・危険ごみの発生時点分別が極めて重要

であることに関する広報誌や市民向け防災マニュ

アルの作成のほか様々な機会を通じた事前広報の

徹底 

環境部 

 

 



 

１１１ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第５節  災害時における環境・衛生対策の環境整備 

第３  し尿処理体制の整備・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

環境部 

 

２ 基本方針 

し尿処理体制の整備を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、大規模災害時における大量のし尿収集量・処理量を見込んだ収集・処理計画の策定 

第２に、近隣市町及び収集業者・民間業者等との相互応援協定の締結 

第３に、仮設便所、携帯用便器、バキュームカー等資機材確保計画の確立 

 

３ 計画 

 (１) 大規模災害時を想定した収集・処理計画の策定 

計画名 計画のあらまし 主担当 

大規模災害時を想定したし

尿処理・処分計画の作成 

□非常時における、し尿を適切かつ迅速に処理する

ための「非常時収集・処理計画」の作成 

環境部 

し尿処理施設の整備※ □し尿処理対応にかかる施設整備の推進 環境部 

※新ごみ処理施設整備事業による建替え工事期間中においては民間施設への委託業務とする。 

(２) 近隣市町・民間業者等との応援協力体制の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

近隣市町との相互応援協力

体制の整備 

□県、各市町及び関係一部事務組合が締結した相互応

援協定に基づいた、し尿処理の応援協力体制の整備 

環境部 

 

民間業者等との協力協定の

締結 

□民間し尿収集事業者等との協力協定の締結等、災害

時のし尿処理に関する人員及び資機材等の確保及

び応援に必要な体制の確立 

環境部 

 

(３) 仮設便所等資機材の確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

バキュームカー・仮設便所・

携帯用便器等し尿の暫定処

理のための資機材の確保体

制の確立 

□市備蓄及び県・他市町村・民間収集業者・レンタル

会社等からの調達によるバキュームカー・仮設便

所・携帯用便器等し尿の暫定処理のための資機材確

保体制の確立 

□し尿の暫定処理のための資機材に関する要配慮者

への配慮 

環境部 

避難所等予定施設における

「便所用水」等の確保 

□各小・中学校等避難所等予定施設管理者との連携に

よる河川水の利用やプール水・民間井戸等による水

道停止時の水洗トイレ使用のための「水」の確保 

□くみ置き水等を利用した水洗トイレや仮設トイレ

の利用方法・維持管理方法等に関するマニュアルの

整備 

環境部 

都市安全部 

各施設所管

部 

防災マップの活用 □防災マップを活用し、携帯用便器等の各戸備蓄につ

いて、事前広報を徹底 

都市安全部 

環境部 
  



 

１１２ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第６節  災害時における住宅・宅地対策の環境整備 

第６節  災害時における住宅・宅地対策の環境整備 

 

計 

画 

の 

体 

系 

第１ 被災建築物応急危険度判定実施体制の整備 

第２ 災害時における住宅供給・補修対策等の環境整備 

第３ 被災宅地応急危険度判定実施体制の整備 

 

第１  被災建築物応急危険度判定実施体制の整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市整備部 

 

２ 基本方針 

大規模地震発生時における多数の建物被害を想定し、被災建築物応急危険度判定実施のための体

制づくりを以下のとおり総合的に進める。 

第１に、県の判定士講習会の活用を中心とした判定士の養成・確保の促進 

第２に、建物関係書類・住宅地図等判定実施のための備品類の整備 

第３に、近隣市町、民間業者等との応援協定締結 

※ 参照 ⇒ 宝塚市被災建築物応急危険度判定要綱（資料・様式編６－８－４） 

 

３ 計画 

 (１) 被災建築物応急危険度判定士の研修・育成・登録 

計画名 計画のあらまし 主担当 

被災建物応急危険度判定士

の養成・確保の促進 

□県との連携による被災建築物応急危険度判定士の

養成・確保の促進 

都市整備部 

 

(２) 判定実施のための備品類の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

判定実施のための備品類の

整備 

□県との連携による他市町村からの応援の受入れ、

必要な判定実施体制の確保 

□建物関係書類や各物件を示す住宅地図のバックア

ップ 

□市内の地理不案内な判定士のための、住宅地図等

必要な備品類の検討、その整備 

都市整備部 

 

(３) 近隣市町・民間業者等との応援協定締結 

計画名 計画のあらまし 主担当 

近隣市町・民間業者等 との

応援協力体制の確保 

□特定行政庁となっている近隣市町や建築関係団体

との応援協力体制を中心とした被災建物応急危険

度判定士の早期確保に関する体制の整備 

都市整備部 

 



 

１１３ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第６節  災害時における住宅・宅地対策の環境整備 

第２  災害時における住宅供給・補修対策等の環境整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

大規模災害時において要請される大量の住宅供給及び被災建物補修並びに解体実施のための体

制づくりを以下のとおり総合的に進める。 

第１に、災害時を想定した総合的住宅供給等促進計画の策定 

第２に、住宅建設、補修及び解体の各分野における専門的技術や機材を保有する事業者及び関係

団体等との応援・協力体制の確保 

第３に、県内及び遠隔地市町村との相互応援体制の確保 

 

３ 計画 

 (１) 災害時を想定した住宅供給等促進計画の策定 

計画名 計画のあらまし 主担当 

オープンスペース台帳の作

成 

□大規模災害時における迅速な住宅供給に資する市

内の公園、公有地、その他民間未利用地等に関する

「オープンスペース台帳」の作成、そのデータベー

ス化 

都市安全部 

 

(２) 関係団体・事業者等との応援・協力体制の確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

関係団体・事業者等との応

援協定締結 

□大規模地震発生後に想定される、大量の住宅補修・

住宅解体事案に備えた関係団体・事業者等と応援

協力協定の締結 

□広域的かつ大量の調達を可能にするための体制づ

くり等に関する協議・検討、必要な体制の確立 

都市安全部 

 

 (３) 県内及び遠隔地市町村との相互応援協力体制の確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

広域的市町村相互応援協定

の締結 

□フラワー交流都市連絡協議会加盟都市及び中国自

動車道、国道１７６号沿線及び日本海側の各１市

以上の県外都市を候補とする相互応援協定締結に

おける住宅用建設・補修用建材及び建設技術者等

のあっせんに関する官民それぞれのルートにおけ

る協力の可能性についての検討 

都市安全部 

都市整備部 

 

県内他市町との連携の強化 □県内他市町との相互応援・協力の一環における住

宅用建設・補修用建材及び建設技術者等のあっせ

んに関する官民それぞれのルートにおける協力の

可能性についての検討 

都市安全部 

都市整備部 

 

 



 

１１４ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第６節  災害時における住宅・宅地対策の環境整備 

第３  被災宅地危険度判定実施体制の整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市整備部 

 

２ 基本方針 

 大規模地震や豪雨等による多数の宅地被害を想定し、被災宅地危険度判定実施のための体制づ

くりを以下のとおり総合的に進める。 

第１に、被災宅地危険度判定士の養成・確保の促進 

第２に、判定資機材の備蓄 

※参照  

３ 計画 

 (１) 被災宅地危険度判定士の研修・育成・登録 

計画名 計画のあらまし 主担当 

被災宅地危険度判定士の養

成・確保の促進 

□県の判定士講習会の活用を中心とした判定士の養

成・確保の促進 

都市整備部 

 

(２) 危険度判定の改善、県及び市町相互の支援 

計画名 計画のあらまし 主担当 

危険度判定の改善、県及び

市町相互の支援等について 

□危険度判定支援本部等との調整による危険度判定

の実施体制の整備 

 

都市整備部 

 

(３) 判定実施のための備品類の整備 

計画名 計画のあらまし 主担当 

判定資機材の備蓄 □危険度判定の実施に必要な資機材（判定調査票、判

定ステッカー、ヘルメット用シール、腕章等）の備

蓄 

都市整備部 

 

 

 

 



 

１１５ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第７節  災害時における教育対策の環境整備 

第７節  災害時における教育対策の環境整備 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

教育部 

 

２ 基本方針 

災害時における教育対策の環境整備について以下のとおり総合的に進める。 

第１に、大規模災害時を想定した教職員用初動マニュアルの策定 

第２に、災害時を想定したカリキュラムの策定 

第３に、ＰＴＡ等関係者、団体及び事業所との協力計画の策定 

第４に、こころのケアに関する研究及び習熟 

第５に、国や県の方針に基づき、震災・学校支援チーム（ＥＡＲＴＨ）や被災地学び支援派遣

等 

枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）との連携体制の確保 

 

３ 計画 

(１) 教職員用大規模災害時初動マニュアルの策定 

計画名 計画のあらまし 主担当 

大規模災害発生時における

学校教職員の初動マニュア

ルの策定 

□大規模災害発生の場合を想定した「大規模災害発

生時における学校教職員の初動マニュアル」の策

定 

□教職員の連絡網の作成、待機及び出勤、学校の避難

所等開設及び運営、避難と学校運営、児童・生徒及

び教職員の被害状況の把握等のマニュアルへの記

述 

教育部 

 

(２) 災害時を想定したカリキュラムの策定 

計画名 計画のあらまし 主担当 

大規模災害発生時における

応急教育対策用カリキュラ

ムの作成 

□大規模災害発生の場合を想定した「大規模災害発

生時における応急教育対策用カリキュラム」の作

成 

□児童生徒の在宅時及び学校生活時における指導、

教科書が入手できない場合における教育内容、幼

児の在宅時及び園生活時における指導等の記述 

教育部 

 

(３) ＰＴＡ等関係者との協力計画の策定 

計画名 計画のあらまし 主担当 

ＰＴＡ等関係者との協力計

画の策定 

□初動マニュアルに従った協力体制の確立、避難所

等の開設・運営等を中心としたＰＴＡ等関係者と

の協力計画の策定 

教育部 

 

(４) 児童生徒へのこころのケアに関する研究 

計画名 計画のあらまし 主担当 



 

１１６ 

第２部  災害予防計画 
第３章  被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備えの充実 
第７節  災害時における教育対策の環境整備 

被災児童生徒へのこころ 

のケアに関する実施の手引

きの作成 

□被災児童生徒へのこころ のケアに関する実施の

手引きの作成 

□教職員のカウンセリングマインドの向上、家庭及

び地域、関係団体との連携、学校教育全体及び道

徳、特別活動（安全指導）等の手引きへの記述 

教育部 

 
 

(５) 支援チーム等との連携体制の確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

支援チーム等との連携に

よる迅速な支援体制の構

築 

□震災・学校支援チーム（ＥＡＲＴＨ）や被災地学

び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）の派遣要請手順

及び受け入れ体制の構築 

教育部 



 

１１７ 

第２部  災害予防計画 
第４章  市民主体の地域防災力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  市民主体の地域防災力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 地域・組織の充実・強化 

第２節 個人の防災行動力の強化 

 

 



 

１１８ 

第２部  災害予防計画 
第４章  市民主体の地域防災力の向上 
第１節  地域・組織の充実・強化 

 
第１節  地域・組織の充実・強化 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

消防部 

 

２ 基本方針 

「地域・組織の充実・強化」を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、消防団の活性化・機能強化 

第２に、自主防災組織の結成促進・強化、コミュニティ活動の活性化等市民相互の協力による防

災体制の強化 

第３に、商工会・業者別団体・社会教育関係団体、事業所における防災体制の強化 

第４に、地域における市民及び団体並びに各事業所の相互協力体制の確立 

第５に、地域の防災力を高めるための主体的な取り組みの促進 

 

３ 計画 

 (１) 消防団の活性化・機能強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

消防団の活性化・機能強化 □消防団施設・装備の一層の整備 

□青年層や女性層の入団促進の推進による消防団員

確保 

□女性消防団員による積極的な火災予防啓発や応急

手当普及啓発 

□自主防災組織や各関係機関との連携強化 

消防部 

 

(２) 自主防災組織の結成促進・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

自主防災組織の結成促進・

強化 

□自治会単位及び地域が連携した自主防災組織の結

成促進 

□各自主防災組織の訓練等を支援、連携協力体制の

充実強化 

□消防団及び防災関係機関と協力・連携した初期消

火・救助・救護活動のための資器材の整備 

□自主防災組織への若者の参画の促進 

消防部 

女性防火クラブの活動促

進・強化 

□女性防火クラブでの研修会、座談会等の開催によ

る防火に関する知識等の普及啓発 

消防部 

 

(３) 民間団体・事業所等防災体制の強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

事業所震災防災計画の作成

促進 

□防火対象物の防火管理者に対する消防計画の作成

指導、防災教育の強化 

□防災管理が必要な対象物の管理者に対する消防計

画の作成指導、防火教育の強化 

消防部 



 

１１９ 

第２部  災害予防計画 
第４章  市民主体の地域防災力の向上 
第１節  地域・組織の充実・強化 

計画名 計画のあらまし 主担当 

自衛消防組織の設置等の促

進 

□物品販売店舗、病院、ホテル、工場等で多数の人が

出入り又は勤務する一定規模以上の事業所に対す

る自衛消防隊の設置、隊員講習・訓練等の指導 

□自衛消防隊と自主防災組織との連携促進による初

期消火体制の強化 

□消防法に基づく、防災管理が必要な対象物や危険

物施設管理者に対する自衛消防組織の結成の指導 

□自衛消防組織に対する隊員講習・訓練等の指導 

□県、高圧ガス地域防災協議会、県ＬＰガス協会等の

関係団体との相互連携 

消防部 

民間団体・事業所における

大規模事故災害等防災計画

作成の促進 

■民間団体・事業所を単位とした事故別対応要領の

作成支援 

■安全・安心コミュニティを単位とした他事業所・自

主防災組織との交流促進 

消防部 

 

(４) 地域における相互協力体制の確立 

計画名 計画のあらまし 主担当 

まちづくり協議会との連携

等 

□地域におけるトータルな防災行動力の向上を図る

ための警察署等関係機関との連携 

□各消防署・出張所管内における地域と福祉施設の

相互協力を強化するための自治会・まちづくり協

議会との連携 

□要配慮者通所・入所施設と地域内他組織との交流

促進 

消防部 

市民交流部 

健康福祉部 

 

 

（５）地域の防災力を高めるための地域住民の主体的な取り組みの促進 

計画名 計画のあらまし 主担当 

地区防災計画、地域版防災

マップの作成 

□各地域住民が主体となって作成する「地区防災計

画」や「地域版防災マップ」の作成促進及び作成

支援制度の整備 

都市安全部 

関係部 

感震ブレーカーの普及促進 □大規模地震発生時における電気火災リスクを低減

するため、感震ブレーカーの設置普及を促進 

消防部 

都市安全部 

 

 

 

 

 

 

 



 

１２０ 

第２部  災害予防計画 
第４章  市民主体の地域防災力の向上 
第２節  個人の防災行動力の向上 

第２節  個人の防災行動力の向上 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部・消防部 

 

２ 基本方針 

「個人の防災行動力」の充実・強化を以下のとおり総合的に進める。 

第１に、市民及び職員一人一人の防災行動力の向上を図るための防災知識の普及 

第２に、重機類操作の有資格者、無線通信士、応急危険度判定士及び手話通訳者等非常時に貴重

な要員となることが期待されるスペシャリスト（専門家）の発掘・確保等防災リーダーの確

保 

 

３ 計画 

 (１) 防災知識の普及 

計画名 計画のあらまし 主担当 

防災マップの作成 □河川の浸水想定区域、浸水深、土砂災害警戒区域及

び避難所等の情報並びに地震や風水害に備えるた

めの防災啓発記事を記載した防災マップの作成及

び市民への配布 

□地域住民の参加による、より身近な防災マップの

作成の推進 

都市安全部 

広報たからづか・市ホーム

ページ等の活用 

□「広報たからづか」等を通じた防災知識の普及 

□梅雨季及び台風シーズンにおける避難所等の周知

及び危険箇所に対する注意喚起の記事の掲載 

■鉄道踏切事故、置石等による列車脱線等事故防止

のためのＰＲ 

■安全運転の啓発 

■自動車の保守管理の啓発 

■大規模事故災害等に関する情報提供 

企画経営部 

都市安全部 

ラジオ・テレビによる防災

知識の普及 

□ラジオ・テレビ等放送機関が独自で企画取材する

防災番組に対する積極的な情報提供 

企画経営部 

消防部 

都市安全部 

防災マップの転入市民への

配布 

□転入市民へ危険箇所及び避難所等の周知を図るた

めの防災マップの配布 

都市安全部 

市民向け防災ハンドブック

の作成・配布 

□大規模災害時における生活行動基準、各家庭にお

ける対応の指針等を内容とした市民向け防災ハン

ドブックの作成及び市民への配布 

都市安全部 

企画経営部 

市民向け防災イベントの開

催 

□関係機関と連携した阪神・淡路大震災追悼行事の

活動、防災関係施設等見学会、講習会、映画会等の

防災イベントの開催 

都市安全部 

要配慮者等に関する防災Ｐ

Ｒの推進 

□要配慮者に対する日常の心得や災害時の避難方法

等の防災知識の普及、避難路の確認等の周知 

都市安全部 

健康福祉部 



 

１２１ 

第２部  災害予防計画 
第４章  市民主体の地域防災力の向上 
第２節  個人の防災行動力の向上 

計画名 計画のあらまし 主担当 

□要配慮者に対する市及び防災関係機関の実施する

防災訓練への積極的参加の呼び掛け 

■要配慮者等向け防災パンフレット等の作成・配布 

■要配慮者等の安全確保支援のためのＰＲ 

子ども未来部 

学校等における防災教育の

推進 

□学校等と協力した園児・児童・生徒等のそれぞれ

の防災行動力の向上を図るための防災教育の推進 

教育部 

 

事業所向け防災教育の推進 □各施設管理者と協力した従業員のそれぞれの防災

行動力の向上を図るための防災教育の推進 

■事業所向け防災研修の実施 

■事業所向け防災ハンドブックの作成 

（特にゴルフ場・宿泊事業者、福祉関係事業者） 

消防部 

都市安全部 

各所管部 

職員防災活動マニュアルの

作成 

□職員防災活動マニュアルの作成 

□職員防災活動マニュアルの習熟の徹底 

都市安全部 

職員研修の実施等 □新任研修、職場研修、幹部研修等に防災研修を組み

込んだ職員の研修プランの作成及びその効果的実

施 

□職員に対するハザードマップ等を用いた防災教育 

都市安全部 

図書館等生涯学習施設の活

用 

■図書館における防災関係図書・資料の充実 

■公民館等における防災関係講座の充実 

教育部 

 

 (２) 防災リーダーの確保 

計画名 計画のあらまし 主担当 

自主防災組織リーダー等の

各種会議への参加の促進等 

□関係機関と連携した自主防災組織のリーダーや防

災上重要な施設の管理者等を対象とした研修会、

講習会等への参加促進及びスペシャリストの発

掘・確保 

消防部 

職員への各種資格の習得奨

励 

□職員に対する無線従事者資格、気象予報士資格、手

話通訳、カウンセリング資格等の習得の奨励及び

制度的促進手段の検討 

都市安全部 

防災リーダーの育成 □ひょうご防災リーダー講座受講の支援 

□宝塚・防災リーダーの会との連携 

都市安全部 

地域防災リ－ダ－の養成 ■消防職員OB等による協力体制の整備 

■各地域婦人会、老人会など各種団体による協力体

制の整備 

消防部 

市職員・自主防災会リ－ダ

－向け救急救助技術の普及 

■正しい応急手当の知識及び技術の普及 

■救助資機材等の取扱い訓練、指導 

消防部 

 
 



 

１２２ 

 

第２部  災害予防計画 
第５章  防災訓練及び調査・研究の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章  防災訓練及び調査・研究の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 防災訓練の充実 

第２節 調査・研究の充実 

 

 

 



 

１２３ 

 

第２部  災害予防計画 
第５章  防災訓練及び調査・研究の充実 
第１節  防災訓練の充実 

 
第１節  防災訓練の充実 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

「実際的な防災訓練」等を以下のとおり総合的に進めることにより、非常時における防災行動力

の向上に努める。 

第１に、市民、事業所、団体及び各防災関係機関が参加する総合防災訓練 

第２に、災害危険特性や防災行動力特性を踏まえた形で行う地域防災訓練 

第３に、市の防災体制の中心となるべき職員の参集訓練 

第４に、各防災機関における訓練 等 

 

３ 計画 

(１) 総合防災訓練の実施 

計画名 計画のあらまし 主担当 

総合防災訓練の実施 □阪神・淡路大震災クラスの大規模災害発生時を想

定した毎年１回以上の「総合防災訓練」の実施 

□他市町との協力や広域的連携、自衛隊との協同訓

練、実際に即した条件設定等のテーマを設定した

「総合防災訓練」の実施 

■事故災害種別ごとの訓練設定（災害対策基幹職員

の研修、各部・各機関との連携習熟、その他訓練項

目は県地域防災計画による。） 

■対応類型別図上演習の実施（集団救急対応事案、除

毒・除染対応事案、社会的被害縮小対応事案等） 

■事後評価の実施、記録・報告書の作成・活用 

都市安全部 

 

県、防災関係機関等が実施

する総合防災訓練への参加 

■他自治体で実施される県主催大規模事故災害等総

合防災訓練への派遣 

■県、防災関係機関等主催大規模事故災害等総合防

災訓練の誘致 

■事後評価会への参加 

都市安全部 

 

 (２) 個別訓練の実施 

計画名 計画のあらまし 主担当 

地域防災訓練等の実施 □年次計画に即した自治会や自主防災組織等を単位

とする訓練及び複数の組織の連合、若しくは概ね

小学校区ごとのまちづくり協議会を単位とする防

災訓練の実施 

□地域防災訓練への多様な人々、企業等の参加促進 

□地域防災訓練に使用する資機材の貸与等の支援 

消防部 

都市安全部 

女性に対する研修、訓練の □女性に対する防災に関する研修、訓練の実施 消防部 
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第２部  災害予防計画 
第５章  防災訓練及び調査・研究の充実 
第１節  防災訓練の充実 

計画名 計画のあらまし 主担当 

実施 都市安全部 

災害対策基幹要員の研修、

訓練の実施 

□本部指揮所要員や各部課長以上職員等の災害対策

基幹要員の研修、防災に係る図上訓練や実地訓練

の実施 

都市安全部 

職員の参集訓練の実施 □緊急初動特別班を中心とした年１回以上の参集訓

練の実施 

都市安全部 

各部での個別訓練の実施 □災害時の応急対策の実施手順の点検と整備を行う

ための各担当部における計画的な個別訓練の実施 

各担当部 

防災機関における訓練の実

施 

□防災機関に対する県や市が行う防災訓練への参加

呼び掛け 

都市安全部 

 

※ 参照 ⇒ 年間実施する主な訓練（資料・様式編２－５） 

 

  

file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画資料・様式編（決定版）.docx%23資料20500
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第２部  災害予防計画 
第５章  防災訓練及び調査・研究の充実 
第２節  調査・研究の充実 

第２節  調査・研究の充実 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

市の「地域としての災害危険性」に即して、災害の予防・応急・復旧対策に関する調査・研究を

以下のとおり総合的に進める。 

第１に、国・県はじめ防災関係機関との密接な情報・資料交換と連携方法に関する習熟・徹底 

第２に、阪神・淡路大震災をはじめとする災害調査報告書その他防災に関する図書・資料の収集・

整理並びに職員・市民に対する公開の推進 

第３に、市の地域防災特性をより正確に把握するための専門的調査・研究の実施 

 

３ 計画 

(１) 国・県はじめ防災関係機関との情報交換等の徹底 

計画名 計画のあらまし 主担当 

国・県等防災関係機関との

情報交換等の実施 

□国・県等防災関係機関との情報交換 

□県を中心として進められる活断層調査、震災復興

研究等の積極的な情報交換 

都市安全部 

他市町村との防災資料交換

の積極的推進 

□他市町村との地域防災計画、その他個別対策項目

ごとの応急対策要領等の防災資料の交換の推進 

□関西及び静岡、東京、神奈川等防災先進都府県市町

村との積極的な防災資料の交換の推進 

都市安全部 

 

(２) 防災に関する図書・資料等の収集・整理・公開 

計画名 計画のあらまし 主担当 

阪神・淡路大震災関連図書

ライブラリーの整備 

□阪神・淡路大震災関連の研究報告書、出版物、資料

等の収集を行い、図書ライブラリーとして整備 

都市安全部 

 

(３) 市の地域防災特性をより正確に把握するための専門的調査・研究 

計画名 計画のあらまし 主担当 

防災施設整備調査及び活用

計画 

□本市域の有する総合的防災力の現状評価及び活用

手法に関する調査研究の推進 

□本市において起こり得る災害に関する網羅的把握 

□火災延焼シミュレーション手法その他防災理論・

技術の都市計画への適用に関する研究 

□中央防災会議の決定に基づく都市防災構造化対策

事業計画の策定 

消防部 

都市安全部 

土砂災害に関する調査・研

究 

□本市の北部及び南部における降雨などによる崩落

や宅地造成地における地滑りなどの土砂災害に関

する調査・研究の検討 

都市安全部 

都市整備部 

地下水汚染防止対策に関す □宅地化の進展や都市の高密度化の進行及び災害発 環境部 
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第２部  災害予防計画 
第５章  防災訓練及び調査・研究の充実 
第２節  調査・研究の充実 

計画名 計画のあらまし 主担当 

る調査・研究 生時における地下水汚染防止対策に関する調査・

研究の検討 

警防等研究会による消防戦

術研究 

■各種応援協定に関する覚書に基づく研究 

■特異な火災等事例に関する消防戦術、原因等研究 

■他自治体が経験した大規模事故災害等事例に関す

る資料収集・活用 

消防部 

都市安全部 
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章  地区防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 本市地域防災計画と地区防災計画 

第２節 各地区における地区防災計画 
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第１節  本市地域防災計画と地区防災計画 

 
第１節  本市地域防災計画と地区防災計画 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 背景及び目的 

平成７年（1995年）１月に発生した阪神・淡路大震災において、発災害直後の救助活動の中心は

地区住民であり、その後の避難所等の運営等被災者の生活支援についても地区住民が大きな役割を

担ってきた。また、平成２３年（2011年）３月に発生した東日本大震災では、自治体そのものが甚

大な被害を受け、被災者の救済・支援活動を含め、初期段階の行政の災害対策機能は完全に麻痺し

た状況であった。一方で、「釜石の奇跡」と賛辞された住民等の行動が人命被害を最小限に抑制し

た事例に象徴されるように、平素の防災教育や訓練、地区の防災リーダーの育成等の住民主体の取

組の重要性が改めて認識されることとなった。 

このような、発災時（特に大規模かつ広域）における「公助」の限界と地区コミュニティを主体

とした「自助・共助」の重要性を踏まえ、平成２５年（2013年）に災害対策基本法（この節におい

て以下「災対法」という。）が改正され、地区コミュニティの計画的・体系的な防災活動に関する

「地区防災計画制度」が創設された。さらには、内閣府において「地区防災計画ガイドライン」が

作成されるとともに、同府のＨＰにおいても同計画作成の取組みを推奨するなど、当該計画が国の

防災施策のなかにあって重要な役割を担うことを明確に示している。 

本市においても、地区コミュニティ活動が活発化する中で、東日本大震災発生時以降住民の間に

も一層の防災意識の高まりがみられ、一部の地区においては防災計画・防災マップづくりや防災学

習・防災訓練の実施など、地区防災力の向上にむけた取り組みが熱心に進められている。 

これらを踏まえ、本市全域において、それぞれの地区の特性を踏まえた自主的・自律的な「地区

防災計画」の作成を促進し、この概要を本市の地域防災計画に定める。 

 

３ 基本方針 

１「地区防災計画」は地区居住者等からの提案を基本とする 

災対法の規定では「地区居住者等が提案することができる。」とされているが、「地区防災計画」

が『自助』、『共助』を中心とした「地区居住者等の自発的な防災計画」であることに鑑み、地区

居住者等において自主的に作成・提案することを基本とする。 

 

２「地区防災計画」は自治会等の地区コミュニティ活動の実績が認められる範域を対象とする 

「地区防災計画」が対象とする範域については、災対法に特段の定めはないが、当該計画の目

的や定める内容等から、平時より地区コミュニティ活動が行われている自治会等の一定のまとま

りのある範域を対象とする必要がある。さらには、平常時の防災訓練や避難所等となる小中学校

を含む避難訓練内容なども考慮して、範域を決定することが望ましい。 

 

３「地区防災計画」に定めることが望ましい標準的な内容等について「地区防災計画作成マニュア

ル」を示し作成を促進する 

災対法の規定では、当該地域における防災に関する計画を「地区防災計画」と位置づけている

が、対象地区及び組織の規模やコミュニティの成熟度などによって、計画内容にも差異が生じる
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第１節  本市地域防災計画と地区防災計画 

ことが予測される。このことから、地域防災計画に定める「地区防災計画」として必要と考えら

れる標準的な項目・内容及び作成手続きなどについて記載した「地区防災計画作成マニュアル」

を示すこととする。 

 

４「計画提案」についての手続きを示す 

災対法施行規則第１条の規定を踏まえ、「計画提案」に必要な手続きの詳細を定める。 

 

※災対法施行規則第 1条：地区居住者等による提案  

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画提案のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５「地区防災計画」の案の作成のための支援制度等を設ける 

現行の「地域版防災マップ作成補助金制度」の拡充及び「宝塚市防災アドバイザー派遣事業」

等の利用などによる「地区防災計画」の案の作成支援、計画に基づく地区の防災訓練実施への支

援などを行う。 

 

  注）この計画の対象の範域を表す表現に「地域」と「地区」があるものの、法令では「地区」

を使用していることから、この章においても固有名称や他の資料等の引用部を除いて「地区」

を使用する。 

災対法第四十二条の二第二項の規定により共同して計画提案を行おうとする者は、その

全員の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）を記載した

提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村防災会議に提出しなければならない。  

１  地区防災計画の素案  

２  計画提案を行うことができる者であることを証する書類  

地区防災計画 

（地元案）の作成 

提案書の提出 

（必要書類等添付） 

地域防災計画に定めるか否かの審査 

 

【地区】 【防災会議】 

是非の回答 

地域防災計画に 

地区防災計画を決定 

≪是≫ ≪否≫ 

計画に基づく各施

策・事業の実施 

【市】 

計画（地元案）の 

作成支援・連携 

地元の取組への支

援・連携 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%93%f1%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%8d%d0%8a%51%91%ce%8d%f4%8a%ee%96%7b%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%98%5a%96%40%93%f1%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004200200000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004200200000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004200200000002000000000000000000


 

１３０ 

 

第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第２節  各地区における地区防災計画 

第２節  各地区における地区防災計画 

 

１ 取りまとめ責任担当部 

都市安全部 

 

２ 基本方針 

前節の基本方針と同じ 

 

３ 各地区における地区防災計画 

（１）「中山台コミュニティ」地区防災計画  

ア 計画の名称 

   宝塚市中山台コミュニティ地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

地区のみんなで助け合いながら、災害に強いまちづくりを進めるため、地区住民を主体と

した防災組織を構築し、この行動の規範としての「中山台コミュニティ地区防災計画」を

定める。平常時から備えの充実を図るとともに、災害時における「自助」、「共助」を着実

に実行するため、この計画に基づく施策・事業などに取り組み、地区防災力を高めてい

く。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

宝塚市中山台小学校区（中山台コミュニティ）に居住する全住民 

 

エ 活動主体及び活動団体 

中山台コミュニティ防災委員会 

中山台地区自治会（中山台、中山桜台、中山五月台、中山桜台７丁目、中山ヒルズ、

中山五月台６丁目、中山五月台７丁目、ラヴェニール、ツウィング壱番館、ツウィン

グ弐番館）の自主防災会、中山台コミュニティ代表役員（会長、常任評議委員長、運

営委員長、中山台コミュニティセンター長、災害対策委員長、総務部長） 

  

オ 地区の特性 

山間部を開発した住宅地のため、地域内の高低差が大きく、一部土砂災害警戒区域もあ

る。生活のための移動手段はバスや自家車に依存している。約６,０００世帯、約１３,０

００人が暮らし、人口構成としては６５歳以上の高齢化率が約４１％で、自治会への加入

率も５９％と低く、特に高齢者の移動手段や住民同士での助け合いが求められる。 

 

カ 対象とする災害 

地震、大型台風や豪雨等による土砂災害等 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災・減災意識の啓発 コミュニティや各自治会の会報誌の配布

や資料の回覧、講習会などを利用して、住

宅耐震補強・家具の転倒防止対策・家庭内
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第２節  各地区における地区防災計画 

備蓄などを促す。 

防災訓練の実施 各自治会は、それぞれの規定にあわせて

安否確認や避難訓練など随時防災訓練を

実施する。一方、コミュニティ防災委員会

は、コミュニティ全体の防災訓練を年一

回実施する。 

防災資器材の点検・整

備 

各自治会は、自治会ごとの資機材リスト

を作成し、点検する。防災委員会は、コミ

ュニティの防災倉庫を管理する。また、指

定避難所に保管される資機材に関して

も、管理する。 

飲料水兼用耐震性貯

水槽の鍵の管理 

宝塚市東消防署中山台出張所、中山台コ

ミュニティセンターで水出しマニュアル

とともに保管する。 

災害時の取組 本部の立ち上げ 発災時、可及的速やかに中山台コミュニ

ティセンターに集合し、「中山台コミュニ

ティ災害対策総本部」を同センター或い

は中山五月台中学校に置く。総本部は、中

山台コミュニティ会長が総本部長とな

り、運営委員長、常任評議委員長、センタ

ー長、および災害対策活動部部長で構成

する。 

避難所への誘導 自治会を中心にマンション管理組合、自

主防災会などで設けた自主防災組織など

が災害対策本部を立ち上げる。そして、避

難所が開設された場合、状況に応じて避

難所への誘導を主導する。 

給食・給水活動 地区では最低 3 日間の水や食料備蓄を提

唱。また、公共機関と連携して供給された

非常食を配市する。飲料水は一小受水槽

からの給水が可能。 

避難所開設・運営 宝塚市災害対策本部による避難所開設の

決定後、施設管理者若しくは市職員が来

て開錠するまで待機する。ただし、緊急を

要する場合には、別途対応することがで

きる。避難所運営は状況により、総本部・

自治会・避難者が協力して行う。 

避難行動要支援

者（災害時要援護

者）等への支援 

安否確認 宝塚市の「災害時要援護者支援制度」に則

り、民生児童委員を中心に、安否確認を実

施する。各自主防災組織等は、その状況に

応じて、当該支援制度に登録し、民生児童

委員と協力して活動する。 
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避難誘導活動 状況次第で迅速に安全な場所への移動を

支援し、必要に応じて消防、警察に連絡す

る。 

その他 地区の生活維持およ

び在宅避難者への対

応 

各自治会は、在宅避難者の支援物資受取

りの要請を可能な限り把握し、その要請

の避難所への提出を促すと共に、集約し

て総本部に連絡する。在宅避難者の支援

物資の受取りは、各自治会が受取りの方

法を別途定めて行う。 

 

 

（２）「川面地区自主防災会」地区防災計画 

ア 計画の名称 

   川面地区自主防災会 地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

    平常時から備えの充実を図り、災害が発生した場合には自助・共助を着実に実行するた

め、地区住民が自発的に助け合って救出・救助活動を行い、自分たちのまちは自分たちで守

るという心構えで、地区防災力を高めることを目的とする。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

   宝塚小学校区まちづくり協議会、川面地区自主防災会の住民 

 

エ 活動主体及び活動団体 

   宝塚小学校区まちづくり協議会  

川面地区自主防災会   

【東分会】 

 大道自治会、小場自治会、川面荘園自治会、南御殿山自治会、御殿山北自治会、ソリオ

宝塚自治会、ローズハイツ宝塚自治会、川面東だんじり保存会 

【西分会】 

 池田自治会、鍋野自治会、御殿山高台自治会、ドルミ宝塚自治会、宝塚市栄町西自治

会、エスリード宝塚自治会、川面西地車保存会 

【南分会】 

 宮の町自治会、旭町１丁目自治会、旭町２・３丁目自治会、鶴の荘自治会、宝塚市花の

みち自治会、南地車保存会 

  

オ 地区の特性 

    集中豪雨及び台風により、山麓部では土砂災害や斜面の決壊、武庫川周辺は荒神川及び大

堀川を擁し、堤防の決壊や氾濫、家屋への浸水が予想される。 

    また、住宅が密集している地域が多く、地震による家屋の倒壊及び火災も予想される。 

 

カ 対象とする災害 
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    水害 土砂災害 地震 火災 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災知識の普及

啓発 

・防災計画や家庭における防災知識の普及、危険

箇所等の把握、水害、火災及び地震等の対策。 

地区の安全点検

及び火災予防 

・地区の危険箇所の確認や改善、不要な可燃物の

撤去及び危険物等の適正管理、防災資器材の点

検・整備。 

防災資器材の点

検・整備 

・各地区で管理している小型動力ポンプ等の点

検・整備を定期的に実施。 

防災訓練 ・災害時における情報収集、伝達、初期消火及び

避難誘導等を迅速かつ的確にするため、訓練を毎

年度実施。 

災害時の取組 情報収集・伝達

活動 

・公共機関から情報や地区の被災状況、火災発生

状況を取りまとめ、地区住民や防災関係機関への

伝達を実施。 

初期消火活動 ・火災発生時、延焼拡大を防ぐため、初期消火活

動を実施。 

救出・救護活動 ・建物の倒壊や落下物による負傷者の救出。救助

活動。 

・負傷者の応急手当及び救護所への搬送。 

避難誘導活動 避難情報の発令時や地区住民の生命に危険が生じ

る恐れがある場合は、避難所等へ避難誘導を実

施。 

給食・給水活動 ・地区で必要な物資を把握し、公共機関と連携し

て、供給された非常食を必要に応じて炊き出し等

を実施する。 

避難行動要支援者

（災害時要援護

者）等への支援 

避難行動要支援

者の支援体制の

構築 

 

・避難経路等の障害物や危険箇所を点検し、防災

環境の整備を実施。 

・避難行動要支援者の誘導を実施。 

・災害時に円滑に支援ができるように平常時から

積極的に隣近所とのコミュニケーションを図る。 

その他 防災マップの作

成 

・地区の災害危険箇所の掲載 

・避難所等を住民に周知 

 

（３）「宝塚第一小学校区」地区防災計画 

ア 計画の名称 

   宝塚第一小学校区地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

「地域ぐるみの協力体制」と「自分たちの地区は自分たちで守る」を地域防災活動の指針と

して、平常時から備えの充実を図り、災害が発生した時には自助・共助を確実に実行できる
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よう日頃から地域住民の防災意識と連帯意識の啓発に取組む。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

   宝塚第一小学校区 

 

エ 活動主体及び活動団体 

   宝塚第一小学校区まちづくり協議会  

【自治会】 

長寿ガ丘、月見台、月見山、月見山 2丁目、デ・リード宝塚リバビュー、紅葉ガ丘、宝

塚、武庫山、武庫山 2丁目、宝塚南ロ、寿楽荘、宝松苑、野上 1丁目、宝南第一宝梅、

西逆広中州園、中州、中州 1丁目、アジュール宝塚、ダイヤパレス月見山、ヴィローゼ

宝塚南ロ、メロディーハイム宝塚 

【管理組合】 

アズ・マリオン・レーソル、グランプレイズ宝塚南ロ、コスモ宝塚武庫山、コスモヒル

ズ宝塚武庫山、サンビオラ 1番館、宝塚パインクレスト、宝塚南口アーバンライフ、藤

和宝塚ホームズ・ヴィオレ、藤和宝塚武庫山ホームズ、藤和ライブタウン宝塚ヌーヴェ

ル・ヴァーグ宝塚、ルモン宝塚南口 

【学校園】 

宝塚第一中学校、宝梅中学校、光ガ丘中学校、甲子園大学、武庫山幼稚園、宝塚南ロ幼

稚園 

【その他】 

民生児童委員、逆瀬川地域包括センター、一小校区防災リーダーの会 

  

オ 地区の特性 

 平地部から六甲山系に繋がる傾斜地を擁し、高低差 100ｍの起伏に富んだ地域に 23,000

人が暮らす。山麓部に近い地域では土砂災害危険区域に指定された場所が数カ所ある。武

庫川沿いの地域では集中豪雨による浸水被害も予想される。 

 

カ 対象とする災害 

 地震、台風・豪雨による(浸水、土砂災害)、山火事のリスク 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災知識の普及・啓

発 

地区防災委員会開催(年 3 回)と防災訓

練実施 

家庭内備蓄の推進や防災知識の普及、啓

発活動を実施している。 

地区の安全点検及

び火災予防 

地域の災害時における危険箇所は防災

マップに表示。危険箇所や防災上問題の

ある場所を確認しており、改善の為の働

きをしている。 

防災資器材の点検・

整備 

指定避難所の一小体育館 2階、まち協防

災意庫に保管。各自治会においては防災
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器材の整備点検を其々で実施している。 

防災訓練 年 1回開催しており、地区住民の参加を

呼び掛けている。大規模な防災訓練は第

一小学校で実施している。各自治会、各

管理組合も各々のやり方で防災訓練は

行われている。 

災害時の取組 情報収集・伝達活動 地区防災委員、地区防災士会との連携を

通じて、公共機関やマスコミから情報を

入手して、地区の被災状況、火災発生状

況を取りまとめて防災機関への報告を

実施。 

初期消火活動 火災発生時、延焼拡大を防ぐために初期

消火活動を実施。住宅地横に武庫山の森

が隣接しており、焚火などの違法行為に

対し注意喚起を徹底する。 

救出・救護活動 医師の手当が受けられるまでの間、負傷

者の応急手当をして救護所へ搬送する。 

避難誘導活動 地区住民に対し日頃から安全な避難場

所の確認を依頼、災害発生時には安全な

場所へ誘導する。 

給食・給水活動 地区では最低 3 日間の水や食料備蓄を

提唱。また、公共機関と連携して供給さ

れた非常食を配市する。飲料水は一小受

水槽からの給水が可能。 

避難行動要支

援者（災害時要

援護者）等への

支援 

避難行動要支援者

の支援体制の構築 

避難経路等の障害物や危険箇所を点検

して防災環境の整備を実施。災害時に円

滑に支援できるように平常時から積極

的に隣近所とのコミュニケーションの

深耕を図る。 

その他 防災マップの作成 地区の危険場所を防災マップに掲載。各

自治会、管理組合は総会や役員会を通じ

て地区住民に災害に対する認識を深め

ている。現在、まち協でデジタルマップ

の作成に取組中。 

避難者カード（世帯

単位）の事前作成 

各自治会には作成を呼び掛けており、既

に取組んでいる自治会もある。 

 

（４）「売布小学校区」地区防災計画 

ア 計画の名称 

   売布小学校区地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 
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    異常な自然災害が発生した場合、地区住民の自分たちのまちは自分たちで守るという心構

えで、自助・共助が着実に実行できることを目標とする。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

   売布小学校区の全住民 

 

エ 活動主体及び活動団体 

売布小学校区まちづくり協議会 

売布きよしガ丘自治会、泉ガ丘自治会、泉ガ丘北自治会、第一売布ガ丘自治会、清荒神五

丁目自治会、売布北自治会、中山荘園自治会、宝塚売布住宅自治会、売布園住宅自治会、

売布東の町自治会、清荒神自治会、米谷自治会、ピピアめふ２自治会の各自主防災会及び

それに準ずる組織 

  

オ 地区の特性 

    集中豪雨及び台風により、大堀川氾濫による浸水害、山手地区の急斜面のがけ崩れが予想

される。また、地震により家屋や電柱の倒壊及び火災が予想される。 

 

カ 対象とする災害 

    水害 土砂災害 地震 火災 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災知識の普

及・啓発 

・地区住民が防災・減災に関心を持ち続けられる

よう、啓発事業を行う。 

・パンフレットや会報紙の配布、講習会等の開催

により啓発する。 

地区の安全点検 ・回覧、講習会等で備蓄及び住宅の耐震化を推進

する。地区の危険箇所の確認や改善を図る。 

防災資器材の点

検・整備 

・資器材の定期点検や使用方法の確認を行う。 

防災訓練 ・避難所運営訓練、要援護者支援訓練、小学校児

童との合同訓練等、様々な訓練を実施し地区住民

の災害対応力を育成する。また訓練後に検証し、

地区防災計画に反映する。 

災害時の取組 給食・給水 ・市から配布された又は地域内の家庭等から提供

を受けた食料・水等を配分又は炊き出しを行う。 

情報の収集・伝

達 

・地域の災害情報、報道から情報を収集し、必要

な情報を地域及び関係機関に情報伝達する。 

・電話、テレビ、ラジオ、トランシーバー、伝令

等で情報収集伝達を行う。 

避難誘導活動 ・避難情報の発令時や地区住民の生命に危険が生

じる恐れがある場合は、避難所等へ避難誘導を実

施。 
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避難行動要支援者

（災害時要援護

者）等への支援 

避難行動要支援

者の支援体制の

整備 

・民生児童委員の戸別対応に応じて自治会関係者

と連携し、拡大していく。 

   

（５）「コミュニティひばり」地区防災計画 

ア 計画の名称 

   コミュニティひばり地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

    異常な自然災害が発生した場合、地区住民の自分たちのまちは自分たちで守るという心構

えで、自助・共助が着実に実行できることを目標とする。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

   宝塚市長尾台小学校地区の全住民 

 

エ 活動主体及び活動団体 

雲雀丘（１、２、４丁目）、雲雀丘（３丁目）、雲雀丘山手、花屋敷つつじガ丘、花屋敷荘

園、花屋敷松ガ丘、長尾台（花屋敷せいれいの里含む）、ふじガ丘、満願寺町 

  

オ 地区の特性 

    長尾山山系の斜面に位置し、複雑な山麓谷筋沿いに宅地が広がっている。土砂災害警戒区

域及び土砂災害特別警戒区域に指定されている場所があり、阪神・淡路大震災でも被害は少

なかったが、宅地化の進展や近年の異常気象の増加から、これまでに災害が無かった箇所で

も災害の発生に留意が必要になる地区である。 

 

カ 対象とする災害 

    崖崩れ ブロック塀等の倒壊 倒木 住宅の倒壊 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災知識の普及啓

発 

・一人ひとりが防災に関心を持ち、災害への準備

ができるよう地区住民への防災知識の普及や啓発

活動を実施。 

地区の安全点検 ・地区の危険箇所や防災上問題のある場所を確認

し、改善のための働きかけを実施。 

防災資器材の整備 ・各地区で管理している防災資器材の点検・整備

を行い、取扱いの確認を実施。 

防災訓練 ・地区住民が地区防災計画に沿って適切な行動が

できるよう、市や消防署等と連携しながら、避難

訓練、情報収集・伝達訓練、応急訓練、給食・給

水訓練を実施。 

災害時の取組 情報収集・伝達 ・公共機関などから正しい情報を収集し、地区の

被災状況、火災発生状況を取りまとめ、防災機関
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への報告を実施。 

救出・救助活動 ・自分自身がケガをしないよう注意しながら、地

区住民で協力して負傷者や家屋の下敷きになった

人の救出・救助活動を実施。 

初期消火活動 ・火災発生時、延焼拡大を防ぐため、初期消火活

動を実施。 

医療救護活動 ・医師の手当てが受けられるまでの間、負傷者の

応急手当をして、救護所へ搬送する。 

避難誘導活動 ・地区住民を安全な避難場所などへ誘導する。 

給食・給水活動 ・地区で必要な物資を把握し、公共機関と連携し

て、供給された非常食を必要に応じて炊き出し等

を実施する。 

避難行動要支援者

（災害時要援護

者）等への支援 

避難行動要支援者

の支援体制の構築 

 

・避難経路等の障害物や危険箇所を点検し防災環

境の整備を実施。 

・避難行動要支援者の誘導を実施。 

・災害時に円滑に支援ができるように平常時から

積極的に隣近所とのコミュニケーションを図る 

・一時避難場所に集合した際は、指定避難所に避

難誘導する。 

その他 防災マップの作成 ・地区の災害危険箇所や避難経路等の掲載。 

・作成した防災マップを周知し、地区住民に災害に

関する認識を深める。 

   

（６）「宝塚市光明小学校区」地区防災計画 

ア 計画の名称 

   宝塚市光明小学校区地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

    「地区ぐるみの協力体制」を計画的に推進するため、地区住民を主体とした防災組織を構

築し、平常時から備えの充実を図り、地区防災力を高めていく。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

   光明町１番～３０番、福井町１番～３２番、 

小林３丁目８番～９番、小林４丁目７番 

 

エ 活動主体及び活動団体 

県営小林団地自治会、光明町自治会、宝塚光明住宅自治会、福井・亀井自治会、 

福井鉄筋住宅自治会、宝塚コウメイハイツ自治会、宝塚セントポリア自治会、 

宝塚パークハイツ管理組合、三交宝塚パレス管理組合、パサージュ宝塚管理組合 

  

オ 地区の特性 
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第６章  地区防災計画 
第２節  各地区における地区防災計画 

    人口は、２００７年から減少傾向にあり、今後もこの傾向は変わらないと予測されてい

る。高齢化率は市全体では 26.71％であるが、当該地区全体では 35.99％で高齢化率が高い。

高低差の少ない平地に家屋等が多い地区である。武庫川が過去に大雨で氾濫したことがあ

る。集中豪雨などで御所川周辺地区が浸水したことがある。 

 

カ 対象とする災害 

    集中豪雨（ゲリラ豪雨）や台風、地震、暴風(竜巻など) 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災知識の普及

啓発 

・防災対策では、地区住民の一人ひとりが防災に

関心を持ち、準備することが重要と考え、地区

住民への防災知識の普及や啓発活動を行う。 

地区の安全点検 ・地区の危険な場所や防災上問題のある場所など

を確認し、改善のための働きかけなどを行う。 

防災資器材の整

備 

・地区で防災資器材を整備し、日頃の点検や使い

方を確認する。 

防災訓練 ・いざというとき、あわてず、的確に対応するた

め、地区住民に積極的な参加を呼びかけて、防

災訓練を行う。 

災害時の取組 情報収集・伝達 ・ラジオ・テレビ等からの気象情報、地震情報、

土砂災害警戒情報等を収集し、危険性が予測さ

れる場合は、避難行動要支援者（災害時要援護

者）に早期の自主避難を呼びかけ、自ら避難で

きない場合は、自主防災会により避難誘導を行

う。 

救出・救助活動 ・各自主防災組織は二次災害に注意しながら活動

を行う。 

避難誘導活動 ・安否確認を行い、地区住民を安全な避難場所な

どへ誘導する。 

避難所のたちあ

げ 

・学校関係者や市役所職員と協力して避難所をた

ちあげる。避難所運営で必要な事項を市役所に

伝える。避難者名簿の作成等避難所運営マニュ

アルに沿った活動を行う。避難所運営マニュア

ルを実行する。 

避難行動要支援者

（災害時要援護

者）等への支援 

避難行動要支援

者の支援体制の

構築 

 

・当事者の身になって、防災環境の点検・改善を

行う。 

・避難するときは、しっかり誘導する。 

・困ったときこそ温かい気持ちで接する。 

・日頃から積極的にコミュニケーションを図る。 

   

（７）「コミュニティ末広」地区防災計画 

ア 計画の名称 
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第２節  各地区における地区防災計画 

   コミュニティ末広地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

     令和 2年(2020年)3月に作成した「コミュニティ末広避難所運営マニュアル」とともに

地域住民の災害時の安心・安全を確保し、「自分たちの地区は自分たちで守る」という心構

えで、地区のみんなで助け合いながら、災害にも強いまちづくりを進めるため、地区住民

を主体とした防災組織を構築し、平常時から備えの充実を図り、地区防災力を高めてい

く。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

   伊孑志 1丁目～4丁目、逆瀬川 1丁目、末広町 

 

エ 活動主体及び活動団体 

コミュニティ末広、伊孑志自治会、逆瀬川自治会、逆瀬川スカイハイツ自治会、サンハ

イツ逆瀬川自治会、シティライフ逆瀬川自治会 

  

オ 地区の特性 

    人口は、平成 26 年（2014 年）からほぼ横ばい、世帯数は 100世帯以上増加しているもの

の、一人暮らしの高齢者世帯の割合が高くなりつつあるのが現状。地形は、逆瀬川上流部の

真砂土が洪水時に流下して、河口部に堆積してできた三角州。逆瀬川の砂防工事と武庫川の

堤防築造工事が完成して、地形は安定したが、台風時や梅雨時の集中豪雨による域内の内水

流出によって、低地帯が浸水することがある。 

 

カ 対象とする災害 

    南海トラフ地震、市役所直下型地震、武庫川・地区内水の氾濫、溢水 

 

キ 主な活動計画 

 

平常時の取組 防災知識の普及啓

発 

・防災対策では、地区住民の一人ひとりが防災に関心

を持ち、準備することが重要と考え、地区住民への

防災知識の普及や啓発活動を行う。 

地区の安全点検 ・地区の危険な場所や防災上問題のある場所などを確

認し、改善のための働きかけなどを行う。 

防災資器材の整備 ・地区で防災資器材を整備し、日頃の点検や使い方を

確認する。 

防災訓練 ・いざというとき、あわてず、的確に対応するため、

地区住民に積極的な参加を呼びかけて、防災訓練を

行う。 

災害時の取組 情報収集・伝達 ・公共機関などから正しい情報を収集し、地区内へ伝

達。 

・地区の被災状況等を取りまとめ、防災機関へ報告。 

救出・救助活動 ・自分自身がケガをしないよう注意しながら、みんな
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第２部  災害予防計画 
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で協力して負傷者や家屋の下敷きになった人の救

出・救助活動を行う。 

初期消火活動 ・消防車が到着するまでの間、火災の延焼拡大を防ぐ

ための初期消火活動を行う。 

避難誘導活動 ・地区住民を安全な避難所などへ誘導する。 

給食・給水活動 ・地区で必要な物資を把握し、公共機関とも連携しな

がら、必要に応じて炊き出しなどの給食・給水活動

を行う。 

避難行動要支援

者（災害時要援

護者）等への支

援 

避難行動要支援者

の支援体制の構築 

 

・当事者の身になって、防災環境の点検・改善を行

う。 

・避難するときは、しっかり誘導する。 

・困ったときこそ温かい気持ちで接する。 

・日頃から積極的にコミュニケーションを図る。 

   

（８）「すみれガ丘小学校区」地区防災計画  

ア 計画の名称 

   すみれガ丘小学校区地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

    「災害に強くみんなで助け合えるまち」にしようという考えを基本方針として、「すみれガ 

丘小学校区地区防災計画」を定め、平常時から備えの充実を図るとともに、災害時における 

「自助」、「共助」を着実に実行するため、この計画に基づく施策・事業などに取り組み、地 

区防災力を高めていく。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

   すみれガ丘 1丁目～3丁目、御殿山 4丁目 

 

エ 活動主体及び活動団体 

  ラ・ビスタ宝塚団地自治会防災部 

ラ・ビスタ宝塚団地自治会、御殿山北自治会、すみれガ丘小学校区民生児童委員・主任

児童委員、ラ・ビスタ宝塚団地管理組合、サウステラス管理組合、ラ・メゾン管理組

合、プラーザコムズ管理組合、ウエストウイング管理組合、オクシア管理組合、ノース

ハイツ管理組合、レフィナス管理組合、エスティオ１番館管理組合、エスティオ２番館

管理組合、イーストヴィラ管理組合、エコタウン、ファーストヒルズ 

  

オ 地区の特性 

(ｱ) 六甲山東端の山麓部から武庫川の間に位置し、緩い傾斜地に家屋が多い 

(ｲ) 山麓部に近い地域では土砂災害警戒危険区域に指定された場所がある 

(ｳ) 周辺には活断層が存在する 

 

カ 対象とする災害 

    市役所直下型地震、南海トラフ地震、豪雨にともなう土砂災害（校区内に土砂災害警戒区 
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第２部  災害予防計画 
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第２節  各地区における地区防災計画 

域（土石流）、急傾斜地崩壊危険区域が指定されている） 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災知識の普及啓

発 

・防災対策では、地区住民の一人ひとりが防災に関心

を持ち、準備することが重要と考え、地区住民への

防災知識の普及や啓発活動を行う。 

地区の安全点検 ・地区の危険な場所や防災上問題のある場所などを確

認し、改善のための働きかけなどを行う。 

防災資器材の整備 ・地区で防災資器材を整備し、日頃の点検や使い方を

確認する。 

防災訓練 ・いざというとき、あわてず、的確に対応するため、

地区住民に積極的な参加を呼びかけて、防災訓練を

行う。 

災害時の取組 情報収集・伝達 ・公共機関などから正しい情報を収集し、地区内へ伝

達。 

・地区の被災状況等を取りまとめ、防災機関へ報告。 

初期消火活動 ・消防車が到着するまでの間、火災の延焼拡大を防ぐ

ための初期消火活動を行う。 

救出・救護活動 ・自分自身がケガをしないよう注意しながら、みんな

で協力して負傷者や家屋の下敷きになった人の救

出・救助活動を行う。 

避難誘導活動 ・地区住民を安全な避難所などへ誘導する。 

給食・給水活動 ・地区で必要な物資を把握し、公共機関とも連携しな

がら、必要に応じて炊き出しなどの給食・給水活動

を行う。 

避難行動要支援

者（災害時要援

護者）等への支

援 

避難行動要支援者

の支援体制の構築 

 

・災害時に被害を受けやすい避難行動要支援者（災害

時要援護者）を、みんなで協力し支援を行う。 

   

  ク 災害時の拠点 

    すみれガ丘小学校に地区災害対策本部を設置する。地区災害対策本部設置までの初期対応 

及びその後の情報収集拠点として、ラ・ビスタ宝塚団地管理センター2階（コミュニティセン 

ター）内に地区連絡所を設置。 

 

  ケ 一時避難場所 

    災害時に一時的に避難する場所として、校区内の公園を指定。 

    南公園、中央公園、東公園、北公園、西公園 

 

（９）「宝塚市第 5地区」地区防災計画  

ア 計画の名称 

   宝塚市第 5地区地区防災計画 
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第２節  各地区における地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

地区住民を主体とした防災組織を構築し、「自分たちの地区は自分たちで守る」という心構 

えで、平常時から備えの充実を図るとともに、災害時における「自助」、「共助」を着実に実

行 

し、地区防災力を高めることを目的とする。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

   宝塚市第 5地区（長尾、長尾南、丸橋小学校区） 

 

エ 活動主体及び活動団体 

宝塚市第 5地区防災委員会 

宝塚市第 5地区自治会連合会、宝塚市第 5地区民生児童委員協議会、 

宝塚市長尾地区まちづくり協議会 

  

オ 地区の特性 

農地の宅地化が進み、流入人口の増加とともに子どもの数も増えており、他地区に比べて

高齢化率が低く若い世代が多い一方で、都市基盤の整備が追いつかず、道路の交通渋滞など

が課題となっている。 

また、第 5地区は長尾小学校、長尾南小学校、丸橋小学校の 3つの小学校区で構成され、

小学校区ごとに災害特性が異なる。 

●長尾小学校区 

・長尾山に連なる傾斜地が多く、土砂災害警戒危険区域に指定された場所がある。 

・危険ため池に指定された池がある。 

・最明寺川が過去に大雨で氾濫したことがある。 

・活断層が存在する。 

●長尾南、丸橋小学校区 

・比較的平らな地形で、集中豪雨などで周辺地区が浸水したことがある。 

・天神川が過去に大雨で氾濫したことがある。 

 

カ 対象とする災害 

    集中豪雨（ゲリラ豪雨）や台風による土砂災害、川の氾濫や堤防の決壊、家屋への浸水、 

地震による家屋の倒壊や火災、液状化、暴風による家屋や電柱の倒壊 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災知識の普及

啓発 

・防災対策では、地区住民の一人ひとりが防災に関

心を持ち、準備することが重要です。地区住民へ

の防災知識の普及や啓発活動を行う。 

地区の安全点検 ・地区の危険な場所や防災上問題のある場所などを

確認し、改善のための働きかけなどを行う。 

防災資器材の整

備 

・地区で防災資器材を整備し、日頃の点検や使い方

を確認する。 
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第２節  各地区における地区防災計画 

防災訓練 ・いざというとき、あわてず、的確に対応するた

め、地区住民に積極的な参加を呼びかけて、訓練

を行う。 

災害時の取組 情報の収集・伝

達 

・公共機関などから正しい情報を収集し、地区住民

へ伝達。 

・地区の被災状況等を取りまとめ、防災機関へ報

告。 

救出・救助活動 ・自分自身がケガをしないよう注意しながら、みん

なで協力して負傷者や家屋の下敷きになった人の

救出・救助活動を行う。 

初期消火活動 ・消防車が到着するまでの間、火災の延焼拡大を防

ぐための初期消火活動を行う。 

救護活動 ・医師の手当てが受けられるまでの間、負傷者の応

急手当をして、救護所へ搬送する。 

避難誘導活動 ・地区住民を安全な避難場所などへ誘導する。 

避難所運営活動 ・地域で避難所を運営するために作成した避難所運

営マニュアル、活動班のためのハンドブック、施

設利用計画に基づき避難所を運営する。 

避難行動要支援

者（災害時要援

護者）等への支

援 

避難行動要支援

者の支援体制の

構築 

 

・避難行動要支援者（災害時要援護者）の身になっ

て、防災環境の点検・改善を行う。 

・一人の避難行動要支援者（災害時要援護者）に複

数の避難支援者を決め、避難時はしっかり誘導す

る。 

・困ったときこそ温かい気持ちで接する。 

・日頃から積極的に避難行動要支援者（災害時要援

護者）とのコミュニケーションを図る。 

   

（１０）「コミュニティ安倉」地区防災計画  

ア 計画の名称 

   コミュニティ安倉地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

平常時から備えの充実を図り、災害が発生した場合には自助・共助を着実に実行するた

め、地区住民が自発的に助け合って救出・救助活動を行い、自分たちのまちは自分たちで守

るという心構えで、地区防災力を高めることを目的とする。 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

安倉地区まちづくり協議会（コミュニティ安倉）に属する、自主防災会の住民 

 

エ 活動主体及び活動団体 

安倉地区まちづくり協議会（コミュニティ安倉）、安倉地区自主防災会 
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第２節  各地区における地区防災計画 

安倉自治会、 安倉第一団地自治会、 安倉南自治会、 安倉南団地自治会、 宝塚安倉

住宅自治会、県営安倉南住宅自治会、 里の坊自治会、 サニードゥエル自治会、 メゾ

ン宝塚自治会、金井町自治会、 新栄安倉自治会、 鳥島団地自治会、 西田川自治会、 

安倉グリーンタウン自治会、安倉中住宅自治会、 安倉西４ローズ自治会、 安倉宝和

自治会、 市営安倉西住宅自治会、市営安倉南住宅自治会、 セキスイ住宅自治会、 ニ

コニコ自治会、 むつみ会自治会 

  

オ 地区の特性 

「安倉は災害が無い」と認識している住民も多く、地形もあまり起伏の無い地域。 

古い住宅が密集する地域（安倉中、安倉北）は道路幅も狭く消防、救助車両の進入が困

難な場所があるほか、尼宝線から西側は武庫川に向かって地盤が低く冠水の恐れがありま

す。大堀川と武庫川に挟まれた地域（弥生町）には河川氾濫時の高所避難所も無く、指定

避難所に向かうには大堀川を渡河し地盤の低い地域を通り抜ける必要がある為、早期の避

難判断が必要となります。 

中国自動車道付近もまわりより地盤が低く、集中豪雨により冠水している事が見られま

すので、地区の南北で避難や救助活動が分断される恐れがあります。 

 

カ 対象とする災害 

風水害、土砂災害、地震、火災 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取組 防災知識の普及

啓発 

防災計画や家庭における防災知識の普及、危険箇所など

の把握、水害、火災及び地震などの対策。 

 

地区の安全点検

及び火災予防 

地区内の危険箇所の把握や改善、不要な可燃物の撤去及

び危険箇所等の適正管理 

 

防災資器材の点

検・整備 

各自主防災会などで管理している発電機等の防災資器材

の点検・整備を定期的に実施。 

防災訓練 災害発生時における安否確認などの情報収集、伝達、初期

消火及び避難誘導等を迅速かつ的確にするため、訓練を

毎年度実施。 

災害時の取組 情報収集・伝達

活動 

各自主防災会から安否確認などの情報や被災、避難状況、

火災などの発生状況を「災害時安否情報連絡票」に基づき

取りまとめ、支援の要請や行政機関への伝達を実施。 

初期消火活動 火災発生時、延焼拡大を防ぐため自傷事故に留意し初期

消火活動を実施。 

救出・救護活動 建物の倒壊や落下物による負傷者の救出、救援活動の実

施及び、要救護者の応急手当や搬送の実施。 

避難誘導活動 避難情報の発令時や地区住民の生命に危険が生じる恐れ

がある場合は、避難所などへの避難誘導を実施。 

給食・給水活動 必要な物資を把握し、行政やボランティア等と協力して
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第２節  各地区における地区防災計画 

供給された非常食などを配布実施する。 

避難行動要支援

者（災害時要援

護者）等への支

援 

避難行動要支援

者の支援体制の

構築 

災害発生時、最初に救助に駆けつけた人（近隣住民など）

が支援を必要とする方の情報を把握できるように「災害

時緊急支援医療情報」を活用し、速やかな支援活動が出来

る体制を構築する。 

また、平常時から近隣とのコミュニケーションを図るよ

うに努める。 

その他 防災マップの作

成 

地区の災害危険箇所や避難所などの情報を掲載し周知す

る。 

避難者カード

（世帯単位）の

事前作成 

各ご家庭において予め記載を行って頂くことで、災害時

避難所での記載負担を軽減し、受付業務をスムーズに行

い避難者のストレス軽減を図る。 

 

 

 

 

 

（１１）「小浜小学校区」地区防災計画 

ア 計画の名称 

   小浜小学校区地区防災計画 

 

イ 活動の基本方針 

まちづくり協議会の共助の役割を明確にし、効果のある防災活動を継続的に実施していく 

 

ウ 計画の対象範囲（範域） 

小浜小学校区に居住するすべての住民 

 

エ 活動主体及び活動団体 

小浜小学校区まちづくり協議会 

（構成団体名） 

8自治会（向月町、小浜、泉町南、南売布住宅、星の荘住宅、米谷東、泉町南、

安倉北荘園）、本部、理事会 

  

オ 地区の特性 

なだらかな平地に住宅が密集している、交通に便利なベッドタウン 

 

カ 対象とする災害 

地震、水害、がけ崩れ 

 

キ 主な活動計画 

平常時の取

組 

年に一度の防災訓練を企画・実行していくことで、地区内のリス

クを確認し、具体的な対策に結び付けていく。一方、まち協の活
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第２部  災害予防計画 
第６章  地区防災計画 
第２節  各地区における地区防災計画 

動主体（自治会など）に所属しない住民が７割以上いる。その現

状を踏まえ、全住民を対象とした防災訓練の広報・声掛けを通し

て、防災意識の啓発・向上の拡大に努めていく。 

災害時の取

組 

8 自治会と本部・避難所をトランシーバーで結ぶことによって、

災害時でも迅速に連絡を取り合うことができ、地区内で起きてい

る事態を正確に把握することができる。また避難所に派遣される

市の職員と緊密に連絡を取り合うことで、行政（市・県・国）か

らの情報を正確・迅速に把握でき、また地区側の情報も伝えるこ

とができる。 

避難行動要

支援者（災害

時要援護者）

等への支援 

小浜まち協の理事会に所属する福祉部や青少年部、民生児童委員

や補導委員、協力団体である社会福祉協議会や地域包括支援セン

ターが、地域に密着する自治会と共同で災害時要援護者の支援を

検討していく。 
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第２部  災害予防計画 
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第３部  災害応急対策計画 
 

第３部  災害応急対策計画 
 

 

第１章  非常時活動体制に関する基本指針 

第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 

第２節  地震災害時の非常時活動体制 

第３節  大規模事故発生時の非常時活動体制 

第４節  災害救助法の適用申請 

第５節  情報の収集・伝達 

第６節  相互協力・応援受入 

第７節  救援対策及び応急復旧対策実施 

第８節  緊急輸送実施 

第９節  応急資材等の調達 

第10節  災害時の広報 

第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 

第１節  災害時における火災対策 

第２節  災害時における水防対策 

第３節  災害時における救助・救急対策 

第４節  災害時における危険物・有毒物等対策 

第５節  土砂災害・危険建物その他による人的危険回避対策 

第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 

第１節  災害時における道路の確保 

第２節  ライフライン施設の応急対策 

第３節  都市公共施設の応急対策 

第４節  災害時の防犯対策 

第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 

第１節  災害時の医療救護対策 

第２節  要配慮者等の救援対策 

第３節  避難対策 

第４節  生活救援対策 

第５節  災害時における環境・衛生対策 

第６節  災害時における住宅対策 

第７節  災害時における産業対策 

第８節  災害時における学校の役割 
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第３部  災害応急対策計画 
 

  

こ 
の 
部 
の 
あ 
ら 
ま 
し 

全体として、４つの章により構成する。 
第１章（全１０節）においては、災害発生時に応急対策実施上の指揮本部となり、活動の主

力となるべき行政機関の側の迅速な緊急体制確立、応急・復旧活動を円滑に遂行するための拠
点施設等の確保、そして社会的混乱の収拾と秩序の確保、これら３つの条件を満たすために必
要な応急対策項目に関し、その責任分担・手順・連携上の取決め等を中心に記載する。 
第２章（全５節）及び第３章（全４節）においては、災害発生後の延焼火災阻止と被災者の

生命確保を最優先として、災害による人的・物的被害を最小限にとどめ、都市機能早期回復の
ための緊急措置として必要な責任分担・手順等を網羅的にあげるとともに特に延焼火災阻止が
災害発生初期における最大のポイントであることを示す。 
第４章（全８節）においては、被災者の生活再建を促し支援するための救援・救護対策につ

いて、網羅的かつ具体的に記載することとし、その度合いの切迫度にしたがって、救援・救護
活動に関する個別の応急対策項目を記載している。 
なお、各対策項目においては、可能な限り達成すべき目標期間のめやすを示すこととした。

応急対策は被害を最小限にとどめ、被災者の速やかな生活再建を促すために行うが、それは、
すなわちその応急対策が１日も早く不要になる状態をもたらすために行うことにほかならな
いからである。 
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第１章  非常時活動体制に関する基本指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 風水害の警戒及び非常時活動体制 

第２節 地震災害時の非常時活動体制 

第３節 大規模事故発生時の非常時活動体制 

第４節 災害救助法の適用申請 

第５節 情報の収集・伝達 

第６節 相互協力・応援受入 

第７節 救援対策及び応急復旧対策実施 

第８節 緊急輸送実施 

第９節 応急資材等の調達 

第10節 災害時の広報 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 
   

第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 

 

第１ 災害警戒対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部※ 主な任務 

主担当部 

災対都市安全部 

待機配備体制の確立、職員配置 
警戒配備体制の確立、災害警戒本部の設置 
水防活動の準備・統括 
山崖崩れ、河川管理施設・ため池の巡視警戒 
急傾斜地崩壊、土石流及び山崖崩れ・河川の溢水等による人的危

険回避対策、雨量情報の取りまとめ 
避難情報の発令、各部門・各部による活動協力の取りまとめ 

災対都市整備部 危険宅地及び危険物・ブロック塀その他による人的危険回避対策 

災対企画経営部 避難広報 

災対消防部 

消防職員の指揮及び水防隊体制の準備 
水災等の災害防御及び警戒活動の実施、水害に関する警報等の伝

達、その他水防隊活動の取りまとめ 
土砂災害発生時の警戒出動、消防部門の取りまとめ 

災対消防団部 土砂災害危険箇所への警戒出動 

副担当部 各  部 
各部職員の動員準備、情報の収集 
所管業務又は本部事務分掌に基づく活動協力 
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第３部  災害応急対策計画 
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第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 
 

２ 気象予警報発表時における初動対応 

 

（１）基本的考え方 

※ 第３部で記述する「部」は、宝塚市災害対策本部設置要綱第３条に規定する「部」とする。 

気
象
予
警
報
発
表
時
の
初
動
対
応
基 
本 
的 
考 
え 
方 

市長は、本市域に関係する地域内に大雨、洪水、暴風、その他の気象警報発表等により、水
害危険予想箇所及びその他の地域の巡視等による警戒を必要とするときは、宝塚市災害対策
本部設置要綱の規定に基づき警戒指令を発令し、災害警戒本部（この節において以下「警戒本
部」という。）を設置するものとする。 

また、市長は、気象状況等により警戒配備体制には至らないが、各部で防災対応の準備を行

う等の初動体制をとる必要があると認めたときは「待機指令」を発令し宝塚市災害対策本部設

置要綱第６条に基づく待機配備体制を取るように警戒本部長に命じることとする。 

警戒本部長は状況に応じ、勤務時間外であれば、警戒本部員全員の自宅待機又は本部班の職

場における連絡員待機（この場合他の警戒本部員は自宅待機）の配備体制をとることとする。 

警戒本部は警戒本部長の判断により次の段階に応じて設置を行うことができるものとする。 

（1）第１警戒体制 宝塚市災害対策本部設置要綱第６条の規定又は宝塚市水防計画の規定に

基づく警戒指令により第１段階の警戒配備体制（職場待機・巡視等による警戒を行う体制）

をとるとき。 

（2）第２警戒体制 宝塚市災害対策本部設置要綱第６条の規定又は宝塚市水防計画の規定に

基づく警戒指令により第２段階の警戒配備体制（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体

制）をとるとき。 

 

◎ 気象情報、水防指令、雨量・水位に関する情報 
河川・ため池の堤防、急傾斜地等は、洪水、土砂崩れ等の災害が発生する可能性がある。そ

のため、市は、気象情報、水防指令、雨量・水位に関する情報については、特に留意し必要に
応じて特別な警戒体制を確立する必要がある。 
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（２）防災関連情報の収集・伝達上の役割分担、手順等のめやす 

 

区分 責任担当部 入手先 手順・通報基準等 

気象警報 
災対都市安全部 

災対消防部 

神戸地方気象台 
ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑ 
河川情報センター 
インターネット 

(１) 勤務時間中に大雨、洪水、暴風等注意報・
警報が発せられたとき全庁放送 

(２) 勤務時間外に大雨、洪水、暴風等の警報が
発せられたとき関係職員に通報 

水防警報 災対都市安全部 
宝塚土木事務所 
ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑ 
河川情報センター 

(１) 第１号待機（事態の推移に応じて直ちに水
防活動に出動できるよう待機させるもの 

(２) 第２号待機（水防事態が発生すれば、直ち
に水防活動ができる態勢を準備させるもの 

(３) 第３号出動（水防活動に出動させるもの） 
(４) 第４号解除（水防活動を終了させるもの） 

雨量情報 
災対都市安全部 

災対消防部 

神戸地方気象台 
六甲砂防事務所 
ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑ 
河川情報センター 
雨量計集中監視シ
ステム 

(１) １時間雨量が２０mm以上となったとき通
報する。 

(２) 以降１０mmを越えるごとに、総雨量と併せ
て通報する。 

(３) 総雨量１００mmとなったとき通報する。 
(４) 以後適宜通報する。 

水位情報 
災対都市安全部 

災対消防部 

宝塚土木事務所 
三田業務所 
河川情報センター 
ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑ 

(１) 水防団待機水位に達したとき。 
(２) 以降通報水位を下がるまで間、１時間毎の

水位 
(３) 氾濫注意水位に達したとき。 
(４) 氾濫注意水位を下がったとき。 
(５) 水防団待機水位を下がったとき。 

地震情報 
災対都市安全部 

災対消防部 

神戸地方気象台 
ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑ 
河川情報センター 
インターネット 

(１) 市域に震度４以上の地震発生が報ぜられ
たとき。 

(２) 県内市町、隣接市区町及び協定締結市町に
震度６弱以上の地震発生が報ぜられたとき。 

生活関連 
施設情報 

災対都市安全部 

災対企画経営部 

災対上下水道局 

各生活関連施設 
所管部・機関 
過去の復旧事例等
の文献資料 

(１) 情報を１か所に集約するとともに市民向
け窓口を開設 
（被災者総合支援センター） 

(２) 可能な限り担当者の派遣を要請 

他区市町
村情報 

災対企画経営部 
インターネット 
県・他区市町村 

(１) 可能な限り一次情報を収集 
(２) テレビ・ラジオによる情報は、情報収集上

の補完情報とする。 

道路・そ
の他指定
公共機関
関連情報 

災対都市安全部 
新総合防災情報シ
ステム（SOBO-WEB） 

（１） 可能な限り一次情報を収集 
（２） 県内市町、隣接市区町及び協定締結市町 

に震度６弱以上の地震発生が報ぜられたと
き。 

 

 

※ 参照 ⇒ 気象情報の種類と発表基準及び気象観測機器配置状況（資料・様式編４－３） 
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１５５ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 
 

３ 警戒本部 

 

（１） 設置 

１）設置基準 

ア 本市域に関係する地域内に大雨、洪水、暴風、その他の気象警報発表等により、市域

に災害の発生のおそれがあるときは、宝塚市災害対策本部設置要綱の規定に基づき警戒

指令を発令し、警戒本部を設置する。 

イ 危機管理監は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、警戒本部を設置する

ことができる。 

(ア) 武庫川の水位が「水防団待機水位（通報水位）」に達し、今後「氾濫注意水位（警

戒水位）まで上昇が見込まれるとき。 

(イ) 本市域に関係する地域内に大雨、洪水等の気象注意報が発表されるとともに、県

水防指令が発令された場合。 

（ウ） その他、市長が警戒本部を設置する必要があると認めたとき。 

ウ 警戒本部は、水防活動と災害対策本部の設置準備を行う。 

２）設置場所 

  災害警戒本部を第二庁舎２階災害対策本部室に置き、本部会議室及び本部班の一部（市 

民からの情報提供等に対応するための電話対応係）を配置する。 

   ただし、危機管理監の判断により、警戒本部の設置場所及び本部班の配置は、気象状況

等に応じて変更することができるものとする。 

 

（２）警戒本部の長等各級責任者となる職員のめやす 

区分 平常時職名 事務分掌 体制 

警戒本部長 □危機管理監 □警戒本部配備職員の指揮監督 

第

１ 

警

戒

体

制 

 

 

第

２

警

戒

体

制 

警戒副本部長 
□都市安全部長 
□都市整備部長 
□上下水道局長 

□警戒本部長の補佐 
□警戒本部長が不在若しくは事故
あるときの代理 

警戒副本部長
補佐 

□都市安全部次長（危機管理担当） 
□都市安全部次長（安全まちづくり担当） 
□都市安全部次長 
（総括担当及び道路・公共交通担当） 
□都市整備部次長 
（総括担当及び住まいづくり推進担当） 
□北部地域振興担当次長 
□上下水道施設部長 

□警戒副本部長の補佐 
□警戒副本部長が不在時等の代理 

 
警 
 
戒 
 
本 
 
部 
 
員 

□広報課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱に
よる（職場待機・巡視等による警戒
を行う体制） 

□公園河川課長 
□都市安全部課長（治水担当） 
□道路管理課長 
□都市安全部課長（道路維持管理担当） 
□開発審査課長 
□住まいづくり推進課長 
□北部振興企画課長 
□警防課長 
□下水道課長 
□総合防災課長 
□企画政策課長 

□宝塚市災害警戒本部設置要綱による
（風水害発生への対処に備えた警戒を行
う体制） 

□市民相談課長 
□総務課長 
□交通政策課長 
□都市整備部次長（まちづくり推進担当） 
□都市整備部次長（施設マネジメント推進担当） 



 

１５６ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 
 

□地域福祉課長 
□子ども政策課長 
□環境エネルギー課長 
□商工勤労課長 
□教育委員会教育企画課長 
□教育委員会学校教育課長 
□市立病院経営統括部課長 
□上下水道局経営管理部長 
□上下水道局総務課長 
□上下水道局工務課長 

 
（３）警戒本部の廃止 

災害対策本部を設置した場合、警戒本部は災害対策本部に引き継がれ、警戒本部は廃止

する。 

※ 参照 ⇒ 宝塚市災害警戒本部設置要綱（資料・様式編３－１－３） 

 

４ 警戒対策要員の確保 

 

（１）基本方針 

市長が警戒本部設置の必要性を認めたときは、「警戒指令」を発令し、警戒本部長に警戒

配備体制を取るように命じ、警戒本部長は第１警戒体制又は第２警戒体制の配備体制をとる

ものとする。 

この場合、勤務時間中であれば、警戒本部員以外の関係職員は執務場所で待機する。勤務

時間外であれば警戒本部員は本部（市役所庁舎等）に参集するとともに、災害対策本部第１

号配備該当職員は自宅待機とする。 

なお、各部は事前に警戒配備体制で必要と認められる職員を事前に指名しておくものとす

る。 

また、市長は、気象状況等により警戒配備体制には至らないが、各部で防災対応の準備を

行う等の初動体制をとる必要があると認めたときは「待機指令」を発令し宝塚市災害対策本

部設置要綱第６条に基づく待機配備体制をとるように警戒本部長に命じることとする。 

警戒本部長は状況に応じ、勤務時間外であれば、警戒本部員全員の自宅待機又は本部班の

職場における連絡員待機（この場合他の警戒本部員は自宅待機）の配備体制をとることとす

る。 

これらの配備体制については、災害の規模、状況により、配備体制の規模を危機管理監の

権限により柔軟に変更ができるものとする。 

 

（２） 防災指令 

１）防災指令の発令 

ア 市長は、災害の規模、想定される対策の種類等により、必要な防災体制をとるため、

各部の長に対し、以下の表に示す５種の区分により防災指令を発令する。 

なお、市長は、特定の部に対し区分の異なる防災指令を発令することができるものと

する。 

イ 危機管理監は、特に夜間・休日等に災害が発生し、かつ人的被害軽減のため迅速な対

応を行う必要があると認めたときは、本部指揮所及び必要と認める地区における各現地

連絡所班を編成し初期応急活動を行わせるとともに、必要な防災指令の発令について市

長に対し進言する。 
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１５７ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 
 

区分 防災指令の発令基準 

待機指令 

自宅待機 

１大雨、洪水、強風、その他の注意報が発表され、今後気象警報発

表等への進展が予測されるとき 

２市域が、今後台風の影響下となることが予測されるとき 

３その他、水防及び災害対策の実施に備え気象状況等の変化に注

意を必要とするとき 

連絡員待機 

１南海トラフ地震臨時情報（巨大地震調査中・警戒）を受けたとき 

２大雨、洪水、暴風、その他の気象警報発表等により、今後の気象

状況に警戒を要するとき 

３気象情報等から、今後状況の推移によっては災害警戒本部の設

置が必要と認められたとき 

警戒指令 

第１警戒体制 

１南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）を受けたとき 

２大雨、洪水、暴風、その他の気象警報発表等により、水害危険予

想箇所及びその他の地域の巡視等による警戒を必要とするとき 

（台風の接近、又は予報値が時間雨量20mm若しくは連続雨量100mm

を超えるとき等をめやすとする） 

３武庫川の水位が「水防団待機水位（通報水位）」に達し、今後「氾

濫注意水位（警戒水位）」まで上昇が見込まれるとき 

４県において水防指令が発令されたとき（状況に応じ防災指令１

～３号を発令（第１号～第３号配備体制）する※） 

第２警戒体制 

１市域に震度４の地震が発生したとき 

（以上自動発令） 

２南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合で、

応急対策を講ずる必要があると認めたとき 

３大雨、洪水、暴風、その他の気象警報発表等により、市域に災害

の発生のおそれがあるとき 

４災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき 



 

１５８ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 
 

第１号配備指令 

１市域に震度４の地震が発生し、かつ南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒）が発表されたとき 

２市域に震度５弱の地震が発生したとき 

３市域に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報が発表されたと

き 

（以上自動発令） 

４市域に局地的災害が発生したとき、若しくは発生することが予

測されるとき。 

５水防警報の「待機及び準備」が発せられたとき 

６武庫川の水位が「避難判断水位」に達したとき 

７武庫川の水位が「氾濫注意水位（警戒水位）」を越えた状態で、 

次の①～②のいずれかにより、急激な水位上昇の恐れがあるとき 

①上流の水位局の水位が急激に上昇しているとき 

②武庫川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達するとき 

８高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う大型の

台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予測されると

き 

９災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき 

第２号配備指令 

１市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動発令） 

２水防警報の「出動」が発せられたとき 

３武庫川の水位が「氾濫危険水位（特別警戒水位）」に達したとき 

４武庫川の水位が「避難判断水位」を超えた状態で、次の①～②の

いずれかにより、急激な水位上昇の恐れがあるとき 

①上流の水位局の水位が急激に上昇しているとき 

②武庫川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達するとき

５市の南部地域の数地区に災害が発生したとき、若しくは発生する  

ことが予測されるとき。 

６市の北部地域に相当規模の災害が発生したとき。 

７災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 

第３号配備指令 

１市域に震度６弱以上の地震が発生したとき（自動発令） 

２武庫川の水位が「氾濫危険水位（特別警戒水位）」に達し、溢水

による甚大な被害の発生が予測されるとき 

３市の南部地域若しくは北部地域全域に激甚な災害が発生したと

き、又は発生することが予測されるとき 

４災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき 

 

※ 県における水防指令の対象及び種類に応じて、本市においても必要な種類の防災指令等

の発令及び体制を構築する。 

 

２）防災指令の伝達方法 

防災指令の各部への伝達は、勤務時間内については口頭、庁内放送・電話とし、勤務時



 

１５９ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 
 

間外は、都市安全部及び各部において事前に定める伝達方法により行う。また、各部の長

は、上記の表にかかげる基準のうち「自動発令」に該当する事態の発生を知ったときは、

それぞれの防災指令が発令されたものとして、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（３）配備体制 

各部の長は、市長の防災指令に基づき、次の各号の区分による配備体制を取るものとする。 

配備体制を取るための動員命令の各職員への伝達は、勤務時間内については口頭、庁内放

送・電話及び無線とし、勤務時間外は、都市安全部及び各部において事前に定める伝達方法

により行う。また、各部の所属職員は、上記の表にかかげる基準のうち「自動発令」に該当

する事態の発生を知ったときは、それぞれの動員命令が発令されたものとして、配置に付く

ものとする。 

なお、特に緊急を要すると認めた場合は、危機管理監の指揮に基づき本部指揮所及び各現

地連絡所班がラジオ・テレビ等放送機関に対し、動員連絡のための緊急放送を要請すること

ができる。 

 

 

 

 

区 分 配備体制の動員基準 

待機

指令 

自宅待機 

○気象状況等により、警戒配備体制に移行したときに直ちに招集でき

るよう災害警戒本部員は自宅待機 

○災害対策本部の本部班及び本部班の補助職員の一部職員の自宅待

機 

連絡員待機 
○本部班の一部職員を情報収集・伝達等のため招集 

○その他の災害警戒本部員は自宅待機 

警戒

指令 

第１警戒 

体制 

○災害警戒本部（第１警戒体制）の設置 

○第１警戒体制関係本部員の招集 

○本部班及び本部班の補助職員の一部の招集 

○その他の第２警戒体制関係本部員は自宅待機 

第２警戒 

体制 

○災害警戒本部（第２警戒体制）の設置 

○全警戒本部員の招集 

○本部班及び本部班の補助職員の一部の招集 

○災害対策本部員は自宅待機 

○災害対策本部各班は災害の発生に備えて各班内の体制及び所掌事

務の確認 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 
 

第１号配備体制 

※第１号配備指令時 

○本部指揮所要員の招集配備 

○１号配備対象職員（管理職）の招集 

○本部班及び本部班の補助職員の一部の招集 

○その他の２号配備対象職員（係長職以上）の自宅待機 

○災害対策本部各班は分掌する水防又は災害対策の実施に備えて各

班内の体制構築及び所掌事務の実施準備 

第２号配備体制 

※第２号配備指令時 

○２号配備対象職員（係長職）の招集 

○本部班及び本部班の補助職員の一部の招集 

○その他の全職員（３号配備）の自宅待機 

第３号配備体制 

※第３号配備指令時 

○全職員（３号配備）の招集 

○現地連絡所班の招集配備 

 

（４）職員の配置及び服務 

１）職員の配置 

各部の長は、職員の参集状況に応じ順次災害応急実施上必要となる班を編成するととも

に、次の措置を講ずる。 

ア 災害に対処できるよう職員を配置 

イ 職員の非常参集方法及び交代方法の措置 

ウ 高次の配備体制に移行できる措置 

エ 他部への応援の要請 

 

２）職員動員の報告 

各部の長は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を以下に示す報告の取り

まとめ担当を通じて、市長に報告する。報告の時期については、本部長が特に指示した場

合を除き６０分ごととする。 

 

区  分 報告の取りまとめ担当 

勤務時間内 

災害対策本部設置前 都市安全部総合防災課 

災害対策本部設置後 
本部指揮所設置前 都市安全部総合防災課 

本部指揮所設置後 災対総務部人事班（人材育成課） 

勤務時間外 

災害対策本部設置前 都市安全部総合防災課 

災害対策本部設置後 
本部指揮所設置前 都市安全部総合防災課 

本部指揮所設置後 災対総務部人事班（人材育成課） 

 

※ 参照 ⇒ 職員動員に関する様式（資料・様式編７－１） 

 

３）職員の服務 

すべての職員は、配備体制が取られた場合、又は「防災指令の発令基準」該当の災害が

発生したときには、次の事項を遵守する。 
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なお、病弱者、身体不自由等で応急活動を実施することが困難である者及びその他市長

が認める者は動員から除外することができる。 

勤務時間内における遵守事項 

ア 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 
イ 勤務場所を離れる場合には、所属の長と連絡をとり、常に所在を明確にしておく。 
ウ 待機該当職員は、全ての行事、会議への出席並びに出張等を中止する。 
エ 自らの言動によって市民に不安や誤解を与えないよう、発言には細心の注意を行う。 

 

（５）各部の動員・配備計画の作成 

各部の長は、所管の部の「動員・配備計画」を作成し、平常時から職員に周知徹底を図る

よう努めなければならない。また、毎年４月末日までに当該年度の人事異動等による修正を

行ったものを市長（取りまとめ担当：都市安全部総合防災課）に提出する。 

 

（６）自主参集（勤務時間外の場合） 

１） 災害が発生し、その災害が「防災指令の発令基準」に定める事項に該当することを知っ

たとき、又は体感その他により該当することが予想されるときは、自主的に所属の勤務

場所若しくはあらかじめ指定された場所に参集する。 

２） 災害の状況により勤務場所への登庁が不可能な場合は、最寄りの市施設に参集し、各

施設の責任者の指示に基づき、災害対策に従事する。また、病気その他やむを得ない

状態によりいずれの施設にも参集が不可能な場合は、何らかの手段をもってその旨を

所属の長若しくは最寄りの施設の責任者へ連絡する。 

３） 災害のため、緊急に登庁する際は、特に指示がある場合を除き、作業等に適する服・

ヘルメット・長靴等安全を確保するための服装とし、食糧１食分、水筒及びラジオ等

を携帯する。 

４） 参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後直

ちに参集場所の責任者に報告する。 

 

５ 河川の警戒活動 

 

（１）水防隊の編成 

警戒指令が発令された場合、消防部門においては、消防長を水防隊長とし、指揮班、指令

班、総務班及び広報班からなる管理隊を消防本部内に、また西消防署、東消防署及び消防団

にそれぞれ第一、第二、第三の各水防大隊を編成する。 

 

（２）水防隊の出動 

次の場合、本部長の指示により、水防隊長は、あらかじめ定める計画に従い各水防大隊を

警戒配置に就かせるものとする。 

 

※ 参照 ⇒ 市が保有する水防資機材及び水防倉庫（資料・様式編３－５－１） 

※ 参照 ⇒ 消防署及び消防団における災害対策本部設置時の部隊編成（資料・様式編３－

８） 
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（３）河川堤防の巡視 

河川堤防の巡視は、各地区水防大隊長において、以下のとおり行う。 

水防地区別 巡視対象河川 

良元水防区 
宝塚水防区 
長尾水防区 
（第一大隊） 
（第二大隊） 

武庫川、逆瀬川、足洗川、天神川、勅使川 
一後川、荒神川、大堀川、支多々川 
最明寺川、仁川、小仁川、亥の谷川、天王寺川 

西谷水防区 
（第三大隊） 

武庫川、波豆川、佐曽利川、長谷川、羽束川、大原野川、炭谷川 

 

１） 降雨量及び河川の増水状況により、消防車両などでパトロールを行うものとする。 

２） 巡視員は、水防地区別の河川堤防に水防上危険があると認められる箇所があるときは、

その状況を各地区別大隊長を通じて水防隊長に報告する。 

 

※ 参照 ⇒ 市内の河川一覧表（資料・様式編１－３） 

 

（４）その他必要な事項 

その他必要な事項については、宝塚市水防計画及び宝塚市消防計画による。 

 

６ 土砂災害等危険箇所の巡視警戒活動 

土砂災害危険箇所等に対する警戒体制を取る雨量基準を定めており、警戒体制がとられ１６

箇所の雨量計を一元化する雨量計集中監視システムのうち、基準雨量に達した地域から順次危

険箇所の警戒に当たるものとする。 

（１）巡視 

責任担当部長は、必要に応じて、次に掲げる事項について、情報収集のための巡視を命ず

るとともに、関係各部長と連携・協力し、交替要員等の確保、雨量情報の収受等必要な体制

を確立する。 

１）土砂災害危険箇所及びその付近の地表及び湧水の状況 
（落石・湧水の濁りの有無、湧水量の増加など） 

２）土砂災害危険箇所及びその付近の亀裂の有無 
３）土砂災害危険箇所及びその付近の竹木等の傾きや倒れの状況 
４）土砂災害危険箇所及びその付近の建築物等の損壊等の状況 
５）土砂災害危険箇所及びその付近の住民及び滞在者の数 
６）危険建物及びその付近の住民及び滞在者の数 
７）その他人的危険箇所に関する上記に準じた事項 

 

（２）警戒 

１）警戒体制をとるべき時期 

ア 危険区域内の状況等に異常が生じた場合で、本部長が必要と認めたとき。 

イ 地震発生後の調査結果を踏まえた県・国等による専門的技術的指導によりその都度定

める基準雨量と地域の特性等を考慮して、本部長が必要と認めたとき。 

２）巡視員の配置 
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危険が予想される箇所に巡視員を配置し、巡視、警戒にあたる。 

３）その他 

警戒体制をとったのち必要と認める場合は、市域における雨量計により１０分～３０分

の間隔で雨量測定を行う。 

 

土砂災害警戒区域（急傾斜地崩壊及び土石流）おける危険区域・危険宅地その他の土砂災害危

険箇所の警戒のめやす 

 基準雨量 応急措置の内容 職員の体制 

第１警戒 

体制 

時間雨量 20ｍｍを超え

たとき 

１ 危険区域内の巡視・

警戒 

２ 必要に応じて住民等

に対して警戒・自主的避

難等の呼びかけ 

３ その他必要な応急措

置 

公園河川対策班及び北部地域・

農林治山対策班の職員並びに消

防職員が巡視・警戒 

連続雨量が 100ｍｍを超

えたとき。 

第 2警戒 

体制 

連続雨量が 100ｍｍを超

え、かつ時間雨量 30ｍ

ｍを超えたとき。 

１ 住民等に対して自主

的避難等の呼びかけ 

２ 必要に応じて住民等

に対して避難情報発令 

３ その他必要な応急措

置 

公園河川対策班及び北部地域・

農林治山対策班の職員並びに消

防職員が巡視・警戒 

連続雨量が 150ｍｍを超

え、かつ時間雨量 20ｍ

ｍを超えたとき。 

連続雨量が 200ｍｍ以上

で、かつ時間雨量 10ｍ

ｍを超えたとき。 

※職員体制は、災害警戒本部又は災害対策本部のもとに活動する。 

※土砂災害が発生した場合は、災害対策本部体制のもとに活動する。 

 

７ 土砂災害警戒情報発表時の対応 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）発表中、さらに危険度が高まった場合に発表さ

れるものであることから、より一層の警戒を行う必要がある。しかし、土砂災害警戒情報は市

内全域に対して発表されるものであることから、これをもって直ちに避難情報の発令は行わず、

兵庫県が発表する「地域別土砂災害危険度」の 5ｋｍメッシュまたは 1ｋｍメッシュ情報に照

らして、危険度が高まっている水害危険予想箇所について高齢者等避難、避難指示、緊急安全

確保の発令等を行うものとする。なお、この際には、気象庁が公表する土砂キキクル（大雨警

報（土砂災害）の危険度分布）や市内１６箇所に設置された雨量計から算出されるデータ（時

間雨量、累積雨量等）についても参考とする。 

（１）災害対策体制 

   「宝塚市災害対策本部設置要綱」第６条の規定に基づき、災害対策本部を設置し第１号

配備体制を構築する。 

（２）巡視警戒 

   県が発表する地域別土砂災害危険度において、危険度推移グラフが２時間後にＣＬを超
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過することが予測されている地域内における水害危険予想箇所について、速やかに巡視警

戒を行う。 

（３）避難対策 

県が発表する地域別土砂災害危険度において、危険度推移グラフが２時間後にＣＬを超

過することが予測されている地域内における水害危険予想箇所を対象に高齢者等避難を発

令し、自主避難者の受入のため関係を避難所等を開設する。 

さらに、１時間後にＣＬの超過が予測されている地域内の水害危険予想箇所については、

避難指示を発令するとともに、避難者の受入のため速やかに避難所等を開設する。 

その他の地域については、自主避難の受入に備えた体制及び避難所等の開設準備を行う。 

 

※水害危険予想箇所：水害の発生の危険性が高いと予想される箇所として、ア道路途絶

予想箇所、イ特に警戒を要するため池、エ低地帯、オ河川危険区域、カ山崖崩れ等によ

る宅地危険箇所に区分し、各区分で毎年「宝塚市水害危険予想箇所指定会議」により指

定される箇所。ここでは、主にカを土砂災害の対象箇所として対策を講じることとする。 
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【土砂災害警戒情報・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）：気象庁ＨＰより】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域別土砂災害危険度：兵庫県ＨＰのＣＧハザードマップより】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＣＬ 

土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布 
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第２ 災害対策本部等の設置 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対都市安全部 

災害対策本部・現地連絡所・現地災害対策本部の設置並びに部門
長会議・本部会議・関係部長会議の開催に関する庶務 

災対企画経営部 被災者総合支援センターの開設・運営・災害時広報 

副担当部 各  部 
現地連絡所・被災者総合支援センターの運営協力並びに災害対策

本部組織上の班体制の確立 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）災害対策基本法をはじめ法の認めるあらゆる権限を行使するとともに、各職員が状況のいか
なる展開に際しても迅速かつ適切に総合的緊急応急対策を実施できる体制を確保するため、
災害対策本部を設置する。 

（２）本部長（市長）は、市の全職員を掌握し、本部としての機能を十分に発揮させるため、部門
長会議、本部会議、関係部長会議を適宜開催する。 

（３）事態の急激な推移に対して臨機応変に対応するとともに、被災者の救援ニーズを把握し生活
再建支援を適切に行うため、現地連絡所、被災者総合支援センター若しくは現地災害対策本
部を置く。 

（４）本部長、副本部長、本部員、班長が不在若しくは事故あるときにおいては、別に示す順位に
基づき代行者を速やかに定め本部各職員に対し明らかにする。 

（５）本部は、市役所第二庁舎２階災害対策本部室内に置く。ただし、被災その他の事情により困
難な場合は、別に示す順位に基づき代替場所となる施設に設置し、その旨を関係機関及び市
民に対し明らかにする。 

 

※ 参照 ⇒ 災害対策本部設置（災害対応マニュアル編第１部の１） 
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３ 設置基準 

 

（１）市を含む地域に台風、集中豪雨、洪水、地震、火事、爆発その他による災害が発生した場合
で、市長が本部設置の必要があると認めたとき。 

（２）市を含む地域に気象業務法に基づく大雨、暴風、洪水等の注意報又は警報が発表された場合
で、市長が本部設置の必要があると認めたとき。 

（３）市域内に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報等が発表されたとき。 
（４）その他市長が本部を設置し総合的応急対策を実施する必要があると認めたとき。 

 

４ 突発的事態発生時における措置 

 

（１）設置目標時間のめやす 

設置目標時間 区分 設置等のめやす 

発生後～１時間 
災害対策本部設
置 

○本部長、副本部長、本部員のいずれかが登庁 
○本部長、副本部長のいずれかと連絡がつき本部設置の了解
を得ること。 

発生後～３時間 部門長会議開催 
○本部長が登庁し、しかも代行を含め複数名の部門長が登庁 
○代行を含め全ての部門長が登庁 

～発生当日中 
災害対策本部体
制の確立 

○代行を含め全ての部長出席による本部会議開催 
○必要な地域全ての現地連絡所開設 
○被災者総合支援センターの開設 

 

（２）代行順位 

区分 第一位 第二位 第三位 第四位以下 

本部長 副市長 危機管理監 教育長 以下別に定める 

副本部長 教育長 上下水道管理者 病院事業管理者 以下別に定める 

副本部長補佐 都市安全部長 消防長 企画経営部長 以下別に定める 

本部員 
（各部の部長） 

本部員代理 以下、本部員代理、班長の順で各部ごとに別に定める。 

各班の班長 各部各班で別に定める。 

 

（３）本部の代替設置場所 

区 分 施設の名称 設置等のめやす 

第一位 市役所本庁舎 本部長、副本部長、本部班等の統括機能を確保 

第二位 消防本部 本部長、副本部長、本部班等の統括機能を確保 

第三位 教育総合センター 
本部長、副本部長、本部班等の統括機能を確保 
併せて、本部分庁舎のひとつとする。 

第四位 スポーツセンター 
本部長、副本部長、本部班等の統括機能を確保 
併せて、本部分庁舎のひとつとする。 

 



 

１６８ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 

（４）本部組織上の職位別留意事項 

本部長 

市における防災機関職員の活動を統括する責任者である。 
本部の設置・廃止の決定、避難情報の発令、警戒区域の設定、自衛隊の災害派遣

要請など市長にのみ許された権限を適切に行使しまた大きな決断を要する決定を
許可する責務を負っている。そのため本部長の第一の役割は可能な限り「本部長室」
に在席することであり常に所在を明らかにしておくこと。そして第二には適切な判
断を迅速に行うにふさわしい体調を常に維持することである。 

副本部長 
(部門長) 

本部長の補佐役であり、担当部門を統括する責任者である。 
具体的にはまず本部長が適切に判断するために必要なアドバイスを行えるよう

各副本部長は定められた担当部門（分野）につき、各部から本部長特命の情報を収
集・分析したり、本部長の意向を伝え各職員を督励するとともに、部間の職員や資
材の過不足調整を行うなど、身軽に行動することが求められる。第二に本部長が適
宜休養・睡眠をとれるよう本部長の交代要員となることであり、またその他本部長
不在の場合に備えることである。 

副本部長 
補佐 

（部門長） 

副本部長の補佐役であり、担当部門を統括する責任者である。 
具体的にはまず本部長が適切に判断するために必要なアドバイスを行えるよう

各副本部長補佐は定められた担当部門（分野）につき、各部から本部長特命の情報
を収集・分析したり、本部長の意向を伝え各職員を督励するとともに、部間の職員
や資材の過不足調整を行うなど、身軽に行動することが求められる。第二に副本部
長が適宜休養・睡眠をとれるよう副本部長の交代要員となることであり、またその
他副本部長不在の場合に備えることである。 

本部員 
(部長) 

分担する分野につき所管部職員の活動を統括する責任者である。 
配備の種別の決定、部体制の拡大・縮小の決定（最終決定は本部長）、部内各班

における人員の配置・補充、他部・他機関への応援の要請など本部員にのみ許され
た権限を適切に行使し、また大きな決断を要する決定を行う責務を負っている。そ
のため部長の第一の役割は、可能な限り「部長席」に在席することであり、常に所
在を明らかにしておくことである。第二に、部の職員の健康管理に留意すること。
職員の健康管理は、つい疎かにされがちなことだが、大災害発生後における対策実
施は様々な困難を長期的かつ創意工夫を凝らした観点で取り組むべきものであり、
休養・睡眠をとることも任務のひとつとして、適宜指示する必要がある。 
なお、一般に緊迫した状況下で５０％態勢、やや落ち着いた状況下で２５％態勢

をめやすとすること。 

本部員代理 
(次長級) 

本部員の補佐役であり、部が分掌する事務のうち分担する分野につき部職員の活
動のまとめ役である。以下「副本部長」に準ずる。 

班長 
(課長級) 

班における職員の活動を統括する責任者であり、部長の補佐役である。班におけ
る人員の配置・補充、他班・他部・他機関への応援の要請など班長にのみ許された
権限を適切に行使し、また大きな決断を要する決定を下す責務を負っている。以下
「本部員」に準ずる。 

班の職員 

適切な本部活動を行うために必要な情報・材料を集める手足であり、本部長・副
本部長・本部員が協議し決定した方針の実行役である。災害時に各人が本部の各部・
班において、分担しながら果たすべき役割は災害対策本部の事務分掌に示されると
おりだが、対策事務の緊急度や各所属職員の参集状況により、同じ部の他班の事務、
同じ部門内の事務若しくは他部門の事務についても指示により臨機応変に動くも
のとする。 

 

※ 参照 ⇒ 宝塚市災害対策本部条例（資料・様式編３－１－１） 

※ 参照 ⇒ 宝塚市災害対策本部設置要綱（資料・様式編３－１－２） 
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１６９ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 

５ 災害対策本部 

 

（１）設置又は廃止の決定並びに通知 

１）設置又は廃止の決定 

本部設置又は廃止の決定は、市長が行う。 

なお、市長不在の場合において、本部設置基準に該当する災害が発生したときは、この計画に

示す代行順位に基づき、副市長以下の職員が設置の決定を代行することができるものとする。た

だし、この場合は事後速やかに市長の承認を得なければならない。 

２）設置又は廃止の通知 

本部の設置又は廃止を決定した場合は、速やかに以下のとおり通知しなければならない。 

なお、関係機関への設置の通知においては、併せて本部連絡員の派遣を要請する。 

報告・通知・公表先 担当者 報告・通知・公表の方法 

市役所本庁舎内各部・班 
都市安全部 
総合防災課長 

庁内放送・庁内電話・ 
口頭その他迅速な方法 

支所・出張所その他市出先機
関 

各主管部 
総括担当 
課長 

ファクシミリ・電話 
口頭その他迅速な方法 

消防本部消防長 
消防本部 
総務課長 ファクシミリ・電話 

口頭その他迅速な方法 
消防団長 

消防本部 
総務課長 

市 民 
企画経営部 
広報課長 

安心メール（ひょうご防災ネット）、ホー
ムページ、SNS、報道機関、広報車・口頭そ
の他迅速な方法 

県知事 

都市安全部 
総合防災課長 

フェニックス防災システム 
県防災電話・ファクシミリ 
ファクシミリ・電話 
報道機関・口頭 
その他迅速な方法 

宝塚警察署長 

その他市防災会議委員 

近隣市町村長 

報道機関 
企画経営部 
広報課長 

ファクシミリ・電話 
口頭又は文書 

３）本部の設置その他 

災害対策本部を市役所第二庁舎２階災害対策本部室に置く。第二庁舎以外に本部を設置する場

合については、別に定める。 

本部の設置は、本部会議室及び本部指揮所により以下の図のように構成する。 

ただし、市長の指示又は危機管理監の判断により、本部指揮所及び本部班の配置は、警戒本部

からの移行による災害対策本部の設置の初期段階や気象状況等に応じて変更することができる

ものとする。 

 

 

 

 

 

本部会議 災対各部門・各部・各班 本部指揮所 市長 

本部員 本部指揮所要員 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 

なお、本部を設置したときには、市本庁舎入口（市本庁舎被災の場合は本部を設置した建物の

見易い場所）に「宝塚市災害対策本部」の標識板等を掲げる。また本部長室・被災者総合支援セ

ンター、現地連絡所、避難所等・拠点救護所並びに中継拠点病院等拠点施設の設置場所一覧を明

示するなどして、市民等の問い合わせの便宜を図るものとする。 

 

※ 参照 ⇒ 災害対策（警戒）本部の標識・腕章等（資料・様式編３－１－４） 

 

（２）組織・運営等 

本部長（市長）は、本部の組織及び組織の運営を以下をめやすとして行う。 

ただし、副本部長、本部員、その他職員の参集状況又は被害状況等によりその必要があると認め

たときは、部門・部・班の統合・追加若しくは分掌の差し替え、追加その他の変更を行う。 

１）組織 

ア 本部組織構成のめやす 

※ 参照 ⇒ 宝塚市災害対策本部条例（資料・様式編３－１－１） 

イ 各部門・部・班の編成及び事務分掌のめやす 

※ 参照 ⇒ 宝塚市災害対策本部設置要綱（資料・様式編３－１－２） 

ウ 本部指揮所及び現地連絡所 

本部指揮所の指揮所要員及び各現地連絡所班の連絡要員はあらかじめ指名し編成しておくも

のとする。 

現地連絡所は第３号配備体制時に設置し、各連絡所に２名の連絡要員を配置する。 

なお、危機管理監は、各要員の居住地その他の事情により招集後１時間以内に本部指揮所に

参集することが困難と認められる場合は、不足すると想定される要員について、各部門間若し

くは各部間で調整し代替要員を指名することができる。 

区 分 所属のめやす 
第１・２号配備体

制 
第３号配備体制 

本部指揮所要員 
 
 

都市安全部 １２人 １５人 

企画経営部 ３人 ５人 

市民交流部 ２人 ３人 

総務部 ２人 ５人 

都市整備部 ２人 ４人 

健康福祉部 ２人 ４人 

子ども未来部 ３人 ６人 

環境部 ２人 ２人 

産業文化部 ２人 ２人 

消防本部 ２人 ２人 

上下水道局 ２人 ２人 

教育委員会 ２人 ２人 

市立病院 １人 １人 

議会事務局 １人 １人 

計 ３８人 ５４人 
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１７１ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 

※ 令和６年度本部指揮所及び各現地連絡所班要員名簿 （資料・様式編 ３－２） 

エ その他の組織 

現地災害対策本部、被災者総合支援センター、現地連絡所及び各拠点におく組織については、

各該当項目に記載するところによる。 

２）運営のめやす 

ア 会議の開催 

本部長は、本部の設置・廃止の決定及び本部として行うべき業務に係る重要方針の決定並び

に市の全職員への周知・徹底を迅速かつ適切に行うため、以下の会議を適宜開催する。 

なお、各会議に関する庶務は、災対都市安全部本部班が行う。 

名 称 構    成 

部門長会議 

○本部長 
○副本部長 
○副本部長補佐 
○本部長がその都度必要と認めたもの 

本部会議 

○本部長 
○副本部長 
○本部員 
（市長事務部局の部長、病院副事業管理者、消防長、議会事務局長、教育
委員会各部長） 

○本部長がその都度必要と認めたもの。 

関係部長会議 

○本部長 
○関係副本部長 
○関係本部員 
○関係部長（本部員とならない部長） 
○関係部副部長 
○本部長がその都度必要と認めたもの。 

 

イ 本部業務上留意すべき事項 

○本部は協議、活動報告の場ではなく、意思決定及び必要活動の決定の場であることを意識す
ること。 

○本部長指示をはじめ伝達事項は、すべて文書によること。 
○その場合、日時、発令責任者（部）、対象責任者（部）を必ず明記すること。 
○未確認情報の取扱いは、その旨の必ず明記するとともに、断片的に伝えられ、無用の混乱を
起こす要因とならないよう細心の注意を払うこと。 

○市が本部として行う業務については、全職員がその進捗状況を含め全体像を常に把握し市民
に対して説明するための本部要員参考資料にまとめ配布するよう努めること。 

 

ウ 各部門・各部の役割分担及び連携・調整 

ア）対策項目ごとの責任担当部門等のめやす 

本部長（市長）は、本部として行うべき応急対策項目ごとの担当部門・部を以下をめやす

として定める。 

ただし、職員の配備状況又は被害状況等により必要な追加・修正を行うものとする。 

 

  



 

１７２ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 

      
 

イ）連携・調整のめやす 

部門名 

部 名 

   

 

 対策項目名 

本部総務 救 援 
ｻｰﾋﾞｽ 土木現業 水 

道 

災
対
都
市
安
全
部 

災
対
企
画
経
営
部 

災
対
市
民
交
流
部 

災
対
総
務
部 

災
対
福
祉
部 

災
対
環
境
部 

災
対
産
業
文
化
部 

災
対
議
会
部 

災
対
市
立
病
院
部 

災
対
教
育
部 

災
対
都
市
整
備
部 

災
対
都
市
安
全
部 

災
対
消
防
部 

消
防
団
部 

災
対
上
下
水
道
部 

非常時活動体制に
関する 
基本指針 

配備体制の種別・本部の設置 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 

県・国・自衛隊・団体等要請・受入 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 

災 害 救 助 法 の 適 用 申 請 等 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

現 地 連 絡 所 の 設 置 ・ 運 営 ◎         ○      

被 災 者 総 合 支 援 セ ン タ ー ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

現 地 対 策 本 部 の 設 置 ・ 運 営 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 

情 報 連 絡 体 制 の 確 立 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 

被害・防災情報の収集・伝達 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 

罹 災 証 明 書 発 行 関 係 調 査  ◎         ○  ○   

市 議 会 と の 相 互 協 力    ○    ◎        

各 連 絡 協 議 会 の 設 置 ・ 運 営 ◎  ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○   ○ 

広 域 的 応 援 受 入 拠 点 確 保 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎   

ボ ラ ン テ ィ ア の 受 入 ◎    ◎           

財 政 に 関 す る 応 急 措 置 ○ ◎              

災 害 時 輸 送 業 務 体 制 の 確 立 ◎  ○ ◎  ○    ○ ○  ○   

応 急 資 機 材 等 の 調 達 ○   ◎ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

災害時の広報・報道機関対応  ◎        ○   ○   

南海トラフ地震臨時情報受信時対応 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 

火災防止 
及び 

人的危険回避 
に関する対策 

災 害 時 火 災 対 策 ○ ○          ○ ◎ ◎ ○ 

災 害 時 水 防 対 策 ○ ○         ◎ ◎ ◎ ◎  

災 害 時 救 助 ・ 救 急 対 策 ○    ○    ○  ○ ○ ◎ ◎  

災 害 時 危 険 物 ・ 有 毒 物 対 策 ○    ○ ○       ◎ ○ ○ 

土 砂 ・ 危 険 建 物 等 危 険 回 避 ○ ◎         ◎ ◎ ◎ ◎  

二次災害防止 
及び 

都市機能早期回復 
に関する対策 

道 路 交 通 管 制 体 制 の 確 立      ○    ○ ○ ◎    

被 災 し た 道 路 の 確 保            ◎    

交 通 規 制 実 施 拠 点 施 設 確 保 ◎  ○ ○  ○    ○ ○ ○    

代 替 交 通 手 段 の 確 保 ◎     ○      ○    

ラ イ フ ラ イ ン 施 設 対 策 ◎           ○   ○ 

市 施 設 ・ 公 共 公 益 施 設 対 策 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

鉄 道 施 設 対 策 ◎               

文 化 財 対 策          ◎      

災 害 時 の 防 犯 対 策 ◎           ○  ○  

被災者救援 
及び 

生活再建支援 
に関する対策 

災 害 時 の 医 療 救 護 対 策     ◎    ◎ ○   ○ ○  

要 配 慮 者 等 救 援 対 策 ○   ○ ◎    ○ ○      

避 難 情 報 の 発 令 ・ 伝 達 ◎ ◎ ◎  ◎  ○   ◎ ○ ○ ◎ ◎  

避 難 の 誘 導     ◎  ○    ○ ○ ○ ○  

避難路・避難所等の安全確保 ○           ○ ◎ ◎  

避 難 所 等 の 開 設 ・ 運 営 ○  ○ ○ ○     ◎      

飲 料 水 等 の 供 給 ○  ○ ◎      ○     ◎ 

食 品 の 供 給   ○ ◎      ○      

生 活 必 需 品 の 供 給   ○ ◎      ○      

応急融資その他生活再建促進  ◎ ○  ○           

遺体の収容等、埋・火葬対策 ○     ◎   ○  ○  ○ ○  

感 染 症 対 策 ・ 保 健 衛 生 対 策  ◎   ◎ ◎          

災 害 時 の 環 境 保 全 対 策  ○   ○ ◎         ○ 

ご み の 処 理 対 策      ◎          

し 尿 の 処 理 対 策      ◎      ○    

が れ き 等 の 処 理 対 策  ○    ◎     ○     

災 害 犠 牲 者 の 慰 霊  ◎              

建 築 物 の 震 後 対 策           ◎     

被 災 建 物 補 修 又 は 解 体 対 策  ○    ○     ◎     

仮 設 住 宅 の 建 設 等 供 給 対 策    ○ ○     ○ ◎     

災 害 時 産 業 対 策 ○   ○  ○ ◎         

災 害 時 の 教 育 対 策          ◎      

対策目ごとの責任担当部門・部のめやす  ◎：主たる責任部 ○：従たる責任部 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１節  風水害の警戒及び非常時活動体制 

部門間の連携・調整は本部長が行う。また各部門・各部内の連携・調整は、各部門長若し

くは各本部員が行う。 

なお、連携・調整は、以下の原則に基づき迅速に行うものとする。 

○ 発災直後７２時間については、延焼火災阻止、生埋者救出、重傷者搬送、人的危険回避
のため必要最小限のものを除き、要員・資機材の投入は、消火・救出・救急救護現場を優
先する。 

○ その他延焼火災阻止、生埋者救出、重傷者搬送、危険回避のために行う災対消防部の要
請は最優先とすること。 

○ 要配慮者救援対策は、一般被災者救援対策に優先して実施すること。 
○ 避難所等の開設期間中における空地の利用については、上記３点による場合を除き、市
街地内外を問わず、仮設住宅建設用地を第１順位、復旧対策用地を第２順位とすること。 

○ その他本部長がその都度指定する重点対策項目がある場合は、これを優先する。 

 

エ 長期化に備えた職員の配備体制 

本部長は、本部体制設置期間が１０日間以上となる見込みの場合は、以下の原則に基づき、

職員の体力・気力・知力の回復に留意しつつ、長期化にも持続し得る職員の配備体制をとるも

のとする。 

なお、業務量若しくは想定業務量に対して、作業要員が不足する場合は、他の部若しくは他

の部門内からの応援、国・県・他自治体からの応援職員の派遣、退職者災害時ボランティア制

度等による元職員の活用、民間会社の社員派遣、ボランティア等により補充する。 

宝塚市職員以外の応援職員（特に他自治体職員）については、あらかじめ依頼可能業務を定

めておき、適切な活用を図る。 

 

※ 参照 ⇒ 災害時ボランティア制度（資料・様式編３－９） 

 

○ 災害時においても継続を確保すべき必要最小限の市民サービス業務を除く平常業務は、本
部設置１週間以内に関しては中止するものとし、８日目以降に関しては被害状況・配備状況
等によりその都度決めること。 

○ 本部設置４日目以降２週間を限度として、最大２４時間５０％配備体制を、また２週間を
超える期間以降１か月を限度として、最大２４時間２５％配備体制を敷くことがそれぞれで
きるものとすること。 

○ １か月を超える期間以降、若しくは被害状況や業務量（想定を含む）により配備体制区分
の切り替えにより対処可能と認める場合は、これによること。 

参考：平成７年１月１７日阪神・淡路大震災における宝塚市職員配置体制（全員とは約９００名） 

 

発生後 9:00～17:15 17:15～9:00 

当日 22:00まで全員  22:00～24:00 1/2 24:00～9:00 1/6 体制 

２日～４日 17:15まで全員  17:15～20:00 1/2 20:00～9:00 1/6 体制 

５日～６日（土・日） 1/2 体制 
1/6 体制 

７日～10日 全員配備 

11日 全員配備 
1/12体制 ＋ 避難所宿泊職員 

12日～13日（土・日） 1/2 体制 

14日～17日 
全員配備 70名 ＋ 避難所宿泊職員 

18日 

19日～20日（土・日） 1/2 体制 40名 ＋ 避難所宿泊職員 

※各対策班で業務がある場合は、残業等で対応   
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

第２節  地震災害時の非常時活動体制 

 

第１ 緊急初動 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対消防部 消防職員の指揮及び本部体制確立までの緊急初動体制の指揮 

災対都市安全部 緊急初動体制の編成、配置及び災害対策本部体制の確立 

副担当部 各  部 各部職員の動員、情報の収集及び各部非常時体制の確立 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）人的被害の軽減のため延焼火災の阻止を行う。 
（２）建物倒壊等による生埋者の救出、重傷者の救命医療救護並びにその他の人的危険回避措置に

全力を集中する。 
（３）上記の２目標を達成するとともに、被災者救援、都市機能の早期復旧及び二次災害防止を的

確に推進するため、本市の持つ総合的防災力の最大限動員と被災者をはじめとする市民との
情報収受ルート、警察、県、国等関係機関及び協力団体との連携・協力ルートの網羅的確保
を行う。 

（４）特に、市災害対策本部体制の全面的な確立を得るまでの間（発災後６時間をめやすとする）、
又は延焼火災発生を回避できる見込みが立つまでの間については、市の各部・機関は、消防
本部に必要な支援・協力を行う。 

 

３ 実施手順のめやす 

 

(１) 直後に取り組まれるべき活動 

時期区分 措置のめやす 

発生後～１時間 

ア １１９番通報による災害の全体像の想定 
イ 初動方針の決定 
ウ 警察、県・国等各機関及び団体への連携・協力の要請 
エ 消火、救助・救急、警戒その他人的・物的被害軽減のための活動 

発生後～２時間 

ア 被害甚大地域の把握及び火災警戒区域の指定等 
イ 防御活動方針の決定 
ウ 電力会社、ガス会社等ライフライン機関への通報及び協力の要請 
エ その他基本目標達成のための諸活動 

発生後～６時間 ア 災害対策本部体制への移行 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

(２) 大規模災害発生直後（当日）において緊急に取り組まれるべき措置 

緊急に取り組まれるべ
き活動項目 

具体的事項及び準備するべきもの 

市街地火災発生を防ぐ
ための活動 

ガス漏れの場合の煙草禁止その他出火注意の徹底 
ガス元栓（ＬＰガスを含む）の閉止及び電気ブレーカー解除の徹底 
被害甚大地域におけるガスの供給停止、通電再開の一時留保の要請 
初期消火作業、あらゆる手段を駆使した消防活動 

消火用水、消防車両、消火器、小型動力ポンプ、重機類、のこぎり、ハン
マーなど。 

倒壊建物等からの生埋
者救出 

周辺住民相互の協力による救出作業 
協定建設業者その他への協力依頼（重機類等） 
警察・自衛隊等への出動要請 

重機類、照明装置、のこぎり、スコップ、バール、エアジャッキ、削岩機、
チェーンソー、レスキューツールなど。 

救命を重点とした医療
救護 

応急的な手当 
拠点救護所、中継拠点病院、人工透析機関等の確保並びに搬送 

救急車両等の搬送車両、ヘリコプター、担架、救急箱、医療器具・医薬品・
輸血用製剤・血液、水など。 

緊急避難の実施・避難
所等開設 

延焼火災拡大や有毒ガス流出時等の二次避難誘導 
担当職員到着までの間の避難所等の秩序の維持 

ハンドマイク、照明装置、懐中電灯、緊急多数避難を要する場合のバス等
移動のための車両など 

要配慮者の安否確認 
及び救援 

避難誘導上の高齢者・乳幼児や障碍（がい）者・病人への配慮、避難所等
における高齢者・乳幼児や障碍（がい）者・病人への配慮 

担架、リヤカー、背負いひも、背負子（しょいこ）など。 

危険建物・区域への立
入禁止措置及び市本部
等への報告等人的危険
回避のための措置 

大破ビルその他倒壊建物 
土砂くずれ危険のある箇所等の応急処置 
被災した河川堤防箇所 

ロープ、警告ランプ類、警告掲示板など。 

上記を円滑かつ適切に
行うための情報の収集
並びに提供・広報 

市職員への情報提供、市民への広報 

 

(３) 当日中に着手若しくは実施プランについて検討しておくべき活動 

各部長は、各部職員を指揮して、この計画に定めるところに基づき、二次災害の防止及び都

市機能の早期復旧に関する対策、被災者救援及び生活再建のために必要な対策について、着手

若しくは迅速かつ適切に実施するためのプランについて、検討する。 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

４ 緊急初動体制 

 

（１）各部の警戒体制 

市域に地震が発生した場合、各部の長は、この計画に定める震度相当の防災指令が発令されたも

のとして、必要な職員の配備、警戒活動の実施等の初動措置を講じ、事後速やかに市長に対し、必

要な指示の要請、状況説明等を行うとともに、市長の指示に備える。 

 

（２）災害警戒本部 

市域に震度４以下の揺れが計測された場合、または震度５強以下で、災害対策本部を設置するま

でには至らないが、警戒が必要と認められるとき災害警戒本部を設置する。 

 

※ 参照 ⇒ 宝塚市災害警戒本部設置要綱（資料・様式編３－１－３） 

 

（３）本部指揮所等の設置による緊急初動体制 

市域に震度６弱以上の地震が発生した場合、若しくは市長が必要と認めた場合、以下のように本

部指揮所を中心とした緊急初動体制を編成し、危機管理監の指揮のもとに人的、物的被害の軽減を

図るための緊急初動活動を行う。 

なお、緊急初動体制は災害対策本部体制が確立した時点において市長の指示により解除し、各隊

の所属員は災害対策本部の各部門・各部・各班に帰属し、本部指揮所については、災害対策本部体

制の中枢を担う機能に移行する。 

 

○緊急初動活動期（緊急初動体制） 
 
 

市長 
 

本部指揮所 
 

消防隊 （消防部門）    

  
 

 

 医療隊・ 
避難行動要支援者（災害
時要援護者）救援隊 

（救援サービス部門） 

  （本部総務部門） 

 

 
 救出隊・道路隊 （土木現業部門）  

 
 水道隊 （上下水道部門）  

 
 

避難誘導隊・避難所隊 
（救援サービス部門） 
（本部総務部門）  

 
 広報隊 （本部総務部門）  

 
 各現地連絡所班 （事前指名）  

 

○災害対策本部体制確立後 

 

 

 

 

 

１）本部指揮所要員 

本部指揮所要員は震度５弱以上の地震が発生した場合には自動に参集し、又は市長の指示が

ある場合に招集し、本部指揮所を編成し災害対策本部設置までの本庁舎における緊急初動活動

本部指揮所要員 

本部会議 災対各部門・各部・各班 本部指揮所 市長 

本部員 本部指揮所要員 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

の指揮機能を担う。 

災害対策本部体制確立後は、災害対策業務実施のため、本部事務局を中心とした各部門・各

部・各班の連絡・調整等の指揮機能を担う。 

２) 各現地連絡所班 

現地連絡所班は震度６弱以上の場合及び市長が必要と認める場合については、各地域におけ

る緊急初動活動実施のため、地域ステーションとなりうる７拠点施設派遣とし、その他の場合

は、その都度市長の指示若しくは危機管理監が必要と認める市公共施設に派遣され、各地区に

おける初動拠点業務を行う。 

 

３）その他の活動隊 

その他の活動隊は、災害対策本部組織上の部門又は部の事務分掌に基づき、勤務時間内につ

いては各部の長が部の職員のうちから、勤務時間外については先着上位の職員が参集した部門

又は部の職員により順次、それぞれその都度編成する。この場合課長以上の職員及び部の分掌

任務に関する計画・調整のために必要最小限の職員は、活動隊要員としない。 

 

（４）本部指揮所及び各現地連絡所班の編成と任務のめやす。 

１) 編成のめやす 

緊急初動体制としての「本部指揮所の指揮所要員及び各現地連絡所班の連絡要員」は、あら

かじめ指名し編成しておくものとする。その際、各所属場所において最低１人は確保するため、

過渡的措置としてまず発災後３０分で参集可能な初動要員についてあらかじめ指名しておく

ものとする。 

なお、危機管理監は、各指名要員の居住地その他の事情により発災後徒歩１時間以内にそれ

ぞれの配備場所に参集することが困難と認められるときは、不足すると想定される要員につい

て、災害対策本部組織上の部門間若しくは各部で調整し代替要員を指名することができる。 

区 分 本部指揮所要員の所属のめやす 震度５弱～ 震度６弱～ 

本 部 指 揮 所 
 
＊危機管理監の指揮のも
とに緊急初動活動を行
う。 

都市安全部 １２人 １５人 

企画経営部 ３人 ５人 

市民交流部 ２人 ３人 

総務部 ２人 ５人 

都市整備部 ２人 ４人 

健康福祉部 ２人 ４人 

子ども未来部 ３人 ６人 

環境部 ２人 ２人 

産業文化部 ２人 ２人 

消防本部 ２人 ２人 

上下水道局 ２人 ２人 

教育委員会 ２人 ２人 

市立病院 １人 １人 

議会事務局 １人 １人 

小 計 ３８人 ５４人 



 

１７８ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

各現地連絡所班 
（７拠点） 

総務部所属職員、本部組織上の本部総務
部門及び財務・議会部門各部所属職員の
うちから指名されたもの 

０人 １４人 

合 計 ３８人 ６９人 

 

※参照 ⇒ 令和６年度本部指揮所及び各現地連絡所班要員名簿（資料・様式編 ３－２） 

 

２）任務のめやす 

本部指揮所及び各現地連絡所班指名職員は、本部指揮所要員については震度５弱以上、現地

連絡所班要員については震度６弱以上の地震が発生した場合は、直ちに参集する。 

 

 

本 
部 
指 
揮 
所 

ア 職員に対する動員・配備指令の連絡 
イ 市地域防災無線の利用その他の方法による情報収集 
ウ 情報収集員派遣・参集途上の報告聞き取り等の方法による情報収集 
エ 消防及び警察、県、自衛隊その他防災関係機関との連絡 
※ 震度６弱以上の場合若しくは震度５強以下であっても大規模な災害が
発生していると認める場合は、市長名にて即支援要請を行う。 

オ 災害対策本部開設の準備 
カ 避難所等・拠点救護所の開設、重傷者搬送先病院の確保その他医療救護活
動のための準備 

キ 水の緊急確保（消火・病院用最優先）のための準備 
ク 緊急道路の確保その他交通規制のための準備 
ケ その他危機管理監、総合防災課長、先着上位職員の指示した事項並びに消
防本部から要請があった事項 

 

 

 

現 
地 
連 
絡 
所 
班 

ア 地域防災無線、電話ＦＡＸ若しくは伝令の派遣等による発生直後報告の本
庁舎への連絡 
※ 被害の有無も含めて、発生直後の現地連絡所周辺等の状況を着任後１時
間以内に報告 

イ 各地域における防災活動拠点としての現地連絡所の開設 
※ 「宝塚市災害対策本部現地連絡所」の看板を大きく掲げ、周辺に居住す
る市民にその存在を明らかにすることが第１の任務である。 

※ 職員等の参集状況に応じて以下のような任務を果たすこと。 
ウ 地域内防災関係機関との連絡 
エ 地域内の市民の避難誘導 
オ 避難所等、拠点救護所の開設その他救護活動への協力 
カ 災害初期の地域内の情報収集連絡及び広報活動 
キ その他危機管理監、総合防災課長、先着上位職員の指示した事項並びに本
部指揮所の指示した事項 

 

 
※ 最優先の任務は、それぞれの配備場所において、本部からの指示、若しくは市民
や関係機関からの通報や情報の受付、取りまとめに当たることであり、配備場所に
おける状況を定期的に市長（本部長）に報告することである。したがって、それぞ
れの配備場所を「空」にする事態は絶対に避けること。 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

５ 職員の動員・配備指令 

 

（１）防災指令 

１) 防災指令の発令 

ア 市長は、災害の規模、想定される対策の種類等により、必要な防災体制を取るため、各部の

長に対し、以下の表に示す５種の区分により防災指令を発令する。 

なお、市長は、特定の部に対し区分の異なる防災指令を発令することができるものとする。 

イ 危機管理監は、特に市域に震度５弱以上の地震が発生したときは、本部指揮所及び各現地連

絡所班を編成し初期応急活動を行わせるとともに、必要な防災指令の発令について市長に対し

進言する。 

区 分 防災指令の発令基準 

待機
指令 

自宅待機 ◎災害対策の実施に備え気象状況等の変化に注意を必要とすると
き。 

連絡員 
待機 

◎気象情報等から、今後状況の推移によっては災害警戒本部の設置
が必要と認められたとき。 

◎南海トラフ地震臨時情報（巨大地震調査中・注意）を受けた時。 

警戒
指令 

第１警戒
体制 

◎気象警報発表等により、水害危険予想箇所及びその他の地域の巡

視等による警戒を必要とするとき。 

◎南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）を受けた時。 

第２警戒
体制 

◎ 市域に震度４の地震が発生したとき。    
（以上１項自動発令） 

◎南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合で、応
急対策を講ずる必要があると認めたとき。 
◎ 大雨、洪水、暴風雨等の気象情報が発表され、市域に災害の発生
のおそれがあるとき。 

◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 

第１号配備指令 

◎ 市域に震度４の地震が発生し、かつ、南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）が発表されたとき。 
◎ 市域に震度５弱の地震が発生したとき。 
◎ 市域に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報が発表されたと     

き。 
 （以上３項自動発令） 
◎ 市域に局地的災害が発生したとき、若しくは発生することが予
測されるとき。 

◎ 県において水防指令が発令されたとき（状況に応じ防災指令２

～３号とする※） 

◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき 

第２号配備指令 

◎ 市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動発令） 
◎ 市の南部地域の数地区に災害が発生したとき、若しくは発生す
ることが予測されるとき。 

◎ 市の北部地域に相当規模の災害が発生したとき。 
◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 

第３号配備指令 
◎ 市域に震度６弱以上の地震が発生したとき。（自動発令） 
◎ 市の南部地域若しくは北部地域全域に激甚な災害が発生したと
き、又は発生することが予測されるとき。 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 

 

２)  防災指令の伝達方法 

防災指令の各部への伝達は、勤務時間内については口頭、庁内放送・電話及び無線とし、勤務

時間外は、都市安全部及び各部において事前に定める伝達方法により行う。また各部の長は、

上記の表に掲げる基準のうち「自動発令」に該当する事態の発生を知ったときは、それぞれの

防災指令が発令されたものとして、必要な措置を講ずるものとする。 

なお、特に市域に震度５弱以上の地震が発生した場合は、危機管理監の指揮に基づき本部指

揮所及び各現地連絡所班が連絡業務を行う。 

 

※ 参照 ⇒ 気象庁震度階級関連解説表（資料・様式編４－２） 

 

（２）配備体制 

各部の長は、市長の防災指令に基づき、次の各号の区分による配備体制を取るものとする。配備

体制を取るための動員命令の各職員への伝達は、勤務時間内については口頭、庁内放送・電話及び

無線とし、勤務時間外は、都市安全部及び各部において事前に定める伝達方法により行う。また各

部の所属職員は、上記の表に掲げる基準のうち「自動発令」に該当する事態の発生を知ったときは、

それぞれの動員命令が発令されたものとして、配置に付くものとする。 

なお、特に市域に震度６弱以上の地震が発生した場合は危機管理監の指揮に基づき本部指揮所及

び各現地連絡所班がラジオ・テレビ等放送機関に対し、動員連絡のための緊急放送を要請すること

ができる。 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

区  分 配備体制の動員基準 

待機配備 
体制 
※待機 
指令時 

自宅待機 ◎気象状況等により、警戒配備体制に移行したときに直ちに招

集できるよう災害警戒本部員は自宅待機 

◎災害対策本部の本部班及び本部班の補助職員の一部職員の自

宅待機 

連絡員 
待機 

◎本部班の一部職員を情報収集・伝達等のため招集 

◎その他の災害警戒本部員は自宅待機 

警戒配備 
体制 
※警戒 
指令時 

第１警戒
体制 

◎災害警戒本部（第１警戒体制）の設置 

◎第１警戒体制関係本部員の招集 

◎本部班及び本部班の補助職員の一部の招集 

◎その他の第２警戒体制関係本部員は自宅待機 

第２警戒
体制 

◎災害警戒本部（第２警戒体制）の設置 

◎全警戒本部員の招集 

◎本部班及び本部班の補助職員の一部の招集 

◎災害対策本部員は自宅待機 

◎災害対策本部各班は災害の発生に備えて各班内の体制及び所

掌事務の確認 

◎状況に応じて「自主避難場所」の開設 

第１号配備体制 
※第１号配備指令時 

◎本部指揮所要員の招集配備 

◎１号配備対象職員（管理職）の招集 

◎本部班及び本部班の補助職員の一部の招集 

◎その他の２号配備対象職員（係長職以上）の自宅待機 

◎災害対策本部各班は分掌する水防又は災害対策の実施に備え

て各班内の体制構築及び所掌事務の実施準備 

◎状況に応じて「高齢者等避難」の発令 

第２号配備体制 
※第２号配備指令時 

◎２号配備対象職員（係長職）の招集 

◎本部班及び本部班の補助職員の一部の招集 

◎その他の全職員（３号配備）の自宅待機 

◎状況に応じて「避難指示」の発令 

第３号配備体制 
※第３号配備指令時 

◎全職員（３号配備）の招集 

◎現地連絡所班の配備 

◎状況に応じて「緊急安全確保」の発令 
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

（３）職員の配置及び服務 

１）職員の配置 

各部の長は、職員の参集状況に応じ順次災害応急実施上必要となる班を編成するととも

に、次の措置を講ずる。 

ア 災害に対処できるよう職員を配置 
イ 職員の非常参集方法及び交代方法の措置 
ウ 高次の配備体制に移行できる措置 
エ 他部への応援の要請 

 

２）職員動員の報告 

各部の長は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を以下に示す報告の取り

まとめ担当を通じて、市長に報告する。報告の時期については、本部長が特に指示した場

合を除き６０分ごととする。 

区  分 報告の取りまとめ担当 

勤務時間内 
災害対策本部設置前 

都市安全部総合防災課 
若しくは本部指揮所 

災害対策本部設置後 災対総務部人事班（人材育成課） 

勤務時間外 
災害対策本部設置前 

都市安全部総合防災課 
若しくは本部指揮所 

災害対策本部設置後 災対総務部人事班（人材育成課） 

 

※ 参照 ⇒ 職員動員に関する様式（資料・様式編７－１） 

 

３）職員の服務 

すべての職員は、配備体制が取られた場合、又は「防災指令の発令基準」該当の災害が

発生したときには、次の事項を遵守する。 

なお、病弱者、身体不自由等で応急活動を実施することが困難である者及びその他市長

が認める者は動員から除外することができる。 

勤務時間内における遵守事項 

ア 配備についていない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 
イ 勤務場所を離れる場合には、所属の長と連絡を取り、常に所在を明確にしておく。 
ウ 待機該当職員は、すべての行事、会議への出席並びに出張等を中止する。 
エ 自らの言動によって市民に不安や誤解を与えないよう、発言には細心の注意を払う。 

 

（４）各部の動員・配備計画の作成 

各部の長は、所管の部の「動員・配備計画」を作成し、平常時から職員に周知徹底を図るよ

う努めなければならない。また、毎年４月末日までに当該年度の人事異動等による修正を行っ

たものを市長（取りまとめ担当：都市安全部総合防災課）に提出する。 

 

（５）自主参集（勤務時間外の場合） 

１）災害が発生し、その災害が「防災指令の発令基準」に定める事項に該当することを知っ

たとき、又は体感その他により該当することが予想されるときは、自主的に所属の勤務
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第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

場所若しくはあらかじめ指定された場所に参集する。 

２）大規模災害時の参集に際しては、原則として自動車は利用しないものとする。 

３）災害の状況により勤務場所への登庁が不可能な場合は、最寄りの市施設に参集し、各施

設の責任者の指示に基づき、災害対策に従事する。また、病気その他やむを得ない状態

によりいずれの施設にも参集が不可能な場合は、何らかの手段をもってその旨を所属の

長若しくは最寄りの施設の責任者へ連絡する。 

４）災害のため、緊急に登庁する際は、特に指示がある場合を除き、作業等に適する服・ヘ

ルメット・長靴等安全を確保するための服装とし、食糧１食分、水筒及びラジオ等を携

帯する。 

５）参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後直ち

に参集場所の責任者に報告する。 

 



 

１８４ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

第２ 災害対策本部等の設置 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対都市安全部 

災害対策本部・現地連絡所・現地災害対策本部の設置並びに部門
長会議・本部会議・関係部長会議の開催に関する庶務 

災対企画経営部 被災者総合支援センターの開設・運営・災害時の広報 

副担当部 各  部 
現地連絡所・被災者総合支援センターの運営協力並びに災害対策
本部組織上の班体制の確立 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）災害対策基本法をはじめ法の認めるあらゆる権限を行使するとともに、各職員が状況のい
かなる展開に際しても迅速かつ適切に総合的緊急応急対策を実施できる体制を確保する
ため、災害対策本部を設置する。 

（２）本部長（市長）は、市の全職員を掌握し、本部としての機能を十分に発揮させるため、部
門長会議、本部会議、関係部長会議を適宜開催する。 

（３）事態の急激な推移に対して臨機応変に対応するとともに、被災者の救援ニーズを把握し生
活再建支援を適切に行うため、現地連絡所、被災者総合支援センター若しくは現地災害対
策本部を置く。 

（４）本部長、副本部長、副本部長補佐、本部員、班長が不在若しくは事故あるときにおいては、
別に示す順位に基づき代行者を速やかに定め本部各職員に対し明らかにする。 

（５）本部は、本庁舎内に置く。ただし、被災その他の事情により困難な場合は、別に示す順位
に基づき代替場所となる施設に設置し、その旨を関係機関及び市民に対し明らかにする。 

 

３ 設置基準 

 

(１) 市域に震度５弱以上の地震が発生したときは、自動的に設置する。 
(２) 市を含む地域に台風、集中豪雨、洪水、地震、火事、爆発その他による災害が発生した場

合で、市長が本部設置の必要があると認めたとき。 
(３) 市を含む地域に気象業務法に基づく大雨、暴風、洪水等の注意報又は警報が発表された

場合で、市長が本部設置の必要があると認めたとき。 
(４) 市域に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報が発表されたとき。 
(５) 南海トラフ地震臨時情報を受けた場合で、市長が本部設置の必要があると認めたとき。 
(６) その他市長が本部を設置し総合的応急対策を実施する必要があると認めたとき。 

※ 参照 ⇒ 災害対策本部設置（災害対応マニュアル編第１部の１） 

 

４ 設置目標時間のめやすその他必要な事項 

※ 参照 ⇒ ４ 突発的事態発生時における措置（本編１６３頁） 

 

５ 災害対策本部 

※ 参照 ⇒ ５ 災害対策本部（本編１６５頁） 
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１８５ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

６ 現地災害対策本部 

 

（１）現地災害対策本部を設置するとき 

本部長は、以下に示す事例をめやすとして、その必要があるときは、災害現地の適当な場所

に現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）を置く。 

１) 武庫川・逆瀬川等の橋梁損壊により本部との連絡が困難となり、地域における応急対策
活動を迅速かつ適切に指揮するために必要と認めるとき。 

２) がけ崩れ、土石流その他土砂災害の発生するおそれがあり、迅速かつ適切な避難情報発
令の決定・通報並びにその他の救援救助措置を行うために必要と認めるとき。 

３) 被害が局地的である等のため、その地域における救援・救助・復旧対策を総合的かつ臨
機応変に指揮するために必要と認めるとき。 

 

（２）現地本部の要員 

現地本部長は、副本部長又は本部員のうちから、現地本部員は、本部員、本部員代理又は本

部職員の中から本部長がその都度指名する。また、その他現地本部の要員は、各部門又は各部

から派遣される複数の職員をもってあてる。 

なお、現地本部長は、所属勤務場所への通勤が困難等の事情により現地本部設置施設に参集

した職員をもって、現地本部要員として職務を遂行させることができるものとする。その場合、

現地本部長は、該当職員の所属部長に対して、事後速やかに通報し、了解を得るものとする。 

 

（３）現地本部長への権限の委譲 

本部長は、現地本部長以下の要員を指名するときは、以下に示す権限について、あらかじめ

本部長権限の委譲を行うものとする。 

１）現地本部所管地域における避難情報の発令 
２）現地本部所管地域における警戒区域の設定 
３）現地本部所管地域における人的かつ物的応急公用負担 

 

（４）現地本部の組織及び事務分担のめやす 

現地本部の組織及び事務分担は、以下をめやすとする。 

なお、現地本部には、必要に応じて、市医療救護対策本部現地支部、ボランティア現地支部、

輸送対策現地支部等を併設し、各管内地域における救援・救護活動をより迅速かつ円滑に行う

ための拠点とする。 

  



 

１８６ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

現地本部の組織及び事務分担 

 構成員となる職員 事 務 分 担 

本部長 副本部長又は本部員 (１) 現地本部配備職員の指揮監督 

副本部
長 

本部員又は本部職員 
（１～２名） 

(１) 現地本部長の補佐 
(２) 現地本部長が不在若しくは事故あるときの代理とな

ること。 

本部班 

各人権文化センター等 
班所属職員 
 
本部総務部門又は財務 
・議会部門派遣職員 
 
応援配備職員 
（３～５名） 

(１) 所管する地域の災害対策の総合調整に関すること。 
(２) 避難情報の発令等現地本部長指令に関すること。 
(３) 本庁舎本部及び各部との連絡に関すること。 
(４) 関係機関、自主防災組織、事業所、ボランティア現地

支部、その他団体との連絡調整に関すること。 
(５) 資機材の調達、食事の用意その他現地本部の庶務に関

すること。 

情報班 

各支所等班所属職員 
本部総務部門派遣職員 
応援配備職員 
（１０～２０名） 

(１) 被害状況及び応急対策実施状況その他の情報の収集
及び取りまとめに関すること。 

(２) 避難情報の発令等の住民への伝達に関すること。 
(３) その他災害時の広報に関すること。 
(４) 要捜索者名簿の作成に関すること。 
(５) 災害に関する相談業務に関すること。 
(６) その他本部総務部門の分掌事務 

救援対
策班 

救援サービス部門 
派遣職員 
応援配備職員 
（２０～４０名） 

(１) 避難者の誘導及び収容に関すること。 
(２) 応急給水その他生活救援活動に関すること。 
(３) 医療救護活動に関すること。 
(４) 応急給水に関すること。 
(５) 行方不明者の捜索、遺体の処理の協力に関すること。 
(６) その他救援サービス部門の分掌事務 

土木対
策班 

土木現業部門派遣職員 
応援配備職員 
（２０～４０名） 

(１) 道路の確保その他土木救援活動に関すること。 
(２) 災害危険個所に関するパトロールその他の危険回避

のための監視に関すること。 
(３) 行方不明者の捜索、遺体の処理の協力に関すること。 
(４) その他土木現業部門の分掌事務 

消防連
絡班 

消防部門派遣職員 
（２～３名） 

(１) 災害及び火災の警戒及び防御の協力に関すること。 
(２) 救急及び被災者の救助の協力に関すること。 
(３) 避難者の誘導の協力に関すること。 
(４) 災害情報の収集・伝達の協力に関すること。 
(５) 行方不明者及び遺体の捜索に関すること。 
(６) その他消防・救助活動に関すること。 

（上記に関する所管地域消防署との連絡業務） 

※ （  ）内の人数は、一応のめやす。 

 



 

１８７ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

７ 現地連絡所 

（１）現地連絡所を設置するとき及び設置場所 

現地連絡所を設置するとき 現地連絡所の設置場所 

１) 震度６弱以上の地震が発生したとき。 
１) ステーション拠点    （６か所） 

（発災直後は現地連絡所班要員が開設） 

２) その他本部長が必要と認めたとき。 
２) 避難所等が開設された施設 
３) その他本部長がその都度指定する施設 

 

（２）現地連絡所の要員 

現地連絡所の要員は、各施設所属職員及び避難所等担当各部から派遣される避難所等運営の

ための複数の職員が兼務する。ただし、勤務時間内外を問わず震度６弱以上の地震が発生した

場合、若しくは突発的な災害の発生により迅速な初動対応と災害対策本部体制への移行を確保

するため市長の指示又は危機管理監が必要と認めたときは、現地連絡所班指名職員が現地連絡

所の第１次要員とし初期対応を行う。 

なお、現地連絡所班指名職員は、正規の担当職員が参集し引き継ぎが完了するまで現地連絡

所の要員として職務を遂行する。 

 

８ 被災者総合支援センター 

 

（１）被災者総合支援センター開設の目的 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

被災者総合支援センターの開設は、第一に、被災から立ち直るための支援の窓口を１か
所にまとめることにより、各種救援サービスの受給を容易にするとともに、カウンセリン
グ係を置き、無用なトラブルや不満の発生を未然に防止するために行われる。併せて、災害
による精神的・物質的打撃を受けた被災者の「こころのケア対策」の一環としても行われ
る。 
第二のねらいとして、各部が担当する救援対策に関する被災者のニーズを適切かつ迅速

に把握するための「場」を設定し、過不足ない救援サービスの実施を期する。 
そして、第三のねらいとして、社会システムの混乱や情報の不足によるパニックの発生

を防止し、社会秩序への信頼を回復し生活再建への着手を促すために行われる。 

 

（２）開設担当部 

被災者総合支援センターの開設は、災対企画経営部が担当する。災対企画経営部本部員は、

市域に震度６弱以上の地震が発生した場合は、直ちに本庁舎1階内に被災者総合支援センター開

設に着手する。また開設着手と併せて、危機管理監及び各部長に開設の旨を連絡し、関係機関

を含む要員の派遣、各種資料・申請用紙の準備その他必要な措置を取るよう要請する。 

 



 

１８８ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

（３）被災者総合支援センターの設置概要 

被災者総合支援センターは、以下をめやすとして設置する。 

事項 留意事項その他 

設置場所 高齢者や障碍（がい）者の便宜を考慮し本庁舎1階内とする 

担 
当 
者 

開設・調整業務 災対企画経営部職員が担当する。 

相談業務 各部職員を派遣し要員とする。主な分掌事務は次のとおり。 

 
災対企画経営部 

要捜索者名簿の閲覧、罹災証明書の発行、税の減免、解体申請に伴う土
地・家屋課税台帳に基づく確認 

災対市民交流部 
国民年金、国民健康保険、保険・法律相談、その他分掌の明らかでない
事項に関する相談 

災対総務部 災害時の人権相談、救助物資全般 

災対都市安全部 道路・河川、急傾斜地等対策、北部地域の水路、交通安全対策 

災対都市整備部 
建物危険度判定、宅地危険度判定、建築指導事務、仮設住宅等住宅救援
対策 

災対福祉部 福祉全般、医療・健康、義援金の支給・配分計画 

災対環境部 遺体の埋葬許可、環境衛生、環境保全、災害による廃棄物の収集・処理 

災対産業文化部 
災害復興に係る都市計画、外国人の救援救護、職業のあっせん、農林
業・商工業相談全般 

災対教育部 教育相談、文化財 

災対上下水道部 水道、下水道、南部市街地の水路 

災対消防部 火災り災証明及び救急搬送証明の相談 

カウンセリング 災対企画経営部職員若しくは専門ボランティアの協力を得て行う 

※ 可能な限り、県・国・その他関係機関業務に関する窓口が併設されるよう協力を要請 

 

 



 

１８９ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

第３ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 
 

１ 責任担当部 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対都市安全部 本部体制の確立、職員配置及び災害応援対策本部体制の準備 

災対消防部 消防職員の指揮及び災害応援対策本部体制の準備 

副担当部 各  部 各部職員の動員、情報の収集及び各部非常時体制の確立準備 

 

２ 対策実施上の基本指針 

(１) 対策実施上の基本的考え方 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

南海トラフ地震が発生した場合、兵庫県による想定では本市においては市域の一部で震
度６弱、その他市域の大部分で震度５強の地震動であるものと見込まれ、液状化の危険度
は低く、津波浸水被害想定には入っていない。発生する季節や時間帯に影響されるものの、
人的被害想定では死者２名、負傷者１７１名、建物被害想定では全壊で最大６７棟、半壊で
最大１，２５８棟となっている。また、避難者数は最大で５８８名、帰宅困難者数は１５，
９００名と想定されており、断水や停電等のインフラ障害による市民生活への大きな影響
も懸念される。 
本市では、これらの被害を最小限に食い止め、速やかな復旧・復興に向けて行政、民間、

市民が一体となって備えることが重要である。そのために、市民をはじめ関係者一人ひと
りが日ごろから防災の備えの検討・実践を行い、行政は必要な情報提供を行うなどにより、
その実施を促していく。 

(２) 対策実施上の基本指針 

（１）気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合、本市災害対策本部等の体制の
準備を行い、状況に応じて住民への避難の呼びかけを行う。 

（２）一定期間の避難生活が可能な避難所を選定して確保する。避難所の運営は、長期間に及ぶ
ことを想定し、避難者自らが行うことを前提に体制や役割を検討する。 

（３）南海トラフ地震が発生した場合に激甚な被害が予想されるエリアの被災地に対する救援・
救助隊その他応援職員の派遣、救援物資・資機材の提供等応援救助体制の構築事前準備措
置を行う。 

※ 参照 ⇒ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応（災害対応マニュアル編第１部の２） 
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１９０ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第２節  地震災害時の非常時活動体制 

第４ 県・国・自衛隊等各機関・団体等への応援の要請 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対都市安全部 
災害時における自衛隊の災害派遣要請・要求 
応援協定締結団体、応援協定締結都市、国、県、他の市町村に

対する応援の要請 

副担当部 災対消防部 県への緊急消防援助隊の派遣の要請 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１) 県、国、自衛隊等各機関及び県所管の団体に対する応援要請は、原則として阪神北県民局
を経由して行う。 

（２) ただし、大規模災害が発災した場合には、可能な限り広域的かつ迅速に必要な応援の要
請を行う必要がある。そのため大規模災害発生直後の緊急初動体制においては、消防長
（消防指揮所）又は危機管理監（本部指揮所）が県・国・自衛隊等各機関並びに団体等へ
迅速に行う。 

（３) 特に市庁舎が甚大な被害を受け、第一義的な救援対策実施機関としての役割を果たせな
い場合は、直ちに県、国等へその旨を通報し、全面的な救援活動の実施を要請する。 

（４) 報告事項の確認、未確認に関わらず、災害発生後３時間以内に行うものとする。 

 

３ 要請を緊急に行うべき事態のめやす 

 

(１) 震度６弱以上の地震による被害が甚大であるため、応援要請の必要がある場合 

ア 耐震性が高いと推定される建築物（※）の重大な被災が報告された場合 
イ 大規模住宅団地における多数の建物倒壊が報告された場合 
ウ 住宅密集地に延焼火災が発生していることが報告された場合 
エ ２～３時間以上経過後も「安否の有無」が確認できない現地連絡所がある場合 
※ 中国自動車道、宝塚インター、阪神競馬場等 

 

(２) 職員の参集状況がよくないため、応援要請の必要がある場合 

ア 震度６弱以上の地震発生後２時間における消防本部職員配備率が５０％未満の場合 
イ 震度６弱以上の地震発生後３時間における市長部局職員参集率が３０％未満の場合 
ウ 震度６弱以上の地震発生後６時間における市長部局職員参集率が５０％未満の場合 
エ 震度６弱以上の地震発生後１２時間における市長部局職員参集率が７０％未満の場合 

 

(３) 震度６弱以上の地震による各出先機関の甚大な被災のため、応援要請の必要がある場合 

ア 当該出先機関の甚大な被災が確認された場合 
イ 当該出先機関の所在する地区に甚大な被害が生じたことが報告された場合 
ウ 当該出先機関の所在する地区に延焼火災発生のおそれがある場合 
エ ３時間以上経過後も当該出先機関との連絡が取れない場合 

 

 

※ 参照 ⇒ 応援要請（災害対応マニュアル編第１部の３） 
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１９１ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

 

第１ 緊急初動 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対消防部 消防職員の指揮及び本部体制確立までの緊急初動体制の指揮 

災対都市安全部 緊急初動体制の編成、配置及び災害対策本部体制の確立 

副担当部 各  部 各部職員の動員、情報の収集及び各部非常時体制の確立 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）市各部、県・関係機関・団体等及び消防庁への事故等発生報通報は覚知後30分以内に行
う。 

（２）非常時活動要員は逐次投入を避け、最大限体制を確保し状況判明後漸次必要な体制に移
行する。 

（３）必要な情報収集・分析要員については、対象地域・情報源ごとに漏れなく確保し、配置す
る。 

 

３ 初動対応のめやす 

 

（１）消防本部 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

集 
団 
救 
急 
対 
応 
事 
案 

■救急課→都市安全部総合防災課 
 □事故等発生報連絡 
 □各部所管事項防災情報収集・報告要請 
 □災害警戒本部又は災害対策本部設置要

請 
■救急課→市立病院 
 □広域救急受入体制確保要請 
■救急課→県（危機管理部）・消防庁 
 □事故等発生報・応援準備要請連絡 

■当直職員→指令課→救急課長 
 □事故等発生報連絡 
■指令課→総合防災課長・市立病院・県（災害
対策センタ－）、消防庁 

 □勤務時間内に準ずる対応 
■救急課長 
 □直ちに登庁 
 □勤務時間内に準ずる対応 

大 
規 
模 
消 
火 
対 
応 
事 
案 

■警防課→都市安全部総合防災課 
 □事故等発生報連絡 
 □災害対策本部設置要請 
 □各部所管事項防災情報収集・報告要請 
■警防課→上下水道局 
 □消防水利補給支援体制確保要請 
■警防課→市立病院 
 □救急受入体制確保要請 
■警防課→県（危機管理部）・消防庁 
 □事故等発生報・応援準備要請連絡 

■当直職員→指令課→警防課長 
 □事故等発生報連絡 
■指令課→総合防災課長・上下水道局総務課
長・市立病院・県（災害対策センタ－）・消
防庁 

 □勤務時間内に準ずる対応 
■警防課長 
 □直ちに登庁 
 
 



 

１９２ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

除 
染 
・ 
除 
毒 
対 
応 
事 
案 

■警防課→都市安全部総合防災課 
 □事故等発生報連絡 
 □災害対策本部設置要請 
 □各部所管事項防災情報収集・報告要請 
■警防課→上下水道局 
 □警戒・点検配備体制確保要請 
■警防課→市立病院 
 □広域特殊救急受入体制確保要請 
■警防課→県（危機管理部）・消防庁 
 □事故等発生報・応援準備要請連絡 

■当直職員→指令課→警防課長 
 □事故等発生報連絡 
■指令課→総合防災課長・上下水道局総務課
長・市立病院・県（災害対策センタ－）・消
防庁 

 □勤務時間内に準ずる対応 
■警防課長 
 □直ちに登庁 

 

（２）都市安全部 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

集 
団 
救 
急 
対 
応 
事 
案 
 

■都市安全部総合防災課→部内各課 
 □事故等発生報、災害警戒本部又は災害

対策本部設置連絡 
 □各課所管事項防災情報収集・報告指示 
■総合防災課→各部局総括担当課 
 □事故等発生報・災害警戒本部又は災害

対策本部設置連絡 
 □各部所管事項防災情報収集・報告要請 
 □関係機関・団体等との連絡体制確保指

示 
 □関係機関・団体等へ応援協力要請指示 
■総合防災課→県（阪神北県民局） 
 □事故等発生報、災害警戒本部又は災害

対策本部設置連絡 
■総合防災課→救急課 
 □以上に関する復命報告 

■総合防災課長（連絡を受けた場合） 
 □指示により緊急登庁又は自宅待機 
 □その他勤務時間内に準ずる対応 
 

大 
規 
模 
消 
火 
対 
応 
事 
案 

■総合防災課→部内各課 
 □事故等発生報・災害対策本部設置連絡 
 □各課所管事項防災情報収集・報告指示 
■総合防災課→各部局総括担当課 
 □事故等発生報・災害対策本部設置連絡 
 □各部所管事項防災情報収集・報告要請 
 □関係機関・団体等との連絡体制確保指

示 
 □関係機関・団体等へ応援協力要請指示 
■総合防災課→県（阪神北県民局） 
 □事故等発生報・災害対策本部設置連絡 
■総合防災課→消防本部警防課 
 □以上に関する復命報告 

■総合防災課長（連絡を受けた場合、並びに報
道その他により事故等の発生を知った場合） 

 □直ちに緊急登庁 
 □その他勤務時間内に準ずる対応 
 



 

１９３ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

除 
染 
・ 
除 
毒 
対 
応 
事 
案 

■総合防災課→部内各課 
 □事故等発生報・災害対策本部設置連絡 
 □各課所管事項防災情報収集・報告指示 
■総合防災課→各部局総括担当課 
 □事故等発生報・災害対策本部設置連絡 
 □各部所管事項防災情報収集・報告要請 
 □関係機関・団体等との連絡体制確保指

示 
 □関係機関・団体等へ応援協力要請指示 
■総合防災課→県（阪神北県民局） 
 □事故等発生報・災害対策本部設置連絡 
■総合防災課→消防本部警防課 
 □以上に関する復命報告 

■総合防災課長（連絡を受けた場合、並びに報
道その他により事故等の発生を知った場合） 

 □直ちに緊急登庁 
 □その他勤務時間内に準ずる対応 

 

（３）各部 

区分 勤務時間内 勤務時間外 

集 
団 
救 
急 
対 
応 
事 
案 

■各部総括担当課→部内各課 
 □事故等発生報、災害警戒本部又は災害

対策本部設置連絡 
 □各課所管事項防災情報収集・報告指示 
 □関係機関・団体等との連絡体制確保指

示 
 □関係機関・団体等へ応援協力要請指示 
■各部総括担当課→都市安全部総合防災課 
 □以上に関する復命報告 

■各部総括担当課長（連絡を受けた場合） 
 □指示により緊急登庁又は自宅待機 
 □その他勤務時間内に準ずる対応 
 

大 
規 
模 
消 
火 
対 
応 
事 
案 

■各部総括担当課→部内各課 
 □事故等発生報、災害対策本部設置連絡 
 □各課所管事項防災情報収集・報告指示 
 □関係機関・団体等との連絡体制確保指

示 
 □関係機関・団体等へ応援協力要請指示 
■各部総括担当課→都市安全部総合防災課 
 □以上に関する復命報告 

■各部総括担当課長（連絡を受けた場合並びに
報道その他により事故等の発生を知った場
合） 

 □直ちに緊急登庁 
 □その他勤務時間内に準ずる対応 
 

除 
染 
・ 
除 
毒 
対 
応 
事 
案 

■各部総括担当課→部内各課 
 □事故等発生報、災害対策本部設置連絡 
 □各課所管事項防災情報収集・報告指示 
 □関係機関・団体等との連絡体制確保指

示 
 □関係機関・団体等へ応援協力要請指示 
■各部総括担当課→都市安全部総合防災課 
 □以上に関する復命報告 

■各部総括担当課長（連絡を受けた場合並びに
報道その他により事故等の発生を知った場
合） 

 □直ちに緊急登庁 
 □その他勤務時間内に準ずる対応 

注）消防本部・署、上下水道局及び市立病院については、各部局の定める規程・計画による。 
 

 



 

１９４ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

４ 事故対応のめやす 

 

（１）航空機事故 

 

１）初動対応上の基本方針 

ア 市街地部（空港標点半径９km以内）における墜落事故発生報は、大阪国際空港緊急計画に基
づきグリッドマップ座標により事故発生場所を通報する。 

イ 市街地部における墜落事故が想定される場合は、災害対策本部設置による市各部局の指揮
系統一元化を確立し、消火、救助、医療救護、搭乗者・被災者への救援対策を実施する。 

ウ 北部地域における墜落事故が想定される場合は、県に対し県消防防災ヘリによる上空視察
を要請し、墜落地点の特定、捜索及び救助・救急活動体制の迅速な確立を最優先で行う。 

  

※ 大阪空港事務所等から災害発生が予測される旨の情報を受信した場合は、事故発生時に準

じて対応する。 

 

 ２）事故等発生報通報先及び通報内容 

区分 通報先 通報内容（第１報はわかる範囲で） 

民間航空機 □大阪空港事務所 

□宝塚警察署 

□航空機災害消防相互応援協定締結機
関 

□阪神北県民局又は県危機管理部 

□市立病院、市内救急告示病院・診療
所 

□市医師会 

□事故の種類（墜落、不時着等） 

□事故の状況（機体炎上、建物火災の
有無等） 

□事故発生の日時、場所 

□事故機に関する情報（会社名、機
種、機体番号等） 

自衛隊機等 □陸上自衛隊第３師団 

（以下民間航空機に同じ。） 

同上 
 

  

３）応急措置 

項目 活動内容 

現地対策 □現地指揮本部の設置 

□警戒区域の設定 

□火災の急激な拡大における墜落地点付近住民に対する避難の指示、誘導等 

□通信統制の実施（共通波：合同指揮本部間、所轄波：所轄部隊間） 

□消防本部・災害対策本部との通信手段の確保（地域防災無線、携帯電話） 

□現地住民向け広報及び報道機関対応 

□警察・事故調査委員会による事故調査への協力 

消火活動等 □航空機及び燃料火災の状況に関する情報収集 

□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 

□消火薬剤、消防水利の確保 

□延焼阻止線の設定 

□危険物等漏洩時における物質の特定、現場の安全確認、負傷者の移動、除染
等 

負傷者 

救急救護 

□現地救護所、応急救護所の設置（医療救護班出動、トリア－ジ、救急搬送等） 

□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 

□救出・救急救護用資機材の確保 

□市内救急告示病院の引き受け確認 

□後方搬送病院の確保 



 

１９５ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

捜索活動等 □墜落地点の特定、捜索ル－トの想定 

□遺体の収容、行方不明者の捜索 

被災者救援 □避難所等の確保 

□死傷者等の身元確認 



 

１９６ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

（２）鉄道事故 

 

１）初動対応上の基本方針 

ア 朝ラッシュ時（午前7～8時）における列車転覆・脱線等事故の場合は、百人単位の重傷者発
生を想定し、広域救急搬送体制による被災者の救助、医療救護活動を行う。 

イ 危険物等漏洩、高架区間における列車転落等のおそれのある場合は、その旨を県に通報す
るとともに、危険区域設定、関係住民に対する避難情報の発令、安全確保のための緊急措置
を講ずる。 

ウ トンネル区間における事故の場合は、直ちに隣接協定締結市町の各消防部局に対し救助・
救急活動体制の迅速な確立を要請する。 

 

２）事故等発生報通報先及び通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

阪神北県民局又
は県危機管理部 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で。） 

□ヘリコプター出動を含む広域救急搬送体制確保に関する協力要請 

□危険物等の特定、専門機関、専門家の確保に関する協力要請 

市医師会 

市内救急告示病
院 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で。） 

□救急救護活動（医療救護班出動、トリア－ジ等） 

□負傷者の救急搬送受入 

宝塚警察署 □発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で。） 

□救出・救助活動及び避難誘導活動 

□立入制限、交通整理、事故現場保存 

□緊急車両通行確保のための交通規制 

関係消防本部 

協定締結消防本
部 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で。） 

□消防、救出・救助応援要請 

□広域救急搬送体制確保の要請 

 

３）応急措置 

項目 活動内容 

現地対策 □現地指揮所の設置 

□警戒区域の設定 

□危険物等漏洩、列車転落等危険時の関係住民に対する避難の指示、誘導等 

□消防本部・災害対策本部との通信手段の確保（地域防災無線、携帯電話） 

□現地住民向け広報及び報道機関対応 

□警察・事故調査委員会による事故調査への協力 

消火活動等 □列車火災の有無、危険物等漏洩危険の有無に関する情報収集 

□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 

□危険物等漏洩時における物質の特定、現場の安全確認、負傷者の移動、除染
等 

負傷者救出救急
救護 

□現地救護所の設置 

□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 

□救急活動（医療救護班出動、トリア－ジ、救急搬送等） 

□市内救急告示病院の引き受け確認 

□後方搬送病院の確保 

被災者救援等 □避難所等の確保 

□遺体の収容 

□死傷者等の身元確認 



 

１９７ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

（３）中国自動車道事故 

 

１）初動対応上の基本方針 

ア 多数負傷者発生、核燃料物質・毒ガス漏洩事故の場合は直ちに災害対策本部を設置する。 
イ 危険物・毒ガス等漏洩又はそのおそれのある場合は、その旨を県に通報する。また、負傷者

の移動、危険区域の設定、周辺住民の避難・誘導等安全確保のための緊急措置を講ずる。 
ウ 核燃料物質等輸送車両事故の場合は、その旨を県及び消防庁に通報する。また、輸送責任者

と連携し立入制限区域設定、汚染・漏洩拡大防止、遮蔽等安全確保のための緊急措置を講ず
る。 

 

２）事故等発生報通報先及び通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

阪神北県民局又
は県危機管理部 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で。） 
□ヘリコプター出動を含む広域救急搬送体制確保に関する協力要請 
□危険物等の特定、専門機関・専門家の確保に関する協力要請 

市医師会 
市内救急告示病
院 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で。） 
□救急救護活動（医療救護班出動、トリア－ジ等） 
□負傷者の救急搬送受入 

宝塚警察署 □発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で。） 
□立入制限、交通整理、事故現場保存 
□緊急車両の通行確保のための交通規制 

協定締結消防本
部 

□発生区間、人的被害、災害状況に関する概括的情報（把握できた範囲で。） 
□消防、救出・救助応援要請 
□広域救急搬送体制確保の要請 

 

３）応急措置 

項目 活動内容 

現地対策 □現地指揮所の設置 
□警戒区域の設定 
□危険物・毒ガス等漏洩危険時の利用者・関係住民に対する避難の指示、誘導
等 
□通信統制の実施 
□消防本部・災害対策本部との通信手段の確保（地域防災無線、携帯電話） 
□現地住民向け広報及び報道機関対応 

消火活動等 □危険物等漏洩危険及び車両火災の状況に関する情報収集 
□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 
□消火薬剤、消防水利の確保 
□危険物等漏洩時における物質の特定、現場の安全確認、負傷者の移動、除染
等 
□核燃料物質等漏洩時における立入制限区域設定、汚染・漏洩拡大防止、遮蔽
等 

負傷者救出救急
救護 

□現地救護所の設置（医療救護班出動、トリア－ジ、救急搬送等） 
□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 
□救出・救急救護用資機材の確保（軽傷者移動のためのマイクロバスを含む。） 
□市内救急告示病院の引き受け確認 
□後方搬送病院の確保 

被災者救援等 □避難所等の確保 
□遺体の収容 
□死傷者等の身元確認 



 

１９８ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

（４）雑踏事故 

 

１）初動対応上の基本方針 

ア 事故発生直後の対応は、施設・行事・祭事等参加者に対する事故発生報の周知徹底、救助救
急活動への協力要請を最優先で行う。 

イ 負傷者の搬送は、対応可能な医療機関を広域的に確保し分散収容する。 
ウ あらかじめ指定する施設・行事・祭事等に関する事故発生報を受信した場合は、多数負傷者

の発生を想定し、災害対策本部体制により対応する。 

 

２）事故等発生報通報先及び通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

阪神北県民局又
は県危機管理部 

□発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報(把握できた範囲で。） 
□ヘリコプター出動を含む広域救急搬送体制確保に関する協力要請 
□事故拡大防止のための広報の実施 

市医師会 
市内救急告示病
院 

□発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報(把握できた範囲で。） 
□救急救護活動（医療救護班出動、トリア－ジ等） 
□負傷者の救急搬送受入 

宝塚警察署 □発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報(把握できた範囲で。） 
□署員等の出動による救助活動、交通整理、事故現場保存 
□救助活動に必要な道路・場所の確保 
□緊急車両の通行確保のための交通規制 

協定締結消防本
部 

□発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報(把握できた範囲で。） 
□救出・救助応援要請 
□広域救急搬送体制確保の要請 

JR宝塚駅 
阪急宝塚駅 

□発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報(把握できた範囲で。) 
□市内各駅における事故発生状況に関する広報及び事故発生周辺地域立入自
粛呼びかけ 

□沿線各駅案内放送及び車内放送による事故発生周辺地域立入自粛呼びかけ 

 

３）応急措置 

項目 活動内容 

現地対策 □現地指揮所の設置 
□警戒区域の設定 
□通信統制の実施 
□消防本部・災害対策本部との通信手段の確保（地域防災無線、携帯電話） 
□現地住民向け広報及び報道機関対応 

負傷者救出救急
救護 

□現地救護所の設置（医療救護班出動、トリア－ジ、救急搬送等） 
□救出・救急救護用資機材の確保（軽傷者移動のためのマイクロバスを含む。） 
□市内救急告示病院の引き受け確認 
□後方搬送病院の確保 

被害の拡大防止 □JR,阪急各駅における事故発生周辺地域立入自粛呼びかけ依頼 
□ラジオ・テレビ局への事故発生周辺地域立入自粛及びマイカ－利用自粛協
力放送依頼 

□広報車等による事故発生周辺地域立入自粛及びマイカ－利用自粛協力要請 

 



 

１９９ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

（５）大規模工場等火災、爆発等事故発災直後の対応のめやす 

 

１）初動対応上の基本方針 

ア 事故発生直後の対応は、危険物・毒劇物等漏洩危険の有無の把握を最優先で行う。 
イ あらかじめ指定する事業所等に関する火災、爆発等事故発生報を受信した場合は、延焼火

災、多数負傷者の発生、広域的な緊急避難等実施を想定し災害対策本部体制により対応す
る。 

ウ 負傷者の搬送は、対応可能な医療機関を広域的に確保し分散収容する。 

 

２）事故等発生報通報先及び通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

阪神北県民局又
は県危機管理部 

□危険物等の種類、数量、所在、火災の発生状況、人的被害、災害規模に関す
る概括的情報（把握できた範囲で。） 

□県機関、自衛隊等専門機関・専門家の派遣要請等 

市医師会 
市内救急告示病
院 

□発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報(把握できた範囲で。） 
□救急救護活動（医療救護班出動、トリア－ジ等） 
□負傷者の救急搬送受入 

市内事業所（危
険物等取扱施
設） 

□危険物等の種類、数量、所在、火災の発生状況、人的被害、災害規模に関す
る概括的情報（把握できた範囲で。） 

□危険物等の除毒・除染等災害拡大防止に関する協力要請 

宝塚警察署 □発生地・施設、人的被害、災害状況に関する概括的情報(把握できた範囲で。） 
□署員等の出動による救助活動、交通整理、事故現場保存 
□緊急車両の通行確保のための交通規制 

境界隣接消防本
部 
協定締結消防本
部 

□危険物等の種類、数量、所在、火災の発生状況、人的被害、災害規模に関す
る概括的情報（把握できた範囲で。） 

□消防、救出・救助応援要請 
□広域救急搬送体制確保の要請 

 

３）応急措置 

項目 活動内容 

現地対策 □現地指揮所の設置 
□警戒区域の設定 
□危険物・毒ガス等漏洩危険時の利用者・関係住民に対する避難の指示、誘導
等 
□通信統制の実施 
□消防本部・災害対策本部との通信手段の確保（地域防災無線、携帯電話） 
□現地住民向け広報及び報道機関対応 

消火活動 □危険物等漏洩危険及び車両火災の状況に関する情報収集 
□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 
□消火薬剤、消防水利の確保 

負傷者救出救急
救護 

□現地救護所の設置（医療救護班出動、トリア－ジ、救急搬送等） 
□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 
□救出・救急救護用資機材の確保 
□市内救急告示病院の引き受け確認 
□後方搬送病院の確保 

被害拡大防止活
動 

□危険物等の流出・拡散の防止 
□流出した危険物等の除去、除染 



 

２００ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

（６）原子力災害等発災直後の対応のめやす 

 

１）初動対応上の基本方針 

ア 核燃料物質等輸送車両事故の場合は、その旨を県及び消防庁に通報する。また、輸送責任者
と連携し立入制限区域設定、汚染・漏洩拡大防止、遮蔽等安全確保のための緊急措置を講ず
る。 

イ 放射性同位元素等の不法投棄事故の場合は、その旨を県に通報し、立入制限区域設定、汚
染・漏洩拡大防止、遮蔽等安全確保のための緊急措置を講ずる。 

ウ 県外原子力災害等事故の場合は、災害警戒本部を設置し、事態の推移に応じた体制をとる。 

 

２）事故等発生報通報先及び通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

阪神北県民局又
は県危機管理部 

□放射性物質の種類・数量、発生地・区間、火災の有無、人的被害、災害規模
に関する概括的情報（把握できた範囲で。） 

□県機関、文部科学省・原子力安全保安院・自衛隊等専門機関・専門家派遣要
請 等 

□緊急時対応可能医療機関の確保及び県消防防災ヘリ等の出動要請（必要な
場合） 

市医師会 
市内救急告示病
院 

□人的被害、災害状況に関する概括的情報（県に同じ。） 
□一般負傷者の救急救護活動（医療救護班出動等） 
□一般負傷者の救急搬送受入（汚染・被ばく者を除く。） 

市内放射線取扱
事業所 

□人的被害、災害状況に関する概括的情報（県に同じ。） 
□汚染・漏洩拡大防止、遮蔽等安全確保のための措置に関する協力要請 

宝塚警察署 □人的被害、災害状況に関する概括的情報（県に同じ。） 
□立入制限、交通整理、事故現場保存 
□緊急車両の通行確保のための交通規制 

境界隣接消防本
部 
協定締結消防
本部 

□火災の有無、人的被害、災害規模に関する概括的情報（県に同じ。） 
□消防、救出・救助応援要請 

 

３）応急措置 

項目 活動内容 

現地対策 □現地指揮所の設置 
□警戒区域の設定 
□放射線漏洩危険時の利用者・関係住民に対する避難の指示、誘導等 
□通信統制の実施 
□消防本部・災害対策本部との通信手段の確保（地域防災無線、携帯電話） 
□現地住民向け広報及び報道機関対応 

被害拡大防止活
動 

□放射線等の漏洩等の防止（事業者・県による。） 
□漏出した放射性物質等の除去、除染（事業者・県による。） 
□緊急時モニタリングの実施（事業者・県による。） 
□特殊装備・技術を有する消防隊による消火活動 

負傷者救出救急
救護 

□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 
□一般負傷者の市内救急告示病院の引き受け確認 
□緊急時対応可能医療機関への汚染・被ばく負傷者の搬送 

災害時広報 □市民・来訪者に対する事故の影響に関する情報の提供 
□飲料水、飲食物の摂取制限等健康被害防止のための措置に関する情報の提
供 

 



 

２０１ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

（７）林野火災発災直後の対応のめやす 

 

１）初動対応上の基本方針 

ア 林野火災は、その全体像把握を最優先とし、市のみでは困難と認める場合は県に対し迅速
に県消防防災ヘリコプターによる上空偵察を依頼する。 

イ 消防活動は住宅等建物への延焼火災阻止（警戒を含む）及び飛び火消火を優先して行う。 
ウ 市街地部への延焼拡大の未然防止のため、必要と認める場合は県に対し迅速に県消防防災

ヘリコプターによる空中消火活動を依頼する。 

 

２）事故等発生報通報先及び通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

阪神北県民局又
は県危機管理部 

□火災の発生状況（把握できた範囲で。） 
□県消防防災ヘリによる上空偵察（林野火災全体像把握のための。） 
□県消防防災ヘリ等による空中消火活動（延焼拡大の未然防止のための。） 
□自衛隊の災害派遣要請の要求 

協定締結水利管
理者 

□火災の発生状況（把握できた範囲で。） 
□県消防防災ヘリ等による空中消火用水補給協力体制 

森林管理者等 □火災の発生状況（把握できた範囲で。） 
□森林内の作業員の安全確保 
□消火活動への協力 

宝塚警察署 □火災の発生状況（把握できた範囲で。） 
□緊急車両の通行確保のための交通規制 

隣接消防本部 
協定締結消防本
部 

□火災の発生状況（把握できた範囲で。） 
□消防相互応援協力の要請 

 

３）応急措置 

項目 活動内容 

現地対策 □現地指揮所の設置 
□警戒区域の設定 
□通信統制の実施 
□消防本部・災害対策本部との通信手段の確保（地域防災無線、携帯電話） 
□市街地部への延焼危険時の関係住民に対する避難の指示、誘導等 
□現地住民向け広報及び報道機関対応 

消火・救出活動 □林野火災の全体像の把握（火点の位置、市街地部延焼危険に関する情報収
集） 
□飛び火の警戒 
□消防水利の確保 
□地上消防隊による消火活動 
□県消防防災ヘリ等による空中消火活動 
□孤立者等の救出（ヘリコプターによる。） 

避難・誘導 □ラジオ・テレビ局への延焼危険区域・森林内滞在者緊急避難呼びかけ放送
依頼 
□広報車等による延焼危険区域住民の緊急避難呼びかけ。 
□県消防防災ヘリ等による空からの避難呼びかけ。 

負傷者救援 □救急活動（医療救護班出動、現地救護所設置、救急搬送等） 
□市内救急告示病院の引き受け確認 
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（８）NBCテロ災害発災直後の対応のめやす 

 

１）初動対応上の基本方針 

ア 県、国等関係機関及び専門機関・専門家の協力を得て、災害原因物質の早期特定、災害
発生想定地域の局限化を図り、関係住民の安全確保を最優先で行う。 

イ 立入禁止又は制限区域は、汚染源区域（ﾎｯﾄ･ｿﾞ-ﾝ）、除染作業区域（ｳｫ-ﾑ･ｿﾞ-ﾝ）、支援活
動用区域（ｺ-ﾙﾄﾞ･ｿﾞ-ﾝ）及びトリア－ジと治療のための区域の４区分にて設定する。 

ウ 災害原因物質特定後直ちに NBC テロによるばく露の可能性のある市民等に対して、電話
連絡、ファクシミリ・Ｅメ－ル送信、報道機関・市ホ－ムペ－ジによる広報等可能な限
りの手段を駆使し、速やかな医療機関受診を指示する。 

エ 負傷者の搬送は、対応可能な医療機関を広域的に確保し、分散収容する。 

 

２）事故等発生報通報先及び通報内容、要請事項 

連絡先 通報内容、要請事項 

阪神北県民局又
は県危機管理部 

□健康被害等発生状況（把握できた範囲で。） 
□災害原因物質特定に関する協力要請 
□県機関、自衛隊等専門機関・専門家の派遣要請等 

宝塚健康福祉事
務所 

□健康被害等発生状況（把握できた範囲で。） 
□災害原因物質特定に関する協力要請 
□被害拡大防止措置の実施要請 

市医師会 
市内救急告示病
院 

□健康被害等発生状況（把握できた範囲で。） 
□災害原因物質特定後の緊急措置実施要領（把握できた範囲で。） 
□被害者の救急搬送受入 

宝塚警察署 □健康被害等発生状況（把握できた範囲で。） 
□災害原因物質特定に関する協力要請 
□立入禁止・制限、交通整理、事故現場保存 
□緊急車両の通行確保のための交通規制 

協定締結消防本
部 

□健康被害等発生状況（把握できた範囲で。） 
□災害原因物質特定後の緊急措置実施要領（把握できた範囲で。） 
□救助救急応援協力の要請 

 

３）応急措置 

項目 活動内容 

現地対策 □現地指揮所の設置 
□警戒区域の設定 
□危険物・毒ガス等漏洩危険時の利用者・関係住民に対する避難の指示、誘
導等 
□通信統制の実施 
□消防本部・災害対策本部との通信手段の確保（地域防災無線、携帯電話） 
□現地住民向け広報及び報道機関対応 

被害拡大防止活
動 

□危険物等の除去、除染 
□環境モニタリング 

負傷者救出救急
救護 

□現地救護所の設置（医療救護班出動、トリア－ジ、救急搬送等） 
□特殊装備・技術を有する救助隊による負傷者の救出 
□救出・救急救護用資機材の確保 
□市内救急告示病院の引き受け確認 
□後方搬送病院の確保 
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５ 非常時活動要員の確保 

 

（１）要員確保の基本方針 

１) 要員確保は、当面する対策要員のみに限定せず「状況先取り」的かつ重複のないよう行う。 
２) 競合が生じた場合は、最小限の担当要員を除き消火・救出・救急救護現場支援を優先する。 
３) 要配慮者向け救援対策要員は、専任担当とし一般被災者向け救援対策に優先して確保する。 

 

（２）配備対象となる職員及び配備連絡手順のめやす 

区分 配備対象となる職員のめやす 配備連絡手順のめやす 

警 
戒 
配 
備 
体 
制 

□都市安全部（３名以上） 
□各部の長が必要と認めた職員 

■勤務時間内 
□庁内放送にて一斉放送 
□各部局総括担当課へ内線電話連絡 

 
■勤務時間外 

□エフエム宝塚へ緊急放送依頼 
□各部局総括担当課長へ電話連絡 

 
 

第 
１ 
号 
配 
備 
体 
制 

□各部職員のうち本部指揮所要員となって
いる職員 

□各現地連絡所班要員となっている職員 
□各部の災害警戒本部組織上分掌する対策

を実施するため必要な職員 
 
(各部所属職員の１～２割をめやすとする｡) 

第 
２ 
号 
配 
備 
体 
制 

□各部の係長以上の職員 
□各部の災害対策本部組織上分掌する対策

を実施するため必要な職員 
 
(各部所属職員の４～５割をめやすとする｡) 

注）消防本部・署・消防団、上下水道局及び市立病院については、各部局の定める規程・計画に
よる。 

注）市長は、特定の部局に対し区分の異なる配備体制を指示することができる。 

 



 

２０４ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第３節  大規模事故等発生時の活動体制 

第２ 災害対策本部等の設置 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対都市安全部 

災害警戒本部・災害対策本部・現地連絡所・現地災害対策本部の
設置並びに部門長会議・本部会議・関係部長会議の開催に関する
庶務 

災対企画経営部 被災者総合支援センターの開設・運営・災害時の広報 

副担当部 各  部 
現地連絡所・被災者総合支援センターの運営協力並びに災害対策
本部組織上の班体制の確立 

 

２ 基本指針 

 

（１）市長は、大規模事故災害等発生時における情報の一元的処理（市民向け広報を含む。）、
各部局の実施する応急対策の整合性担保など、事態のいかなる推移に際しても適切に対
処するため、必要があると認めるとき、災害警戒本部又は災害対策本部を設置する。 

（２）現地において、避難情報の発令に関し迅速な対応を必要とする場合は、現地災害対策本部
を設置する。 

（３）本部長、副本部長、副本部長補佐、本部員、班長が不在若しくは事故あるときにおいては、
別に示す順位に基づき代行者を速やかに定め本部各職員に対し明らかにする。 

 

３ 設置基準及び手順のめやす 

 

区分 基準 手順 

災 
害 
警 
戒 
本 
部 

（１）航空事故、鉄道事故又は道路事故等発生の報を受
け、災害対策本部設置に至るまでの間、各部局連携
による応急対策実施のため、必要があると認められ
るとき。 

（２）災害対策本部設置後、事態が終息に向かっている
が、なお警戒を要すると判断されるとき。 

（３）その他の状況により支庁が必要と認めるとき。 

□設置場所確保→市役所３階
大会議室 

□各部への通知、要員招集指
示 

□各機関への通知、要員派遣
要請 

□現地調査班、現地指揮所、消
防本部間通信手段確保（携
帯電話、地域防災無線） 

□市民向け広報（「設置」の旨
エフエム宝塚、CATV に放送
依頼） 

災 
害 
対 
策 
本 
部 

（１）航空事故、鉄道事故又は道路事故等が発生し、多
数の死傷者が生じ又は生じるおそれがある場合で、
継続して応急対策を実施するため、又は、応急対策
に備えるため必要があると認められるとき。 

（２）市の地域の一部が原子力緊急事態宣言に係る緊急
事態応急対策実施区域となったとき。 

（３）対象原子力災害等が発生した場合において、その
状況を勘案して、応急対策を実施するため、又は、
応急対策に備えるため必要があると認められると
き。 

（４）大規模な林野火災が発生し、他府県自治体及び自
衛隊の応援を得ないと住宅地に延焼拡大する可能
性がある場合。 

（５）その他不測の事態が生じ、又は、生じるおそれが
あるため必要があると認められるとき。 

現地 （１）災害発生危険の生じるおそれがあり、迅速かつ適 □設置場所確保→各サービス
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区分 基準 手順 

災害 

対策 

本部 

切な避難情報の発令の決定・通報並びにその他の救
援救助措置を行うため必要と認めるとき。 

（２）その他地域における救援・救助・復旧対策を総合
的かつ臨機応変に指揮するため必要と認めるとき。 

センター等 
□各部への通知、要員配置指

示 
□各機関への通知 
□災害対策本部間通信手段確

保（地域防災無線） 

 

※ 参照 ⇒ 災害対策本部設置（災害対応マニュアル編第１部の１） 

 

 

４ 災害警戒本部 

※ 参照 ⇒ 宝塚市災害警戒本部設置要綱（資料・様式編３－１－３） 

 

５ 災害対策本部 

※ 参照 ⇒ ５ 災害対策本部（本編１６５頁） 

 

６ 現地災害対策本部 

※ 参照 ⇒ ６ 現地災害対策本部（本編１８１頁） 

 

７ 現地連絡所 

※ 参照 ⇒ ７ 現地連絡所（本編１８３頁） 

 

８ 被災者総合支援センター 

※ 参照 ⇒ ８ 被災者総合支援センター（本編１８３頁） 
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第４節  災害救助法の適用申請 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対企画経営部 
県への災害救助法の適用申請 
救助活動の実施状況のとりまとめ 
県への救助活動の実施状況の報告 

副担当部 各 部 所掌する救助活動の実施状況の記録整理、本部への報告 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１)  震度６弱以上の地震が発生し、しかも明らかに被害の程度が一定の基準を越えると予想
される場合は、その被害状況等を知事に報告し、救助法に基づく（国及び法定受託事務執行
機関としての県知事の）救助の実施の決定を求める。 

(２) 大規模な事故災害等が発生し、明らかに被害の程度が一定の基準を越えると推定される
場合は、被害の「大」であることをもって、躊躇なく救助法の適用を知事に要請する。 

(３) 各部は、その所掌する救助活動の実施状況について、初期活動から救助活動が完了する
までの間毎日記録、整理し、企画経営部を通じて、本部長に報告する。 

(４) 救助法適用以外の災害については、災害対策基本法第５条に基づき市長（本部長）が災害
救助法に準じて、応急措置を実施する。 

 

 

※ 参照 ⇒ 災害救助法の適用申請（災害対応マニュアル編第１部の４） 
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第５節  情報の収集・伝達 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 

災対都市安全部 

情報収集・伝達に関する統括、部の所管する業務に関する情報
の収集・伝達 
雨量情報、水位情報等水防に関する情報、部所管施設及び業務

に関する情報の収集・伝達 

災対企画経営部 
災害情報の特命収集、部の所管する業務に関する情報の収集・

伝達 

副担当部 各  部 各部所管施設、業務に関する情報の収集・伝達 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）全市域に関する「甚大な被害の有無の別」に関する情報の収集・伝達を最優先で行う。特
に市街地火災の発生、ビル・マンション等の全壊、大規模な土砂災害の発生及び市機関・
防災機関の甚大な被害の「有無の別」について、優先する。 

（２）官民を問わず、市において動員可能な「対策用人員、資機材、施設の現有力」に関する情
報の収集・伝達を重点的かつ迅速に行う。 

（３）その他緊急に行うべき対策の優先手順・役割分担等を決定するために必要な事項について
は、各部・各機関が適切に分担するとともに、情報収集要員を出動させるなどして、災害
発生後１～２時間以内に把握するよう努める。 

（４）時々刻々と変化する状況に臨機応変に対処できるよう、災害対策本部設置期間中について
は、市各部間・市内関係機関間レベルから個別職員レベルまで、毎日定時報告・定時連絡
を行う。 

（５）「被害情報」｢防災情報｣の収集は、各部局が相互に重複することのないよう速やかに実施
し、警戒本部長又は本部長に一元的に集約する。 

（６）NBCテロ災害については全市域について、その他の事故災害等については、関係する市域
について、人的被害に関する｢発生情報｣、「警戒情報」及び｢救援情報｣を最優先で把握す
る。 

 

※ 参照 ⇒ 官公庁等災害対策関係機関災害時連絡先（資料・様式編４－１） 

 

３ 災害時の情報収集・伝達体制のめやす。 

 

(１) 災害時の情報収集・伝達体制に関する基本的考え方 

基 

本 

的 

考 

え 

方 

災害発生時の情報収集・伝達体制は、最優先で確立される必要がある。そのため、市及び
防災関係機関は、あらかじめ連絡責任者を定め、各所属及び関係機関相互の通信連絡を統
轄させるとともに、受信専用電話を確保し通信従事者を配置するなど、迅速かつ円滑な通
信連絡を確保する。 
また、地震その他の災害時で、電話通信施設の被災若しくは電話輻湊等により連絡困難

な場合は、衛星電話、県防災電話、各機関・事業所専用の有線電話若しくは無線電話、イン
ターネットメール等の手段その他利用可能な設備によるか、又は使者（伝令）の派遣による
などその時可能な措置を講ずることで、市出先機関及び防災関係機関・団体等との情報連
絡ルートの迅速な確保を優先する。 
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２０８ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第５節  情報の収集・伝達 

(２) 指定電話・連絡責任者の指定等 

 

ア 連絡責任者 

市各部及び防災関係機関は、災害時の相互の迅速かつ円滑な通信連絡を確保するため、

あらかじめ連絡責任者（正・副各１名ずつ）を定める。連絡責任者は、各所属及び各部・防

災関係機関相互の通信連絡を統轄する。 

 

イ 指定電話及び情報収集・伝達担当者の確保 

市各部及び防災関係機関は、災害時情報連絡に使用する指定電話を定め、窓口の統一を

図る。災害時においては、指定電話を平常業務に使用することを制限するとともに、受信

専用電話をその都度定め、専任の電話担当者を配置する。その他情報収集要員及び伝令要

員を併せて確保し、連絡責任者の統括のもと、各所属及び各部・防災関係機関相互の情報

収集・伝達担当者とする。 

なお、指定電話は、あらかじめ「災害時優先電話」（電話輻湊時にも発信規制を受けな

い。）としてＮＴＴ西日本に登録しておくものとする。 

 

※ 参照 ⇒ 官公庁等災害対策関係機関災害時連絡先（資料・様式編４－１） 

 

(３) 本部連絡員の派遣 

 

ア 市の各部 

市の各部は、本部長と各部の連絡を強化するため、本部連絡員を本部指揮所に派遣する。

本部連絡員は本部指揮所要員と兼ねることができる。 

なお、本部指揮所を設置していない段階においては、必要に応じて本部事務局（責任者：

災対都市安全部本部員）に派遣する。 

 

イ 防災関係機関 

防災関係機関に対して、市災害対策本部との連絡のため、本部連絡員を本部会議事務局

に派遣するよう要請する。 

なお、本部連絡員は連絡用無線機、携帯電話、衛星携帯電話等を可能な限り携行し所属

の機関との連にあたる。 

 

(４) 災害時における有線通信網の優先順位 

災害時に利用可能な有線通信網については、おおよそ以下の優先順位により使用する。 

ア ＦＡＸ等の利用（公衆回線） 
イ 小・中学校庁内ネットワークパソコンの利用（公衆回線） 
ウ 非常・緊急通話の利用（ＮＴＴ西日本指定電話） 
エ 携帯電話、衛星携帯等移動系通信機器の利用 
オ 警察電話・消防電話の利用 
カ その他インターネット等手段 
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２０９ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第５節  情報の収集・伝達 

 

(５) 有線通信が途絶した場合の措置 

 

ア 県・近隣市町及び防災関係機関との連絡 

県防災電話を利用して行う。 

なお、商用電源停止時の非常電源として発電機が配置され、常時通信が確保されるよう

備えている。 

 

イ 市各部（出先機関）との連絡 

支所、出張所その他市出先機関、現地連絡所及び災害現場等に出動している各部職員と

の連絡は、地域防災無線電話（可搬用・車載用）により行う。また、伝令（自転車・オート

バイ利用若しくは徒歩）派遣、ＭＣＡ無線、タクシー無線・アマチュア無線その他適当な

手段により行う。 

 

 

※ 参照 ⇒ 情報の収集・伝達（災害対応マニュアル編第１部の５） 
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２１０ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第６節  相互協力・応援受入 

第６節  相互協力・応援受入 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 

災対都市安全部 
災対総務部 

相互協力・応援受入に関する全体統括並びに派遣職員の宿泊施
設・厚生等 

災対企画経営部 隣接市町との相互協力に関する連絡調整 

災対福祉部 災害時ボランティアの受入に関する連絡調整 

災対消防部 この計画で定める広域的応援受入のための拠点の開設・運営 

災対議会部 市議会との相互協力に関する連絡調整 

副担当部 各  部 
この計画で定める相互協力・応援受入に関する連絡調整業務及

び必要な協力全般 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）相互の任務と役割分担を明確化し相乗効果の最大化を図る。 
（２）主要幹線道路の各方面に応援受入のための拠点を確保するとともに、あらかじめ応援受入

地域割当計画を確立すること等により競合重複の極力排除と待機時間最小化に努める。 
（３）他自治体からの応援派遣職員、ボランティアの活用に当たっては、適材適所と人材の有効活

用の観点から、持ち職種・技術等を生かせる配置を第一に行う。また、可能な限り後方支援
業務に配置するものとし、被害の甚大な市職員の交代要員となるなど、やむを得ず市民対
応窓口に配置する場合は、「応援職員」である旨を名札等により明示すること、責任担当部
職員のアシスタント業務につけること、業務の遂行上必要な背景・経過等に関する事前説
明を十分行うことなど相当の配慮を行う。 

（４）被災者救援、都市機能の早期復旧及び二次災害防止並びに災害復興と被災地の回復を適切
に行うため、市議会、隣接市町、県・国等関係機関・団体及びボランティアとの連携・協力
ルートの迅速かつ網羅的確保に努める。 

（５）できる限り先行的かつ網羅的に隣接市町、防災関係機関、県・国・自衛隊に対し連絡担当窓
口の通知等相互情報交換ル－トを確保する。また必要な場合は、連絡要員派遣を要請する。 

（６）所管する防災関係機関及び協力団体・事業所との先行的かつ網羅的な連携・協力体制を確保
する。 

（７）県、国の現地災害対策本部が設置された場合は、副本部長又は本部員を含む複数の連絡要員
を派遣する。 

（８）市町境界部において大規模事故等発生の場合は、直ちに関係する市町に対し連絡し、人的被
害、物的被害軽減のため相互に協力する。 

（９）NBCテロ等による健康被害、健康危機事案が発生した場合、大規模工場火災等による有毒ガ
ス発生のおそれがある場合、その他市域内にとどまらない人的被害、社会的被害が想定さ
れる場合は隣接する全ての市町に対して連絡し、注意を喚起する。 

（10）大規模事故等の災害発生により本部を設置したときは、速やかに市内各施設を有効かつ適
切に活用し、広域的応援受入のための拠点を確保する。施設利用に関する連絡・調整は各部
門間連携・調整のめやすに基づき行う。 

（12）市各部各施設の責任者は、発災直後の緊急初動期において消防長又は現地指揮所の長の要
請があった場合は、これに全面的に協力する。 

（13）拠点の確保、維持・管理業務は各分掌所管部が施設所管部の協力を得て行う。 
（14）要請を待たない国からの支援に対し、受援計画に基づき対応する。 



 

２１１ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第６節  相互協力・応援受入 

３ 役割分担のめやす 

主な任務 担当部 

□防災関係機関等との連携・相互協力に関する全体統括 

□隣接市町との相互協力に関する連絡調整 

□救助用資機材、物資、要員等の調達、派遣協力要請（県危機管理部経由） 

□宝塚警察署との相互連絡 

□自衛隊災害派遣要請の要求・各種支援要請（阪神北県民局経由） 

□空港管理者及び航空会社等航空事業者との相互連絡 

□鉄道、バス事業者等公共交通機関との相互連絡 

□電気、電話、ガス等ライフライン機関との相互連絡 

□県消防防災ヘリコプタ－の出動要請（県危機管理部経由） 

□航空輸送の要請（阪神北県民局経由） 

□その他阪神北県民局又は県危機管理部との相互連絡 

□災害時相互応援協定に基づく締結市町に対する応援要請 

□派遣職員の宿泊施設確保、厚生業務その他バックアップ業務 

災対総務部 

災対消防部 

□報道機関に対する災害時広報協力の要請（阪神北県民局経由） 災対企画経営部 

□宝塚健康福祉事務所との相互連絡 

□社会福祉施設等との相互連絡 

災対福祉部 

 

□医療関係者の派遣要請（地域医療情報センタ－経由） 

□患者受入医療機関のあっせん。（地域医療情報センタ－経由） 

□ヘリコプタ－による患者搬送要請（地域医療情報センタ－経由） 

災対市立病院部 

□県教育委員会、市内県立高校等教育関係機関･団体との相互連絡 災対教育部 

□県、国、西日本高速道路㈱等道路管理者との相互連絡 災対都市安全部 

□市議会との相互協力 災対議会部 

□消防相互応援協定に基づく応援要請 

□緊急を要する場合における必要な防災関係機関･団体･事業所への応援･協力要請 

災対消防部 

□県企業庁、阪神水道企業団、他水道事業者に対する応援協力要請 災対上下水道局 

□分掌する防災業務に係る県･国等防災関係機関との連絡（この計画で特に定めのある場合を除く。） 

□分掌する防災業務に係る災害救援専門ボランティアの派遣協力要請 

各部 

 

４ 主な拠点のめやす 

区分 施設の名称 

□消防広域応援部

隊 

□西消防署管轄区域 
□末広中央公園 

□阪神競馬場 

□東消防署管轄区域 
□東消防署及びその周辺 

□東消防署西谷出張所付近 

□ヘリコプタ－集結地点 □武庫川河川敷緑地公園右岸下流側 

□自衛隊派遣部隊 □武庫川河川敷緑地公園右岸 

 

※ 参照 ⇒ 相互協力・応援受入（災害対応マニュアル編第１部の６） 
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２１２ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第７節  救援対策及び応急復旧対策実施 

第７節  救援対策及び応急復旧対策実施 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対都市安全部 

救援対策及び応急復旧対策実施に関する総合調整 
「宝塚市災害対策情報」の作成・配布等職員向広報業務 

災対企画経営部 財政に関する応急措置全般 

副担当部 各  部 

所管する業務に関する応急対策等実施スケジュールの作成、 
市民・職員向け広報用資料の作成・提供 
所管する業務に関する財政措置 
職員の安否確認・福利厚生等支援業務 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）本部要員となるべき市職員自身が少なからず被災者となることを踏まえ、職員の安否の確
認、被害状況の把握、必要な人員の補充措置等を迅速に講ずる。 

（２）分担する部の明らかでない対策項目は、部門内においては、副本部長（部門長）が担当部
を、また部門の明らかでないものについては、本部長が担当部門を決定する。 
なお、決定は問題発生の当日中に行うものとし、決定後直ちに全職員にその旨を周知す
る。 

（３）救援対策及び応急復旧対策の実施に当たっては、対策の内容、実施スケジュール等必要な
事項に関する職員への情報提供に留意する。特にマスコミ向け発表資料は、事前に配布し
その旨を付記する。 

（４）この計画の基本方針に抵触する事項については、部門長会議若しくは本部会議における協
議・承認を必要とする。 

（５）災害応急対策実施の責任を有する者は、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分配
慮して、災害応急対策を実施する。 

 

 

※ 参照 ⇒ 救援対策及び応急復旧対策実施（災害対応マニュアル編第１部の７） 
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２１３ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第８節  緊急輸送実施 

第８節  緊急輸送実施 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対都市安全部 

協定運送業者との連絡・調整及び全体調整 
災害時の輸送ネットワーク（臨時ヘリポート・物資配送拠点 
の配置等）の計画に関すること 
道路の啓開状況の把握と、利用可能な緊急輸送ルートの選定 

災対総務部 市有車による緊急輸送の実施 

副担当部 

災対市民交流部 臨時ヘリポート、物資配送拠点の確保 

災対教育部 臨時ヘリポート、物資配送拠点の確保 

災対産業文化部 臨時ヘリポート、物資配送拠点の確保 

災対消防部 方面指揮所ヘリポートにおけるヘリコプターの誘導 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）市の各部所管車両は、各部の活動に使用する。ただし、非常災害時における市有車両運用
上の優先順位に基づき、責任担当部長が総合的に調整できるものとする。 

（２）民間協力業者の車両については、広域的物資の受入れ動線と市内分配動線の区別による動
線整理を行う観点から、あらかじめ定める複数の配送拠点において、輸送車両の集結、配
車及び燃料の調達等を分散コントロールする体制を確立し、各部からの要請による輸送
業務を行う。 

（３）業者委託して大きな支障がない調達物資・機材等については、可能な限り当該業務に精通
する各業者に物資・機材の調達から物流拠点における荷さばき・管理及び輸送・供給まで
の全業務を委託し、一元的に行うことで、輸送業務そのものの円滑化と市本部としての業
務量の軽減化を図る。 

（４）大規模事故等の災害時における現地指揮所が必要とする資機材等の緊急輸送業務は、可能
な限り当該事案事業者に指示･要請し行わせる。 

（５）大規模事故等の災害時における各部が必要とする資機材等の緊急輸送業務は、可能な限り
当該資機材等供給業者に調達から供給までの全業務を一括要請し行わせる。この場合警
察署に連絡し緊急通行車両確認のための手続きを行う。 

（６）車両による輸送が困難な場合及び緊急を要する場合はヘリコプタ－輸送により行う。 

 

３ 輸送対象優先順位 

第１順位 
緊急救命医療を要する重症者の搬送 

緊急避難を要する被災者の避難支援（搬送） 

第２順位 人的被害軽減のために緊急を要する対策実施に必要な要員の派遣、資機材の輸送 

第３順位 物的被害軽減のために緊急を要する対策実施に必要な専門家、資機材の輸送 

 

 

※ 参照 ⇒ 緊急輸送実施（災害対応マニュアル編第１部の８） 
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２１４ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第９節  応急資材等の調達 

第９節  応急資材等の調達 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対総務部 

燃料、事務機器・用品等各部共通品目の一括調達の実施及び協
定物資、資機材供給者供給業者・団体等との連絡調整 

災対都市安全部 協定物資資材供給業者・団体等との連絡・調整及び全体調整 

副担当部 

災対環境部 協定物資・機材供給業者・団体等との連絡・調整 

災対福祉部 協定物資・機材供給業者・団体等との連絡・調整 

災対市立病院部 協定物資・機材供給業者・団体等との連絡・調整 

災対教育部 協定物資・機材供給業者・団体等との連絡・調整 

災対産業文化部 協定物資・機材供給業者・団体等との連絡・調整 

災対上下水道部 協定物資・機材供給業者・団体等との連絡・調整 

災対消防部 協定物資・機材供給業者・団体等との連絡・調整 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）各部門・各部が行う災害防除活動、救援救助活動及び応急復旧活動のために必要な資材・
機材等については、原則として、各部門・各部が調達する。ただし、資材・機材等供給上
の優先順位に基づき、責任担当部長が総合的に調整できるものとする。 

（２）各部が行う災害防除活動、救援救助活動及び応急復旧活動上、共通して必要とする燃料そ
の他の品目及び県を通じて行う品目については、責任担当部が一括して調達し各部に供給
する。 

（３）大規模事故等の災害における現地指揮所が必要とする資機材等は、可能な限り当該事案事
業者より調達する。また、不足する場合における現地指揮所の要請は最優先とする。 

 

３ 非常災害時の供給対象優先順位 

 

第 １ 順 位 被災者の救出、緊急避難、医療・助産活動のための資機材 

第 ２ 順 位 要配慮者救援対策実施に必要な資機材 

第 ３ 順 位 物的被害軽減のために緊急を要する対策実施に必要な資機材 

 

 

※ 参照 ⇒ 応急資材等の調達（災害対応マニュアル編第１部の９） 
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２１５ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１０節  災害時の広報 

第１０節  災害時の広報 

 

１ 責任担当部 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対企画経営部 

災害時広報計画の検討、作成及び実施に関する取りまとめ 
巡回広報班による広報活動の実施 
災害時広報活動計画担当責任者、要員の配置 
市ホ－ムペ－ジによる広報体制の確立 
要配慮者向け広報体制の確立 
報道機関専任担当配置及び報道機関対応 

災対福祉部 要配慮者向け広報体制確立の実施 

副担当部 
災対教育部 避難所等及び現地連絡所における被災者向け広報活動の実施 

災対消防部 警戒防御に関する報道機関向け発表の実施 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) 災害時の広報に関する基本的考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 
本 
的 
考 
え 
方 
 
 
 

 

大規模災害発生時において、災害そのものによる被害以上に懸念されるのは二次的被
害・混乱の発生である。 
第一に阻止すべきは火災の発生であり、第二に電話の輻湊状態の発生、第三に交通渋滞

の発生、第四にデマ・流言によるパニックその他の地域社会秩序の混乱があげられる。災
害時の広報活動の達成すべき目標は以上にあげた４つの事象を防止し、ひいては被災者が
一時の混乱を脱し、生活再建に向けて行動するよう促すことにつきる。 
ところで、市民が電話に殺到するのは、いうまでもなく防災機関に救援を求めるためで

あり、「家族や知人の安否」に関する情報のニーズが高まるためである。 
同様に交通渋滞の発生も平成７年阪神・淡路大震災では、比較的被害の軽かった兵庫県

西部方面からの通勤用車両が大きな原因のひとつとなったとされる。デマ・流言の発生も
また救援救護対策、復旧対策、余震対策等の状況に関する情報及び生活関連情報へのニー
ズがいかに高いかの証しに他ならない。 
これらは、公的な機関により市域に関する「災害の全体像」、ライフライン施設の「被

害の有無や復旧見込み」、当面の応急的な「救援救護活動の実施状況」、「デマ・流言の
打消」等に関する情報が供給され、「情報の空白時間帯」と「情報の空白地域」を無くし
ていくことによってのみ解消される。 
そのため、市は、防災関係機関、報道機関その他の事業所・団体及び市民との連携・協

力により、災害時広報体制を速やかに確立し、被災者ニーズを的確に把握し、必要な情報
を被災地の市民に伝達するとともに、被害を免れた地域の市民や全国各地の人々を含めた
総合的な広報活動を行う。 
この場合、特に「災害時における広報活動」のもつ特殊性として、次の３点に留意して

行うことが重要である。すなわち情報の周知とデマ発生防止の観点から、 
ア 情報は「あらゆる手段により」「繰り返し供給」されること。 
イ 可能な限り「文字情報の形で併せ供給」されること。 
ウ 活動のもつ二次的な効果としての「アピール効果」が意識されること。 
以上３点である。特に、本部長はできる限り速やかに市民の前にその健在であることを示
し、多くの支援が寄せられ着実に応急対策を講じていることを伝えることにより、市・県
及び国への信頼の強化・積極的な協力を促すよう「アピール効果」の最大限の発揮に努め
る必要がある。 

 

 



 

２１６ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１０節  災害時の広報 

(２) 災害時の広報に関する基本指針 

（１）初期においては、「市内外各地域における被害の有無に関する情報提供による間接的
安否情報（これにより家族・知人の安否を推定することができる）」「市・県・国・
関係機関・協力団体等が行う救援救護活動の実施状況」「要配慮者救援への協力要請」
及び「出火注意・初期消火活動への協力要請」に関する情報を絶え間なく供給し、「情
報の空白時間帯」と「情報の空白地域」を無くすことに重点を置いた広報活動を行う。 

（２）災害発生後２日目以後を目途として、随時「広報たからづか被災者生活支援情報」を
発行し、以後避難所等開設期間中をめやすとして発行体制を確立するよう努める。 
これにより各部から供給される情報（シーズ）と市民から寄せられる情報ニーズのマ
ーケット（受け皿）とする。 

（３）各部・関係機関が行う応急対策、復旧対策及び被災者向け救援サービスに関しては、
可能な限り、その準備措置期間の初期において、対策又はサービス内容の概要、協力
要請事項若しくは受給のための申込書の配布から受付・サービスの実施等を含むスケ
ジュールを先行的に広報するよう「事前広報」重視の広報活動を行う。 

（４）大規模事故等の発災初期においては、「避難の必要性の有無に関する情報」、「注意
事項喚起、禁止又は制限措置に関する情報」のあらゆる関係住民等への周知徹底に重
点を置いた広報活動を行う。 

（５）「マイナス情報」（緊急避難を要する情報、立入禁止区域設定、飲料水・食物の摂取
制限等危険回避のための措置情報）は、慎重に市民向け広報活動、報道機関への広報
資料提供を行う。 

（６）災害時広報活動は、事故災害等関係地域の市民だけでなく、その他被害を免れた地域
の市民や被災者家族等を含む全国各地の人々を含め総合的に行う。 

 

３ 災害時広報活動体制のめやす 

 

大規模な災害発生等における広報活動体制は、おおむね、以下のような役割分担に基づくこ

とを骨格として行う。 

 

(１) 災対企画経営部の役割 

災対企画経営部は、災害時広報計画の検討、作成及び実施に関する取りまとめ並びに広

報班による広報活動の実施を主な役割として、おおむね以下のとおり行う。 

役割項目 手順その他必要事項 

被災者ニーズの把握・分
析 

ア 救援対策及び応急復旧対策実施スケジュールのめやすにも
とづく、被災者ニーズの想定 

イ 被災者から寄せられるよう要望等について、各部からの情報
収集 

事前広報重視の広報活動
用資料の作成 

ア 被災者ニーズの把握・分析結果に基づく災害時広報活動計画
の作成 

イ 各部への資料の提供要請、収集及び取りまとめ。 
ウ 分かりやすさに配慮した広報活動用資料作成 
エ 公衆回線ファックス、フェニックス防災システム、インター
ネット、電子メール、携帯電話事業者が提供する緊急速報メー
ル、伝令等による各部及び現地連絡所・避難所等への配布 

「広報たからづか 被災
者生活支援情報」発行体
制の確立 

ア 編集体制の確立（民間業者への要員派遣応援要請を含む。） 
イ 印刷体制の確立（コピー機、インク・紙の確保、印刷業者の
確保等） 

ウ 災害発生２日目以降随時発行 



 

２１７ 

第３部  災害応急対策計画 
第１章  非常時活動体制に関する基本指針 
第１０節  災害時の広報 

役割項目 手順その他必要事項 

要配慮者向広報体制の確
立 

ア 市社会福祉協議会・国際交流協会との連携 
(ア) 外国語・手話通訳ボランティアの確保 
(イ) 翻訳・点字ボランティアの確保 

イ 要配慮者向広報資料の作成 
ウ 要配慮者向巡回広報広聴チームの編成 

報道機関対応 
ア 各報道機関に対し、共同記者会見所の開設通知及び報道協力
の要請 

巡回広報担当の設置 
ア 広報車巡回等による広報活動 
イ 住宅密集地への広報活動 
ウ その他緊急広報を必要とする地域への広報活動 

 

(２) 避難所等及び現地連絡所担当部の役割 

避難所等及び現地連絡所担当部は、災対企画経営部から提供を受けた広報活動用資料を

活用し避難所等在住の市民及び担当地区の市民に対し、各部の情報を提供することを主な

役割として、おおむね以下のとおり行う。 

役割項目 手順その他必要事項 

広報活動用資料を使った
広報活動 

ア 現地連絡所担当者が担当地域内において広報活動 
イ 避難所等担当者が避難所等内において広報活動（館内放送、
口頭伝達等による） 

「広報たからづか 被災
者生活支援情報」の配布 

ア 現地連絡所担当者が担当地区内に掲示・配布 
イ 避難所等担当者が避難所等内で掲示・配布 

 

(３) 各部の役割 

各部は、本部長が示す救援対策及び応急復旧対策実施スケジュールのめやすに基づき、

担当する対策項目に関して、市民からの問い合わせに対しても担当部以外の市職員が相当

程度対応できることを目標として、可能な限り詳細な資料を作成し提供するよう努めるこ

とを主な役割とする。 

 

 

※ 参照 ⇒ 災害時の広報（災害対応マニュアル編第１部の１０） 
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第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 災害時における火災対策 

第２節 災害時における水防対策 

第３節 災害時における救助・救急対策 

第４節 災害時における危険物・有毒物等対策 

第５節 土砂災害及び危険建物その他による人的危険回避対策 
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第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第１節  災害時における火災対策 

 
第１節  災害時における火災対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対消防部 災害時における火災対策の実施及び全市的消火活動の統括 

災対消防団部 災害時における火災対策の実施 

副担当部 

災対都市安全部 
消防部門以外の各部門・各部の消火活動協力の取りまとめ、消
火活動用車両通行のための道路の確保 

災対企画経営部 市内各地域・施設等に関する被害状況把握のための情報収集 

災対上下水道部 消火活動用水の確保 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１) 地震発生直後においては、あらかじめ各地域で定める計画に基づき、各消防署・所及び消
防分団と自主防災組織・自衛消防隊等の連携による初期消火活動に全力対応する。 

（２) 初期消火活動による、鎮火困難な場合は、消防本部にその旨を報告し、増強部隊の出動を
要請するとともに、破壊消防を含むあらゆる手段を講じて、延焼火災阻止を第一に対処す
る。 

（３) 道路・橋梁の交通渋滞・損壊等により消防力の二次運用が困難な場合、消防職員の参集数
が火災発生状況に対して劣勢である場合、又は増強部隊の出動を要する炎上火災件数が
２つ以上ある場合、その他市の有する消防力によっては延焼火災阻止が困難であると判
断される場合は、近隣消防機関の応援出動要請、その他消防広域応援出動の要請、自衛隊
による消火支援活動の要請、破壊消防の指示等あらゆる方法を迅速に講じて、市街地大火
阻止を第一に対処する。 

（４) 地震発生直後においては、消防部門以外の各部門・各機関は、消防部門の要請を最優先
し、指揮所の統括のもと、延焼火災阻止を第一に対処する。 

（５) その他市街地大火が発生した場合、若しくは発生するものと判断される場合においても、
同様に行うものとし、市街地大火阻止を第一に対処する。 

（６）大規模事故等の災害初期においては、傷病者救出最優先とし支援消火活動を行う。また、

当該事案事業者等から情報収集し最悪事態を想定しつつ、事態の展開を先取りした消火活

動を重点的・計画的に行う。 

（７）化学工場火災、ＮＢＣ災害を伴うおそれがある火災の場合は、風上から進入する。また、

警戒区域の設定、除染体制の確保等被災者及び対策要員の被ばく・汚染対策を講じたの

ち、陽圧式防護服、検知・測定器その他必要な装備のある要員により対応する。 

（８）航空機火災においては、積載された緊急用酸素の爆発及び航空燃料の燃焼に留意する。 

 

３ 消防水利の確保 

 

消防水利は、水道消火栓の使用を試みることを含め、おおむね以下のとおり確保する。 

(１) 水道消火栓（特に自然流下地域及び谷状の低地にある直径２５０mm以上の管についてい
る消火栓は使える可能性が高い。その他上下水道部の協力による。） 

(２) 河川・ため池等の自然水利 
(３) 防火水槽・貯水槽・プール・ビル受水槽等 
(４) 上下水道部の協力による給水タンク車等による充水措置 

 



 

２２０ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第１節  災害時における火災対策 

４ 応援消防隊の受入れ 

 

消防長が地震発生後２時間以内に運用可能な消防力で対応が困難と判断したとき、兵庫県広

域消防相互応援協定その他に基づき他消防機関の応援消防隊の派遣を要請する。この場合の応

援消防隊の受入れについては、おおむね以下のとおりとする。 

なお、その他必要な事項については、市消防計画による。 

 

(１) 応援消防隊の集結場所の指定 

おおむね以下の３地点を指定する。 

なお、各地点に方面指揮所を置き、応援隊の投入重点地区の指定その他必要な指揮統括

を行う。 

担当区域 集結場所 方面指揮所所管消防署 

武庫川西部 阪神競馬場・末広中央公園 西消防署 

武庫川東部 東消防署及びその周辺 東消防署 

 

(２) 消防水利に関する資料の配布 

派遣された他市町村の応援消防隊に対しては、消火栓・防火水槽及び河川等の自然水利

の配置を示した図面資料を配布する。 

 

(３) 消防支援情報の提供 

派遣された他市町村の応援消防隊の現地への出動に当たっては、的確な消防活動体制が

確保できるよう、情報提供を行う。 

 

※ 参照 ⇒ 消防相互応援に関する協定書（資料・様式編５－２） 

 

※ 参照 ⇒ 災害時における火災対策（災害対応マニュアル編第２部の１） 
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２２１ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第２節  災害時における水防対策 

第２節  災害時における水防対策 

 

１ 責任担当部 

 

区 分 部 主な任務 

主担当部 

災対都市安全部 

災害時における水防活動の統括南部地域における山崖崩れ、河
川管理施設の被害状況調査及び応急措置 
ため池及び北部地域における山崖崩れの被害状況調査及び応

急措置 
避難情報の発令、各部門・各部の水防活動協力の取りまとめ 

災対消防部 
水災等の災害防御及び警戒活動の実施、水害に関する警報等の

伝達、その他水防隊活動の取りまとめ 

災対消防団部 水災等の災害防御及び警戒活動の実施 

副担当部 各  部 所管業務又は本部事務分掌に基づく水防活動協力 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) 災害時における水防対策に関する基本的考え方 

基
本
的
考
え
方 

洪水、台風等による水害の発生が予想される場合に、これを警戒・防御し、被害軽減のた
めに行う水防活動の実施については、水防計画に基づき都市安全部が中心となり災害対策
本部又は災害警戒本部を設置し、消防本部・署及び消防団による水防隊が編成され対処す
る。しかし、震度５弱以上の地震発生後には、災害対策本部が設置されているため、災害警
戒本部を設置することなく、災害対策本部体制のもと水防計画に定める水防対策の実施に
あたることとなる。また、地震により武庫川・その他の河川やため池の堤防が被災した場合
には、復旧工事が完了するまでの期間中における、大雨や台風の襲来に対して、通常有する
防災機能を期待することができない。 
そのため、市は、あらかじめ定める水害危険予想箇所や平成８年度防災アセスメント調

査等に基づく、浸水危険のある地区に関しては、被災箇所を中心として、警戒・巡視活動を
強化するとともに、避難情報の発令等の措置を先行的に実施するよう留意する必要がある。 

 

(２) 災害時における水防対策に関する基本指針 

１）本部設置時における水防活動に関する統括は、災対都市安全部が災対都市安全部、災対消防
部、災対都市整備部、災対環境部、災対上下水道部の協力を得て行う。 

２）地震発生直後の延焼火災の危険が回避された場合は、速やかに山崖崩れ、河川管理施設・た
め池等に関する被害状況を調査し、緊急避難を要するなど切迫度に応じて必要最小限度の
応急措置を講ずる。 

３）倒壊建物等からの救出活動がおおむね終了すると想定される地震発生後４日目頃開始をめ
やすとして、被災した河川管理施設・ため池等について応急復旧措置を講ずる。 

 

※ 参照 ⇒ 災害時における水防対策（災害対応マニュアル編第２部の２） 

※ 参照 ⇒ 洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内等の要配慮者施設等（資料・様式

編１－４） 
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２２２ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第３節  災害時における救助・救急対策 

第３節  災害時における救助・救急対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対消防部 

災害時における救助・救急対策の実施及び全市的救助・救急動の
統括 

災対消防団部 災害時における救助・救急対策の実施 

副担当部 

災対都市安全部 
消防部門以外の各部門・各部の救助・救急活動協力の取りまとめ 
倒壊建物等生き埋め被災者の救出、重機等機材の確保 

災対福祉部 負傷者の受入先（拠点救護所）の確保 

災対市立病院部 救急患者受入病院（中継拠点病院・後方支援病院）の確保 

災対都市整備部 倒壊建物等生き埋め被災者の救出 

災対市民交流部 安否不明者等の情報の取りまとめ 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) 災害時における救助・救急対策に関する基本的考え方 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

本市に直下型地震が発生した場合、建物の倒壊や屋内外の落下物・倒壊物等により救助・
救急活動を必要とする事態が、市内各地域で同時多発的に発生するものと想定される。この
場合、救助・救急活動は、以下にあげる２つの要因により「時間との勝負」という一事を最
優先で行われる必要がある。 
すなわち、第１に過去の都市部における事例を見ると、建物倒壊現場等から救出され命を

とりとめた人の約９割が24時間以内に救出されていること。第２に、平成７年阪神・淡路大
震災でクローズアップされた「クラッシュ症候群」の観点から、地震発生後１～２時間以内
の救出による発症防止、そして搬送に要する時間も含め72時間以内における人工透析等の医
療措置という時間的制約のあることが指摘されること。以上の２点である。 
したがって、災害時における救助・救急対策は、平常時に増して、各居住地域（コミュニ

ティ）の、市民、自主防災組織、協定締結建設業等団体及び市救助・救急隊員、救出協力担
当部職員の連携による初期救命活動が極めて重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２２３ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第３節  災害時における救助・救急対策 

(２) 対策実施上の基本指針 

１）地震発生直後においては、あらかじめ各地域で定める計画に基づき、各消防署救助隊救急隊
と自主防災組織、協定協力団体、市民等の連携により早期救出活動・重傷患者の早期救命搬
送を行う。 

２）地震発生後、可能な限り速やかに広域的な消防応援、航空消防応援及び自衛隊の災害派遣出
動、救助・救急用資機材調達支援を要請し救助・救急活動に必要な要員、資機材、重機類等
の大量かつ迅速な補充体制を確立する。 

３）責任担当部間及び関係機関相互の役割分担に基づく連携により救命処置を必要とする者を最
優先した救出、救助救急搬送体制を確立し、地震発生後７２時間以内の全事案対応完了に努
める。 

４）多数救助救出事案においては、現地指揮所の指揮のもと計画的かつ効率的に行う。 
５）原子力災害等の発生現場においては、事業者側の放射線管理の専門家等と連携し危険区域設

定、放射線測定を行うなど対策要員の十分な汚染・被ばく管理を行いつつ救出活動を実施す
る。 

６）ＮＢＣテロ災害のおそれがある場合は、警察署のＮＢＣテロ災害専門部隊等出動要請及び県
知事に対し自衛隊災害派遣要請を要求する。また、陽圧式防護服その他必要な装備のある要
員により対応する。 

 

３ 緊急調達資機材等のめやす 

 

地震発生後７２時間以内の全救助事案対応のための、緊急調達資機材等については、以下を

めやすとして迅速かつ広域的に行う。 

区分 緊急調達資機材等の一例 

警防関係 消防用ホース、投光器、発電機 

救急関係 集団救急用資器材、浄水装置、毛布、担架、防水シート、消耗品 

救助関係 

探索装置、救助犬、特殊カメラ、削岩機 
パワーショベル、ブルドーザー、クレーン車等重機類、エンジンカッター 
ジャッキ、チェーンソー、スコップ、ハンマー、バール、のこぎり 
防塵メガネ、防塵マスク 

その他 
自転車、オートバイ、スクーター、消防無線電話装置、携帯無線機 
衛星電話、簡易トイレ、テント、貯水タンク及び燃料・食料 
車両応急修理用部品 

 

※ 参照 ⇒ 市が保有する防災資機材及び防災倉庫（資料・様式編３－５－２） 

 

４ 応援救助・救急隊の受入れ 

 

災害時の火災対策に準じて、以下の集結場所に方面指揮所を置き、応援隊の投入重点地区の

指定その他必要な指揮統括を行う。 

担当区域 集結場所 方面指揮所所管消防署 

武庫川西部 阪神競馬場・末広中央公園 西消防署 

武庫川東部 東消防署及びその周辺・山手台中央公園 東消防署 

 

※ 参照 ⇒ 災害時における救助・救急対策（災害対応マニュアル編第２部の３） 
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２２４ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第３節  災害時における救助・救急対策 
 

５ 安否不明者等の氏名等の公表 

  県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために、安否が分からない

者（以下「安否不明者」という。）等の氏名等を原則公表する。あわせて、県が発災時に備え、

平時から安否不明者等の氏名等の公表について、あらかじめ定めた方針に従い、市は安否不明

者等の名簿を作成し、県に名簿の提供が出来る体制の整備に努める。 

 



 

２２５ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第４節  災害時における危険物・有毒物等対策 
 

第４節  災害時における危険物・有毒物等対策 

 
１ 責任担当部 
 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対消防部 

災害時における危険物・有毒物等対策の実施及び連絡・調整 
現地指揮所業務担当責任者の指名等 
本部現地指揮所支援業務担当責任者の指名等 
県への危険物等対策支援体制の確保要請等 
本部各部への必要な対策実施体制の確保要請 

副担当部 

災対都市安全部 

消防部門以外の各部門・各部の協力の取りまとめ 
河川における危険防除対策に関する協力 
危険物等対策活動用資機材の調達支援 
県、国の専門家等による助言協力体制確保の要請 
県、国の専門機関等による除去・除染作業実施協力の要請 

災対企画経営部 
危険物等流出のおそれがある場合の緊急広報体制の確保 
当該事故による危険物等の影響に関する広報資料の収集、整理 
風評被害の影響軽減のための広報計画の検討 

災対環境部 

毒物・劇物等に関する危険防除対策に関する協力 
県に対する環境モニタリング調査実施要請 
測定場所の選定、協力要員配置計画等の検討 
環境モニタリング調査実施のための協力体制確保 
不法廃棄等事案に関する除去・除染対策のための協力 
産業廃棄物処理関係団体その他協力団体・事業者との連絡調整 
飲料水、飲食物摂取制限等対策担当責任者の指名等 

災対福祉部 
毒物・劇物等に関する危険防除対策に関する協力 
健康不安に関する相談受付体制の確保 

災対上下水道部 

水源施設における危険防除対策に関する協力 
必要な場合の水道取水停止等必要な措置 
汚染水源の使用禁止 
応急給水の実施 

災対教育部 避難所等の開設・運営要員の配置 

災対消防団部 

災害時における危険物・有毒物等対策に関する協力 
危険物等流出のおそれがある場合の緊急避難誘導班の編成、出  
動 
警戒区域周辺地域における警備班の編成、出動 

 



 

２２６ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第４節  災害時における危険物・有毒物等対策 
 

２ 対策実施上の基本指針 
 

（１) 地震発生直後においては、あらかじめ各施設で定める計画に基づき、各施設の責任者が
必要な安全措置、危険防除措置を行う。 

（２) 危険物・有毒物等の漏えい、流出、発火等の災害が発生した場合は、直ちに消防機関及び
関係機関に緊急通報するとともに、必要な応急措置、付近住民及び一般従業員の安全を守
るための緊急避難の警告等、人的被害の防止と周辺地区に対する被害の拡大阻止を第一
に対処する。 

（３) 各施設の責任者から通報を受けた場合、若しくは危険物・有毒物等取扱施設における災
害発生を知った場合は、所管する県各部・関係機関・関連団体等による災害防除のための
専門家その他要員の派遣を要請する。また、市の有する消防力によっては災害防御が困難
であると判断される場合は、近隣消防機関・自衛隊等への応援出動の要請、その他消防広
域応援出動の要請等あらゆる方法を迅速に講じて、人的被害の防止と周辺地区に対する
被害の拡大阻止を第一に対処する。 

（４) 地震発生直後においては、消防部門以外の各部門・各機関は、消防部門の要請を最優先
し、指揮所の統括のもと人的被害の防止と周辺地区に対する被害の拡大阻止を第一に対
処する。 

（５) その他危険物・有毒物等取扱施設における災害が発生した場合、若しくは発生するもの
と判断される場合においても、同様に行う。 

（６) 危険物等の関連する事故災害発生時においては、現場到着後直ちに警戒区域を設定する。
この場合、危険物等の性状（当該事案事業者等からの情報収集、イエロ－カ－ド等によ
る。）、風向・風速等気象条件、爆発したときの飛散物、火災の延焼等の推定距離を踏ま
え、安全側にたって大きめな範囲を設定し、事態掌握後順次警戒範囲の縮小を図る。 

（７) 現地指揮所において危険物等の特定困難な場合は、負傷者の症状内容、現場の状況その
他可能な限り詳細に通報し、県立健康生活科学研究所、県警科学捜査研究所等、その他県
を通じた専門家・専門機関等との連携により、危険物等の特定、性状の把握を速やかに行
う。 

（８) 危険物等の流出による大気、公共用水域、地下水及び土壌の汚染等により住民の生命・身
体に危険が生じるおそれがある場合は直ちに関係機関へ連絡するとともに、緊急広報に
より一般への周知を図る。また、流出拡大防止、回収、中和剤投入、水道取水停止等必要
な措置を講ずる。消火剤の流出による汚染等対策についても危険物等に準じて行う。 

（９) 放射性物質により汚染された物質の除去・除染は事故災害等の原因者である事業者が行
う。 

（10) 放射性物質により汚染された物質の除去・除染は県と連携し、国の専門家等の助言を踏
まえ、事業者による作業の確認を行う。 

（11) 責任者不明の放射性物質・不法廃棄等事案その他事業者により難い事情のある場合は、
県と連携し、国の専門機関等に汚染された物質の除去・除染作業の実施を要請する。 

（12) 県から飲料水、飲食物の摂取制限等の指示があった場合は、汚染水源の使用禁止、汚染飲
料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取制限又は禁止、汚染農林畜産物の採取、出荷制限等の
措置を講ずる。 

（13) 飲料水、飲食物の摂取制限等の措置を講じたときは、市民等に対し情報の周知もれのな
いよう緊急広報を十分に行う。また、住民の備蓄分では不足すると認められるときは、関
係住民に対し食料供給、応急給水実施等必要な措置を講ずる。 

（14）警戒区域は、住民等の安全確保及び現場における消防活動エリアを十分広く見込んで確保
し、外周をロ－プ、標識等により範囲を明示する。 

（15）核燃料物質搬送途上の事故においては、モニタリングの結果が得られるまでの間、輸送物
から15ｍ以上の範囲を立入禁止区域、輸送物から100ｍの道路上を事故対応のための活動
エリア確保及び核燃料物質保護の観点から立入制限区域とする。 

（16）ＮＢＣテロ災害による受傷者は、現地救護所において除染・応急救護措置等を施したの
ち、各救急受入病院に搬送する。また、原因物質特定が困難な場合は、日本中毒情報セン
タ－への照会、生体試料（尿・血液等）の検査分析依頼等により原因物質の絞込みを行う。 

 



 

２２７ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第４節  災害時における危険物・有毒物等対策 
 

３ 施設責任者の取るべき措置 
 

（１）石油類等危険物 

１) 発火源の除去、油類の流出及び拡散防止策、自衛消防隊による応急措置を講ずるとともに、
消防・警察機関等へ直ちに通報する。 

２) 貯蔵容器等が危険な状態になったときは、直ちに貯蔵容器等は安全な場所に搬出移動する。 
３) 上記措置の必要性を認めたとき、又は上記措置を講ずることができないときは従業員及び

付近の住民に対し退避・避難警告をする。 
４) 現場到着した消防隊に対し、誘導員が必要な情報の提供等を行い、消防隊が円滑な消防活

動を行えるよう配慮する。 

 

（２）高圧ガス 

１) 作業中の場合は作業を中止し、必要に応じて施設内のガスを安全な場所に搬出移動し、又
は安全放出し、当該作業に必要な作業員を除く他の従業員等は退避させる等の安全措置を
講ずるとともに、消防・警察機関等へ直ちに通報する。 

２) 上記措置の必要性を認めたとき、又は上記措置を講ずることが出来ないときは従業員及び
付近の住民に対し退避・避難警告をする。 

３) 貯蔵容器等を安全な場所に搬出移動する必要性を認めたとき、又は上記措置を講ずること
ができないときは、従業員及び付近の住民に対し退避・避難警告をする。 

４) 現場到着した消防隊に対し、誘導員が必要な情報の提供等を行い、消防隊が円滑な消防活
動を行えるよう配慮する。 

 

（３）毒物・劇物 

１) 発火源の除去、毒物・劇物の安全な場所への搬出移動、漏出防止及び防毒措置等の安全措置
を講ずるとともに、消防・警察機関等へ直ちに通報する。 

２) 上記措置の必要性を認めたとき、又は上記の措置を講ずることができないときは従業員及
び付近の住民に対し退避・避難警告をする。 

３) 現場到着した消防隊に対し、誘導員が必要な情報の提供等を行い、消防隊が円滑な消防活
動を行えるよう配慮する。 

 

（４）火薬類 

１) 保管又は貯蔵中の火薬類を安全な場所に搬出移動させる余裕のある場合は、速やかに実施
させ、見張人をつけて関係者以外の者が近づくことを禁止する。 

２) 道路が危険であるか又は搬出移動の余裕がない場合は、火薬類を付近の水溝等の水中に沈
める等安全な措置を講ずる。 

３) 搬出移動の余裕がない場合には、火薬庫にあっては入口等を目張り等で完全に密閉し、可
燃材の部分には延焼防止措置を講じ、爆発により危害を受けるおそれのある地域はすべて
立入禁止の措置をとり、危険区域内の住民等を避難させるための措置を講ずる。 

４) その他法令に定める安全措置を講ずるとともに、消防・警察機関等へ直ちに通報する。 
５) 現場到着した消防隊に対し、誘導員が必要な情報の提供等を行い、消防隊が円滑な消防活

動を行えるよう配慮する。 

 

（５）放射線使用施設 

１) 放射線同位元素の安全な場所への搬出移動、放射線障害発生の防止措置及び汚染区域の設
定を行うとともに、消防・警察機関等へ直ちに通報する。 

２) 上記措置の必要性を認めたとき、又は上記措置を講ずることができないときは、従業員及
び付近の住民に対し退避・避難警告をする。 

 

※ 参照 ⇒ 災害時における危険物・有毒物等対策（災害対応マニュアル編第２部の４）
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２２８ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第５節  土砂災害及び危険建物その他による人的危険回避対策 
 

第５節  土砂災害及び危険建物その他による人的危険回避対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 

災対都市安全部 

急傾斜地崩壊、土石流及び南部地域の山崖崩れによる人的危険
回避対策、北部地域の山崖崩れによる人的危険回避対策、雨量情
報の取りまとめ 
避難情報の発令、各部門・各部による活動協力の取りまとめ 

災対都市整備部 
危険宅地及び危険建物・ブロック塀その他による人的危険回避

対策 

災対企画経営部 避難広報 

災対消防部 
土砂災害発生時の警戒出動、消防部門の取りまとめ 
所管施設に設置する雨量計の管理 

災対消防団部 土砂災害発生時の警戒出動、避難広報及び誘導の実施 

副担当部 各  部 所管業務又は本部事務分掌に基づく活動協力 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) 土砂災害及び危険建物その他による人的危険回避対策に関する基本的考え方 

 
 
 
 
 
 
 
基 
本 
的 
考 
え 
方 

震度６弱以上の地震発生後においては、地震により崩壊に至らなかった「急傾斜地崩壊
危険箇所」等について、余震や降雨による、二次的な「土砂災害」の発生を警戒し、相当の
被害軽減措置を講ずる必要がある。昭和44年消防庁（防災救急課長）通達は、「急傾斜地の
崩壊による災害の防止に関する法律」の制定に伴い、市町村地域防災計画において定める
べき必要のある事項をあげ、特に危険区域における応急措置を実施すべき時期については、
降雨量による事とし「警戒体制を取る場合の基準雨量例」を示している。そして、この場合
の基準雨量については、地震発生時においては別途考慮するべきことを併記している。 
特に土砂災害警戒区域(土石流)については、その発生時刻について雨の強度とかなり相

関があること、また時間雨量30mm程度から災害発生例が急に増加していることが経験的に
知られている。 
また、「土砂災害」危険箇所以外にも、倒壊の危険のある建物やガラスや看板類の落下危

険のある建物、倒壊の危険のあるブロック塀やその他の重量塀など、震度６弱以上の地震
発生後においては、余震や降雨もしくは強風による二次的な「倒壊・落下」等の危険箇所が
多数生ずるものと想定される。 

 市は、「空振りをおそれるより見逃しをおそれる」ことを第一とし、災害発生の前兆と思
われる事象や降雨量を基準として、先行的に、危険のある箇所・地域への警戒員の配置、交
通規制の実施、避難情報の伝達、避難誘導員の派遣その他必要な措置を講ずるよう努める
必要がある。 
なお、強風が予想される場合については、危険建物等からのガラス・看板類の落下物に注

意するよう、必要な広報活動を行う。 



 

２２９ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第５節  土砂災害及び危険建物その他による人的危険回避対策 
 

 (２)  対策実施上の基本指針 

 

１）土砂災害及び危険建物による人的危険を回避するための巡視、警戒、避難情報の発令等
の指示その他の対策の実施は、降雨量を基準として先行的に行う。 

２）土砂災害警戒区域(土石流)及び特に危険な箇所や崩壊・倒壊時の支障が大である箇所
については、警戒員の配置等を行い、状況の変化に迅速に対処する体制をとる。 

３）幹線道路沿道の危険建物については、所有者の責任において、取り壊し又は倒壊防止の
ための建物補強等危険性の除去について行うよう指導・勧告する。 

４）対策の実施に当たっては、県・国の技術的指導及び応援出動の実施を速やかに要請する
とともに、市内外の関係機関・団体・事業所・専門ボランティアの全面的協力体制を確
保する。 

５）人的危険回避対策実施の責任を有する者は、対策に従事する者の安全の確保に十分配
慮して、人的危険回避対策を実施する。 

 

３ 土砂災害等危険箇所の事前把握 

 

地震発生後に土砂災害等の発生が想定される危険箇所は、多くの場合、急傾斜地崩壊危険箇

所や危険宅地等として、あらかじめ把握される箇所のうち特に危険度の高い箇所となることが

経験的に知られている。そのため、以下の箇所については、地震発生後速やかに被害状況に関

する情報収集を行うものとする。 

また、近畿地方整備局や県は、河道閉塞や地滑り等における土砂災害の発生が急迫した際、

災害発生想定区域等を適切に情報提供することとしており、これらの情報にも留意する。 

※ 参照 ⇒ 土砂災害警戒区域（資料・様式編１－２－２-１） 

 

４ 土砂災害等危険箇所における避難所収容計画 

 

土砂災害等危険箇所における避難情報の発令、避難の誘導及び避難所等の開設・運営に関し

ては、避難所収容計画及び本編第３部第４章第３節「避難対策」に基づき行う。 

 

※ 参照 ⇒ 土砂災害及び水害危険区域における避難所収容計画（資料・様式編６－２－８） 

※ 参照 ⇒ 土 砂 災 害 及 び 危 険 建 物 そ の 他 に よ る 人 的 危 険 回 避 対 策（災害対応マニュアル編第２部の５） 
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２３０ 

第３部  災害応急対策計画 
第２章  災害危険防止及び人的危険回避に関する対策 
第５節  土砂災害及び危険建物その他による人的危険回避対策 
 

  



 

２３１ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 災害時における道路の確保 

第２節 ライフライン施設の応急対策 

第３節 都市公共施設の応急対策 

第４節 災害時の防犯対策 

 

 

 



 

２３２ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
第１節  災害時における道路の確保 

 
第１節  災害時における道路の確保 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対都市安全部 

災害時における交通管制に関する連絡・調整 
道路・橋梁の応急復旧、その他道路管理者としての協力 
本部緊急道路担当責任者の指名等 
本部各部への必要な対策実施体制の確保要請 
専門機関・専門家等の協力・助言体制の確保要請 
県、国の専門機関等による除去・除染作業実施協力の要請 

副担当部 

災対総務部 配送拠点設置に関すること 

災対企画経営部 

所管施設等における交通規制実施のための施設の確保 
通行の禁止又は制限区間・エリアに関する緊急広報の実施 
う回路の設定、バス路線の変更等に関する広報の実施 
ラジオによる緊急避難放送要請 

災対教育部 所管施設等における交通規制実施のための施設の確保 

災対都市整備部 所管施設等における交通規制実施のための施設の確保 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１) 消防、警察、自衛隊等の緊急出動車両（道路交通法施行令第１３条で定める緊急自動車）
の通行を最優先とする交通規制区域指定を災害発生と同時に要請する。 

（２) 警察署と市その他の道路管理者、関係防災機関並びに公共交通事業者等が連携し総合的
に「道路交通の管制（コントロール）」を行える体制をつくる。 

（３) 所管の如何によらず、道路の優先順位により各道路管理者が協力・連携して、被災した道
路の啓開確保を行う。 

（４) 緊急活動車両の交通を確保するため、信号機、標識の復旧措置、出入規制実施のために必
要な集配拠点施設等を確保する。 

（５) 一般乗用車の利用禁止措置を強力に実施するため、代替交通機関を確保する。 
（６) 大規模な事故災害等の発生に際しては、警察署等関係機関と緊密に連携し、緊急輸送路

指定路線に関し最優先で、通行の禁止又は制限の要否、有無に関する情報を収集する。 
（７) 幹線道路が長時間にわたって使用不能になる場合は、関係機関と連携し、う回路の設定

及び周知、交通規制の実施、バス路線の変更等の対策を実施する。 
（８) 道路の応急復旧は、県建設業協会宝塚支部と連携・協力し、障害物の除去、応急復旧等に

必要な人員、機材等を確保し行う。ただし、危険物、毒劇物、放射性物質等の流出等によ
り汚染の除去・処理が必要な場合は、専門機関、専門家等の協力・助言を得て行う。 

 

３ 道路交通の管制 

 

道路交通の管制は、おおむね以下の機関・団体・事業所等と連携調整できるよう、管制本部

を市本部内に設置する。 

なお、事務局業務は都市安全部道路対策班が行う。 

 

 



 

２３３ 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
第１節  災害時における道路の確保 

○ 宝塚警察署 
○ 各道路管理者 
○ 協定締結建設業等団体 
○ 県警備業協会 
○ ＪＲ西日本 

○ 阪急電鉄 
○ 阪急タクシー 
○ 阪急バス 
○ 阪神バス 
〇 フクユ(ﾊﾞｽ事業者) 

○ 阪神競馬場 
○ 災害時における輸送協定企業 

 

４ 対策実施上の時期区分のめやす 

 

震度６弱以上の地震発生の場合若しくはその他大規模災害発生の場合における「災害時にお

ける道路の確保」対策の実施手順は、災害対策基本法第76条の6の適用等も考慮の上、その都度

決めるが、おおむね以下の３つの時期区分に基づき段階的に行う。 

区分 
期間のめや

す 
措置のめやす 

災害発生初期の緊急措置 
災害発生後 
３日目まで 

(１) 市南部地域を含む被災地域全域における緊急通
行車両以外の通行の禁止（交通規制区域指定） 

(２) 主要幹線道路の応急復旧・通行の確保 
(３) その他道路における緊急自動車の通行確保のた

めに必要な措置 
※ 消火・救出・救急搬送等の緊急自動車の通行確保
を最優先として行う。 

第一次道路確保対策 
(避難所等開設期間) 

災害発生後 
４日目以降 
28日目まで 

(１) 引き続き必要な場合における上記の措置項目 
(２) 道路交通対策関係機関等連絡協議会の設置 
(３) 広域的応援受入れのための搬入・搬出ルート及び

迂回ルートの設定 
(４) 信号・標識等の応急復旧並びに案内板等の設置 
(５) 配送拠点施設その他交通規制実施のための施設

の確保 
(６) 代替交通手段の提供並びにバス等優先レーンの

運用 
(７) 著しい被害を受けた区間を除く幹線道路の応急

復旧完了 
※ 救援及び復旧用物資等の効率的かつ大量輸送の
ための通行確保に重点を移す。 

第二次道路確保対策 
（避難所等閉鎖以降） 

災害発生後 
29日目以降 

(１) 引き続き必要な場合における上記の措置項目 
(２) 通常の生産活動、商業活動に不可欠な物資の輸送

車両の通行に関する規制の緩和 
(３) その他経済復興・市民の自立支援を促進するため

の交通規制の実施 
(４) 平常時交通管制体制への漸進的移行 
※ 経済復興・市民の生活再建支援の促進を図るため
の通行確保に重点を移す。 

 

※ 参照 ⇒ 災害時における道路の確保（災害対応マニュアル編第３部の１） 
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２３４ 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
第２節  ライフライン施設の応急対策 

第２節  ライフライン施設の応急対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対都市安全部 

災害時ライフライン対策関係機関等連絡協議会の設置・運営 
本部情報連絡担当責任者の指名等 
現地指揮所との連絡 
関係各部への必要な対策実施体制の確保要請 

副担当部 

災対上下水道部 

上下水道の応急復旧、その他上下水道施設管理者としての協力 
水道施設に関する被害状況及び応急対策実施状況の把握 
被害拡大防止のための水道施設運用中止・給水サ－ビス一時停

止の要否等の検討、実施 
給水サ－ビス一時停止に伴う代替措置等の検討、実施 

災対企画経営部 
ライフラインサ－ビス一時供給停止に関する緊急広報の実施 
ラジオ等による緊急広報放送要請（阪神北県民局） 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) ライフライン施設の応急対策に関する基本的考え方 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

平成７年阪神・淡路大震災の経験は、地震発生直後におけるライフライン施設の供給の
停止、継続に関する判断や考え方について、再検討を迫った。 
都市大火が発生した神戸市では、地震時以降の１０日間に発生した１７５件の火災のう

ち出火原因の判明している８１件の過半数（４４件）が電気ストーブや屋内配線等の電気
に関係した原因と指摘された。その他通電再開によると見られるものがかなり存在すると
見られる。 
加えて、被災者の体験談に「揺れがおさまった後、ふと気が付くとガス臭かったので急い

で元栓を切り避難所等に逃げた。道は同じような人の列でいっぱいであった。」との証言が
多く見られることが注目される。震度６弱以上の地震発生時には、防災中枢機関自体も被
災し、発生直後には、ほとんど救援対策の実施が不可能となる。しかし、生き埋めとなった
被災者の救出は一刻を争う。そしてどんなに小さな出火も初期消火の失敗は、極めて広範
囲で消火困難な延焼火災に発展する。いずれの場合も地域の人々がどれだけ初期防災活動
に集中できるかが、極めて重要なポイントとなる。ライフラインは、平常時においては、都
市の生活を維持する上で、必要不可欠な施設である。しかし、非常時においては、状況次第
で一転「被害拡大要因」ともなり得る施設でもあるということが再確認される必要がある。 

 



 

２３５ 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
第２節  ライフライン施設の応急対策 

(２) 対策実施上の基本指針 

 

１）「ガス」については、地震発生直後に被害甚大地域への供給停止措置を要請する。 
２）応急対策実施上有用であるが、被害拡大要因ともなり得る「電気」については、消防・

警察等の要請により被害甚大地域への供給停止措置を要請する。また、通電再開に当た
っては、消防・警察等の要請に留意し二次災害防止に努める。 

３）初期消火の重要性を考慮し、「水道」については、地震発生直後相当の時間、消火栓が
使用できるよう可能な限り供給を継続する。 

４）「電話」については、地震の発生した時間帯により即電話輻湊が想定されにくい場合は、
直後１～２時間は発信規制を行なわず、防災機関への通報を確保する。 

５）被害甚大地域の面的な拡がりに関しては、所管の如何によらず、各施設管理者が協力・
連携して、「被災概要」の早期把握に努める。 

６）復旧は、学校、病院、避難所等の拠点施設並びに生協等救援活動協力協定締結事業所か
ら優先的に行うとともに、被害の少ない地域から順次行い早期復旧に努める。 

７）復旧は、「供給・処理」施設から「需要家・末端」施設へ向けて行う。 
８）復旧再開に当たっては、復旧によるサービス再開に伴う連関に配慮するとともに可能な

限り「トータル」なサービスの復旧を実現するよう各ライフライン機関が相互の連携・
協力体制を確立する。 

９）市、県等行政機関並びに各ライフライン機関は、連携・協力して代替サービスの供給を
行う。 

10）大規模な事故災害等発生に際しては、ライフライン施設（上下水道、電気、ガス、電話）
の被害の有無、被害状況及び応急対策実施状況に関する情報収集を行う。 

11）ライフライン施設が当該事故災害等発生現場になった場合、又は当該事故災害等による
被害危険が生ずるおそれがある場合においては、当該事故災害等による人的・物的被害
の拡大阻止を最優先として、必要に応じて現地指揮所、又は本部長の指示に基づき、施
設の運用中止・サ－ビスの一時供給停止を要請する。 

12）施設の応急復旧は、学校、病院、避難所等の拠点施設並びに救援活動協力協定事業所か
ら優先的に行う。また、被害の少ない地域から順次行い早期復旧に努める。 

 

３ 対策実施上の時期区分 

 

対策の実施手順は、災害発生後の事態の推移に対応して、その都度県・国等並びに各ライフ

ライン機関と協議して決めるが、おおむね以下の３つの時期区分に基づき段階的に行う。 

区分 期間のめやす 措置のめやす 

災害発生
直後の緊
急措置 

災害発生直後
相当時間まで 
（当日） 

(１) 電気・ガスの被害甚大地域等への供給停止措置 
(２) 水道の火災発生地域への供給の継続及び必要な応援措置 
(３) 下水道施設の使用継続並びに必要な応援措置 
(４) 電話の「緊急連絡機能」確保のため必要な措置 
(５) 地域分担に基づく「被災概要」の早期把握 
(６) 詳細調査、早期復旧のために必要な体制の確立 
(７) その他早期復旧のため必要な応援・協力の要請 
(８) 災害時ライフライン対策関係機関等連絡協議会の設置 



 

２３６ 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
第２節  ライフライン施設の応急対策 

区分 期間のめやす 措置のめやす 

第一期応
急対策の
実施 
(避難所等
開設期間) 

災害発生後 
28日目まで 

(１) 被災地域向代替サービスの供給 
(２) 基本指針に基づく応急復旧の実施 

（応急復旧のめやす） 
※電気    … 期間中に応急送電完了 
※電話    … 期間中に応急復旧完了 
※水道    … 期間中に応急復旧完了 
※下水道   … 期間中に応急通水完了 

(３) ライフラインに関する広報活動及び相談業務 
(４) 災害時ライフライン対策関係機関等連絡協議会の運営 

第二期応
急対策の
実施 
(避難所等
閉鎖以降) 

災害発生後 
29日目以降 

(１) 必要な場合の被災地域向代替サービス供給継続 
(２) 基本指針に基づく応急復旧の実施 

（応急復旧のめやす） 
※ガス・電気 … 発生後２か月以内仮復旧完了 

(３) 本復旧計画の検討並びに実施 
(４) ライフラインに関する広報活動及び相談業務 
(５) 災害時ライフライン対策関係機関等連絡協議会の運営 

※ 応急復旧のめやすは、平成７年阪神・淡路大震災時と同規模の被害があった場合 

 

 

※ 参照 ⇒ ライフライン施設の応急対策（災害対応マニュアル編第３部の２） 
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２３７ 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
第３節  都市公共施設の応急対策 

第３節  都市公共施設の応急対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対都市安全部 

都市公共施設の応急対策全般に関する連絡・調整 
本部情報連絡担当責任者の指名等 
現地指揮所との連絡（鉄道災害以外） 
自衛隊の災害派遣要請の要求 
県、国の専門機関等による除去・除染作業実施協力の要請 

副担当部 

災対企画経営部 

分掌する市施設の応急対策の実施 
鉄道施設の応急対策に関する取りまとめ 
本部鉄道施設担当責任者の指名等 
現地指揮所との連絡（鉄道災害） 
緊急広報体制の確保（鉄道災害） 
本部各部への必要な対策実施体制の確保要請（鉄道災害） 

災対総務部 分掌・所管する市施設の応急対策の実施及び取りまとめ 

災対教育部 
分掌する市施設の応急対策の実施 
その他教育施設・文化財の応急対策に関する取りまとめ 

災対消防部 

事故災害等による危険が及ぶおそれがある場合における施設
利用者の緊急避難等安全確保対策の実施 
鉄道利用客等の緊急避難等安全確保対策の実施 
現地指揮所との連絡体制確保 

各  部 
分掌・所管する市施設の応急対策の実施 
その他公共公益施設の応急対策に関する取りまとめ 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１) 地震発生時における利用者・入所者の安全の確保、必要な場合の避難誘導を最優先する。 
（２) 出火防止のための火気の点検、消火設備・器具の点検その他を行う。また、万一火災が発

生したときは、直ちに最寄り消防署に通報するとともに、消火設備、消火器具等を活用し
初期消火を行い、火災の拡大防止に万全を期する。 

（３) 防災活動拠点としての役割、その他施設の公共的役割等に関して、所期の役割を果たす
ことが可能かどうかを中心として、被災状況を速やかに把握し、施設所管担当部に報告す
る。 

（４) 応急復旧対策の実施は、応急的な危険度判定結果その他に基づき把握された被害の程度
と、当該施設の当該状況における活動拠点としての必要度を踏まえ、優先順位をつけて行
う。 

（５) 文化財については、長い歴史の中で過酷な自然的条件と、戦乱その他厳しい社会的条件
の中で現在まで伝えられたものであり、末永く、少なくとも現状のまま保存し伝えるべき
貴重な宝物と位置付け、必要な保全措置を講ずる。 

（６) 大規模な事故災害等発生に際しては、市の施設及びその他公共公益施設を情報連絡拠点
として活用し、円滑な応急活動実施のための立入禁止区域、通行の禁止又は制限等の緊急
措置の周知、マイカ－利用の自粛その他必要な協力呼びかけを行う。 

（７) 鉄道施設の大規模事故等の発生に際しては、鉄道駅構内放送・車内放送を通じて、円滑な
応急活動実施のための立入禁止区域、通行の禁止、又は制限等の緊急措置の周知、マイカ
－利用の自粛その他必要な協力呼びかけを行うよう要請する。 

（８) 当該施設が事故災害等発生現場になった場合、又は現場周辺にある施設においては、現
地指揮所又は本部の指示に基づき、施設利用者の安全確保に万全を期する。 

 



 

２３８ 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
第３節  都市公共施設の応急対策 

（９) 各施設を避難所等その他応急活動拠点施設として活用する必要がある場合は、当該施設
所管部を通じて、当該施設管理者等に対し、その旨を通報し、施設利用並びに被災者の初
期における受入れ等の業務に関する協力を要請する。 

（10) 大規模な事故災害等発生に際しては、鉄道施設（ＪＲ西日本、阪急電鉄）の被害の有無、
状況及び応急対策実施状況に関する情報の収集を行う。 

 

３ 対策実施上の時期区分のめやす 

 

対策の実施手順は、災害発生後の事態の推移に対応して、その都度責任担当部長が県・国・

関係機関その他協力団体等と協議して決めるが、以下をめやすとして行う。 

区分 期間のめやす 措置のめやす 

災害発生初期の 
緊急措置 

災害発生後 
３日目まで 

(１) 利用者・入所者の安全の確保、避難誘導 
(２) 施設・文化財の出火防止措置 
(３) 施設・文化財の被害状況の把握と報告 
(４) 立入禁止措置その他人的危険防止のための当面の応

急措置の実施 
(５) 機能確保のための必要限度内の復旧措置の実施 
(６) 建築物に関する応急危険度判定の実施 
(７) 応急対策実施のために必要な要員、資材等の応援要

請 

第一次応急対策 
災害発生後 
４日目以降 
14日目まで 

(１) 引き続き必要な場合の上記の措置の継続 
(２) 施設・設備、備品及び文化財の被害に関する詳細調

査の実施 
(３) 応急危険度判定結果及び詳細調査に基づき必要とな

る安全対策及び応急的な補修・補強等応急復旧措置の
実施 

(４) 被災度区分判定の実施 

第二次応急対策 
災害発生後 
15日目以降 

(１) 引き続き必要な場合の上記の措置の継続 
(２) 被災度区分判定結果に基づく補修・補強の要否の判

定と解体又は恒久復旧の措置の検討、実施 
(３) 詳細調査結果に基づく本格復旧方針の検討、実施 
(４) 復旧・復興に伴う埋蔵文化財に関する対応指針の検

討、周知 
(５) 激甚災害の特別財政援助に関する予算措置等必要な

財務処理 
(６) その他必要な財政措置 

 

 

※ 参照 ⇒ 都市公共施設の応急対策（災害対応マニュアル編第３部の３） 
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２３９ 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
第４節  災害時の防犯対策 

第４節  災害時の防犯対策 

 

１ 責任担当部 

区分 部 主な任務 

主担当部 

災対都市安全部 
防犯活動への協力の取りまとめその他連絡・調整 
街路灯の設置に関すること 
災害時警備対策に関する各部の協力の総合調整 

災対消防部 
現地指揮所業務担当責任者の指名等 
本部現地指揮所支援業務担当責任者の指名等 
本部各部への必要な対策実施体制の確保要請 

副担当部 災対消防団部 
地域における防犯活動への協力 
災害警備班の編成、出動 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) 災害時の防犯対策に関する基本的考え方 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

災害発生時には、広範囲にわたり住宅等の建物の倒壊、道路等の損壊等、火災の発生等大
きな被害が生ずる。このため、建物の倒壊による生埋者、死傷者の発生により救助を求める
者、避難をする者など、市民生活はパニック状態になることが予想される。 
また、地震時には、道路等の街路灯が多く破損し、夜間における安全な通行やその他の市

民生活に支障が懸念される事態をもたらす。こうした環境下におかれた平成７年阪神・淡
路大震災では、被災者が避難所等へ避難した後の不在家屋や事務所・店舗等を狙った窃盗
事件、災害後の混乱に乗じた悪徳商法の発生、放火等の犯罪行為が発生している。これら
は、多くの場合被災者によるものではなく、被災地外からの来訪者によるものと見られて
いる。 
災害発生後に懸念される「窃盗」「放火」その他の犯罪を防止するためには、平常時のそ

れに増して、市民・事業所の協力はもとより県並びに国・他都道府県の大きな役割分担なし
には、「当面必要な措置」さえ迅速かつ適切な対応は取れないとみるべきである。 

 

(２) 対策実施上の基本指針 

１）被災地における犯罪の発生を未然に防止し、市民生活の安定を図るため、防犯協会等協

力団体・警備保障業者、自治会等の全面的な協力を求める。 

２）市並びに市民・自治会・防犯協会・各事業所等は、警察署の行う「被災地内の安全確保」

のための対策の実施に対し最大限協力する。 

３）大規模事故等の災害初期においては、現地指揮所が単独又は現着警察官と共同し警戒要

員を配置するが、可及的速やかに警察署による警備体制に移行する。 

４）避難によって無人化した地域の警備は、防犯及び火災予防の観点から警察署と連携し消

防部門が行う。 

 



 

２４０ 

第３部  災害応急対策計画 
第３章  二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策 
第４節  災害時の防犯対策 

３ 対策実施上の時期区分 

 

区分 期間のめやす 措置のめやす 

災害発生初期の 
緊急措置 

災害発生後 
３日目まで 

(１) 緊急通行車両の通行の確保 
(２) 被災者の救出救護等 
(３) 被災者の避難誘導 
(４) 市民・事業所に対する「被災地内の安全確保」対策

への協力要請、その他必要な事項に関する広報並びに
相談受付業務 

第一次防犯対策 
(避難所等開設期

間) 

災害発生後 
４日目以降 
28日目まで 

(１) 引き続き必要な場合における上記の措置項目 
(２) 被災地域における重点警戒 
(３) 重点地域における街路灯の新設・復旧 
(４) ボランティア防犯パトロール活動の要請及び連携 

第二次防犯対策 
(避難所等閉鎖以

降) 

災害発生後 
29日目以降 

(１) 被災地域及び仮設住宅団地等における重点警戒 
(２) 街路灯の新設・復旧 
(３) その他被災地の安全確保のために必要な措置 

 

 

※ 参照 ⇒ 災害時の防犯対策（災害対応マニュアル編第３部の４） 
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２４１ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第１節  災害時の医療救護対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 災害時の医療救護対策 

第２節 要配慮者等の救援対策 

第３節 避難対策 

第４節 生活救援等対策 

第５節 災害時における環境・衛生対策 

第６節 災害時における住宅対策 

第７節 災害時における産業対策 

第８節 災害時における学校の役割 

第９節 災害犠牲者の慰霊 

  

 

 



 

２４２ 

 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第１節  災害時の医療救護対策 

 
第１節  災害時の医療救護対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 

災対市立病院部 中継拠点病院の確保・取りまとめ、後方支援病院の確保 

災対福祉部 

拠点救護所設置、医薬品等調達、こころのケア対策 
平常時医療救護体制移行の取りまとめ、市医師会等との連絡 
医療救護活動業務担当責任者の指名等 
健康対策担当責任者の指名等 
現地指揮所との連絡 
県への医療救護活動支援体制の確保要請等 
関係各部への必要な対策実施体制の確保要請 

副担当部 

災対教育部 
所管施設等における拠点救護所設置のための施設の確保 
避難所等におけるこころのケア対策実施協力 
学校におけるこころのケア対策実施協力 

災対消防部 重傷者等の救急搬送 

災対消防団部 重傷者等の救急搬送 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１) 発災直後においては、医療救護要員・医療資機材・医薬品及び後方支援病院の最大限確
保・供給体制の迅速な確立を最優先とする。 

（２) 市における高度医療機関は、緊急に救命処置を施すべき重傷患者の受入れを最優先とし、
外来患者の受付中止その他必要な措置をとる。 

（３) 負傷者等が診療可能な最寄りの医療機関で受診することはもちろんであるが、同時多発
的な被害発生に対応するため、市医師会等の協力により健康センター及びあらかじめ指
定する設置予定施設に拠点救護所を設置し、重傷患者の選別、高度医療機関への搬送依
頼、救護所における医療救護サービスを行う地域医療拠点とする。 

（４) 災害時医療救護体制から平常時医療救護体制への移行をスムーズに行う。 
（５) 集団救急患者が発生した場合は、現地救護所を設置し、トリア－ジ・応急救護措置を施し

たのち、可能な限り広域的かつ多数の救急受入病院を確保し、分散搬送する。 
（６) 原子力災害等発生時に放射性物質により汚染された負傷者若しくはそのおそれのある者

は、事案関係事業者等による除染及び応急処置を行い、市立スポ－ツセンタ－多目的グラ
ウンド(臨時ヘリポ－ト)付設の応急救護所に搬送し、応急救護措置を施したのち緊急時
対応可能病院へ転送する。 

（７) 健康対策にはこころのケア対策を含み、対象者は、被災者、その家族及びボランティアを
含む救援活動従事者のすべてとする。 

（８) 県（精神保健福祉センタ－、健康福祉事務所等）に対し避難所等、被災者総合支援センタ
－、被災者家族の待機場所への、カウンセリングや個人相談のための専任担当要員の配置
又は訪問を要請し、こころのケア対策実施体制の確保に努める。 

（９) 災害時の救援活動に従事した者にはＰＴＳＤの症状が比較的早期に現れやすいことに留
意し、保健師、各部ＯＢ職員によるカウンセリングの実施、緊張緩和のためのスタッフミ
－ティングの開催、業務命令によるリフレッシュ休暇・休養をとらせるなどの配慮に努
め、救援活動従事者のメンタルヘルス維持を図る。 

 
３ 市の役割 

 

(１) 主な役割事項 



 

２４３ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第１節  災害時の医療救護対策 

責任担当部長は、震度６弱以上の地震が発生した場合又はその他災害の発生により必要

と認めた場合は、以下のとおり災害時医療救護体制を確立する。 

項  目 手順その他必要事項 

市医師会、市歯科医師
会、市薬剤師会への連

絡 

ア 災害時医療救護体制確立の要請 
イ 市内被害状況に関する情報の提供 
ウ 市本部体制の現況に関する情報の提供 
エ 拠点救護所への医師、薬剤師、歯科医師派遣の要請 
オ 医薬品・医療用資機材の供給協力の要請 

拠点救護所の設置 
ア 各設置予定施設における設置場所の確保 
イ 拠点救護所設営要員の派遣 
ウ 精神科救護所の設置の要請 

関係各部長、県等への 
協力要請 

ア 災害時医療救護体制に関する広報活動の要請 
（→災対企画経営部） 

イ 場所・資機材・設備・水道水等の提供協力の要請 
（→災対教育部・災対上下水道部等） 

ウ 県により編成される医療救護班の派遣要請 
（→県医務課） 

エ 医療機関の要請に基づく医薬品、医療資材の供給要請 
（→県健康福祉事務所） 

オ 保健師・栄養士等の派遣要請（→県健康増進課） 
カ その他の協力要請（→その他各部・関係機関） 

収容医療機関の確保 
ア 市内収容医療機関の現況把握 
イ 市外収容医療機関（後方支援病院）の確保（受入れ要請） 

（→県医務課・周辺市町等） 

搬送体制の確立 

ア 搬送拠点の確保（ヘリポートの確保） 
イ 救急車両他搬送用車両の確保 
ウ ヘリコプターの確保（官・民） 

（→県消防保安課・自衛隊等） 

健康対策の推進 
ア 健康管理及び疾病予防 
イ 避難生活における保健・医療・福祉等関係機関との調整 

報道機関対応 
※災対企画経営部本部
員を通じて行う。 

ア ラジオ・テレビ各社への医療救護体制に関する放送枠確保の
要請 

イ 在庁記者クラブ各社、報道機関市内及び周辺各支局への災害
時医療救護体制に関する紙面確保の要請 

災対健康福祉部救護班 
医療対策本部担当の設

置 

ア 市医師会等関係団体との連絡調整 
イ 市各部、防災関係機関との連絡調整 
ウ 拠点救護所への医薬品・医療資機材・水等の供給 
エ 収容医療機関の要請に基づく医薬品・医療資機材・水等の供
給 

オ 市民対応 

 

(２) 県により編成される救護班の派遣 

兵庫県地域防災計画に基づき、県は市から要請があった場合、又は県が必要と認める場

合は、救護班を現地に派遣するなど保健医療活動を実施する。 

 

４ 市医師会等医療関係団体の役割 



 

２４４ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第１節  災害時の医療救護対策 

 

市医師会等医療関係団体は、市から、災害時医療救護体制確立の要請を受けた場合は、提供

を受けたスペース、医療救護活動用資機材、設備、救援物資等を活用し、避難所等在住の市民

及び担当地区の市民に対し、以下のとおり医療救護活動を行う。 

ただし、災害規模が大きく緊急性が高い場合や、災害発生後から半日が経過しても市との連

絡が取れない場合には、医師会会長により自主的に医療救護体制の確立を進める。 

 

(１) 運営体制 

健康センターに市医療関係団体医療救護対策本部を置く。本部は市及び医師会、歯科医

師会、薬剤師会の各役員により構成し、関係機関との連絡・調整に当たるとともに、県が

行う広域的な医療ネットワークの維持・運営に協力する。 

なお、当該救護対策本部会議の議長は、医師会会長が務め、市内収容医療機関の受入れ

体制の確立及び医療救護班の編成・出動を調整する。この場合、当該議長は必要に応じ市

を通じ、他の団体への連絡、看護師、事務連絡要員等の派遣を要請する。 

 

(２)  拠点救護所への要員派遣 

各拠点救護所へ派遣する要員の編成については、医療関係団体医療救護対策本部が決め

るが、最小限の単位は、以下のとおりとする。 

各拠点救護所当たり最小限編成 
備考 

医師 薬剤師 看護師 事務連絡要員 

１名 １名 ２名 ２名  ※ 
※事務・連絡要員等は市職員をも
ってあてる。 

＊歯科医師については、必要に応じて各拠点救護所を巡回する。 

 

(３) 本部組織のめやす 

医療関係団体医療救護対策本部の構成は、おおむね以下のとおりとする。 

班 役割項目 

総務班 ア 市、防災関係機関、医療救護関係団体との連絡調整 

イ 情報収集、連絡・調整 

ウ 情報提供（医療機関リスト等） 

エ 医薬品、医療資機材、物資の調達・管理 

オ 応援救護所班・応援保健活動班の受入調整 

カ 資金管理、伝票整理その他経理に関すること 

キ 食事の提供、睡眠スペース確保 

ク その他本部機能維持業務に関すること 

救護所班 ア 拠点救護所等の設置・運営 

イ 従事者の確保（医師、薬剤師、看護師、事務員） 

ウ 応援救護所班の配置・引継等 

保健活動班 ア 避難所等巡回健康相談 

イ 応援保健活動班の配置・引継等 

ウ 活動実施のために必要な地図類、資料、マニュアル等の作成 

 

５ 対策実施上の時期区分のめやす 



 

２４５ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第１節  災害時の医療救護対策 

 

震度６弱以上の地震発生の場合、若しくはその他大規模災害発生の場合における「災害時の

医療救護」対策の実施手順は、その都度決めるが、おおむね以下の３つの時期区分に基づき段

階的に行う。 

区分 期間のめやす 措置のめやす 

災害発生初期の
緊急措置 

災害発生後 
３日目まで 

(１) 市内外高度医療機関の確保 
(２) 重傷者の市内外高度医療機関への搬送 
(３) 拠点救護所における地域医療救護活動の展開 

※ 重傷患者の救命医療、後方支援病院への救急搬送
を最優先として行う。 

(４) 避難所等の健康調査による状況把握 

第一次 
医療救護対策 

(救護所開設期間) 

災害発生後 
４日目以降 
14日目まで 

(１) 引き続き必要な場合における上記の措置項目 
(２) 精神科救護所及び精神科医療確保における県への要

請・協力 
(３) 避難所等における感染症対策及び被災者の健康管

理、巡回健康相談 
(４) その他市内における医療サービス供給機能の低下を

補完するための地域医療救護活動の展開 
(５) 市内精神科医療機関の再開促進 
(６) こころのケア対策の着手及び展開 

※ 避難所等及び周辺被災地域における被災者の健康
管理に重点を移す。 

第二次 
医療救護対策 

(救護所閉鎖以降) 

災害発生後 
15日目以降 

(１) 引き続き必要な場合における上記の措置項目 
(２) 拠点救護所の閉鎖後の避難所等巡回健康相談 
(３) 仮設住宅等被災者の健康管理(巡回健康相談等) 
(４) 市内医療機関の再開支援措置等による復旧促進 
(５) 長期的こころのケア対策の着手 

※ 平常時医療救護体制へのスムーズな移行と「ここ
ろのケア」対策に重点を移す。 

 

 

※ 参照 ⇒ 災害時の医療救護対策（災害対応マニュアル編第４部の１） 
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２４６ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第２節  要配慮者等の救援対策 

第２節  要配慮者等の救援対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対福祉部 

高齢者、障碍（がい）者、乳幼児その他要配慮者等の救助・救
援全般 
本部要配慮者等救援担当責任者の指名等 
現地指揮所との連絡 
関係各部への必要な対策実施体制の確保要請 

副担当部 

災対産業文化部 外国人の救援救護対策、食品・日用品等救援物資の供給 

災対市立病院部 
市立病院における医療に係る救援対策の実施 
被災高齢者・障碍（がい）者専用施設の確保に関する協力 

災対教育部 避難所における要配慮者等に対する救援 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) 要配慮者等の救援対策に関する基本的考え方 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

市域に震度６弱以上の地震が発生した場合には、福祉関係施設や職員も被災し、社会的
介護・支援システムは混乱状態若しくは機能停止状態になる。また、障害物が行く手をふさ
ぐ「街中」を災害発生直後の混乱した事態の中でいかに安全な避難所等まで移動するか。階
段や段差が多く、洋式トイレの少ない避難所等における滞在生活をなるべく他人の介護支
援に頼ることなくいかに過ごすか。災害発生前の生活状態にいかにして立ち戻るかなど、
高齢者・障碍（がい）者・妊産婦・乳幼児や子どものいる家庭・日本語及び日本の生活習慣
に不慣れな外国人、そして人工透析者等のいわゆる要配慮者等には、平常時を大きく上回
る困難性が生ずる。そして、被災地内においては、「強いもの勝ち」「早いもの勝ち」とい
った身体的・知的な面でより困難性のある人が片隅に押し除けられかねない無秩序な社会
状態が出現してしまうことも懸念される。 
「要配慮者等の救援対策」は、平常時のそれと異なる、災害時特有の困難性に対する緊急

救援措置として、位置付けられるのであり、要配慮者と市民・行政が築いてきた「自助」「互
助」そして「公助」（行政の支援）の三者からなる、地域福祉システムが平常時のようにそ
の機能を回復するまでの、いわば「橋渡し」（「当面必要な対策」）として迅速かつ適切に
行われることが要請される。 

 

 

  



 

２４７ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第２節  要配慮者等の救援対策 

(２) 対策実施上の基本指針 

１）要配慮者等の救援対策は、一般健常者に対する救援対策に優先して実施する。 
２）市は、対策の実施にあたって、県・国・防災関係機関との連携を強化するとともに、他市町

村・都道府県に加え要配慮者相互扶助団体・関連業者・団体・専門家等広く協力を求める。 
３）市は、市民・事業所に対して、市・県等行政機関の行う、災害時における要配慮者対策の優

先的な実施について、迅速かつ適切な広報活動により理解を求めるとともに、介助ボランテ
ィアその他の協力を要請する。 

４）自治会・自主防災組織や民生委員等の協力の下、保健師、看護師、助産師等を中心に避難所
等への巡回健康相談や全戸の家庭訪問を行い、被災者の健康状態や福祉ニーズを調査する。 

  （全被災者を対象とした調査（被災者ローラー作戦）の実施） 
５）被災者ローラー作戦の実施に当たり、そもそも避難情報が入っていない、避難所等までの移

動手段がない等の理由で取り残されている者がいることを前提に、確認を行う。 
６）危険地区における要配慮者等の緊急避難支援は、施設（保育園、幼稚園を含む。）入所・

通所者の場合は当該施設職員が、また、在宅者の場合は健康福祉部及び消防部・消防団部
が警察署、自主防災組織・自衛消防隊、民生委員・児童委員等と協力・連携し行う。 

 

３ 対策実施上の時期区分のめやす 

 

対策の実施手順は、災害発生後の事態の推移に対応して、その都度県・市社会福祉協議会そ

の他協力団体並びに民生委員・児童委員などと協議して決めるが、おおむね以下の３つの時期

区分に基づき、段階的に行う。 

区  分 期間のめやす 措置のめやす 

災害発生初期の緊
急措置 

災害発生後 
７日目まで 

(１) 要配慮者の安否確認・所在把握 
(２) 避難所等その他所在地における応急的な介助支援 
(３) 福祉避難所等の確保並びに必要な移送 
(４) 要介護高齢者・障碍（がい）者専用施設の確保並び

に必要な移送 
(５) 避難所等その他所在地における設備の補修・新設 
(６) 要配慮者向住宅供給ニーズの把握 
(７) 要配慮者向住宅供給の推進 
(８) 要配慮者向広報活動並びに相談業務 
(９) 要配慮者等救援対策関係機関等連絡協議会設置 
 

第一次要配慮者救
援対策 
(避難所等開設期
間) 

災害発生後 
８日目以降 
28日目まで 

(１) 避難所等その他所在地における設備の補修・新設 
(２) 避難所等その他所在地における巡回ケアサービス 
(３) 福祉避難所等の確保並びに必要な移送 
(４) 要介護高齢者・障碍（がい）者専用施設の確保並び

に必要な移送 
(５) 要配慮者向住宅供給計画の作成並びに建設等 
(６) 要配慮者向広報活動並びに相談業務 
(７) 要配慮者等救援対策関係機関等連絡協議会運営 
 

第二次要配慮者救
援対策 

 
(避難所等閉鎖以
降) 

災害発生後 
29日目以降 

(１) 仮設住宅その他所在地における巡回ケアサービス 
(２) 長期ケアサービス体制確立に関して必要な措置並び

に平常時地域福祉システムへの移行計画の検討 
(３) その他要配慮者に関する広報活動並びに相談業務 
(４) 要配慮者等救援対策関係機関等連絡協議会運営 

 



 

２４８ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第２節  要配慮者等の救援対策 

４ 災害時要配慮者対策実施体制 

 

(１) 要配慮者等救援対策関係機関等連絡協議会 

震度６弱以上の地震が市域に発生した場合又は責任担当部長が必要と認めたとき、市は、

市社会福祉協議会、県・国その他協力団体等、市民と連携・協力し、災害時における要配

慮者対策を統一的かつ適切に行うため、要配慮者等救援対策関係機関等連絡協議会を設置

する。併せて、各救援対象区分別に関係各部・機関等からなる合同部会を設置する。 

なお、要配慮者等救援対策関係機関等連絡協議会の事務局を災対健康福祉部内に置く。

事務局要員は災対健康福祉部及び関係各部職員をもってあてる。 

 

(２) 役割分担 

要配慮者等救援対策関係機関等連絡協議会を構成する市、関係機関・団体及び市民の役

割はおおむね以下のとおりとする。 

 

ア 市・関係機関・協力団体の役割 

名  称 役割のあらまし 

市 

(ア) 要配慮者の安否確認並びに安全確保 
(イ) 避難所等その他所在地における介助支援の実施 
(ウ) 福祉避難所等及び要介護高齢者・障碍（がい）者専用施設確保並

びに移送その他必要な措置の実施 
(エ) 避難所等その他所在地の設備の補修・新設 
(オ) 避難所等その他所在地における巡回ケアサービスの実施 
(カ) 被災者総合支援センターの設置・運営 
(キ) 要配慮者向住宅供給ニーズの把握 
(ク) その他市民との対応 
(ケ) 要配慮者等救援対策関係機関等連絡協議会の運営事務 

県 

(ア) 要配慮者対策実施のための応援要員確保並びに作業基準・マニュ
アルの作成支援 

(イ) 福祉避難所等及び要介護高齢者・障碍（がい）者専用施設の確保
のための支援 

(ウ) 精神障碍（がい）者の安否確認、安全確保並びに介助支援に関し
て必要な措置 

(エ) 人工透析対象者その他難病患者の安否確認、安全確保並びに介助
支援に関して必要な措置 

(オ) 災害救助法に基づく要配慮者向住宅供給計画の作成並びに建設 
(カ) 市が行う要配慮者向広報活動並びに相談業務に関する協力 
(キ) その他市が行う災害時要配慮者対策への協力 

国・防災関係機
関 

(ア) 要配慮者対策実施のための応援要員確保並びに作業基準・マニュ
アルの作成支援 

(イ) 福祉避難所等及び要介護高齢者・障碍（がい）者専用施設の確保
のための支援 

(ウ) その他市が行う災害時要配慮者対策への協力 



 

２４９ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第２節  要配慮者等の救援対策 

市社会福祉協議
会その他介助支
援関係団体・事業
所 

(ア) 災害時ボランティア本部及び支部の開設・運営 
(イ) 要配慮者の安否確認並びに安全確保に関する協力 
(ウ) 避難所等に対する介護支援への協力 
(エ) 福祉避難所及び要介護高齢者・障碍（がい）者専用施設の運営並

びに移送その他必要な措置の実施の協力 
(オ) 被災者からの介護支援依頼への最大限対応 
(カ) 市が行う要配慮者向相談業務に関する協力 
(キ) その他市・県が行う災害時要配慮者対策への協力 

 

イ 市民の役割 

項  目 役割のあらまし 

地区復興委員会
の結成・運営又は
自治会等の運営 

(ア) 地域における要配慮者の安否確認並びに避難の支援 
(イ) 避難所等その他地域における介助支援 
(ウ) 福祉避難所及び要介護高齢者・障碍（がい）者専用施設への移送

その他必要な措置の実施への協力 
(エ) ケア制度その他行政等支援メニューの説明 
(オ) 行政サービス各種申込書の配布 
(カ) その他災害時要配慮者対策に必要な措置 
(キ) 行政・関係団体等との連絡・協議 

 

５ 被災者総合支援センターの活用 

 

高齢者・障碍（がい）者・妊産婦・乳幼児や子どものいる家庭・日本語及び日本の生活習慣に

不慣れな外国人、そして人工透析者等のいわゆる「要配慮者」の市民は、市が行う救助救援サ

ービスや生活復旧支援サービスを受けようとする場合、健常者に増して、その移動や要望内容

を表現し互いの意思を正確に理解する上で様々な困難が想定される。 

そうした困難が市の行う救助救援サービスや生活復旧支援サービスを等しく受ける機会を奪

う結果につながることのないよう市は措置する責務を有する。そのため、市は「要配慮者対策」

の一環として、関係団体・専門ボランティア等の協力を得て、市本庁舎内に設置される被災者

総合支援センターに関し、要配慮者がサービスを支障なく受けられるよう必要な要員の確保そ

の他の措置を講ずるよう努める。 

 

 

※ 参照 ⇒ 要配慮者等の救援対策（災害対応マニュアル編第４部の２） 
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２５０ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第３節  避難対策 

第３節  避難対策 

 

１ 責任担当部 

区分 部 主な任務 

主担当部 

災対都市安全部 

避難情報の発令、その他避難措置に関する総括、所管施設におけ
る避難所等の開設・運営 
河川施設・急傾斜地・治山施設における避難情報の発令、誘導、

避難路の安全確保 
本部緊急避難担当責任者の指名等 
県への緊急避難支援体制（広域避難及び広域一時滞在含む）の確

保要請等 

災対企画経営部 
避難情報に関する広報、所管施設における避難所等の開設・運営 
避難所等の開設・運営に関する市民向け広報の実施 
庁内ＬＡＮによる避難所等の開設・運営サイトの開設・管理 

災対福祉部 
避難の誘導、所管施設における避難所等の開設・運営 
避難に関する各種情報の要配慮者への周知確認 
避難所等の入所者の健康管理、巡回相談等の実施 

災対教育部 

避難所等の開設・運営 
避難所等の開設・運営のための機材の調達 
避難所等の開設・運営対策担当責任者の指名等 
現地指揮所との連絡 
本部各部への必要な対策実施体制の確保要請 

災対消防部 
危険区域・安全区域の想定、避難路・避難地の安全確保並びに避

難誘導に関する協力 

災対消防団部 避難路・避難地の安全確保並びに避難誘導に関する協力 

副担当部 災対都市整備部 宅造地等における避難情報の発令、誘導の協力 

２ 対策実施上の基本指針 

（１）避難所等の開設・運営・閉鎖 

１）市域に震度６弱以上の地震が発生した場合、多くの市民が住む場所を失うと想定される。そ
のため市は、災害発生直後から避難所を開設する。 

２）避難所等の開設は、原則として、本部長の指示により行う。ただし、夜間等に発生するなど
突発的な災害の場合など、避難の必要が生ずると自主的に判断された時は、避難所開設担当
部職員又は居合わせた当該施設所属職員（学校教職員を含む）が避難所等の開設を行い開設
状況を災害対策本部に報告する。災害の状況により緊急に避難所等の開設が必要なときは
消防職員が行い、担当部要員に引き継ぐ。 

３）避難所等の開設期間は施設の住居としての環境条件から見て、１週間以内とすることが望ま
しく、市域に震度６弱以上の地震が発生するなどにより、多数の救援を要する場合にあって
も避難所等の開設期間は、災害発生後４週間（２８日間）以内を目標とする。４週間を超え
る見込みの場合若しくは超えた期間については、仮設住宅建設等住宅供給対策により対応
するよう努める。 

４）避難所等の運営の実務については、災対教育部本部員が災対福祉部本部員等関係各部長と協
力して、それぞれの施設に複数の職員（うち１人を責任者として指名）を派遣して担当させ
る。 

５）避難所等となった施設の学校教職員は、避難所等の開設当初１週間をめやすとして、市職員
に協力し、避難所等の運営要員となる。 
ただし、８日目以降については、当該学校施設の児童・生徒の保護並びに応急教育その他の
対策実施に支障がない範囲で、災対教育部本部員の要請により協力するものとする。 

６）避難所等が不足する場合には、県並びに関係機関・団体・事業所等の協力を得て、一時避難
のための施設の確保、野外受入れ施設（テント等）の確保・調達等により対応する。 

７）原子力災害等発生時の防護対策区域指定に伴い設置する避難所等はコンクリ－ト建物とす
る。 

８）本部長は、避難の必要がなくなったとき、又は入所者が自立した生活を行えると判断できる
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（２）避難情報の発令 

１) 災害の発生の危険性を予測するための情報の収集に努めるとともに、これらの情報を基に、
空振りをおそれることなく避難が必要と想定される地域に迅速に避難情報の発令を行う。 

２) 住民及び事業所等施設管理者が自ら適切に避難の要否を判断できるよう、また、情報の不
足・周知徹底不十分による逃げ遅れのないよう「警戒情報」、「高齢者等避難」、｢避難指
示｣、「緊急安全確保｣など多段階的に情報発信を行う。 

３）水害、土砂災害に対する避難情報の発令については「避難情報の判断・伝達マニュアル」の
規定を基本として対処する。 

４）避難情報の発令に即して、住民の避難に供するため対象地域の避難所等の開設を行う。 

 

（３）避難行動 

１) 避難は、交通結節点への滞留や避難所等への集中を防ぐ観点から、安全が確保される場合
には、まず自宅や事業所での待機を前提とした上で、市民及び事業所等施設管理者が自ら危
険であることを察知した場合は、自らの判断で行うことを原則とする。 
なお、公共施設やホテル・大規模店舗・鉄道駅など不特定多数の人が利用する施設の管理者
は、避難完了後その旨の報告を市に行う。 

２) 市は、安全確保のための施設及び避難措置の必要性の有無を判断するために必要となる情
報を迅速かつ適切に提供するとともに、避難情報の発令・警戒区域の設定を関係機関の連
携・協力体制確立により行い、安全避難の確保に努める。 

３) 避難対策の実施においては、要配慮者を最優先として行う。 
４）危険度の高い区域住民の避難は、現地指揮所の指示により直接消防隊が誘導する。危険箇所

の範囲は標示、縄張り等により明示する。また、夜間避難時は、照明器具等の活用を図る。 
５）緊急避難は原則として風上又は風横方向を指示し行う。また、爆風や飛散物の進行方向に対

し死角となるような経路を指示する。 
６）避難経路は、原則として各小、中学校の通学路とし、万一通学路が途絶したときは、本部に

おいて安全な避難経路を定め誘導するものとする。 

 

（４）避難生活 

１) 開設した避難所等において、避難者がやむを得ず一定期間避難生活を過ごす必要が生じた
場合には、避難所運営マニュアル等に基づき、地域住民や自主防災組織等と連携してより安
全で過ごしやすい環境の整備に努める。 

２）指定避難所での避難生活が困難な要配慮者等については、福祉避難所若しくは予備避難所へ
の転居についても配意する。 

３）被災者であって、避難所等へ避難できない又は避難しない住民等については、その被災者と
しての生活状況を把握するとともに、避難所等で生活する被災者と同様の支援措置を講じ
る。 

 

（５）広域避難・広域一時滞在 

１) 本市被災住民が県内他市町において広域避難・広域一時滞在の必要があると認めるときは、
県に報告の上、助言、協力を求め、県内他市町と協議する。 

２）上記と同様に県外都道府県において広域避難・広域一時滞在の必要があると認めるときは、
県と協議の上、県に対して他の都道府県との被災住民の受け入れ調整を求めることができ
る。 

３）本市と受入先市町との間で被災住民に関する情報の共有を確実に行えるよう調整する。 
４）他市町被災住民の受入先として本市に協議の申し出があった場合は、受け入れないことにつ

いて正当な理由がある場合を除き、避難所を提供するものとする。この場合、被災市町とも
連携し、被災住民に対して必要な支援情報を提供するものとする。 

 

場合は、避難所等を縮小・閉鎖する。 
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（６）各避難所等の役割と相互連携及び避難者の避難行動 

各避難所等の開設と避難者の行動については、災害の種別や避難の目的、要配慮者の有無 

等によって異なることから、大規模地震等の突発的な災害からの避難行動、大型台風の接近   

等による段階的な避難行動、要配慮者の基本的な避難行動について、各避難所等の役割と相  

互連携を含めて図解する。 

 

  ア 大規模地震等の突発的な災害からの避難行動 

  

ウ「要配慮者の基

本的な避難行動」 

を参照 

災害の危険性大、災害の発生 

指定避難所 

・指定緊急避難場

所から機能移行 

 

一時避難場所（公園など） 

指定緊急避難場所 

・指定避難所 

（福祉避難所含む） 

・避難地など 

 

被災の危険性がな

くなれば帰宅 

 

指定避難所 

・新たに開設 

福祉避難所 

・指定避難所での生活が 
困難な要配慮者 

・専門的なケアが必要な
要配慮者 

予備避難所 

一
時
避
難 

滞
在
（
生
活
）
避
難 

・自宅が被災するなどによ

り帰宅が困難な被災者 

・交通手段が確保できない

帰宅困難者等 
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イ 大型台風の接近等による段階的な避難行動 

 

 

  

自主避難場所 

及び届出避難所 

 災害の危険性が高まる 

指定緊急避難場所 

・新たに開設 

 

自主避難の開始 

 
被災の危険性がな

くなれば帰宅 

 

指定緊急避難場所 

・自主避難場所から

機能移行 

 

災害の危険性大、災害の発生 

避難情報発

令対象住民

等避難の開

始 

 

被災の危険

性がなくな

れば帰宅 

 

ウ「要配慮者の基

本的な避難行動」 

を参照 

指定避難所 

・指定緊急避難場所

から機能移行 

 

・自宅が被災するなどにより

帰宅が困難な被災者 

・交通手段が確保できない帰

宅困難者等 

 

指定避難所 

・新たに開設 

福祉避難所 

・指定避難所での生活が 
困難な要配慮者 

・専門的なケアが必要な 
要配慮者 

予備避難所 

一
時
避
難 

滞
在
（
生
活
）
避
難 
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ウ 「要配慮者」の基本的な避難行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要配慮者 

(自宅など) 

福祉避難所 

要配慮者優先ス

ペース(別室等) 

指定避難所 

予備避難所 

避難スペース
の不足 

介護要員 
必要用品 

 

通床している施設 
がない要配慮者等 
自宅などから一度 
指定避難所に避難 

・指定避難所での生活が困難 
な要配慮者 

・専門的なケアが必要な 
要配慮者 
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３ 対策実施上の役割分担 

 

避難対策の実施に関しては、以下をめやすとして、役割を分担し、相互に連携・協力し行う

ものとする。 

 

(１) 市・県・国等防災関係機関及び防災上重要な施設の管理者 

名  称 役割のあらまし 

市 

(１) 危険区域・安全区域に関する情報の提供 
(２) 避難所等安全確保のための施設若しくは情報の提供 
(３) 避難情報の発令 
(４) 避難路の安全確保 
(５) 避難所等一時滞在施設の提供 

県・国等防災関係
機関 

(１) 市がその機能を発揮できない場合の権限代行 
(２) 所管施設等に関する避難措置 
(３) 市の行う措置に関する協力 

警察署 

(１) 緊急時における避難の指示等 
(２) 必要な場合の避難誘導 
(３) 避難路・避難施設における秩序の安定 
(４) その他市の行う措置に関する支援 

危険物・有毒物等 
取扱施設 

(１) 所管施設等に関する避難措置 
(２) その他市・県・国・警察署等防災関係機関の行う措置に関する協力 

 

(２) 市民・事業所等 

名  称 役割のあらまし 

市  民 

(１) 自ら必要と判断した場合の避難の実施 
(２) 避難誘導、要配慮者の避難支援に関する協力 
(３) 避難所等の開設・運営及び閉鎖に関する協力 
(４) その他市・県・国・警察署等防災関係機関の行う措置に関する協力 

事業所等 

(１) 自ら必要と判断した場合の従業員、施設利用者等の安全確保のため
の避難の実施 

(２) 緊急必要な場合や帰宅困難者に対する避難所等としての施設の提
供 

(３) その他市・県・国・警察署等防災関係機関の行う措置に関する協力 

 

４ 避難対策を必要とする場合の想定（めやす） 

 

(１) 市等防災関係機関が提供すべき施設及び情報 

区 分 施設その他 情  報 

延焼火災 
危険区域外となる避難地若しく

は避難所等 
延焼拡大危険区域の範囲 
若しくは安全な区域の範囲 

洪  水 
危険区域外となる避難地若しく

は避難所等 
洪水氾濫区域 
想定される浸水深 
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土砂災害 
危険区域外となる避難地若しく

は避難所等 

想定される危険雨量・前兆 
降雨気象警報 
崩壊土砂等の及ぶ範囲 

危険物・有毒 
物等取扱施設 
における災害 

危険区域外となる避難地若しく
は避難所等 

災害発生施設の所在地・名称 
及び危険区域の範囲・方向 

 

(２) 避難所等の事前指定 

 

ア 指定の要件 

(ア) 住宅密集地延焼火炎発生時に備え、住宅が密集する市域の各地域から２kmの範囲内に一
時退避のための「避難地」を確保する。「避難地」は、相当程度の面積を有する空地（当該
空地及び不燃領域率95％以上の周囲地域を含めて１０ヘクタール以上をめやすとする）で
あり、かつ公共性の高い、市・県・国並びに民間のオープンスペースを指定する。 

(イ) 武庫川の氾濫時に備え、浸水危険が想定される地域に関して、また土砂災害危険が想定

される地域に関して災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に円滑かつ迅速に立退

き避難を図る施設又は場所である「指定緊急避難場所」を指定する。「指定緊急避難場所」

は、危険区域外にあり、かつ最寄りの地域内にある一時滞在に適した施設であることをめや

すとして、市・県・国並びに民間の学校等施設を指定する。 

(ウ) 大規模災害により住家が居住不可能になった住民が多数発生することが予想される場合
の、一時的滞在施設として、「指定避難所」を指定する。可能な限り、通学区を単位とし市
立小学校又は中学校を指定するが、地域により県立高校又はその他の施設を指定すること
ができるものとする。指定は大字地区単位で行う。 
なお、想定収容数は地震時（長期避難の場合）をおおよその目途とする。 

(エ) 要配慮者の安全で安心できる避難及び利用等に供するため、市の福祉施設及び協定に基

づく福祉法人等の施設を「福祉避難所」として指定する。 

(オ) 公民館（共同利用施設を含む）等小規模公共施設を「予備避難所」として、指定し、高齢
者・障碍（がい）者その他特別な配慮を必要とする要配慮者最優先の避難所とする。ただ
し、あらかじめ市民・自治会・自主防災組織の長等に対して、要配慮者最優先の避難所であ
ることを、周知徹底する。 

(カ) 特に大型で非常に強い台風が市域を通過するような場合に、早めの避難を希望される市

民等の自主避難者を受け入れるために一時的に開設する避難場所として、地区ごとに指定

緊急避難場所又は福祉避難所に「自主避難場所」を設置する。 

 

イ 避難所等 

 

※ 参照 ⇒ 避難所等（資料・様式編６－２－２） 

避難地（資料・様式編６－２－２－２） 

避難対策（災害対応マニュアル編第４部の３） 

  

file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画資料・様式編（決定版）.docx%23資料60201
file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画資料・様式編（決定版）.docx%23資料6020103
file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画災害対応マニュアル編（決定版）.docx%23M0403


 

２５７ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第４節  生活救援等対策 

第４節  生活救援等対策 

 

１ 責任担当部 

 

区 分 部 主な任務 

主担当部 

災対企画経営部 

被災者総合支援センターの開設・運営を通じた生活救援対策サ
ービス全般の円滑な実施の促進、義援金の募集・受付及び、罹災
証明書発行のための調査及び発行 
被災者総合支援センター担当責任者の指名等 
緊急広報体制の確保 
本部各部への必要な対策実施体制の確保要請 
災害時広報活動、応急給水活動及び主要食料その他救助救援物

資の供給に関する協力 

災対都市安全部 

被災者総合支援センターへの県窓口併設の要請（阪神北県民
局） 
県等が把握する安否確認情報等各種情報の収集、連絡 
各部が把握する安否確認情報等各種情報の収集、連絡 

災対総務部 
食品・日用品等救助救援物資の調達、供給、応急給水活動の協

力 

災対上下水道部 応急給水用水源の確保及び給水活動に関する取りまとめ 

災対福祉部 

要配慮者等に対する生活救援サービス供給状況の点検・補充災
害救援資金、見舞金及び義援金の支給・配分の計画 
分掌事務に関する担当窓口要員の配置 
高齢者、障碍（がい）者等支援要員の確保、配置 

副担当部 

災対産業文化部 被災者への職業のあっせん 

災対教育部 所管施設における生活救援対策全般に関する協力 

各部 
被災者総合支援センター担当窓口要員の配置 
分掌事務に関する各種情報の収集、報告 

 

２ 対策実施上の基本指針 

（１）生活救援対策は、要配慮者等を一般健常者に優先して実施する。特に食品については、
「かめない」「飲み込みにくい」被災者や食物アレルギーを有する被災者、乳幼児など特
殊な食品が必要な被災者への配慮から、物資調達の内容への配慮や、調理・加工等のスペ
ースを確保するなどの留意が必要である。 

（２）水、食品、日用品その他物資の供給は、避難所へ避難したものだけではなく、自宅避難者
も対象とすることを検討する。 

（３）水、食品、日用品その他物資の供給は、ライフライン機能や市内の商業サービス機能が復
旧し、被災者が自ら確保することが可能となるまでの当面の緊急措置として実施する。ま
た、実施主体・方法、サービスの内容・種類・規模等について、十分留意する。 

（４）より切迫して必要とする被災者に対する生活救援対策を重点的に行い、広く被災者の生活
再建を支援する観点から、経済的理由により必要とされる生活救援サービスについては、
生活保護法等関係法規若しくはその都度発動される県・国の特別措置により行う。 

（５）生活救援対策の実施に当たっては、各部の行う復旧対策との連携、広報活動を含む事前準
備を十分に行うとともに、他市町村、都道府県、関係機関、団体、関連業者、専門家、ボ
ランティア及び市民・事業所等に広く協力を求め、最大限の実施体制を確保し、迅速に、
しかも混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 

 



 

２５８ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第４節  生活救援等対策 

（６）応急給水・食品の供給その他被災者救援対策は、災害救助法に基づき行う。災害救助法非
適用の場合は、市被災者救助措置規則（昭和41年規則第10号）に基づき災害救助法に準じ
て行う。 

（７）罹災証明書の発行は、市の把握する限りの被害状況資料により行う。ただし災害救助法に
基づく災害救助関係諸様式(「住家等一般被害調査表」)資料のある場合は、これにより行
う。 

（８）応急給水・食品の供給その他各部・県等関係機関が行う被災者向け救援サービスに関して
は、先行的に広報するよう「事前広報」重視の広報活動を行う。 

（９）被災者、関係者、市民からの医療等についての相談、要望等への対応、また、安否確認等
情報の提供をワンストップサ－ビス体制で行うため、庁内に被災者総合支援センターを
開設する。 

（10）被災者総合支援センターには各部職員を配置する。また、可能な限り県・国・その他関係
機関業務に関する窓口が併設されるよう協力を要請する。 

（11）受け付けた相談、要望等並びにそれらに対する回答は集計・記録の上、各部に提供し各部
が担当する応急対策活動、救援対策活動に反映させるよう努める。 

 

３ 対策実施上の時期区分のめやす 

対策の実施手順は、災害発生後の事態の推移に対応して、その都度責任担当部長が県・国・

関係機関及び市社会福祉協議会その他協力団体等と協議して決めるが、おおむね以下の３つの

時期区分に基づき、段階的に行う。 

区  分 期間のめやす 措置のめやす 

災害発生初期の緊
急措置 

災害発生後 
３日目まで 

(１) 備蓄物資等現在量の点検・確保 
(２) 当面の必要供給量の概数把握（想定） 
(３) 県・国・業者等に対する最大限供給協力の要請 
(４) 避難所等を拠点とする応急給水・食品・日用品等の

緊急供給の実施（要配慮者等最優先で当面対応） 
(５) 生活救援対策に関する広報活動並びに相談業務 
※ 被災直後の二次災害防止、一時的滞在生活維持のた
めに必要な救援 

第一次生活救援対
策 
(避難所等開設中
期) 

災害発生後 
４日目以降 
21日目まで 

(１) 避難所等単位の必要供給量の把握 
(２) 避難所等を拠点とする応急給水・食品・日用品等の

供給体制の確立（業者・団体等への委託で対応） 
(３) 要配慮者等及び要援護被災者に対するサービス供給

状況の点検・補充 
(４) 災害応急資金融資その他生活再建支援プログラムの

検討及び事前準備措置 
(５) 生活救援対策に関する広報活動並びに相談業務 
※ 避難所等において、被災者が生活再建への精神的か
つ物質的な準備を行うために必要な生活救援 

第二次生活救援対
策 
(避難所等開設後期
～避難所等閉鎖以
降) 

災害発生後 
22日目以降 

(１) ライフラインや商業機能の復旧状況に則した、災害
時救援物資等供給対策の段階的縮小 

(２) 災害応急資金融資その他生活再建支援対策の実施 
(３) 生活救援対策に関する広報活動並びに相談業務 
※ 要配慮被災者向けに重点を置いた生活救援 

 



 

２５９ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第４節  生活救援等対策 

４ 広報活動の徹底及び被災者総合支援センターの活用 

生活救援対策の実施に当たっては、罹災証明書発行を必要とするサービスとそうでないサー

ビスの一覧、所得制限その他の受給上の資格条件の有るサービスと無いサービスの一覧をそれ

ぞれ申し込み受付開始日（予定）、サービス支給開始日（予定）並びに罹災証明書発行業務ス

ケジュールを明らかにしたものを含む、「広報たからづか被災者生活支援情報」を災害発生後

２日目以降を目途として随時発行し、各避難所等及び被災者総合支援センター担当職員等に配

布するとともに、報道機関等の協力を得て、その周知徹底を図る。特に、被災者総合支援セン

ターにおいて、その趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努め、適切な生活救援対策の立案実施

に反映させるものとする。 

 

 

※ 参照 ⇒ 生活救援等対策（災害対応マニュアル編第４部の４） 

 

５ 被災者台帳の作成 

  必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項 

 等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の救援の総合的かつ効率的な実施に努め 

 る。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にはデジタル技術を活 

用する。 

 県が災害救助法に基づく被災者の救助を行ったときは、必要に応じ、市は被災者台帳  

 を作成するために、県へ被災者に関する情報の提供を要請する。 

 

６ その他 

  市は被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことが出来るよう、地域 

 の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係機

関が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援

の仕組みの整備等に努めるとともに、その実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等

を活用したきめ細やかな支援を行うために、被災者が容易に支援制度を知ることが出来る環境

の整備に努める。 
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２６０ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第５節  災害時における環境・衛生対策 

第５節  災害時における環境・衛生対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 

災対環境部 

遺体の収容、火葬対策、感染症対策 
環境衛生対策・環境保全対策、災害廃棄物対策並びに災害時環

境・衛生対策に関する連絡・調整 
緊急時モニタリング対策連絡業務担当責任者の指名等 
各部との連絡 
県への緊急時モニタリング体制の確保要請等 

災対福祉部 
感染症の予防・食品の衛生監視対策、保健衛生対策 

要配慮者等に関する環境・衛生ｻｰﾋﾞｽ実施状況の点検・補充 

災対都市安全部 要捜索者名簿の作成 

副担当部 

災対企画経営部 
被災者総合支援センタ－における行方不明者捜索申込みの受

付 

災対市立病院部 遺体の検案 

災対都市整備部 遺体の収容協力、障害物等除去に伴う適正処理に関する協力 

災対上下水道部 
水道水源の環境保全に関する協力 
下水道を利用したし尿処理に関する協力 

災対教育部 避難所等における行方不明者捜索申込みの受付け 

災対消防部 
災害による行方不明者の捜索、遺体の収容協力 
現地指揮所管轄防災業務要員の可搬型測定器による被ばく管

理 

災対消防団部 災害による行方不明者の捜索、遺体の収容協力 

各部 所管する施設・分掌事務に係る捜索活動に関する協力 

 



 

２６１ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第５節  災害時における環境・衛生対策 

２ 対策実施上の基本指針 

 

（１）遺体の収容並びに感染症予防措置、甚大な被災地域における生ごみ収集等感染症対策上緊
急を要する対策を最優先で実施する。 

（２）対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 
（３）建築廃棄物（がれき）の収集は、特に緊急を要する場合及び自ら最終処分まで行う場合を

除き、収集・処理体制との整合性を図りつつ、段階的に実施する。 
（４）業務量の総量抑制と環境保全の観点から、市民・中小事業者を含めて排出源における分別

と有害廃棄物の安全管理を徹底する。 
（５）その他対策の実施に当たっては、各部の行う復旧対策との連携、広報活動を含む事前活動

を十分に行うとともに、他市町村・都道府県・関係機関・団体・関連業者・専門家・ボラ
ンティア並びに市民・事業所等に広く協力を求め、最大限の体制を確保し、迅速に、しか
も混乱を最小限にとどめるよう配慮し行う。 

（６）北部地域における飛行機墜落事故が想定される場合は、県に対し県消防防災ヘリによる上
空偵察等を要請するとともに、関係地区消防団・自治会役員への事故発生報連絡、情報収
集要請を行い、墜落地点の特定、捜索活動体制の迅速な確立を最優先で行う。 

（７）行方不明者の捜索活動は、緊急に対応すべき事態を脱した後、警察署、自衛隊等関係機関
と連携し計画的かつ効率的に行う。 

（８）山中の捜索、列車転覆・脱線事故等で捜索事案の場合は、県に対し災害救助犬の出動を要
請する。 

（９）大規模事故災害等による死体検分及び身元確認は、医師会、歯科医師会、日赤等の協力を
得て、警察署が行う。 

（10）警察署の要請に応じて、市立スポ－ツセンター総合体育館等に遺体収容所を確保し、身元
確認作業の場のあっせん、提供等に協力する。また被災者総合支援センターを設置し、遺
族等へのこころのケアに努めるとともに、身元確認のための情報収集に協力する。 

（11）警察署から引渡しを受けた後、必要に応じて遺体の火葬等を実施する。 
（12）県への遺体火葬対策支援体制の確保要請を行う。 
（13）遺体の搬送協力体制確保の要請を行う。 
（14）核燃料物質等輸送途上における事故発生時においては、当該事案原子力事業者等によるモ

ニタリング結果について、最優先で情報照会を行う。以降定期的に情報照会を行う。 
（15）放射性同位元素輸送途上における事故発生時並びに不法廃棄等事案発生時においては、当

該事案事業者により難い場合に限り市が必要な緊急時モニタリングを実施する。 
（16）当該事案原子力事業者等が行うモニタリング結果は一元的に集約し、国・専門家等の助言

に基づき評価する。 

 

３ 対策実施上の時期区分のめやす 

 

対策の実施手順は、災害発生後の事態の推移に対応して、その都度県・国・関係機関・協力

団体等と協議して決めるが、おおむね以下の３つの時期区分に基づき、段階的に行う。 

区 分 期間のめやす 措置のめやす 

災害発生初期の緊
急措置 

災害発生後 
７日目まで 

(１) 遺体の捜索、収容、身元確認並びに埋葬その他感染
症対策上緊急を要する応急措置 

(２) 有害物質発生状況把握及び当面の危険防止措置 
(３) 避難所等・被災地における保健・衛生・感染症対策

上緊急を要する応急措置 
(４) 災害廃棄物（ごみ、し尿）及びがれき等家屋解体廃

棄物発生状況の把握及び感染症対策上緊急を要する応
急措置 

(５) 災害時衛生対策関係機関等連絡協議会の設置・運営 



 

２６２ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第５節  災害時における環境・衛生対策 

区 分 期間のめやす 措置のめやす 

住宅供給・帰宅促進
実施体制への移行 
(避難所等開設期
間) 

災害発生後 
８日目以降 
28日目まで 

(１) 遺体の捜索、収容、身元確認並びに埋火葬 
(２) 有害物質に対する安全対策上必要な措置 
(３) 避難所等・被災地における保健・衛生・感染症対策 
(４) 災害廃棄物（ごみ、し尿）の収集・処理 
(５) がれきの処理 
(６) 被災者向相談業務 
(７) 災害時衛生対策関係機関等連絡協議会の運営 

住宅供給・帰宅期 
(避難所等閉鎖以
降） 

災害発生後 
29日目以降 

(１) 被災地における保健・衛生・感染症対策 
(２) 復旧期における環境保全対策 
(３) 災害廃棄物（ごみ、し尿）の収集・処理 
(４) がれきの処理 
(５) 被災者向相談業務 
(６) 災害時衛生対策関係機関等連絡協議会の運営 

 

４ 災害時における環境・衛生対策実施体制 

 

(１) 災害時衛生対策関係機関等連絡協議会 

震度６弱以上の地震が市域に発生した場合及び責任担当部長が必要と認めたとき、市は、

県・国・協力団体・市民と連携・協力し、災害時における環境・衛生対策を統一的かつ適切

に行うため、災害時衛生対策関係機関等連絡協議会を設置する。併せて、各対策項目で関

係各部・機関等からなる合同部会を設置する。 

なお、災害時衛生対策関係機関等連絡協議会の事務局を災対環境部内に置く。事務局要

員は災対環境部及び関係各部職員をもってあてる。 

(２) 役割分担 

災害時衛生対策関係機関等連絡協議会を構成する市、県・国その他関係機関・協力団体

及び市民の役割はおおむね以下のとおりとする。 

 

ア 市・関係機関・協力団体の役割 

名  称 役割のあらまし 

市 

(ア) 遺体の捜索・収容・処理並びに身元確認 
(イ) 環境保全要注意施設・区域の把握 
(ウ) 感染症対策のための消毒作業並びに当面の薬剤・資機材の確保・

調達 
(エ) 災害廃棄物発生量に関する調査・推計・集計 
(オ) 災害廃棄物の収集及びそのために必要な措置 
(カ) 災害廃棄物（家屋解体を除く）の処理及び処分 
(キ) 県が行う保健衛生活動に対する協力 
(ク) 被災者総合支援センターの設置・運営、その他市民との対応 
(ケ) 災害時衛生対策関係機関等連絡協議会の運営事務 

県 

(ア) 遺体の検案並びに捜索・収容の協力 
(イ) 被災地における環境保全上必要な措置 
(ウ) 市が行う感染症対策活動への支援、必要な薬剤・資機材の調達・

補給 
(エ) 食品衛生監視その他保健衛生上必要な措置 
(オ) 災害廃棄物の収集・処理等に関する指導及び援助 
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名  称 役割のあらまし 

(カ) がれき等産業廃棄物の収集・処理の指導 
(キ) 市が行う被災者相談業務に関する協力 
(ク) その他市が行う対策に関する全面的協力 

国・防災関係機関等 

(ア) 遺体の処理上必要な措置に関する協力 
(イ) 環境保全対策上必要な措置 
(ウ) 感染症対策・保健衛生上必要な措置に関する協力 
(エ) 災害廃棄物の収集、処理、処分に関する協力 
(オ) がれき等産業廃棄物収集・処理に関する指導 
(カ) その他所掌事務に関する災害時環境・衛生対策実施のための協力 

葬祭業者・環境･衛生
関係団体･事業所・廃
棄物収集・処理許可業
者・浄化槽清掃許可業
者その他 

(ア) 遺体の処理上必要な措置に関する協力並びに基準・マニュアル等
の作成協力 

(イ) 環境保全上必要な措置に関する協力 
(ウ) 感染症対策・保健衛生上必要な措置に関する協力 
(エ) 災害廃棄物の収集、中間処理、最終処分に関する協力 
(オ) その他所掌業務に関する災害時環境・衛生対策実施のための協力 

 

イ 市民の役割 

項  目 役割のあらまし 

地区復興委員会の結
成・運営又は自治会等
の運営 

(ア) 被災者住宅への消毒作業時の立ち会い 
(イ) 避難所等・被災地における伝染病の発見、居住スペース・便所等

の生活施設の衛生的管理並びに消毒・手洗の励行等に関する協力 
(ウ) 災害廃棄物（ごみ・がれき）の分別・再利用のために必要な協力 
(エ) 発生量抑制のためのがれき処分計画への協力 
(オ) 被災者の環境・衛生対策に関する意見・苦情等の集約 
(カ) その他災害時環境・衛生対策に必要な措置 
(キ) 行政・関係団体等との連絡・協議 

 

５ 建築物の解体計画等他の計画との調整 

 

災害時環境・衛生対策の実施に当たっては、用地の確保、人員の確保、資機材の確保等に関

して、各部・各機関が行う応急・復旧計画との調整が必要となる事態が予想される。この場合

事前・事後の調整の場を想定しない限り、いわゆる「早いもの勝ち」状態となり、事態の推移

に応じて、限られた用地・人員・資機材を適切に活用し最大限の効果を期待することが困難と

なる。そこで「調整」に関しては、以下のとおり行うよう取り決める。 

 

(１) 調整機関等 

用地・人員・資機材その他の事項に関する調整は本部長の指示に基づき災対総務部本部

班が行う。 

ただし、災害時衛生対策関係機関等連絡協議会若しくは合同部会限りで調整可能な場合

はこれによるものとする。 

 

(２) 調整が必要な計画 

災害時環境・衛生対策計画との調整を行う計画は、その都度本部長（市長）が定める。 

なお、平成７年阪神・淡路大震災等の経験から、以下のようなものが想定される。 
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計画名称 
調整が必要となる項目 

用 地 人員・資機材その他（関係機関・協力団体） 

建築物の解体計
画 

資機材置場 
要員宿舎 

道路管理者、警察署、ライフライン機関 
協定締結建設業等団体、産業廃棄物処理協会 

住宅供給計画 
建設用地 
資機材置場 
要員宿舎 

道路管理者、警察署、ライフライン機関 
 
協定締結建設業等団体 

公共土木施設復
旧計画 

資機材置場 
要員宿舎 

道路管理者、河川管理者、警察署、ライフライン機関 
協定締結建設業等団体 

ライフライン復
旧計画 

資機材置場 
要員宿舎 

ライフライン機関、道路管理者、警察署、鉄道事業者 
協定締結建設業等団体 

緊急輸送計画 

臨時ヘリポート 
積替中継拠点 
物資配送拠点 
駐車場 
要員宿舎 

自衛隊、道路管理者、警察署、ライフライン機関 
 
鉄道事業者、石油等販売組合 
 
協定締結建設業等団体 

鉄道施設復旧計
画 

資機材置場 
要員宿舎 

道路管理者、警察署、ライフライン機関 
協定締結建設業等団体 

医療救護計画 － 
宝塚健康福祉事務所 
市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会 

 

６ 広報活動の徹底及び被災者総合支援センターの活用 

 

災害時環境・衛生対策の実施に当たっては、建築物の解体・がれきの処理の場合の権利関係

の調整業務、有害物質の安全管理指導、健康相談、衛生指導等、法律の専門家や保健師・栄養

士・カウンセラーその他の専門家による助言若しくは協議あっせん等を必要とする場合が少な

からず想定される。 

そのため、責任担当部長は、各災害時環境・衛生対策サービスに関する実施スケジュール、

留意事項、協力要請事項等に関して、「広報たからづか被災者生活支援情報」の活用、各報道

機関への協力要請等により広報活動を行いその周知徹底を図る。また、市本庁舎に設置される

被災者総合支援センターにおいて、その趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努め、適切な災害

時環境・衛生対策の立案・実施に反映させるものとする。 

 

 

※ 参照 ⇒ 災害時における環境・衛生対策（災害対応マニュアル編第４部の５）  

  

file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画災害対応マニュアル編（決定版）.docx%23M0405
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第６節  災害時における住宅対策 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対都市整備部 

建築物の震後対策、市営住宅対策等災害時の住宅対策全般、被
災住宅の補修・障害物除去（解体含む） 
仮設住宅用地確保、仮設住宅の供給 

災対環境部 がれきの収集・処理・被災家屋等の解体、撤去に関する措置 

副担当部 

災対企画経営部 
被害状況調査、補修・解体対象家屋の土地・家屋課税台帳に基

づく確認に関する協力 

災対福祉部 介護付住宅等要配慮者向住宅供給に関する協力 

災対教育部 仮設住宅等入居希望調査に関する協力 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) 住宅対策に関する基本的考え方 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

大規模災害の発生により多数の市民が突然住宅を失い、余震への不安・ライフラインの停
止・経済活動の停滞など異常な居住環境下におかれる。そして、時間の経過とともに、「ま
ちの復興」のための都市計画策定・事業化の段階を迎える。しかし市民が家族や自らの生活
再建に向けて、一歩を踏み出すためには、少なくともただ生存だけを保証される避難所等
の生活ではなく、個人のプライバシーが守られた居住空間が保証されることが必要不可欠
である。 
非常時における都市計画は、平常時のそれと異なり、まず「当面どうするか」について対処
し、その後「全体計画」の策定という、順序で取り組むことが要請される。そして、災害時
における住宅対策は、まさしく被災した市民の「自助」及び「互助」努力を基礎としつつ行
政の支援（「公助」）により「まちの復興」を実現していくために「当面必要不可欠な対策」
と位置づけることができるのである。 
なお、分譲マンション建替促進・支援措置、ダブル・ローン対策などの懸案事項について
は、県・国等の動向を見守りつつ、当面は、被災者総合支援センターを中心とした相談業務
を通じて、市民の要望の把握に努める。 
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(２) 対策実施上の基本指針 

１）地震により建築物が被災した場合に、継続的な使用に伴い余震等による建築物の倒壊、部材
の落下などから生ずる二次災害を防止し住民の安全を図るため被災建築物応急危険度判定
を実施する。 

２）専門家による詳細調査の早期実施（以下「被災度区分判定」という。※）を促すとともに、
補修により安全性を確保できるものについては、「がれき発生量と処理費用の抑制」という
観点から可能な限り補修するよう所有者等に協力を求める。また補修促進体制を確立し現
住宅の居住継続の方途を追及する。 
なお、修復困難なため解体するものについては、「がれき処分」計画との整合性を踏まえ段
階的に行うよう所有者・関係機関・団体等の協力を求める。 

３）仮設住宅建設、公営住宅空家の確保と併せて民間賃貸住宅の供給を促し、迅速かつ相応量の
住宅供給の確保に努める。 

４）対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 
５）その他対策の実施に当たっては、各部の行う復旧対策との連携、広報活動を含む事前活動を

十分に行うとともに、他市町村・都道府県・関係機関・団体・関連業者・専門家・ボランテ
ィア並びに市民・事業所等に広く協力を求め、住民の自主性及び民間活力の発揮に支障のな
い範囲で最大限の支援を行う。 

※ 「被災度区分判定」 
被災建築物応急危険度判定は、あくまでも当面の二次災害防止措置として行われるもの

であり、ボランティアによる簡略な調査となる。したがって、補強若しくは建替等の恒久的
な措置が講ぜられるべきか否かの判断を行うためには、所有者の責任において専門家によ
る詳細調査を実施する必要がある。専門家による詳細調査実施を「被災度区分判定」とい
う。 

 

３ 対策実施上の時期区分 

対策の実施手順は、災害発生後の事態の推移に対応して、その都度国・県並びに協定締結建

設業等団体、その他協力団体等と協議して決めるが、おおむね以下の２つの時期区分に基づき、

段階的に行う。 

区分 期間のめやす 措置のめやす 

調査・計画・建設期 
(避難所等開設期
間) 

災害発生後 
28日目まで 

(１) 建築物の被害状況の把握 
(２) 被災建築物応急危険度判定の実施 
(３) 被災住宅の補強又は補修支援 
(４) 公費負担による全壊家屋の解体（実施する場合） 
(５) 応急仮設住宅の供与 
(６) 公営空家住宅の確保 
(７) 民間賃貸住宅の供給促進（建設促進を含む） 
(８) 被災者向相談業務 
(９) 災害時住宅対策関係機関等連絡協議会の設置･運営 

供給・再建支援期 
(避難所等閉鎖以
降) 

災害発生後 
29日目以降 

(１) 引き続き必要な場合の上記の措置の継続 
(２) 応急仮設住宅及び公営空家住宅の供給 
(３) 民間賃貸住宅の供給促進（建設促進を含む） 
(４) 余震その他の発生に伴う再度判定調査の実施 
(５) 被災者向相談業務 
(６) 災害時住宅対策関係機関等連絡協議会の運営 
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４ 災害時住宅対策実施体制 

 

(１) 災害時住宅対策関係機関等連絡協議会 

震度６弱以上の地震が市域に発生した場合、責任担当部長は、関係各部長並びに宝塚建

設協会・県・国その他協力団体等・市民と連携・協力し、災害時における「住」対策を統一

的かつ適切に行うため、災害時住宅対策関係機関等連絡協議会を設置する。併せて、被災

建築物応急危険度判定、被災住宅補修、仮設住宅建設、その他公的空家住宅確保の、各対

策項目に関係各部・機関等からなる合同部会を設置する。 

なお、事務局を災対都市整備部内に置く。事務局要員は災対都市整備部及び関係各部職

員をもってあてる。 

 

(２)  役割分担 

災害時住宅対策関係機関等連絡協議会を構成する市、関係機関・団体及び市民の役割は

おおむね以下のとおりとする。 

 

ア 市・関係機関・協力団体の役割 

名  称 役割のあらまし 

市 

(ア) 災害時住宅対策関係機関等連絡協議会の運営事務 
(イ) 建物被害状況に関する調査及び集計 
(ウ) 被災建築物応急危険度判定の実施 
(エ) 被災住宅の応急修理 
(オ) 応急仮設住宅設営用地の確保・建設 
(カ) 被災者総合支援センターの設置・運営 
(キ) その他市民との対応 

県 

(ア) 被災建築物応急危険度判定実施のための応援要員の確保並びに
作業基準・マニュアルの作成 

(イ) 建築物解体作業に関する作業基準・マニュアルの作成 
(ウ) 市の要請に基づく被災住宅の応急修理 
(エ) 市の要請に基づく応急仮設住宅の建設 
(オ) 応急仮設住宅設営用地確保のための協力 
(カ) 市が行う被災者相談業務に関する協力 
(キ) その他市が行う災害時住宅対策への協力 

国・防災関係機関 

(ア) 被災建築物応急危険度判定実施のための応援要員の確保並びに
作業基準・マニュアルの作成支援 

(イ) 建築物解体作業に関する作業基準・マニュアルの作成支援 
(ウ) その他市が行う災害時住宅対策への協力 

建築士会阪神支部 
建築士事務所協会
阪神支部 
協定締結建設業等
団体 
その他建築関係団
体・事業所 

(ア) 被災建築物応急危険度判定作業実施の協力 
(イ) 判定結果に基づき必要な措置実施への協力 
(ウ) 市・県が行う住宅の応急修理・仮設住宅建設への協力 
(エ) 被災者からの住宅修繕等依頼への最大限対応 
(オ) 市が行う被災者相談業務に関する協力 
(カ) その他市が行う災害時住宅対策への協力 

 



 

２６８ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第６節  災害時における住宅対策 

イ 市民の役割 

項  目 役割のあらまし 

地区復興委員会の
結成・運営又は、自
治会等の運営 

(ア) 被災者の復興まちづくりに関する意見の集約 
(イ) 被災者住宅への調査時の立ち会い。 
(ウ) 被災者からの住宅修繕等の受付・集計・通知 
(エ) 融資制度その他行政等支援メニューの説明 
(オ) 行政サービス各種申込書の配布 
(カ) その他災害時住宅対策に必要な措置 
(キ) 発生量抑制のためのがれき処分計画への協力 
(ク) 行政・関係団体等との連絡・協議 

 

５ がれき処理計画等他の計画との調整 

 

災害時住宅対策の実施に当たっては、用地・人員・資機材の確保等に関して、事前・事後の

調整の場を想定しない限り、いわゆる「早いもの勝ち」状態となる。そのままでは、事態の推

移に応じて、限られた用地・人員・資機材を適切に活用し最大限の効果を期待することが困難

となる。そこで「調整」に関して、以下のとおり行うようとり決める。 

 

(１) 調整機関等 

用地・人員・資機材その他の事項に関する調整は本部長の指示に基づき災対総務部本部

班が行う。ただし災害時住宅対策関係機関等連絡協議会若しくは合同部会限りで調整可能

な場合はこれによるものとする。 

 

(２) 調整が必要な計画 

災害時住宅対策計画との調整を行うべき計画は、その都度本部長（市長）が定める。 

なお、平成７年阪神・淡路大震災等の経験から、以下のようなものが想定される。 

計画名称 

調整が必要となる項目 

用 地 
人員・資機材その他 

（関係機関・協力団体） 

緊急輸送計画 
臨時ヘリポートその他
輸送拠点駐車場 
要員宿舎 

道路管理者、警察署 
ライフライン所管部・機関、鉄道事業者 
輸送協力協定締結業者等、石油等販売組
合協定締結建設業等団体 

がれき処理計画 
仮置場 
機材置場 
要員宿舎 

警察署、鉄道事業者 
協定締結建設業等団体 

公共土木施設復旧計画 
資機材置場 
要員宿舎 

道路管理者、河川管理者、警察署 
ライフライン所管部・機関、鉄道事業者 
協定締結建設業等団体 

ライフライン復旧計画 
資機材置場 
要員宿舎 

道路管理者、警察署、鉄道事業者、協定
締結建設業等団体 

鉄道施設復旧計画 
資機材置場 
要員宿舎 

道路管理者、警察署、ライフライン所管
部・機関、 協定締結建設業等団体 

 



 

２６９ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第６節  災害時における住宅対策 

６ 広報活動の徹底及び被災者総合支援センターの活用 

 

災害時住宅対策の実施に当たっては、被災建築物応急危険度判定結果をめぐる貸主と借主の

トラブル、建築物の補修・解体、建て替えの場合の権利関係の調整業務等、法律の専門家や都

市計画コンサルタントその他の専門家による助言若しくは協議あっせん等を必要とする場合が

少なからず想定される。そのため、責任担当部長は、各災害時住宅対策サービスに関する実施

スケジュール、留意事項、協力要請事項等に関して、「広報たからづか被災者生活支援情報」

の活用、各報道機関への協力要請等により広報活動を行いその周知徹底を図る。また、市本庁

舎に設置される被災者総合支援センターにおいて、その趣旨の徹底と被災者の要望の把握に努

め、適切な災害時住宅対策の立案・実施に反映させるものとする。 

 

 

※ 参照 ⇒ 災害時における住宅対策（災害対応マニュアル編第４部の６） 
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２７０ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第７節  災害時における産業対策 

第７節  災害時における産業対策 

 

１ 責任担当部 

 

区 分 部 主な任務 

主担当部 
災対都市安全部 
災対産業文化部 

災害時における産業復旧・復興支援対策全般 
災害復興都市計画を通じた復旧支援 

副担当部 災対総務部 
応急資材及び物資等の調達を通じた復旧支援 
救助救援物資の調達を通じた復旧支援 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) 被災した商工業者、農林業従事者等の事業の再建は、自力復旧を原則とする。 
(２) 市は、県・国・関係機関等に自力復旧支援のための助成、融資制度の拡充・創設及び融資

条件の拡充・緩和を要望する。 
(３) 市は、被災者向け食品、生活必需品の供給や応急資材・物資の調達等を通じて、市内商工

業者の復旧を支援する。 
(４) 市・県・国、商工会議所・農協等関係団体及び各事業者等は、消費者市民及び観 

光利用客の安全確保と利便性早期確保のための対策の実施に対し相互に連携・協力 
する。 

 

３ 対策実施上の時期区分 

 

震度６弱以上の地震発生の場合、若しくはその他大規模災害発生の場合における産業対策の

実施手順は、その都度責任担当部長が関係各部・機関・協力団体並びに県と協議して決めるが、

おおむね以下の３つの時期区分に基づき段階的に行う。 

区 分 期間のめやす 措置のめやす 

災害発生初期の緊
急措置 

災害発生後 
７日目まで 

(１) 利用者の安全確保その他緊急救援措置 
(２) 被害状況調査 
(３) 金融機関に対する震災後の特例措置の要請 
(４) 被災者総合支援ｾﾝﾀｰにおける相談業務 

（県に対して相談員の確保、派遣を要請） 

第一次産業対策 
(避難所等開設期
間) 

災害発生後 
８日目以降 
28日目まで 

(１) 上記のうち引き続き必要な措置の継続 
(２) 雇用維持のための事業主支援に関する国への要望 

第二次産業対策 
(避難所等閉鎖以
降) 

災害発生後 
29日目以降 

(１) 上記のうち引き続き必要な措置の継続 
(２) その他本格的な復旧支援施策の実施 

 



 

２７１ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第７節  災害時における産業対策 

４ 市の取るべき措置のめやす 

 

区
分 

商工業・観光関係対策 農業関係対策 

市 

(１) 利用客の安全確保その他緊急救援
措置食品、生活必需品、応急資材・
物資等の調達を通じた復旧支援 

(２) 県・国・関係機関等への復旧支援
施策の要望 

(３) 県が行う被害状況調査及び各種支
援施策への協力 

(１) ため池の被害状況調査の実施 
(２) その他県が行う調査への協力 
(３) 家畜感染症対策の実施に関する協力 
(４) 県・国・関係機関等への復旧支援施策の

要望 
(５) 県が行う各種支援施策への協力、価格維

持のための流通対策 

 

 

※ 参照 ⇒ 災害時における産業対策（災害対応マニュアル編第４部の７） 

 

  

file://///FS-Istorage01/総合防災課$/10-20%20災害対策/12　地域防災計画/○地域防災計画&防災会議関係/H30/H30地域防災計画/H30地域防災計画/Ｈ30地域防災計画（新計画決定版）/Ｈ30.5宝塚市地域防災計画災害対応マニュアル編（決定版）.docx%23M0407


 

２７２ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第８節  災害時における学校の役割 

第８節  災害時における学校の役割 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対教育部 

(１) 児童・生徒の安全確保 
(２) 児童・生徒及び保護者の安否確認 
(３) 学校施設・設備と通学路の被害状況の把握及び復旧 
(４) 臨時休業と学校再開の取組み。 
(５) 避難所等及び地域の救援対策活動拠点としての提供 

 

２ 対策実施上の基本指針 

 

(１) 学校の役割に関する基本的考え方 

災害発生後における応急教育の実施に伴い必要となる措置については、災害救助法等関

係法規の定めるところにより行うが、特に、震度６弱以上の地震が市域に発生した場合に

は、学校施設は、地域における防災対策上の拠点施設となるため、おおむね以下のような

点に配慮する必要がある。 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

この計画では、開設期間のめやすを「４週間」以内として、市内の全小・中学校等学校施
設を被災者のための「避難所等」として提供するよう取り決めている。 
また、平成７年阪神・淡路大震災の経験にも明らかなように、少なくとも発生初期におい

ては、教職員の協力なしでは、適切な避難所等運営は困難と想定される。 
特に、避難者が生じた場合の初期の運営は、学校長が管理上の責任者として、指揮監督

し、教職員の協力のもと避難所等運営を行う。しかし、学校は、本来児童・生徒のための教
育の場であり、災害時には、児童・生徒の安全や学校運営の正常化をまず第一に考え、対応
すべきである。よって、長期にわたる避難所等運営は、管理上の責任者は、校長としても実
質運営は、市職員を中心に市民、ボランティア等の協力で行うものであり、教職員は園児・
児童・生徒の安全確保や健康管理、教育活動等の本来の業務を遂行できる体制づくりが必
要である。 
また、学校が、児童・生徒の心のケアを含め、正常な教育活動ができるよう全力を傾ける

ことで、保護者や市民が一時も早く災害による打撃から立ち直り、安心して生活再建でき
るための支援をすることが、学校の役割である。 

 

※ 参照 ⇒ 宝塚市教育委員会災害対策要綱（資料・様式編６－９－１） 

 

(２) 対策実施上の基本指針 

１）発災直後１週間については、児童・生徒等の安全確保と、地域における救援活動上の拠点施
設としての必要な協力を最優先で実施する。 

２）学校教職員及び学校施設がその本来の役割である、教育の正常運営と児童・生徒等のケア対
策に専念し活用される状態にいっときも早く復するよう努める。 

３）対策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 
４）各部の行う復旧対策との連携、広報活動を含む事前活動を十分に行うとともに、他市町村・

都道府県・関係機関・団体・関連業者・専門家・ボランティア・市民・事業所等並びにＰＴ
Ａ（育友会）に広く協力を求め最大限の体制を確保し、迅速に、しかも混乱を最小限にとど
めるよう配慮し行う。 
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２７３ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第８節  災害時における学校の役割 

３ 対策実施上の時期区分 

 

対策の実施手順は、災害発生後の事態の推移に対応して、その都度県・ＰＴＡ（育友会）そ

の他協力団体等並びに教育委員会・学校教職員と協議して決めるが、おおむね以下の３つの時

期区分に基づき、段階的に行う。 

区  分 期間のめやす 措置のめやす 

災害発生初期の
緊急措置 
(避難所等開設
初期) 

災害発生後 
７日目まで 

(１) 「児童・生徒及び保護者」の安否確認・所在の把握 
(２) 「安否不明の児童・生徒及び保護者」リストの作成 
(３) 「疎開及び受入れ児童・生徒」リストの作成 
(４) 所属教職員の安否確認並びに必要に応じ支援動員の指

示 
(５) 「安否不明の教職員」リストの作成 
(６) 校内被災個所・危険個所の点検・調査並びに当面必要な

安全措置の実施（立入禁止措置等） 
(７) 通学路の点検と安全確保 
(８) 臨時休業の期間決定 
(９) 屋内運動場を中心に被災者収容のための避難所等開設

準備等被災者の応急的受入れ措置に関する協力 
(10) その他救援対策活動拠点としての施設の提供に関する

協力 

学校再開への準
備措置の実施 
(避難所等開設
後期) 

災害発生後 
８日目以降 
28日目まで 

(１) 避難所等及び校区内在宅児童・生徒のこころのケア対策 
(２) 「安否不明の児童・生徒及び保護者」に関する再調査 
(３) 「疎開及び受入れ児童・生徒」リストの作成 
(４) 被災校舎の補修並びに仮設校舎の建設 
(５) 学校再開及び応急教育計画の検討並びに実施体制の確

立 
※ 教材類・要員等の確保 

(６) 学校再開及び応急教育計画に関する広報活動並びに相
談業務 

(７) 災害時学校教育対策関係機関等連絡協議会運営 

学校再開による
応急教育の実施 
(避難所等閉鎖
以降仮設住宅設
置期間中) 

災害発生後 
29日目以降 

(１) 応急教育対策の実施 
※ 「児童・生徒」の「こころのケア対策」、平常時教育
体制への移行を中心として行う。 

(２) 「疎開及び受入れ児童・生徒」のアフターケア 
※ 学校再開の連絡、その他必要な措置 

(３) 被災校舎の建替若しくは耐震補強計画の検討並びに実
施 

(４) 応急教育体制に関する広報活動並びに相談業務 
(５) 災害時学校教育対策関係機関等連絡協議会運営 



 

２７４ 

第３部  災害応急対策計画 
第４章  被災者救援及び生活再建支援に関する対策 
第８節  災害時における学校の役割 

４ 災害時学校教育対策実施体制 

 

(１) 災害時学校教育対策関係機関等連絡協議会 

責任担当部長は、必要に応じて関係各部長、県・国・ＰＴＡ（育友会）その他協力団体

等、市民並びに教育委員・学校長と連携・協力し、災害時における学校教育対策を統一的

かつ適切に行うため、災害時学校教育対策関係機関等連絡協議会を設置することができる。 

 

(２) 役割分担会 

災害時学校教育対策関係機関等連絡協議会を構成する市、関係機関・団体、学校教職員

並びに市民の役割は、おおむね以下のとおりとする。 

 

ア 市・県・国その他関係機関の役割 

名  称 役割のあらまし 

市及び市教育委
員会 

(ア) 「応急教育」実施のための市内学校間応援要員の確保並びに応急
教育対策実施計画の作成 

(イ) 被災校舎の安全点検・危険度判定調査の実施 
(ウ) 調査結果に基づく必要な補修、補強その他必要な措置の実施 
(エ) 代替校舎の確保、仮設校舎の建設その他応急教育実施のために必

要な施設の提供 
(オ) 教科書・学用品の被災児童・生徒への配布 
(カ) 保育料の免除、就学奨励費（給食費等）の給付等の援助等の措置 
(キ) その他応急教育実施のために必要な措置 

 (ク) 応急教育に関する広報活動並びに相談業務 
(ケ) その他市民との対応 
(コ) 災害時学校教育対策関係機関等連絡協議会の運営事務 
(サ) 教職員の動静 
(シ) 児童・生徒の仮転出入の確認 
(ス) 学校給食の再開準備 
(セ) 救援物資の対応 
(ソ) ボランティアの指導 
(タ) 教育広報による情報提供 

県 

(ア) 「応急教育」実施のための他市町村間応援要員並びに応急教育対
策実施計画の作成に関する支援 

(イ) 教科書・学用品の調達・輸送 
(ウ) 被災校舎の安全点検・危険度判定調査実施に関する支援 
(エ) 「学校施設」の応急的な復旧確保のために必要な支援 
(オ) 県立学校の授業料の納付期間の延長又は免除 
(カ) その他市が行う対策に関して必要な支援協力 

国･防災関係機関 
･協力団体 

(ア) 「応急教育」実施のための応援要員、教材類の確保に関する支援 
(イ) その他「応急教育」実施のために必要な支援 
(ウ) 「学校施設」の応急的な復旧確保のために必要な支援 
(エ) その他市が行う対策への協力 
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イ 学校並びにＰＴＡ（育友会）等学校関係団体の役割 

項  目 役割のあらまし 

学校教職員 

(ア) 「児童・生徒及び保護者」の安否確認並びに安全確保 
(イ) 発災直後の学校施設被災状況に関する報告 
(ウ) 初期における避難所等運営に関する協力 
(エ) 避難所等及び校区における「児童・生徒」の「こころのケア」・

「教育的ケア」対策 
(オ) 疎開先及び受入れの「児童・生徒」への教育的ケア 
(カ) 通学路の危険個所把握並びに必要な措置 
(キ) 応急教育計画案の検討並びに実施 
(ク) その他災害時における学校の役割に伴う必要な措置 

ＰＴＡ（育友
会）、 

学校医その他学
校関 

係団体等 

(ア) 「児童・生徒及び保護者」の安否確認並びに安全確保に関する協
力 

(イ) 避難所等における「応急教育」実施への協力 
(ウ) 避難所等・校区における「児童・生徒」の健康維持、「こころの

ケア」対策に関する協力 
(エ) 登・下校の安全確保のために必要な協力 
(オ) 市が行う「児童・生徒」向相談業務に関する協力 
(カ) その他市・県が行う対策への協力 

 

ウ 市民の役割 

項  目 役割のあらまし 

地区復興委員会
の 

結成・運営又は
自 

治会等の運営 

(ア) 地域における「児童・生徒」の安否確認並びに避難所等の運営に
関する協力 

(イ) 避難所等における「応急教育」対策実施への協力 
(ウ) その他市の行う対策に必要な協力 

 

 

※ 参照 ⇒ 災害時における学校対策（災害対応マニュアル編第４部の８） 
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第９節  災害犠牲者の慰霊 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対企画経営部  災害犠牲者の慰霊 

 

 

２ 実施上の基本指針 

 

  災害犠牲者の御霊のやすらぎと遺族の幸せをお祈りするとともに、将来に災害の教訓を伝え、

安全で災害に強いまちづくりに尽くすことを誓うため、市民合同慰霊祭等を実施する。 

 

 

３ 実施上の時期 

 

災害発生後２か月を目途として、市民合同慰霊祭等を行う。 

 

 

※ 参照 ⇒ 災害犠牲者の慰霊（災害対応マニュアル編第４部の９） 
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第３部  災害応急対策計画 
第５章  南海トラフ地震防災対策推進計画 
第１節  災害時の医療救護対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章  南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 基本方針 

第２節 南海トラフ地震関連情報の種類と発表条件 

第３節 体制配備と応援の確保 

第４節 南海トラフ地震関連情報発表時の市の対応 

第５節 地震防災上重要な対策 

第６節 防災訓練計画、啓発・教育 
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第１節  基本方針                

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対都市安全部 災害対策本部設置要綱の規定に基づく業務 

副担当部 各  部 部の所管に関する施設、事業に関すること。 

 

２ 南海トラフ地震防災対策推進計画に関する基本指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）南海トラフ地震防災対策推進計画の目的は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推

進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号。）第 5 条第 2 項の規定に基づき、

南海トラフ地震防災対策推進地域に指定された本市において、南海トラフ地震に関

し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、南海トラフ地震に係る

防災訓練に関する事項、地震防災上必要な教育・広報に関する事項等を定め、本市に

おける地震防災体制の推進を図ることを目的とする。 

（２）南海トラフ地震防災対策推進地域の指定について、本市は南海トラフ地震が発生し

た場合の震度が 6 弱以上と想定される地域があり、著しい地震被害が生ずるおそれ

があるため、平成 15 年 12 月の中央防災会議において、「南海トラフ地震の防災

対策推進地域」に指定されている。 
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第２節  南海トラフ地震関連情報の種類と発表条件                

 

 

南海トラフ地震関連情報は、南海トラフの想定震源域内及びその周辺において、地震発生の可

能性が高まった場合に気象庁より発表されるもので、その情報の種類と発表条件は以下のとおり

である。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でモーメントマグニチュード８．０以上の地

震が発生したと評価が出された場合に発表 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でモーメントマグニチュード７．０以上８．

０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲でモーメント

マグニチュード７．０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震

は除く）が発生若しくは南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっく

りすべりが観測されたと評価された場合に発表 

 

３ 南海トラフ地震臨時情報（調査中） 

以下のいずれかにより臨時で「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催する場合

に発表 

（１）想定震源域内および想定震源域の海溝軸外側５０km程度までの範囲でマグニチュード

６．８以上の地震が発生した場合 

（２）１カ所以上のひずみ計での有意な変化とともに、他の複数の観測点でもそれに関係すると

思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発

生している可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認

められる変化を観測した場合 

（３）その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のある現象が観測さ

れる等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる現象を観測した場合 

 

４ 南海トラフ地震臨時情報（調査終了） 

前項 3による調査を実施し、1、2 のいずれの発表条件も満たさなかった場合に発表 
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第３節  体制配備と応援の確保                

 

 

１ 資機材、人員等の配備手配 

（１）資機材等の調達手配 

市域内における必要な物資、資機材（以下「物資等」という。）の確保状況を把握し、被

災現場から当該物資等の供給の要請があった場合等は、市が保有する物資等の供給、調達等

の必要な措置を講ずるものとする。 

管轄区域内の居住者、滞在者、その他の者及び公私の団体（以下「居住者等」という。）

に対する応急救護及び地震発生後の被災者救護のため医療用資機材及び医薬品等必要な資機

材等が不足する場合は、県に対して供給を要請するものとする。 

（２）人員の配置 

市は県に対し、人員の配備状況を報告するとともに、人員に不足が生じる場合は、県に応

援を要請するものとする。 

 

２ 関係者との連絡協力の確保 

市が災害応急対策の実施に際し人員、物資、場所などが不足する場合、関係機関に対する応

援要請を行う。必要な個別協定に基づく応援要請を行う場合は、各協定に基づき実施する。ま

た市長は、必要があるときは、県知事に対し自衛隊の地震防災派遣要請を要求するものとす

る。 
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第４節  南海トラフ地震関連情報発表時の市の対応                

 

 

市は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合において、市民等に対し、平時からの地震へ

の備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼びかけるものとする。また、施設・設備等の点検等

平時からの地震への備えを再確認するものとする。 

 

１ 配備体制、発表時の対応 

配備体制、発表時の対応については、地域防災計画関連図書災害対応マニュアル編第１部

「非常時活動体制に関するマニュアル」、２項「南海トラフ地震臨時情報発表時の対応」に定

めるところによる。 

 

２ 市の主な業務 

（１）南海トラフ地震臨時情報等の収集・伝達に関すること 

（２）避難に関すること 

（３）職員の配備に関すること 

（４）県及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

（５）その他、緊急に実施する必要がある災害応急対策に関すること 

 

３ 災害応急対策をとるべき期間等 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるマグニチュード８．０以上の地震の

発生から１週間、後発地震に対して警戒する措置をとるものとする。また、当該期間経過後１

週間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。 

 

４ 庁舎及び災害応急対策上の避難施設、重要施設における措置 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の、市庁舎及び災害応急対策上の避難施設や重要

施設における措置は次のとおりとする。 

（１）自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

（２）無線通信機等通信手段の確保 

（３）災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

 

５ 避難施設、市の管理施設に対する措置 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の、避難施設や市が管理する道路、河川（水

路）、庁舎、社会教育施設、福祉施設、学校園等の管理上の措置は次のとおりとする。 

（１）南海トラフ地震臨時情報の入場者等への伝達 

（２）入場者等の安全確保のための退避等の措置 

（３）施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

（４）出火防止措置 

（５）水、食料等の備蓄 

（６）消防用設備の点検、整備 
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（７）非常用発電装置の整備、すみれ防災スピーカー（）、テレビ、ラジオ、コンピュータなど

情報を入手するための機器の整備 

（８）各施設における緊急点検、巡視 

（９）橋梁、トンネル、法面等に関する緊急点検及び道路管理上の措置 

（10）学校園における児童生徒に対する保護の方法の確認 

（11）河川（水路）について、樋門の閉鎖手順の確認 

（12）指定避難所、応急救護所となる施設における開設に必要な資機材の搬入、配備 

 

６ 市民への広報 

市民等に対し、平時からの地震への備えの再確認や、できるだけ安全な防災行動をとる旨の

呼びかけ及び社会的混乱防止のための広報を行う。 

（１）平時からの地震への備えの再確認の例 

ア 避難場所、避難経路の確認 

イ 家族との安否確認手段の確認 

ウ 家具の固定の確認 

エ 非常持出品の確認 

（２）できるだけ安全な防災行動の例 

ア 高いところに物を置かない 

イ 屋内のできるだけ安全な場所で生活 

ウ すぐに避難できる準備（非常持出品等） 

エ 危険なところにできるだけ近づかない 

（３）社会的混乱防止のための広報の例 

ア 不要、不急な自動車使用の自粛 

イ 市や消防署等への問い合わせや照会電話の自粛 

ウ 不要な買いだめの自粛 

エ デマ、流言等に惑わされない正しい情報の入手 
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第５節  地震防災上重要な対策                

 

 

１ 緊急に整備すべき施設等の整備 

地震防災対策特別措置法に定める地震防災緊急事業五箇年計画に基づき、地震防災上緊急に

整備すべき施設等の整備を行うものとする。具体的な事業施行等にあたっては、施設全体が未

完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮されるよう、整備の順序及び方法につい

て考慮するものとする。なお、地震防災整備事業の推進を図るため、公共施設の耐震診断の結

果の公表等に努める。 

 

２ ライフライン施設 

 水道、電力、ガス、電気通信などライフライン施設は市民の生活を維持する上で必要不可欠

な施設であることから、早期の復旧を目指すこととする。地域防災計画本編第 3部「災害応急

対策計画」第 3章「二次災害防止及び都市機能早期回復に関する対策」第 2 節「ライフライ

ン施設の応急対策」を準用する。 

 

３ 救出・救助 

  救出救助活動や消火活動については、自衛隊、警察、消防などによる機関および近隣住民同

士の共助による活動を連続的に行うことで大きな効果を発揮する。また、助けられた被災者に

対し、医療機関等において適切な医療を提供することで、一人でも多くの命を救うことができ

る。こうした活動が円滑・機動的に行われるよう前項ライフラインの確保や交通規制、道路啓

開などネットワークの確保を行う。 

 

４ 警備対策 

警察は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合において、犯罪及び混乱の防止等に関し

て、次の事項を重点として、対策をとるものとする。 

（１）正確な情報の収集及び伝達 

（２）不法事案等の予防及び取締り 

（３）地域防犯団体、警備業者等が行う民間防犯活動に対する指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２８４ 

第３部  災害応急対策計画 
第５章  南海トラフ地震防災対策推進計画 
第６節  防災訓練計画、啓発・教育 

 

第６節  防災訓練計画、啓発・教育                

 

 

１ 防災訓練の実施 

  防災・減災を迅速かつ円滑に実施するため、次に掲げる内容の訓練を実施する。 

（１） 災害情報の伝達 

（２） 参集 

（３） 安否確認 

（４） 非常時における通信確保 

（５） 災害対策機器、システムの操作 

（６） 設備の災害応急復旧 

（７） 救出、救助 

 

２ 関係機関との連携 

  国、県及び関係機関が主催して行う訓練に参加・協力する。 

 

３ 啓発・教育 

防災関係機関、自主防災組織、事業所等と連携協力して、地震防災上必要な啓発・教育を推

進するものとする。 

（１）市職員に対する防災知識の普及 

地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における地震災害応

急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を各部、各課、各機関において行うものと

する。防災教育の内容は少なくとも次の事項を含むものとする。 

ア 南海トラフ地震臨時情報等の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

イ 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

ウ 地震・津波に関する一般的な知識 

エ 南海トラフ地震臨時情報等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に具体的に

とるべき行動に関する知識 

オ 南海トラフ地震臨時情報等が出された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に職員等が

果たすべき役割 

カ 南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

キ 南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

ク 家庭内での地震防災対策の内容 

ケ 緊急地震速報を見聞きした場合の対処方法 

 

（２）市民、児童生徒に対する教育 

児童生徒に対して次のことに配慮した教育・啓発を実施するものとする。 

ア 過去の地震災害の実態 

イ 地震・津波に関する一般的な知識 

ウ 地震・津波が発生した場合の対処方法 



 

２８５ 

第３部  災害応急対策計画 
第５章  南海トラフ地震防災対策推進計画 
第６節  防災訓練計画、啓発・教育 

エ 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

オ 緊急地震速報を見聞きした場合の対処方法 

 

（３）防災上重要な施設管理者に対する教育 

防災上重要な施設の管理者に対する研修の実施に配慮する。防災上重要な施設の管理者

は、市及び県が実施する研修の参加に努める。 

  



 

２８６ 

第３部  災害応急対策計画 
第５章  南海トラフ地震防災対策推進計画 
第６節  防災訓練計画、啓発・教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２８７ 

 

第４部  災害復旧・復興計画 
 

 

第４部  災害復旧・復興計画 

 

 

第１章  公共施設及び公共事業等の災害復旧 

第１節  基本方針 

第２節  災害復旧事業計画の作成 

第３節  災害復旧に伴う財源確保計画の作成 

第４節  災害復旧事業の実施 

第２章  被災者の生活再建支援 

第１節  基本方針 

第２節  被災者生活再建支援金等の支給 

第３章  大規模事故災害等の災害復旧 

第１節  基本方針 

第２節  大規模事故施設等の復旧 

第３節  原子力災害時の復旧 

第４章  復興計画の策定 

第１節  基本方針 

第２節  災害復興本部の設置 

第３節  災害復興方針・計画の策定 

第４節  災害復興事業の実施 

 

こ 

の 

部 

の 

あ 

ら 

ま 

し 

全体として、４つの章により構成する。 

第１章においては、復旧事業を実施する上で、国・県からの財政的な援助を得るために

必要な手続きとして、「公共施設及び公共事業等の災害復旧」のあらましについて、記載し

ている。 

さらに、第２章では、災害復旧・復興期において、被災者の生活の安定を図るために実施

する被災者生活支援金の支給や兵庫県住宅共済給付金の支給に関する施策のあらましにつ

いて、記載している。 

次に、第３章では、大規模事故災害特有の災害復旧対策について、記載している。 

また、第４章では、被災後の応急的な住宅の確保等生活基盤が確保されるなど応急的な

復旧・救援対策が一段落した後の重要な課題としての本市及び市民生活の復旧・再建を行

うため、関係する機関・市民・事業所等との調整を図りつつ、速やかに復興計画の策定に着

手し、震災復興計画実現に向けてスタートを切るまでのおおまかな手順を示している。 

 

  



 

２８８ 

第４部  災害復旧・復興計画 
第１章  公共施設及び公共事業等の災害復旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  公共施設及び公共事業等の災害復旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節  基本方針 

第２節  災害復旧事業計画の作成 

第３節  災害復旧に伴う財源確保計画の作成 

第４節  災害復旧事業の実施 

 

 



 

２８９ 

 

第４部  災害復旧・復興計画 
第１章  公共施設及び公共事業等の災害復旧 
第１節  基本方針 

 
第１節  基本方針 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対企画経営部 
総合的な復旧事業計画の立案及び各部が行う復旧事業の調整

並びに部の所管に関する事業に関すること。 

副担当部 各  部 部の所管に関する施設、事業に関すること。 

 

２ 基本的考え方 

 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

災害復旧事業計画は、災害発生後被災した施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を
防止するため、必要な施設の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計画を作成
し、早期復旧を目標に、その実施を図る必要がある。 
この節では、災害復旧事業計画の作成から、災害復旧事業に伴う財源確保計画の作成、そ

して災害復旧の実施に至るまでの手順のあらましについて示す。 

 

３ 公共施設及び公共事業等の災害復旧に関する基本指針 

 

(１) 公共施設の災害復旧は、被災施設の原形復旧にあわせ災害に強い強度のものとし、必要な
施設の新設又は改良を行う等将来の災害に備える。 

(２) 応急復旧等による臨時的措置を講じたのち被害の原因、状況その他の条件を十分検討し、
復旧の程度、緊急度等を考慮して実情に即した復旧計画を樹立する。 

(３) 災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生し
た場合には、公共施設の災害復旧が迅速かつ円滑に実施できるよう、市各部は災害の状況
を速やかに調査し実態を把握して、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す
る法律」（以下｢激甚法｣という。）による激甚災害指定が早期に受けられるよう措置する。 

(４) 計画の実施にあたっては、可能な限り復旧予定時期を明示する。また、各施設管理者、事
業者等から情報提供を受け、必要な事項に関して、十分な事前広報を実施する。 

 

 

 

 

  



 

２９０ 

第４部  災害復旧・復興計画 
第１章  公共施設及び公共事業等の災害復旧 
第２節  災害復旧事業計画の作成 

第２節  災害復旧事業計画の作成 

 

市の各部は、災害応急対策を講じた後に被害の程度を調査・検討し、県の各部局と連携・協力

し、それぞれが所管する公共施設に関する災害復旧事業計画を、以下の基本方針に基づき、速や

かに作成する。 

 

１ 災害の再発防止 

 

復旧事業計画の作成に当たっては、被災原因、被災状況等を的確に把握し、災害の再発防止

に努めるよう関係機関と十分連絡調整を図ること。 

 

２ 災害復旧事業期間の短縮 

 

復旧事業計画の作成に当たっては、被災状況を的確に把握し、速やかに効果のあがるよう関

係機関は、十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努める。 

なお、災害復旧事業の種類は資料・様式編に示すとおりである。 

 

※ 参照 ⇒ 災害復旧事業の種類（本編２８８頁） 
 

  



 

２９１ 

第４部  災害復旧・復興計画 
第１章  公共施設及び公共事業等の災害復旧 
第３節  災害復旧に伴う財源確保計画の作成 

第３節  災害復旧に伴う財源確保計画の作成 

 

関係機関は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、国又は県が費用の全部又

は一部を負担若しくは補助するものについては、復旧事業費の決定及び決定を受けるための査定

計画を策定し、査定実施が速やかに行えるよう努める。このうち特に公共土木施設災害復旧事業

費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必要な措置を講ずる。 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、国庫負担法、同施行令、同

施行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により運営される。災害復旧事業費の決定は、

知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基づき決定されるが、法律又は予

算の範囲内において、国が全部又は一部を負担若しくは補助して行う災害復旧事業並びに激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき援助される事業は、資料・様式編に

示すとおりである。 

 

※ 参照 ⇒ 激甚災害に係わる財政援助措置の対象及び激甚法に定める事業（資料・様式

編６－１０－４－３） 
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２９２ 

第４部  災害復旧・復興計画 
第１章  公共施設及び公共事業等の災害復旧 
第４節  災害復旧事業の実施 

第４節  災害復旧事業の実施 

 

災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、県、市、指定地方行政機関、指定公共

機関及び指定地方公共機関等は、復旧事業の事業費が決定され次第、早期に実施するため、必要

な職員の配備、職員の応援及び派遣等について措置する。 

 

災害復旧事業の種類 

公共土木事業 備  考 

河川災害復旧事業 
砂防設備災害復旧事業 
林地荒廃防止施設災害復旧事業 
地すべり防止施設災害復旧事業 
急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業 
道路災害復旧事業 
下水道災害復旧事業 

 

農林水産業施設災害復旧事業  

都市災害復旧事業  

上水道施設、廃棄物処理施設災害復旧事業  

住宅災害復旧事業  

社会福祉施設災害復旧事業  

公立医療施設、病院等災害復旧事業  

学校教育施設災害復旧事業  

社会教育施設災害復旧事業  

中小企業の振興に関する事業計画  

その他の災害復旧事業  

 

  



 

２９３ 

第４部  災害復旧・復興計画 
第１章  公共施設及び公共事業等の災害復旧 
第４節  災害復旧事業の実施 

 

 



 

２９４ 

 

第４部  災害復旧・復興計画 
第２章  被災者の生活再建支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  被災者の生活再建支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節  基本方針 

第２節  被災者生活再建支援金等の支給 

 

 



 

２９５ 

 

第４部  災害復旧・復興計画 
第２章  被災者の生活再建支援 
第１節  基本方針 

 
第１節  基本方針 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対福祉部 
被災者生活再建支援金支給申請に関する事務 
行政及び関係機関による被災者生活再建支援施策に関する連

絡・調整 

副担当部 各  部 
所管施設及び所管業務に係る被災者生活再建支援施策の実施 
所管施設及び所管業務に係る被災者生活再建支援施策に関す

る協力 

 

２ 基本的考え方 

 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

被災者の被害の程度に応じ、被災者生活再建支援金等を支給するとともに、生活の安定
を図るため、住宅の確保等を行い、市民の生活の安定を図る。 
なお、実施に当たっては、相談窓口を設置し、被災者への各種援助・助成制度の周知徹底

を図る。 

 

３ 被災者生活再建支援実施に関する基本指針 

 

(１) 施策全般を通じて、甚大な被災地及び要配慮者等向けの措置を優先して実施する。 
(２) 「行政による生活再建支援メニュー」及び「実施スケジュール」は可能な限り網羅的かつ

迅速に作成・公表する。 
(３) 申請受付及び給付等実施については、国・県・関係機関・協力団体等と連携・協力し、業

務量の平均化と受給手続きの簡略化に努める。 
(４) 施策の実施にあたっては、「広報たからづか」等印刷物を通じて、十分な事前広報を実施

する。また、サービスセンター・サービスステーション等市出先施設を地域における申請
書類・資料供給拠点として、避難所等退所後の速やかな自立・生活再建計画づくりの支援
に努める。 

 

  



 

２９６ 

第４部  災害復旧・復興計画 
第２章  被災者の生活再建支援 
第２節  被災者生活再建支援金等の支給 

第２節  被災者生活再建支援金等の支給 

 

１ 被災者生活再建支援金の支給 

 

市は、県と連携して、被災者生活再建支援金の支給に必要な申請内容等の相談窓口を設置し、

被災者生活再建支援制度や相談窓口の開設に関することについて周知を図る。 

また、被災者生活再建支援金支給の申請を受けた場合、速やかに申請書類の審査、当該申請

に係る被害の確認を行い、県（ただし、支給に関する事務は被災者生活再建支援法人に指定さ

れた公益財団法人都道府県会館）に申請書類を送付する。 

 

２ 兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済） 

 

市は、県と連携して、兵庫県住宅再建共済給付金の支給に必要な申請内容等の相談窓口を設

置し、兵庫県住宅再建共済制度や相談窓口の開設に関することについて周知を図る。 

また、加入者が兵庫県住宅再建共済給付金の支給を受ける場合は、所定の書類を添付のうえ、

公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金に給付金を請求する。 

 

 

※ 参照 ⇒ 被災者生活再建支援制度（資料・様式編６－10－12） 

※ 参照 ⇒ 災害復興住宅資金、兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）の内容（資

料・様式編６－10－９） 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第２章  被災者の生活再建支援 
第２節  被災者生活再建支援金等の支給 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第３章  大規模事故等の災害復旧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  大規模事故等の災害復旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節  基本方針 

第２節  大規模事故施設等の復旧 

第３節  原子力災害時の復旧 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第３章  大規模事故等の災害復旧 
第１節  基本方針 

  
第１節  基本方針 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 災対都市安全部 大規模事故災害発生時の関係機関との連絡調整 

副担当部 

災対企画経営部 
災対環境部 

災対産業文化部 
災対福祉部 

大規模事故災害発生時の広報活動 
原子力災害発生時の環境放射線モニタリング、各種制限措置の

解除、風評被害等の影響の軽減、心身の健康相談体制の整備 

 

２ 基本的考え方 

 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

大規模事故災害により被害を受けた交通関係施設等の復旧については、原則として空港
管理者、鉄道事業者、道路管理者等の責任により、速やかな施設の復旧に努める。  
市は、必要に応じて、関係機関と連絡調整し、施設の災害復旧状況を把握し、その内容を

住民に周知する。 
また、原子力災害時に必要となる特別な対応については、県と連携を図りつつ、国の指導

に基づき実施する。 

 

３ 大規模事故等の災害復旧に関する基本指針 

 

(１) 自然災害以外の大規模な事故災害が発生したとき、事故災害対策本部を立ち上げて、事故
関係者や消防本部、宝塚警察署等と連携し、情報の収集・伝達体制を確立して被害の軽減、
拡大防止を図るが、災害復旧期においても、引き続き連絡調整を行う。 

(２) 原子力災害時については、原子力災害対策特別措置法第15条第4項の規定に基づき原子力
緊急事態解除宣言が発出された場合の原子力災害事後対策を中心に示すが、これ以外の場
合であっても、原子力防災上必要と認められるときは、第３節に示した対策に準じて対応
する。 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第３章  大規模事故等の災害復旧 
第２節  大規模事故施設等の復旧 

第２節  大規模事故施設等の復旧 

 

１ 空港関係施設、鉄道関係施設の復旧 

 

空港管理者、各鉄道事業者等は、事故災害に伴う施設の被害の状況に応じ、あらかじめ定め

た復旧資材の調達計画及び人材の応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑な被災施設

の復旧に努める。また、可能な限り、復旧予定時期を明確化するよう努める。 

市は、空港管理者、各鉄道事業者等と連絡調整し、把握した災害復旧に関する情報等を住民

に広報する。 

 

２ 道路関係施設等の復旧 

 

道路管理者は、関係機関と協力し、あらかじめ定めた復旧物資・資材の調達計画及び人材の

広域応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した道路施設の復旧事業を行う。

また、可能な限り、復旧予定時期を明示する。 

市は、道路管理者等と連絡調整し、把握した災害復旧に関する情報等を住民に広報する。 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第３章  大規模事故等の災害復旧 
第３節  原子力災害時の災害復旧 

第３節  原子力災害時の災害復旧 

 

１ 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

 

市は、核燃料物質等輸送途上における事故発生時において、原子力緊急事態解除宣言があっ

たときは、当該事案原子力事業者及び県がそれぞれ行う環境放射線モニタリング結果について、

最優先で情報照会する。 

また、放射性同位元素輸送途上における事故発生時、不法廃棄等事案発生時においては、応

急対策がおおむね完了し、放射性同位元素による汚染の除去作業が完了したとき、当該事案事

業者が行う環境放射線モニタリング結果について、最優先で情報照会する。ただし、当該事案

事業者により難い場合は、県に対し必要な環境放射線モニタリングの実施を要請する。 

さらに、環境放射線モニタリングの実施地域、地点、分析項目、頻度、試料品目、分析核種に

ついては、国・専門家等の助言のもと各主体が連絡を密にして、役割に応じて決定する。また、

モニタリング結果は一元的に集約し、国・専門家等の助言に基づき評価する。 

 

２ 各種制限措置の解除 

 

県は、環境放射線モニタリング調査結果、県が参集を要請した専門家又は国が派遣する専門

家、原子力規制委員会緊急事態応急対策委員等の判断等を踏まえ、応急対策として実施した立

入制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限、農林水産物の採取・出荷制限等の各種制限措

置の解除を決定し、市に指示する。 

市は、県から指示があった場合は、特別の理由がない限り、応急対策として実施した立入制

限、交通規制、汚染水源の使用禁止、飲料水・飲食物の摂取制限又は禁止、農畜産物の採取、出

荷制限等の各種制限措置を解除する。 

市は、対象原子力災害等によって実施した全ての各種制限措置の解除を決定したときは、速

やかにその旨を発表し、広く周知されるよう広報活動を行う。また、迅速に各種制限措置の解

除が行われるよう解除実施状況を逐次確認する。また、県に対し解除実施状況を逐次報告する。 

 

３ 風評被害等の影響の軽減 

 

市は、観光客、外国人等の一時滞在者の安全確保、消費者の健康確保を最優先で実施するこ

とが、結果として、風評被害等の影響の軽減につながることを全職員並びに関係業者団体・事

業所に対し徹底する。 

いわゆる風評被害対策の実施に際しては、テレビ・ラジオ・新聞等の報道機関に対し「負の

情報」も隠すことなく、「安心情報」ともども積極的に公表し、来訪者・消費者等の健康不安に

対し、誠実かつ的確に応え得る情報提供に努める。 

事故災害等による影響の軽減対策の検討、実施にあたっては、長期的な観点に立った「宝塚」

への信頼感の醸成に資することを第一とする。 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第３章  大規模事故等の災害復旧 
第３節  原子力災害時の災害復旧 

４ 心身の健康相談体制の整備 

 

市は、核燃料物質等に係る事業所外運搬災害、放射性同位元素の不法投棄事案、大規模工場

等火災・爆発など緊急対応期以降も発生場所付近の住民等に健康被害発生が想定される事故災

害等が発生した場合は、事後相当の期間にわたって、市民等の健康相談体制を確保する。 

なお、事故災害等発生場所付近の住民等に対する健康相談の受付は、本部設置期間中につい

ては被災者総合支援センターにおいて、また、本部閉鎖以降は健康福祉部内において、それぞ

れ、専任担当要員を配置し行う。 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第３章  大規模事故等の災害復旧 
第３節  原子力災害時の災害復旧 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第４章  災害復興計画の策定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  災害復興計画の策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節  基本方針 

第２節  災害復興本部の設置 

第３節  災害復興方針・計画の策定 

第４節  災害復興事業の実施 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第４章  災害復興計画の策定 

  第１節       基本方針 

 
第１節  基本方針 

 

１ 責任担当部 

 

区分 部 主な任務 

主担当部 
災対企画経営部 
災対都市整備部 

総合的な復興計画の立案及び総合調整 
並びに復興計画に関する広報活動 

副担当部 各  部 所管事務に基づく復興計画の策定 

 

２ 基本的考え方 

 

基 
本 
的 
考 
え 
方 

災害により被災した市民の生活や企業の活動等の健全な回復には、迅速な被災地域の復
興が不可欠である。 
また、復興は、復旧と異なり、被災前の地域の抱える課題を解決し、被災を契機に都市構

造や地域産業の構造等をより良いものに改変する事業と位置付けられることが望ましい。
しかし、そのためには、多くの場合、被災後の混乱から立ち直り当面の生活再建に精一杯の
状態に置かれる被災者市民や企業、その他多数の機関が冷静かつ積極的に復興事業に参画
できる条件整備・環境整備が不可欠となる。 
そうすることによってはじめて、市民をはじめとする関係機関との調整及び合意形成を

行うことが可能となる。 
したがって、これらを効果的に実施するためには、 
第１、「原案」となる復興計画については可能な限り被災後速やかに策定すること。 
第２、調整と合意形成には、十分な時間と協議を尽くして行うこと。 

が必要とされる。 
以下には、阪神・淡路大震災で取られた措置を参考例として、復興計画を策定するための

手順のあらましを示している。 

 

３ 災害復興計画策定上の留意事項 

  
（１）被災後に早期かつ的確に復興を行えるよう、事前に災害復興計画策定等の復興事前準備

に努めるものとする。 

（２）市民・事業者の参画と行政の協働による復興の方向性を共有する 

（３）時代に合わせたニーズや人口動態、都市の変化を踏まえた復興計画の断続的なフォロー

アップの実施 



 

３０６ 

第４部  災害復旧・復興計画       
第４章  災害復興計画の策定 

第２節  災害復興本部の設置第２節  災害復興本部の設置 

第２節  災害復興本部の設置 

 

市長は、被害状況を速やかに把握し、災害復興の必要性を確認した場合に、宝塚市災害復興本

部設置要綱の規定に基づき、市長を本部長とする宝塚市災害復興本部を設置する。また、企画経

営部長を長とし事務局を企画政策課内に置く。 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第４章  災害復興計画の策定 
第３節  災害復興方針・計画の策定 

第３節  災害復興方針・計画の策定 

 

１ 災害復興方針の策定 

 

市長は、災害復興の指針とするため、災害復興方針を策定する。この場合において、市長が

必要と認める時は、学識経験者、市民代表及び行政関係職員等により構成される災害復興計画

検討委員会を設置し、意見を聴くことができる。 

災害復興方針を策定した場合は、速やかにその内容を市民に公表する。 

 

２ 災害復興計画の策定 

 

市長は、災害復興方針に基づき、具体的な災害復興計画の策定を行う。この計画では、市街

地復興に関する計画、産業復興に関する計画、生活復興に関する計画及びその事業手法、財源

確保、推進体制に関する事項について定める。 

 

※ 参照 ⇒ 平成７年６月宝塚市震災復興計画の構成と概要（資料・様式編２－３－４） 
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第４部  災害復旧・復興計画 
第４章  災害復興計画の策定 

  第４節  災害復興事業の実施 

第４節  災害復興事業の実施 

 

市長は、県及び関係機関・団体並びに市民・事業所と協力して、災害復興計画に基づき災害復

興事業を推進する。 

なお、事業の計画的な推進のため、必要に応じ、市役所内に災害復興に関する専門部局を設置

する。 
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